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序章 

 

 

 

 

 

1897 年 11 月 14 日、ドイツ東アジア巡洋艦隊は、中国山東半島東南部に

位置する膠州湾を占領した。それ以降ドイツは、1898 年 3 月 6 日に締結さ

れた膠州湾租借条約を根拠に、第一次世界大戦勃発を機に日英連合軍によっ

て攻略されるまでのおよそ 17 年の間、同湾を植民地支配下においた。本論

は、（1）この膠州湾租借地におけるドイツ植民地行政の経済政策の導入・変

容・帰結と、（2）その経済政策を基盤として構想された植民地社会の秩序と

その変化を明らかにすることを課題とする。  

序章では、まず、第 1 節・第 2 節で、この研究の背景となる二つの研究潮

流、すなわちドイツ植民地支配と東アジア地域経済をめぐる研究動向を、本

論の研究テーマに即して整理する。次に、第 3 節で、本論と直接にかかわる

膠州湾租借地をめぐる研究水準の現段階を整理し、その上で、第 4 節で本論

の課題を提示する。  

 

 

 

第 1 節 ドイツ植民地支配研究の課題  

 

 1960 年代末から 70 年代初頭にかけて、ドイツ帝国主義をめぐる議論は、

主としてその対外拡張の要因をめぐるものであったと言えよう。東アジアを

例に挙げれば、その要因は、かつての対外政策における国家威信の要因を重

視した外交史研究に対して、ドイツ民主共和国で帝国主義・植民地主義研究

をリードしたヘルムート・シュテッカーの 1950 年代末の研究のように、ド

イツ資本主義の有望な輸出市場の獲得に力点を置くか、あるいはドイツ帝国

主義に社会帝国主義論を導入したハンス＝ウルリヒ・ヴェーラーのように、
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国内の支配体制を安定化させる対外政策の手段として論じられた。しかし、

ドイツの帝国主義的拡張の要因をめぐる議論は、主としてドイツ国内におけ

る経済発展の段階、あるいは政治支配体制の性格規定を目的とするものであ

った。研究視角とその結論がドイツ本国の動向に置かれるという点では、ド

イツ経済の資本主義的発展の結果として、国内に蓄積された余剰資本を国外

市場に捌け口を見出すという経済的動機づけをその背景にもとめる解釈に

しても、社会帝国主義論のように国内の支配体制を安定化させる手段とみる

解釈にしても共通しており、ドイツ帝国主義が公式・非公式に影響力を行使

した社会の動向そのものはドイツ帝国の歴史叙述のなかで周縁的な地位を

占めるにすぎなかった 1 。  

 もちろん、そうした研究と同時期に、ドイツ植民地支配に関する研究が疎

かにされていた訳ではない。ドイツ本国におけるドイツ植民地主義運動の形

成と個々の植民地における支配のあり様については、それぞれに研究が積み

重ねられてきた 2 。こうしたドイツ植民地主義研究の進展を背景に、 1983

                                                  
1  1958 年に発表されたドイツ資本主義の東アジア進出に関するシュテッカー

の研究は、1970 年に出版されたヴェーラー編著の『帝国主義』にその要旨が掲

載された。社会帝国主義・自由貿易帝国主義、あるいは人種主義と帝国主義の

関連など、同書には当時を代表する帝国主義理論と実証研究の成果が収録され

ている。以下を参照。Helmuth Stoecker, Preußisch-deutsche Chinapolitik in den 
1860/70er Jahren, in: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Imperialismus, 3. Aufl., Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 1976 (1. Aufl. 1969), S. 243-258; Hans-Ulrich Wehler, 
Sozialimperialismus, in: Wehler (Hrsg.), Imperialismus, S. 83-96. また、前述のシ

ュテッカーの研究は以下。Deutschland und China im 19. Jahrhundert. Das 
Eindringen des deutschen Kapitalismus, Berlin: Rütten & Loening, 1958. 同様に、

山東鉄道を事例として、ドイツ資本主義の中国鉄道建設への拡張を論じた、Vera 
Schmidt, Die deutsche Eisenbahnpolitik in Shantung 1898-1914. Ein Beitrag zur 
Geschichte des deutschen Imperialismus, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1976 も、こ

の時期の傾向を代表する研究として指摘できる。ドイツ資本主義の性格規定を

主要な研究課題とした、熊谷一男『ドイツ帝国主義論』未来社、1973 年もこの

流れに位置づけられよう。  
2  ここではドイツの個別の植民地支配の研究蓄積を挙げることはできないが、

この時期のドイツのアフリカ植民地支配の研究の展開については、1971 年に公

表されたバウムガルトの以下の研究動向を参照。Winfried Baumgart, Die 
deutsche Kolonialherrschaft in Afrika. Neue Wege der Forschung, in: 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 58 (1971), S. 468-481. ま
た、以下の概説書および巻末参考文献も参照。Horst Gründer, Geschichte der 
deutschen Kolonien, 4. Aufl., Paderborn: Schöningh, 2000 (1. Aufl. 1985). 日本に

おける研究整理として、富永智津子・永原陽子「ドイツ植民地」西川正雄編『ド

イツ史研究入門』東京大学出版会、 1984 年、 259－ 271 頁参照。  
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年にドイツ海外移民と植民地主義研究の第一人者であるクラウス・バーデは、

1970 年代半ば以降のヨーロッパ植民地支配一般についての研究史整理のな

かで、植民地主義研究者のパースペクティヴに明確な転換があることを指摘

し た 。 そ の 転 換 と は 、 旧 来 の ヨ ー ロ ッ パ 中 心 的 な 「 海 外 史

（Überseegeschichte）」から離脱し、海外へ拡張する人々の意図・視野・戦

略と同時に、この拡張の対象となった人々の反応、そしてその相互連関の帰

結を扱うようになったことであった。バーデは、これを「植民地史・『海外

史』から第三世界の歴史」への転換と表現し、また「ヨーロッパ・アフリカ

史」のような相互関係の歴史の可能性に言及していた 3 。  

この 1970 年代の植民地支配研究は、アフリカにおける脱植民地化の波を

同時代的に体感しつつ生み出されたものであった。だが、上記のバーデが指

摘したように、ヨーロッパ史の延長ではない植民地支配研究の可能性が明確

に認識されていたにもかかわらず、そのおよそ 20 年後にゼバスティアン・

コンラートは、 1970 年代以降のドイツ植民地主義に関する研究成果が帝政

期ドイツの歴史叙述に驚くほどに何の影響ももたらさなかったと指摘せざ

るを得なかった。たとえば、ビスマルク期の植民地政策およびヴィルヘルム

期の世界政策は、第一次世界大戦へと至るドイツ史の延長線上におかれ、あ

くまで対ヨーロッパ政策の一部として解釈されており、またヴェーラーの社

会帝国主義論では、植民地主義の国内世論の影響力はわずかなものであった

とし、それは支配層の「誤った意識」とされ、植民地支配の国内社会への「反

作用」は重視されていないと批判している 4 。  
                                                  
3  Klaus J. Bade, Imperialismusforschung und Kolonialhistorie, in: Geschichte und 
Gesellschaft, 9 (1983), S. 138-150. 本文引用頁は 140 頁。ここでは、この研究の

方向転換を導いた画期的な研究書として、Rudolf von Albertini (Hrsg.), 
Europäische Kolonialherrschaft 1880-1940, 2. Aufl., Stuttgart: Steiner, 1985 (1. Aufl. 
1976)が挙げられている。  
4  Vgl. Sebastian Conrad, Doppelte Marginalisierung. Plädoyer für eine 
transnationale Perspektive auf die deutsche Geschichte, in: Geschichte und 
Gesellschaft, 28 (2002), S. 145-169.とくに、158－ 161 頁を参照。ちなみに、初期

のヴェーラーの著作では、世界政策の開始として位置づけられる膠州湾占領か

ら義和団事件までのヴィルヘルム期ドイツの対中国政策は、社会帝国主義論の

一環として解釈された。以下を参照。Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, 7. Aufl.,  
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994 (1. Aufl. 1973), S. 176-177. 日本語訳は

以下。大野英二・肥前榮一訳『ドイツ帝国 1871－ 1918 年』未来社、 1983 年、

256－ 258 頁。しかし、「結集政策」は別として、ビスマルクの植民地政策を「社
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この帝政期ドイツの歴史研究の問題は、個別のドイツ植民地における支配

と植民地支配下にあった社会の変動に関する研究がドイツ帝国の歴史と別

個のものとして扱われてきたというだけにとどまらない。ラテンアメリカで

提起された従属理論やウォーラーステインの世界システム論とそれらへの

批判は、ドイツ帝国の歴史理解にはほとんど影響を及ぼさなかった 5 。帝政

期ドイツの歴史研究の課題は、ナチズムを経て戦後の東西ドイツ（ 1989/90

年のドイツ統一以降はドイツ連邦共和国）へ至るまでの連続と断絶を明らか

                                                                                                                                                  
会帝国主義」と理解できるかどうかについては、多くの批判が寄せられてきた。

例えば以下を参照。George W. Hallgarten, War Bismarck ein Imperialist? Die 
Außenpolitik des Reichsgründers im Licht der Gegenwart, in: Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht, 22:5 (1971), S. 257-265; ders., Wehler, der 
Imperialismus, und ich. Eine geharnische Antwort, in: Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht, 23:5 (1972), S. 296-303; Winfried Baumgart, Eine neue 
Imperialismustheorie? Bemerkungen zu dem Buche von Hans-Ulrich Wehler über 
Bismarcks Imperialismus, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen, 10 (1971), S. 
197-207. 近年の帝政期ドイツの研究では、ビスマルクの政策が非公式の帝国主

義から公式の帝国主義に移行した理由として、アフリカ現地での独自の情勢変

化によって説明されている。ハンス＝ペーター・ウルマンは 1884/85 年のベル

リン会議による「実効占領」の意義を強調し、ヴィンフリート・シュパイトカ

ンプは、ビスマルクが植民地と名付けず「保護領」とし、植民地会社主導の植

民地支配を志向したことから、ビスマルクはむしろ非公式帝国主義の路線を踏

襲していたものの、現地社会の抵抗などの動態によって効率的な植民地行政を

建設する必要が生まれたと説明している。いずれにしても、旧来の列強外交史

的な解釈も社会帝国主義的な解釈も、ドイツ植民地政策の転換の理由としては

充分な説明ではないと理解されており、植民地化の対象となった地域自体の動

向が重視されるようになっている。Vgl. Hans-Peter Ullmann, Das Deutsche 
Kaiserreich 1871-1918, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, S. 81-82; Winfried 
Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte, Stuttgart: Reclam, 2005, S. 28-41. 
5  従属理論・世界システム論については、さしあたり、森田桐郎編『世界経済

論――《世界システム論》アプローチ』ミネルヴァ書房、1995 年を参照。ドイ

ツの工業化に関しては、世界経済の拡大と関連づけられて説明されたとしても、

その国内社会への影響に主眼が置かれており、世界経済の構造化と結びつくよ

うな議論はほとんどみられない。これは、帝政期ドイツの対外経済関係の 9 割

弱をヨーロッパ・アメリカが占めていたからであろう。しかし例えば、最近の

トルプの研究によれば、 1889 年から 1913 年の間にドイツ対外輸入におけるヨ

ーロッパの占める割合は、 79.3％から 54.7％へと減少し、アメリカは 15.5％か

ら 27.8％、アジアは 3.1％から 9.7％、アフリカは 1.0％から 4.6％、オーストラ

リアおよびオセアニアは 0.9 から 3.0％と増加している。世界分業構造の解明に

は、特定品目の流通および生産過程を仔細に分析することが欠かせない。上記

の割合の変化をみれば、今後、ドイツとヨーロッパ外地域間の特定品目の流通・

生産過程を分析することは重要なテーマとなると思われる。Cornelius Torp, Die 
Herausforderung der Globalisierung. Wirtschaft und Politik in Deutschland 
1860-1914, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005, S. 81 u. S. 376.  
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にすることであって、世界史（あるいはグローバル・ヒストリー）における

位置づけは、主要な論点とはならなかった。こうした研究情況のなかでは、

ドイツ植民地支配について積み重ねられてきた歴史研究は、帝政期ドイツの

歴史においても、ヨーロッパ帝国主義・植民地主義の歴史においてもエピソ

ードの位置にとどまらざるを得なかった 6 。  

 しかし、1990 年代初頭に盛んになった英語圏でのポストコロニアル研究、

帝国論、そしてグローバリゼーションをめぐる議論は、帝政期ドイツの歴史

研究に新たな研究潮流を生み出している。そこでは、ヨーロッパ中心的な歴

史の見方を批判し、「トランスナショナルな歴史」をキーワードに問題提起

的な研究が公表されている 7 。帝政期ドイツについて、そうした研究動向の

先鞭をつけた研究書として、 2003 年に出版されたユルゲン・オースタハン

メル／ゼバスティアン・コンラート編『トランスナショナルなドイツ帝国

――世界のなかのドイツ、 1871―1914』が挙げられよう。その序論では、 2

つの研究のアプローチが提起されている。１つは、植民地における文化的実

践と社会秩序の形成、さらに植民地支配の本国への反作用を分析の対象とす

るポストコロニアル研究のアプローチである。もう 1 つは、グローバリゼー

ション研究のアプローチであり、そこでは 19 世紀末に一層顕著になった世

界経済のネットワーク化に帝政期ドイツの社会・経済を位置づけようとする

ものである 8 。この研究潮流は、ドイツ史における帝国論と呼ぶことができ

                                                  
6  Vgl. Conrad, Doppelte Marginalisierung, S. 158-161. 
7  「トランスナショナルな歴史」をめぐっては、現在、実証研究よりも方法論

に関して盛んに議論されている段階である。以下を参照。 Jürgen Osterhammel, 
Transnationale Gesellschaftsgeschichte. Erweiterung oder Alternative?, in: 
Geschichte und Gesellschaft, 27 (2001), S. 464-479; Kiran Klaus Patel, 
Transatlantische Perspektiven transnationaler Geschichte, in: Gechichte und 
Gesellschaft, 29 (2003), S. 625-647; Kiran Klaus Patel, Überlegungen zu einer 
transnationalen Geschichte, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 52 (2004), S. 
626-645; Michael Werner/ Bénédicte Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verflechtung. 
Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen, in: 
Geschichte und Gesellschaft, 28 (2002), S. 607-636; Gunilla Budde/ Sebastian 
Conrad/ Oliver Janz (Hrsg.), Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen und 
Theorien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. 
8  Jürgen Osterhammel/ Sebastain Conrad, Einleitung, in: Sebastian Conrad/ Jürgen 
Osterhammel (Hrsg.), Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 
1871-1914, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, S. 8-27. とくに 14－ 27 頁参

照。ドイツ史においてポストコロニアル研究の問題提起を持ち込もうとした研

究書として以下を参照。Sebastian Conrad/ Shalini Randeria (Hrsg.), Jenseits des 
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よう。  

1990 年代後半以降、日本の歴史研究においても帝国論が盛んに論議され

たが、その特徴としては次の 3 点を挙げておく。まず、国民国家の枠組みに

限定されて歴史認識に対する批判として現れたことである。次に、イギリス

帝国史や日本植民地帝国の問題設定が宗主国・植民地間およびそれぞれの植

民地間の相互作用を研究の枠組みに入れることを目指していることであり、

最後に、政治・経済的な側面だけでなく文化的実践も研究の重点に置いてい

ることである 9 。先述のオースタハンメル／コンラート編の問題提起におい

ても、国民国家的な視点から蓄積された研究成果を否定することはないと留

保されているが、その視野を国民国家より超えることが主眼に置かれ、また

宗主国・植民地間の相互作用、および文化的実践にも力点が置かれている。 

 しかし、こうした帝国研究は、帝国という分析の枠組みを設定することに

よって、植民地から宗主国への「反作用」という視角にすでに表現されてい

                                                                                                                                                  
Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und 
Kulturwissenschaften, Frankfurt a. M.: Campus, 2002. また、ポストコロニアル研

究を、とくに支配者／被支配者の二項対立の図式ではなく、植民地支配を植民

地と宗主国の共通の近代史として把握するアプローチという理解によって、ド

イツ植民地（支配）研究を整理したものとして、以下を参照。Sebastian Conrad, 
Schlägt das Empire  zurück? Postkoloniale Ansätze in der deutschen 
Geschichtsschreibung, in: WerkstattGeschichte, 30 (2001), S. 73-83. ドイツ語圏で、

グローバリゼーションを歴史学の視点から把握しようとした試みとして、
Jürgen Osterhammel/ Niels P. Petersson, Geschichte der Globalisierung. 
Dimensionen – Prozesse – Epochen, München: Beck, 2003. その内容は筆者の書評、

『公共研究』第 1 巻第 1 号、 2004 年 12 月、 128－ 137 頁参照。帝政期ドイツ経

済をグローバリゼーションの視点から再検討しようとした試みとして、Torp, 
Die Herausforderung der Globalsierung. 
9  イギリス帝国史研究の最近の成果として、ミネルヴァ書房より刊行されてい

るシリーズ「イギリス帝国と 20 世紀」が挙げられる。木畑洋一は、帝国史研究

をリードしながら、同時に帝国主義研究の視点から、日本の帝国史研究の傾向

を、従来の帝国主義研究の成果を継承する姿勢が弱いと批判している。この点

は、木畑洋一編『大英帝国と帝国意識――支配の深層を探る』ミネルヴァ書房、

1998 年への松村高夫の書評、および自らも寄稿した北川勝彦・平田雅博編『帝

国意識の解剖学』世界思想社、1999 年への永原陽子の書評、そしてそれを受け

て日本の帝国史研究に同様の傾向を看取して警句を発した柳沢遊（「帝国主義と

在外居留民――『帝国意識』とその社会基盤」『現代思想』第 29 巻第 8 号、2001
年 7 月、 153 頁）の指摘に答えたものである。以下を参照。木畑洋一「帝国主

義と世界システム」歴史学研究会編『現代歴史学の成果と課題 1980－ 2000 年 

Ｉ 歴史学における方法論的展開』青木書店、 2002 年、 56－ 71 頁。とくに 62
－ 63 頁。日本史における帝国史研究の方向性については、駒込武「『帝国史』

研究の射程」『日本史研究』第 452 号、 2000 年 4 月、 224－ 231 頁を参照。  
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るように、植民地支配下におかれた社会をふたたび帝国の歴史に統合してし

まう可能性を孕んでいる。「トランスナショナルな歴史」の試みは、帝国の

枠組みを固定的な分析単位とせず、研究者はその枠組み自体の変容を看過し

てはならないだろう。そうでなければ、植民地は帝国の内部に組み込まれた

ままの存在となり、研究者は、その社会に生きる人々が実践した脱植民地化

の営為に気づかないままになりかねない。この関連で懸念されるのは、サバ

ルタン・スタディーズが提起したような植民地支配を被った非エリート層の

主体性の問題は、『トランスナショナルなドイツ帝国』のなかでは取り上げ

られていないことである 10 。もちろん、このアプローチは、帝政期ドイツ

の歴史において「周縁化」された植民地支配の過去に、より適切な位置づけ

を与えるための可能性を十分に持っている。しかし、それだからこそ、再び

植民地支配下に置かれた社会自体の動態が視野から失われる危険性があり、

植民地支配の研究は、植民地支配下におかれた社会と本国との相互作用を視

野に入れるだけではなく、その社会がおかれている地域との関係性を視野に

入れる必要があるだろう 11 。  

 

 

 

第 2 節 東アジア地域経済と膠州湾租借地  

 

 帝政期ドイツの歴史のなかでドイツ植民地支配の歴史が周縁に置かれて

いたとしても、膠州湾租借地における植民地統治は、さらにその植民地支配

の歴史のなかでも特殊例として以外に位置づけられることは稀であった。

                                                  
10  ポストコロニアル研究としてサバルタン・スタディーズを位置づけてその研

究動向を整理したものに、Gyan Prakash, Subaltern Studies as Postcolonial 
Criticism, in: American Historical Review, 99:5 (1994), pp. 1475-1490. 
11  第二次大戦後の日本の歴史学においては、地域概念を対象としてではなく、

方法として理解する研究潮流があり、そこでは、ある地域を設定することは研

究者の世界史認識と不可分であると理解された。古田元夫「地域区分論――つ

くられる地域、こわされる地域」『岩波講座 世界歴史 1 世界史へのアプロ

ーチ』岩波書店、1998 年、37－ 53 頁を参照。本稿では、植民地行政が設定した

租借地の境界線で分析対象を区切るのではなく、それを越えた人々の社会生

活・経済生活の営みを把握するために「地域」という概念を使用する。  
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1897 年 11 月 14 日の膠州湾占領事件は、ヴィルヘルム期ドイツの世界政策

の開始として位置づけられているとしても、そこでの植民地統治に関する研

究は帝政期ドイツの歴史叙述にとってエピソード以上の位置づけが与えら

れることはない。 1995 年に出版されたヴェーラーの大著『ドイツ社会史』

第 3 巻では、ドイツの中国植民地は、「非公式」の経済拡張の拠点となるこ

とに失敗した事例として挿入されるにとどまっている 12 。  

これまでのドイツ帝国主義研究あるいは植民地支配研究のなかで、ドイツ

帝国主義がその中国植民地を、当時の東アジア地域経済のネットワークにど

のように結び付けようとしたのかという問題が検討されることはなかった。

ドイツ経済利害の中国市場への参入は、通商条約の締結、経済利権の獲得な

ど、むしろ外交交渉の問題として分析されてきた。その結果、膠州湾租借地

を当時の中国沿岸諸港の商業ネットワークへ組み入れるためにどのような

経済政策を採用したのか、そしてそれが地域経済とどのように作用し合った

のか、さらにその政策の帰結として、膠州湾租借地は東アジア商業ネットワ

ークとどのような結びつきを持ったのかという問題は扱われることはなか

った。言い換えれば、膠州湾租借地の研究は、東アジア地域経済との関係か

ら孤立した存在となっていたのである。  

 こうした問題設定は、浜下武志の朝貢貿易システム論および杉原薫のアジ

ア間貿易論とそれに触発された商業ネットワーク形成をめぐる研究潮流を

念頭に置いている。周知のように、浜下武志の朝貢貿易システム論は、「西

洋の衝撃」論にみられた能動的な西洋に対して受動的なアジアを想定する図

式を覆すテーゼであった 13 。  

従来、二度のアヘン戦争の軍事的圧力によって清朝政府と諸列強の間に諸

条約が締結され、その制度的な枠組みによって旧来の朝貢体制は近代的な条

約体制へと移行したと説明されてきた。その条約体制は、開港場を設置し、

そこでは同業組合団体の貿易独占を排除する「自由貿易」を理念とするもの

であった。その特徴として、（1）開港場の関税率 5％に設定すること（中国

                                                  
12  Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftgeschichte 1849-1914, Bd. 3, 
München: Beck, 1995, S. 1141-1145.  
13  浜下武志『近代中国の国際的契機――朝貢貿易システムと近代アジア』東京

大学出版会、 1990 年、序章参照。  
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の関税自主権の否定）、（ 2）内地通過税（釐金）を免除する代わりに開港場・

中国内地間の輸出入品に子口半税 2． 5％を課すこと（地方行政の税収源の

排除）、（3）領事裁判権（治外法権）、（4）最恵国条款（片務・無条件・概括

的）、（ 5）開港場における軍艦の停泊、（ 6）外国人税務司制、（ 7）内地旅行

権などが挙げられる 14 。これらの制度的枠組みによって、中国内地への列

強の経済的浸透が進んでいったと理解された。  

 こうした「西洋の衝撃」論の見方は、すでにアメリカ合州国の中国史研究

者によっても、それは中国を「西洋の衝撃」に「反応」する存在として描く

ものであると批判されている 15 。浜下は、この「衝撃－反応」パラダイム

に対して、「アジア史それ自体の内的構成要因および内的動因を導き出す」

ことを課題とし、「近代アジア市場の形成という角度」からアジア近代史を

分析することを目指した。そのための具体的なテーマとして、多角的なアジ

ア域内交易の形成、アジア銀貨圏と各国通貨体制の連動、苦力貿易による国

際的移民労働市場の改編と華僑・印僑の海外送金ネットワークを論じた 16 。

総じて、アジアという地域経済圏を設定し、それ自体の動態を明らかにしよ

うとしたものであった。  

しかし、その後の浜下の議論では、東アジア経済を「開港の以前と以後で

区切るのではなく、交易港の歴史的連続性」を理解することに主眼が置かれ、

そのために華僑商人・印僑商人の広域的な交易ネットワークの歴史的連続性

が強調されるようになった 17 。しかし、この議論では、東アジア経済の転

換や刷新という視点は見られない。こうした浜下の議論を最も厳しく批判し

                                                  
14  John K. Fairbank, The Creation of the Treaty System, in: John K. Fairbank (ed.), 
The Cambridge History of China. Late Ch’ing, 1800-1911, Vol. 10 Part 1, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1978, pp. 213-263. とくに  259 頁参照。条約体制の

成立時期は、J・Ｋ・フェアバンクの理解に拠った。条約体制を構成する制度的

枠組みの詳細は、論者によって若干の相違があるものの、経済面に限れば、本

文中に挙げた項目で十分だろう。坂野正高『近代中国政治外交史』東京大学出

版会、 1989 年 3 刷（初版は 1973 年）、 172－ 173 頁、 180－ 186 頁、 258－ 264 頁

も参照した。  
15  ポール・Ａ・コーエン（佐藤慎一訳）『知の帝国主義――オリエンタリズム

と中国像』平凡社、1988 年 6 月、38－ 46 頁参照（原著：Paul A. Cohen, Discovering 
History in China, New York: Columbia University Press, 1984）。  
16  浜下武志『近代中国の国際的契機』、序章参照。引用は 3 頁。  
17  浜下武志「東アジア地域史の展開と『近代』」同『朝貢システムと近代アジ

ア』岩波書店、 1997 年、 171－ 186 頁参照。引用は 174 頁。  
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たのは、本野英一の「英語を話す中国人」論である。彼は、浜下の「歴史的

連続性」の主張を否定し、「伝統中国商業秩序」は「崩壊」したと主張した。

本野は、在中国の外国商人の買辦となった中国商人が、その不平等条約に基

いた法的地位によって他の中国商人にはない特権――輸出子口半税と株主

有限責任制の適用――を受けるようになったことで、中国商人の商業取引に

新たな秩序が生まれ、「明代以来の王朝国家による商人支配体制は最終的に

瓦解した」と主張した 18 。浜下の議論が、ヒト・モノ・カネ・情報のマク

ロな流通の分析から、広域的な地域経済圏の存在を実証しようとするもので

あるのに対し、本野はその流通の担い手の経済的営為に着目し、その質的変

化を明らかにするものと言えよう。  

ヒト・モノ・カネ・情報の流通網の形成を分析することによってある経済

圏の動態を分析することは、ドイツ植民地支配の研究に欠けていたグローバ

ルな位置づけを考察する上できわめて意義深いと思われる。しかし、同時に

その質的変化を考察するアプローチをもたなければ、地域経済の実態の分析

は不十分なものになるだろう。浜下のアジア貿易ネットワーク論で重要な役

割を果たしている香港の分析では、植民地当局の経済政策は副次的な位置づ

けしか与えられていない 19 。香港経済の場合は、「自由貿易」原則の適用以

降、植民地行政は社会秩序の安定維持に配慮すれば、香港経済の担い手であ

る中国商人層が進んで香港を東アジアの流通網と結びつけることになった

のか。本論が考察する膠州湾租借地の港湾都市青島港の場合は、たしかに貿

易統計上、その輸出入量は急速に増加し、 1913 年に華北沿岸諸港のなかで

                                                  
18  本野英一『伝統中国商業秩序の崩壊――不平等条約体制と「英語を話す

中国人」』名古屋大学出版会、2004 年。浜下批判は、 4－ 5 頁、引用は 185
頁。輸出子口半税については、買辦となることで外国商人に認められていた

2.5％の輸出子口半税を支払えば、内地通過税（釐金）の免除され、競争相

手となるほかの中国商人よりも優位となった。株主有限責任制については、

中国では事業出資者が事業破綻の際に無限の責任を負うとされたが、例えば

株主有限責任制の適用を受けるイギリス商人の買辦となれば、ある事業に出

資し、それが破綻したとしても、その負債の責任は国家の保障によって限定

的となった。そのため、 1880 年代以降、中国商人・華僑の在華外国企業へ

の株式投資が急増したと指摘されている。本野、前掲書、とくに第 9・ 10・
11 章参照。  
19  浜下「イギリス帝国経済と中国－香港」同『近代中国の国際的契機』、 173
－ 216 頁参照。  
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は、天津・大連に次ぐ貿易額を記録した 20 。しかし、本論が明らかにする

ように、山東鉄道・港湾設備のインフラ整備のみでも、また自由港制度の導

入によっても、青島港は東アジアの商業ネットワークと結びついたのではな

い。青島経済のダイナミズムは、植民地行政の経済政策上の意図と中国商人

層の経済活動との間の協調・競争・対立を孕んだ緊張のなかで生じたのであ

る。本論は、植民地行政の経済政策と地域経済の動態の相互作用を分析する

ことで、青島の東アジア商業ネットワークの参入の様相を明らかにすること

を意図している。  

 

 

 

第 3 節 膠州湾租借地研究の現在  

 

 帝政期ドイツの歴史叙述にほとんど影響を与えなかったとしても、これま

で膠州湾租借地におけるドイツ植民地政策については多くの研究が積み重

ねられ、その主要な論点についての結論は、ほとんど揺るぎないと思われる

ほどに定まってきた。その論点としては、（1）膠州湾占領に至る過程とその

動因、（ 2）ドイツの山東および膠州湾におけるドイツ経済利害の形成と海軍

の戦略の関係、（ 3）ドイツ植民地統治による山東および膠州湾租借地の近代

化が挙げられる。  

 まず、膠州湾占領にいたる過程とその動因については、当初の外交史的な

アプローチにとどまらず、その政治・経済・軍事の複合的な性格が強調され

るようになっている。これまでに膠州湾占領の決定過程については、日清戦

争を契機として、ドイツ皇帝ヴィルヘルム 2 世の意向の下、外務省・海軍省

高官が他の欧米列強の動向を配慮しながら、綿密な膠州湾占領計画を立案し

ていたことが明らかになった 21 。しかし同時に、山東省曹州府鉅野県にお

                                                  
20  青島・天津・大連の 1904～ 1913 年の貿易額の増加率を比較すれば、大連が

1.11 倍、天津が 0.88 倍であったのに対し、青島は 2.20 倍であり、他を圧倒し

ている。寿楊賓編『青島海港史（近代部分）』人民交通出版社、 1986 年、 92－
94 頁。  
21  初期の外交史では、戦間期に第一次世界大戦の戦争責任をめぐる政治色の濃
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ける 2 人のドイツ人宣教師殺害を口実に、膠州湾を軍事占領するというヴィ

ルヘルム 2 世の決定について、その周囲の政治指導層は積極的に支持してい

なかったことも指摘されている。膠州湾の占領直前には、帝国宰相ホーエン

ローエも海軍省ティルピッツも宣教師殺害を口実に膠州湾を占領すること

には憂慮を示していた。最終的に膠州湾の占領は、ヴィルヘルム 2 世が発し

た占領命令にもとづいて実行された。膠州湾の占領決定と実行に至る過程に

おいて、ヴィルヘルム 2 世が果たした役割は決定的であったために、膠州湾

占領をめぐる歴史解釈では、この時期のヴィルヘルム 2 世による親政の統治

システム自体の問題視されるようになった 22 。こうした研究の力点の移動

                                                                                                                                                  
い論争の過程で公表された、大規模な外交史料集Die Große Politik der 
Europäischen Kabinette 1871-1914 im Auftrage des Auswärtigen Amtes hrsg v. 
Johannes Lepsius/Albrecht Mendelsohn Bartholdy/Friedrich Thimme, 40 Bde., 
Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1922-1927 ［以下

GPと略記］に基づいて研究されていた。同史料のなかで膠州湾占領に関して該

当個所は以下。Der „ostasiatische Dreibund“. Das Zusammenwirken von 
Deutschland, Rußland und Frankreich in Ostasien 1894-1895, in: GP, Bd. 9, S. 
241-333 およびDie Vorbereitung der Erwerbung Kiautschous durch Deutschland 
1895-1897, in: GP, Bd. 14 Teil 1, S. 5-151. 初期の代表的な外交史研究として、
Feng Dien Djang, The Diplomatic Relations between China and Germany since 1898, 
Shanghai: The Commercial Press, Ltd., 1936 (reprinted, Taipei, 1971)を挙げておく。

また、GPの史料上の問題については、さしあたり、石田勇治「ヴァイマル初期

の戦争責任問題――ドイツ外務省の対応を中心に」『国際政治』 96 号、 1991 年

3 月、61－ 62 頁および注 73、西川正雄『現代史の読み方』平凡社、1997 年、43
－ 46 頁を参照。GPは現在でもその史料的価値は失われてはいないが、その後の

研究では、未公刊史料を駆使して、本文中に示した評価が加えられている。代

表的なものとして、以下を参照。 John E. Schrecker, Imperialism and Chinese 
Nationalism. Germany in Shantung, Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 
1971, pp. 19-32; Schmidt, Die deutsche Eisenbahnpolitik, S. 54-58. 海軍省の軍事

占領計画の作成については、以下に詳しい。Klaus Mühlhahn, Herrschaft und 
Widerstand in der „Musterkolonie“ Kiautschou. Interaktionen zwischen China und 
Deutschland, 1897-1914, München: Oldenbourg, 2000, S. 89-92. 最近の外交史研究

では、世紀転換期のドイツ国内世論、とくに知識人・政治指導層における世界

政策イデオロギーの形成を前提にしながら、膠州湾占領の決定要因として他の

欧米諸列強に対するドイツ外交の「フリー・ハンド」の選択肢が強調されてい

る。とくに以下を参照。Konrad Canis, Von Bismarck zur Weltpolitik. Deutsche 
Außenpolitik 1890 bis 1902, Berlin: Akademie Verlag, 1997, S. 223-276. 
22  ヴィルヘルム 2 世の占領命令の撤回をめぐる経緯は、GP所収史料において

も跡付けることができる。 1897 年 11 月 6 日に発せられたヴィルヘルム 2 世の

膠州湾占領命令に対して、同日、ホーエンローエはロシアの出方を待つように

忠告し、また彼は、11 日にもティルピッツからも同じ意見を得たとして、中国

側の回答が不満足なものである場合に、占領を実行するように命令を変更する

ように要求し、それをヴィルヘルム 2 世は承諾した（GP, Bd. 14 Teil 1, Wilhelm 
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の背景には、ヴィルヘルム 2 世とその周辺に形成された親政の意思決定メカ

ニズムの重要性を明らかにしたジョン・C・G・レールの研究がある。彼の

研究は、社会構造史のアプローチから後景に追いやられていたテーマを史料

にもとづいて明らかにしたものである 23 。  

 こうした政治外交史的手法から膠州湾占領の決定過程を解明する研究は、

帝政期ドイツの対外政策の動向を分析する上で重要であることは疑いない。

しかし、そうした占領の決定過程の分析だけでは、なぜ膠州湾租借地に植民

地統治が布かれたのかについては理解できないだろう。占領当時においてさ

え、ドイツ帝国議会で社会民主党のアウグスト・ベーベルが言及したように、

宣教師殺害を口実に該当国の一部領土を事前交渉なしに軍事占領すること

は、国際政治において容認されるものではない、と認識されていた 24 。膠

州湾の植民地化については、その過程を支えた社会経済的な基盤が明らかに

されなければならない。この点については、従来の研究では、ドイツの対中

国経済利害の形成という視点から分析され、とくに、商業利害と重工業利害

の 2 つの経済利害の形成過程が明らかにされている。  

まず、商業利害については、第一次アヘン戦争前後以来、中国沿岸部で次

第に形成されたドイツ商業利害とドイツの対中国政策と間の関連性が論じ

られている。それはおおよそ以下のように説明されている。まず、ドイツ商

業利害は、他の列強と同様に、ドイツ（当時はプロイセン）も不平等条約の

締結を通じて中国における条約体制に参入し、それによって英仏などの商社

と同様の恩恵を受けられるように、本国の政治指導層に訴えた。そうした要

求は、小ドイツ主義的なドイツ国内統一を目指すプロイセンにとって、他の

                                                                                                                                                  
II. an AA, Nr. 3686, S. 67; Franceson an AA, Nr. 3687, S. 67-68; Hohenlohe an 
Wilhelm II., Nr. 3688, S. 68; Hohenlohe an Wilhelm II., Nr. 3696, S. 78-79）。占領中

止の命令は、 11 月 11 日に海軍司令部から東アジア巡洋艦隊司令官ディーデリ

ヒスに向けて発せられた。Vgl. Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 95. 
23  Vgl. John C. G. Röhl (Hrsg.), Der Ort Kaiser Wilhelm II. in der deutschen 
Geschichte, München: Oldenbourg, 1991. ヴィルヘルム期ドイツの政治における

ヴィルヘルム 2 世とその周辺の政治的意思決定過程における重要性の再検討を

めぐる研究動向については、とくに、同書所収の Isabel Hull, „Persöhnliches 
Regiment“, S. 3-23 を参照。  
24  35. Sitzung, 8. 2. 1898, in: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des 
Reichstags［以下、SBVRと略記］ ,  160 (1899), S. 899. 
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ドイツ諸国に対する声望を高める思惑と重なり、1861 年 9 月 2 日にプロイ

センと清朝の間で、他の列強と同様に、中国側の関税自主権の否定、治外法

権、片務的最恵国待遇条項を含んだいわゆる不平等条約が締結された 25 。  

もう一方の重工業利害の中国利害の形成については、以下のように説明さ

れている。まず、 1880 年代に入り、アメリカ合州国経済における外国輸入

品、とくに鉄道関連に対する国内競争力の強化に伴って、ドイツ重工業界は

新たな販売市場を獲得することを課題と認識するようになった。その際、き

たるべき鉄道建設ブームの到来が予測された中国市場がドイツの重工業資

本の重要な戦略地域となった。そして、ドイツ重工業資本の中国進出の条件

を整備するために、1889 年 2 月、ドイツのほとんど全ての大銀行が出資し

たドイツ・アジア銀行（徳華銀行）が設立された 26 。  

これに加えて、近年の研究では、 1890 年代以降に海軍省内部で構想され

た新たな軍事戦略が、こうしたドイツ商業・重工業資本の対外経済拡張に相

応したものであったことが指摘されている。その新たな軍事戦略では、巡洋

艦隊、後には外洋航行可能な大戦艦が主軸となり、国外の海軍拠点のネット

ワークを形成し、有事には砲艦外交の担い手となってドイツの貿易利害を擁

護することが想定されていた 27 。上記のような商業利害および重工業・金

融利害の中国市場への関与と海軍の軍事戦略が、膠州湾占領とその後の植民

地統治の基盤を形成していた。  

 最後に、山東におけるドイツ経済政策および膠州湾租借地におけるドイツ

                                                  
25  このいわゆる不平等条約の締結に至る過程については、現在もなお、Helmuth 
Stoecker, Deutschland und China, S. 37-84 が最も詳しい。条約締結のために派遣

されたオイレンブルク遠征の背景としてのプロイセンの小ドイツ主義的なドイ

ツ国内統一との関連については、Udo Ratenhof, Die Chinapolitik des Deutschen 
Reiches 1871 bis 1945: Wirtschaft－Rüstung－Militär, Boppard am Rhein: Boldt, 
1987, S. 25-50 および鈴木楠緒子「オイレンブルク使節団とプロイセン自由主義

者―小ドイツ主義的統一国家建設との関連で―」『史学雑誌』第 112 編第 1 号

2003 年 1 月、75－ 98 頁を参照。オイレンブルク遠征については、Bernd Martin,  
Die preußische Ostasienexpedition in China. Zur Vorgeschichte der Freundschafts-, 
Handels- und Schiffahrts-Vertrages vom 2. September 1861, in: Kuo Heng-yü/ 
Mechthild Leutner (Hrsg.), Deutsch-chinesische Beziehungen vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin, München: 
Minerva-Publikation, 1991, S. 209-240 を参照。  
26  Vgl. Stoecker, Deutschland und China, S. 190-211; Schmidt, Die deutsche 
Eisenbahnpolitik, 48-51. 
27  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 71-74. 
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統治の評価をめぐっては、先行研究の間で意見が分かれている。 1971 年に

発表されたジョン・E・シュレッカーの研究では、以下の 2 つの結論が導か

れていた。  

（ 1）ドイツは山東において当初の意図を実現することはできず、山東内

陸部に影響を及ぼそうとした行為はすべて撤退を余儀なくされ、山

東経済利権は事実上無効となり、ドイツの勢力範囲は消失した。そ

の最大の理由は、中国の民族主義の高揚であり、とくに山東地方行

政の民族主義的な政策の結果である。  

（ 2）このような帝国主義的な拡張政策の失敗にもかかわらず、ドイツは

山東の発展に貢献した。ドイツ海軍は、膠州湾租借地を「模範的植

民地」に変貌させようとする熱意をもって、膨大な支出を行い、商

業政策を志向し、租借地に効率的な行政と経済的な進歩をもたらし

た 28 。  

 まず、（ 1）についてであるが、 1905 年以降、租借条約で設定されたドイ

ツの経済利権はほぼ失われたことは、その後の研究によっても首肯されてい

る。まず、山東鉄道利権については、青島－済南間は建設されたものの、膠

州湾租借条約内に記載されたもう一路線、青島－沂州－済南間は建設されず、

1913 年に公式にその建設権は放棄された。そして、山東鉄道沿線左右 15km

以内の鉱山採掘権も、 1911 年に最終的に未設の範囲は放棄され、さらに鉱

山利権は既設の博山鉱区・濰県鉱区の炭坑と、張店・金嶺鎮の付近の鉱区に

限定され、残りの区域の鉱山利権は廃棄された 29 。ただし、その原因とな

った中国側の様々な対抗戦略を、「民族主義」一般として概括することにつ

いては異論がある。例えば、クラウス・ミュールハーンは、地方官僚につい

ては国家主導の発展戦略（「商戦」）、地方エリート層については経済的愛国

主義と二種類に区分して概念規定を行っている 30 。また、シュレッカーは、

経済利権などの当初のドイツ植民地政策の企図の失敗から、山東におけるド

イツの政治・経済的影響力は失われたと結論づけているが、そのような単純

                                                  
28  Schrecker, Imperialism and Chinese Nationalism, p. 249. 
29  以下を参照。Ibid., chapt. 5. 王守中『徳国山東侵略史』人民出版社、1988 年、

273－ 278 頁、Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 176-179. 
30  Vgl. Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 165-168 u. 173-176. 
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化には疑問が残る。たとえば、その後の研究では、ドイツ総督府と山東巡撫

との間の「訪問外交」がテーマとされたように、つまり植民地行政と山東行

政の「協調」のあり方が問われている 31 。さらに、経済利権の喪失と言っ

ても、山東鉄道に関して言えば、 1913 年の鉄道利権の放棄は、山東鉄道延

長線（3 路線）の借款の交換であったし、鉱山利権についても将来有望とみ

なされていた金嶺鎮鉱区が確保されており、事業不振にあった山東鉱山会社

に好都合な事業整理を行ったとみることもできよう。しかし、山東省におけ

るドイツの政治・経済的な影響力が限定的であったことは、大筋において認

められている。  

 （ 2）の結論については、明確に意見の相違が見られる。たとえば、王守

中は、青島貿易の特質について「当時の中国経済の極度の後進性・半植民地

性を反映」しており、外国製品が大量に輸入され、山東の民族工業の発展が

阻害されたと指摘している。別の見解として、呂明灼は、植民地主義・帝国

主義がもたらす「破壊性」と「建設性」の二重の側面を指摘している 32 。  

こうした近代化論およびその批判に、植民地における近代性の問題を対置

したのは、クラウス・ミュールハーンである。メヒトヒルト・ロイトナーと

の共著論文で、とくにシュレッカーらの欧米の先行研究にみられる近代化テ

ーゼの批判を行った後、ミュールハーンは、 1998 年にベルリン自由大学に

提出された博士論文を基にして『「模範的植民地」膠州領における支配と抵

抗――中国・ドイツ間の相互作用、 1897－ 1914 年』を公表した 33 。植民地

統治についての彼の議論の中核をなすのは、第 2 章の「分離と参加――膠州

                                                  
31  「訪問外交」の規定については、以下の公刊史料集の解説論文を参照。
Mechthild Leutner (Hrsg.)/ Klaus Mühlhahn (Bearb.), „Musterkolonie Kiautschou“. 
Die Expansion des Deutschen Reiches in China. Deutsch-chinesische Beziehungen 
1897 bis 1914, Berlin: Akademie Verlag, 1997, S. 310-311.  
32  王守中、前掲書、196－ 197 頁。呂明灼「徳占膠澳対近代中国的双重影響」『文

史哲』第 250 期、1999 年、51 頁。ほかに、欒玉璽「ドイツ・日本の進出と青島

の工業化―― 1897～ 1945 年を中心に」『経済論究』関西学院大学、第 56 巻第 4
号、 2003 年、 99～ 134 頁は、シュレッカーと同様、ドイツ統治期が青島の工業

化の基盤を形成したと強調している。  
33  ロイトナーとの共著論文は以下。Mechthild Leutner/ Klaus Mühlhahn, Die 
„Musterkolonie“. Die Perzeption des Schutzgebietes Jiaozhou in Deutschland, in: 
Kuo Heng-yü/ Mechthild Leutner (Hrsg.), Deutschland und China. Beiträge des 
Zweiten Internationalen Symposiums zur Geschichte der deutsch-chinesischen 
Beziehungen, Berlin 1991, München: Minerva, 1994, S. 399-423. 
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領における中国住民とドイツ植民地行政の相互関係」である。ここでは、ハ

ナ・アーレントの全体主義に関する理論より着想を得て、膠州湾租借地にお

ける植民地支配を論じている。そのコンセプトは、「全体主義的官僚制」と

「人種イデオロギー」の 2 つの概念から構成されており、以下のように説明

されている。まず、青島における「全体主義的官僚制」とは、植民地が「模

範的植民地」たるべく、個々人が歯車としてその機能を認識する社会的身体

となることを実現するためにつくりあげられた機構であった。それは、その

社会的身体の監視と管理に役立つ行政機関、土地政策、建築形態、社会組織

などを創出することで達成されるべきものであり、社会の深部に至るまでの

規律化が目指された。次に、青島における「人種イデオロギー」とは、それ

が体系的・官僚的に組織された人種隔離を生み出すものであり、そのために、

植民地行政の区分と差異化の創出が役立つことになった。これに加えて、植

民地行政は、学校、野戦病院、監獄、裁判所などの制度によって、中国住民

の生活慣習と実践の規範化を生み出し、それらを操作しようとした。こうし

た操作は中国住民に植民地権力に対する直接的な反抗を不可能したが、それ

にもかかわらず、中国住民は、参加の要求を通じてその排除と分離を克服し

ようとした 34 。この議論では、ミシェル・フーコーの規律化概念が念頭に

置かれていることは明白だが、ミュールハーンは、膨大な公刊・未公刊史料

から膠州湾租借地において植民地行政が行った社会実験とそれに対する中

国住民の多様な抵抗のあり方を実証しようとした。  

 ミュールハーンは、その著書の第 1 章第 3 節をドイツ側の経済政策と中国

側の対抗戦略にあてており、従来の分析を無視している訳ではない。また、

序章でグローバリゼーションのなかに膠州湾租借地を位置づけようと試み

ている。それにもかかわらず、経済政策と植民地統治下の社会秩序の形成は、

基本的に別のストーリーとして描かれている。その結果、彼が明らかにしよ

うとした植民地社会秩序は、グローバル化の問題とは基本的に別個の問題と

なってしまっている。海軍省の宣伝道具としての性格を有していた膠州湾租

借地にとって、その近代化の「成功」そのものが植民地政策の要請であった。

ミュールハーンは、近代化の成功・失敗を論じるのではなく、その近代化そ

                                                  
34  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 185-187. 
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のものを植民地主義のプロセスの一環として捉え、植民地支配下に置かれた

社会の形成を近代性の視点から論じた。しかし、その植民地社会秩序の分析

は、「模範的植民地」としての経済発展を至上命題とされたドイツ植民地行

政がいかに地域経済と結合するかという課題に取り組んだ政策とは切り離

されており、その結果、規律化とその受容と逸脱の戦略の問題に集中し、膠

州湾租借地における社会秩序の特徴がむしろ見えにくくなっている。  

 

 

 

第 4 節 本論の課題――膠州湾租借地における植民地統治と社会秩序  

 

 「トランスナショナルな歴史」の方向性の一つとして提起されたグローバ

リゼーションのなかにドイツ帝国を位置づけるという試みを、ドイツ統治下

の膠州湾租借地に適用しようとするならば、それは東アジアにおける地域経

済との関連から、同地の植民地統治を分析することになるだろう。したがっ

て、本論では、ドイツ資本主義の拡張によって公式・非公式の影響下におか

れた社会が一方的に世界システムに包摂されたと断じるのではなく、ドイツ

植民地統治が構想した当初の経済政策が、地域経済の動態に直面し、どのよ

うな変更を迫られ、その結果、膠州湾租借地経済は東アジア地域経済とどの

ように結びついたのかということを具体的に分析することを課題とする。そ

の上で、そうした経済政策が植民地にどのような社会秩序を必要としたのか

を問うことで、その性質を予断することなく、より植民地統治の実態に即し

て明らかにすることができると考えている。  

 こうしたアプローチをとる理由は、膠州湾租借地のドイツ植民地政策担当

者がもっていた植民地統治の構想にある。ドイツ植民地のなかで唯一海軍省

の管轄下に置かれた膠州湾租借地は、当時、海軍省長官ティルピッツによっ

て推進された艦隊政策に肯定的なドイツ国内世論を喚起するための宣伝道

具となることが期待されていた。そのために、膠州湾租借地の都市部青島を

最 新 の 港 湾 設 備 を 整 え た 商 業 都 市 に 変 貌 さ せ 、「 模 範 的 植 民 地

（Musterkolonie）」として「健全な」植民地経営を実現することが望まれた。
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ドイツ帝国議会に最初に提出された 1898 年の膠州湾租借地についての行政

報告書では、「経済的な観点」を優先し、「商業植民地」として発展させるこ

とが謳われており、さらに、その経済政策について、関税免除・営業の自由・

自治の拡大等の自由主義的な原則が提示されていた。  

この経済的自由主義に基いた統治構想は、当時の植民地政策論で盛んに取

り上げられた植民地類型論に起因する。当時の著名な国民経済学者ヴィルヘ

ルム・ロッシャーは、植民地類型を、征服植民地（Eroberungskolonien）・商

業植民地（Handelskolonien）・農業植民地（Ackerbaukolonien）・プランテー

ション植民地（Pflanzungskolonien）の 4 つに分類したが、この分類はその後

の植民地政策論者の基盤となっている 35 。こうした植民地類型論が盛んに

なった理由は、全ての植民地に適用可能な一般的な植民地政策の追求よりも、

支配地域内の資源の質・量に応じた実際的な政策が要請されていたことによ

る。ロッシャーによれば、商業植民地は、「売買がさかんに行われるが、何

らかの理由で通常の自由な貿易が生じ得ない国々に直接に設置されるか、あ

るいは中継地点、とくに地理的に通商路を支配する地点として、その植民地

を経由する貿易に役立つ」ものである。つまり、商業植民地とは、モノカル

チャー化を進めるプランテーション型植民地や本国から植民地への移住を

目的とした農業植民地とは異なり、ある地域経済をより広域の市場に開放す

る植民地であった。海軍省がそのような植民地としての成長を公けに約束し

たとき、自由貿易主義に基いた植民地政策があらかじめ念頭に置かれていた

                                                  
35  Vgl. Wilhelm Roscher/ Robert Jannasch, Kolonien, Kolonialpolitik und 
Auswanderung, 3. Aufl., Leipzig: Winter, 1885, Kap. 1 (1. Aufl. 1848). この分類に

基いたその後の植民地政策論として、例えば、Schäffle, Kolonisation und 
Kolonialpolitik, in: Deutsches Staats-Wörterbuch, Bd 5, Stuttgart; Leipzig: 
Expedition des Staats-Wörterbuchs, 1860, S. 626-647; Schneider, Kolonien, 
Kolonialpolitik, in: Staatslexikon, 2. Auflage, Bd. 3, Freiburg i. B.: Herdersche 
Verlagshandlung, 1902, S. 618-651. またドイツ海軍本部顧問官であり、海軍省内

で膠州湾租借地を担当した法学者オットー・ケーブナーも 1908 年に公刊した以

下の書で、（ 1）かなり大規模な入植者が土地を耕作する「農業・移住植民地」、

（ 2）付加価値の高い生産物を産出する「プランテーション植民地」、（ 3）後背

地の生産物とヨーロッパ工業品の交易を中継する「商業植民地」の 3 類型を析

出し、ロッシャーに基きながらも若干整理した植民地類型論を展開した。Otto 
Köbner, Einführung in die Kolonialpolitik, Jena: Fischer, 1908, S. 15-21. ちなみに

同書は、日本語に訳されている。塩澤昌貞『植民政策』大日本文明協会、 1913
年。  

 19



のである。実際に、膠州湾租借地が東アジアにおける通商網から孤立しない

ためには、ドイツ植民地政策担当者は、条約体制下の自由貿易原則と反する

ような原則を提示することはできなかっただろう 36 。しかし、注目すべき

は、この時期に、そのような経済的自由主義が積極的に宣伝され得たことで

ある。  

周知のように、 1873 年に始まったいわゆる「大不況」は、1896 年によう

やく好況期に転ずるまで、たとえ実際には経済成長の鈍化として表現される

方が適切であったとしても、ドイツ国内の社会心理に大きな影響を及ぼした。

1862 年にプロイセン・フランス間で通商条約が締結された後、自由貿易主

義がドイツの経済政策路線であったが、「大不況」期に至ると、いわゆるド

イツ・マンチェスター学派の影響力は失われ、ドイツは、 1879 年に農業・

重工業利害に応じた保護関税政策へと転換した。実際には、市場による経済

調整機能については、保護関税政策への転換以前に、すでに工業化の進展に

伴う社会問題の顕在化によって疑問に付されていた。そのために社会政策学

派のなかでも経済路線をめぐって保守派と自由主義派の間で論争が行われ

ていた。 1891～ 1894 年にカプリーヴィが帝国宰相であった時期には、主に

中東欧諸国との二国間協定による貿易の自由化によって、入超状態であった

貿易収支の均衡が図られたが、しかしこの政策も保守層・農業利害の反対に

遭い、結局、 1902 年、帝国宰相ビューロは、農業利害を擁護して、穀物関

税率を新たに引き上げることになった 37 。  

 こうした背景を念頭に置けば、 1897 年 11 月 14 日の膠州湾租借地の占領

事件は、まさに経済政策路線の選択をめぐる激しい対立のさなかに行われた

ことが理解されよう。この時期に、商業植民地を建設することは、たとえ自

由主義であっても自由放任型ではない介入型の経済政策を植民地行政が策

                                                  
36  イギリスの「自由貿易原則」下のアジア経済のネットワーク形成に関する論

考として、籠谷直人「大英帝国『自由貿易原則』とアジア・ネットワーク」山

本有造編『帝国の研究』名古屋大学出版会、 2003 年、 291-321 頁参照。  
37  Vgl. Hans Jaeger, Geschichte der Wirtschaftsordnung in Deutschland, Frankfurt a.  
M.: Suhrkamp, 1988, S. 95-99, 111 u. 123-125. カプリーヴィの通商政策の動機に

ついては、Torp, Die Herausforderung der Globalisierung, S. 179ff. また彼は、い

わゆるビューロ関税率の実際の決定過程には、実務官僚の間で艦隊政策との関

連は言及されていなかったことを指摘している。Ebenda, S. 290. 
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定することが望まれていたことは明らかである。しかし、「自由貿易」ある

いは開放型経済秩序の原則の下に置かれていた東アジア経済において、海軍

省あるいは膠州領総督府は、経済成長を可能にする政策が期待されており、

それは経済的自由主義に沿うものでなければならなかったのである。  

それでは、このような経済的自由主義に必要とされた植民地の社会秩序は

どのようなものであったのだろうか。ドイツ国内では、 1879 年の保護関税

政策への転換によって、カルテル形成が進んだ。その傾向は好況期にも持続

し、むしろ 1890 年から 1914 年の間にその盛期を迎えた。ドイツ内務省は、

1905 年に 385 のカルテルを、 1910 年に 673 のカルテルを確認しており、ま

た 1897 年には、帝国裁判所の判決によって、カルテルが営業の自由の原則

と一致するものであり、価格協定等に拘束力があるものと宣言した。ここで

は、「破滅的な競争」を阻止するために、カルテルが公共の利益に役立つも

のであると認められていたのである 38 。これまで、この時期の資本の集中

化は、ヒルファーディングの「組織資本主義（Organisiserter Kapitalismus）」

という理解に基いて分析されていたが、その概念の導入に中心的な役割を果

たしたH.-U. ヴェーラー自身は、近年、この「組織資本主義」論への批判を

受け入れ、それに代わる分析概念として「コーポラティズム」を提起してい

る 39 。ここでは、比較的高度な水準の資本主義的発展を前提とした社会に

おいて、企業・利害団体・労働組合・国家機関の間での合意をめぐる協調が

分析の中心となる。この経済秩序においては、何らかの経済的決定は、もは

や市場メカニズムと競争の優位の下に置かれるのではなく、政治の領域に委

ねられる。ヴェーラーは、「コーポラティズム」は権威主義的な国家にも自

由民主主義的な国家にも定着し得ると指摘しているが、膠州湾租借地におい

ては、まさに総督を頂点とした権威主義的な社会秩序が形成されていた。そ

して、その総督の諮問機関である植民地参事会では、利害団体の「コーポラ

                                                  
38  Jaeger, Geschichte der Wirtschaftsordnung, S. 111-112. 
39  Wehler, Die Deutsche Gesellschaftsgeschichte, S. 663ff. 「組織資本主義」概念

への批判として、その時期区分の不明確さ、未組織の資本主義は存在しないこ

と、概念の静態性、政治的な発展過程の分析に不適当であること、組織された

労働運動の対抗勢力への分析が十分包括されないことを挙げている。  
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ティヴ（団体調整的）」な合意調達の制度が作り上げられていた 40 。ドイツ

国内政治との明確な相違は、膠州湾租借地においてはその「団体調整的」な

政治決定システムには、保守的な圧力グループも強固な労働運動も存在しな

かったために、商業植民地としての成長に必要とされた自由主義的な経済政

策を、ドイツ国内に比べてより徹底した形で導入しやすかったことである

41 。  

 本論の分析の中心は、第一に、この東アジア経済に相応するように設定さ

れた自由主義的な経済政策の導入・変容・帰結であり、第二に、そうした経

済的自由主義にもとづいた社会秩序の構想とその変化である。行論で明らか

にされるように、植民地政策担当者が念頭に置いていたこのような経済政

策・社会秩序からなる統治構想は、現地経済および社会の動態に直面し、変

容を迫られていく。上記の二つの分析の軸は、ドイツ植民地統治の構想と実

際の統治の過程における現地社会の動態との相互作用に置かれている。先行

研究は、膠州湾租借地における経済政策を、経済的自由主義の刷新としては

見ておらず、そうした経済政策を単なる自由貿易主義の延長と捉え、またそ

の経済政策と植民地における社会秩序の形成を関連づけて分析することは

なかった 42 。ミュールハーンの研究は、その国家主義的な要素を強調し、

国家が積極的に社会に介入しながら市場経済を促すタイプの自由主義的な

                                                  
40  ヴェーラーの該当個所については、Ebenda, S. 665. 
41  本国よりも植民地の方が、保守・革新といった政治勢力に影響を受けること

が少なく、ブルジョワジーの利害に沿った社会秩序の実験を行うことができた、

という主張については、Ann Laura Stoler/ Frederick Cooper, Between Metropole 
and Colony. Rethinking a Research Agenda, in: Frederick Cooper/ Ann Laura Stoler 
(eds.),  Tenstions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, Berkeley: 
California Press, 1997, p. 5; Conrad, Doppelte Marginalisierung, S. 156. 
42  膠州湾租借地における植民地統治を自由主義的経済政策によって近代化に

成功したものと肯定的に評価するものとしては、前述のSchrecker, Imperialism 
and Chinese Nationalism; Dirk Alexander Seelemann, The Social and Economic 
Development of the Kiaochou Leasehold (Shantung China) under German 
Administration, 1897-1914, Toronto: Dissertation Phil. University of Toronto, 1982
を挙げることができる。王守中の前掲書では、経済政策と社会秩序の関連につ

いてほとんど言及されていない。Fu-teh Huang, Qingdao. Chinesen unter deutscher 
Herrschaft 1897-1914, Bochum: Projekt-Verlag, 1999 は、青島における中国系住民

の生活について、社会層ごとに詳細に分析したものだが、そうした社会層の形

成と総督府の経済政策の関係については分析されていない。  
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経済政策としては理解していない 43 。これらの先行研究は、その分析をも

っぱら租借地内の経済に向けており、そのために、租借地経済が東アジア経

済とどのように結びついていったのか、そしてそのような経済のあり方がど

のような社会秩序を必要としたのかという問題意識を欠くことになった。膠

州湾租借地における植民地統治が、ある地域経済をより広域的な経済ネット

ワークに参入させるものであったとするならば、その実態を明らかにするた

めには、上記の問題に取り組む必要があるだろう。  

 

 

 

本論の構成および使用する史料 

 

 本論は、6 章から構成されている。まず、第 1 章では、膠州湾の植民地化

の過程を明らかにする。とくに、（1）膠州湾占領以前のドイツ政治指導層が

抱いた中国植民地の構想、（ 2）膠州湾占領による植民地化が国家間条約によ

って正当化される過程、（3）軍事占領下での膠州湾租借地の基盤形成、を論

じる。次に、第 2 章では、本論の課題にそくして、統治初期の膠州領総督府

の経済政策を分析する。その際に、とくに膠州領総督府の経済的自由主義の

象徴であった自由港制度の導入とそれに対する批判、そして事実上の廃止に

至る過程を明らかにする。第 3 章では、総督府の経済的自由主義に相応した

植民地社会の秩序がどのような原理で構成されていたのかを明らかにする。

そのために、とくに中国系住民の法的位置づけと租借地における社会層別の

空間配置を分析する。第 4 章では、自由港制度の事実上の改廃によって山東

経済との一体化を図った膠州領総督府の新たな経済戦略、すなわち山東農産

品・畜産品の多角的な輸出戦略とそれによって形成された租借地経済のネッ

トワークを明らかにする。第 5 章では、ドイツ本国・中国での租借地統治へ

の批判の高まりに対抗する形で現れたドイツ系住民の「自治」論と総督府の

行財政改革、さらに中国商人層のボイコットによって再調整された植民地社

会の秩序について論じる。最後に、第 6 章では、膠州湾租借地をその政策の

                                                  
43  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 135-149. 
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中心に置いたドイツの対中国文化政策の論理を明らかにする。  

 本論で使用した史料は、主として、フライブルク連邦軍事文書館に所蔵さ

れている膠州領総督府関係史料およびベルリン連邦文書館に所蔵されてい

る在北京ドイツ公使館関係史料である 44 。また、ドイツ帝国議会に提出さ

れた行政報告書、青島で発刊されていた官報および新聞、さらに総督府官僚

の公刊物を網羅的に使用した。本論の課題は、植民地行政の経済政策とその

社会秩序の関係性と、それらが現地社会の動態に対応するためにどのように

変容したかを明らかにすることにあるので、分析した史料の中心はドイツ語

史料になっている。実際、租借地における中国系住民の社会に関する中国語

史料に依拠した実証研究はいまだ存在しない。その分析のためには、当時、

青島で発刊されていた『膠州報』などの新聞類を分析することが最も適当と

思われるが、未だ着手されていない。残念ながら、本研究でも取り組むこと

ができていないので今後の課題としたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
44  フライブルク連邦軍事文書館所蔵の膠州領総督府関係史料については、以下

を参照。Bernd Martin, “Gouvernement Jiaozhou” - Forschungsstand und 
Archivbestände zum deutschen Pachtgebiet Qingdao (Tsingtau) 1897-1914, in: Kuo 
Heng-yü/ Mechthild Leutner (Hrsg.), Deutschland und China. Beiträge des Zweiten 
Internationalen Symposiums zur Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen 
Berlin 1991, München: Minerva, 1994, S. 375-398. また前掲論文の著者による目

録が同文書館に納められている。ベルリン連邦文書館の史料については、拙稿

「ベルリンのドイツ連邦文書館所蔵の中国関係史料――『中国駐在ドイツ大使

館Deutsche Botschaft in China』史料（ 1920 年まで）について」『近現代東北アジ

ア地域史研究会ニューズレター』第 17 号、 2005 年 12 月、 19－ 33 頁参照。  
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第 1 章 膠州湾の植民地化  
 

 

 

 

 

 本章では、膠州湾租借地における植民地統治の基盤がどのように形成され

たのかについて論じる。序章第 3 節で述べたように、すでに先行研究で、膠

州湾占領に至る背景・動因については詳細に明らかにされている。したがっ

て、ここでは、膠州湾占領に至る過程で形成されたドイツの中国利害につい

ては必要最低限の言及にとどめ、本論の主たる関心である植民地統治におけ

る経済政策と社会秩序形成との関係を分析するための前提として、以下の 3

点について述べる。  

 第 1 に、実際に膠州湾において植民地統治が開始される以前とその直後に、

ドイツの植民地政策担当者がどのような中国植民地の構想を描いていたの

かについて分析する。第 2 に、膠州湾占領後に、国際関係上、どのようにし

て膠州湾における植民地統治が正当化されたのかを論じる。具体的には、

1898 年 3 月 6 日に締結された膠州湾租借条約の締結にいたるまでのドイ

ツ・清間の外交交渉過程を分析し、どの時点で、どのようにして国際関係上

での植民地化が行われたのかを明らかにする。第 3 に、租借条約締結以前の

軍事占領下において、膠州湾現地においてドイツ占領行政が進めた植民地化、

すなわち植民地統治の基盤創出の過程を分析する。  

 

 

 

第 1 節 ドイツの中国植民地構想  
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第一次アヘン戦争（ 1840－ 1842 年）と南京条約の締結（ 1842 年）は、 3

億 5000 万人を抱える市場の開放を意味するものとして、同時代のドイツ諸

国の経済界および知識人層に大きな関心を引き寄せた事件であった。例えば、

ハンブルク商人は、ただちに 3 隻の商船を派遣し、ケルン商業会議所はイギ

リスが中国市場を独占させないように、プロイセン政府に商業艦隊の派遣を

要求している。その他にも、ザクセン政府は、プロイセン政府にドイツ関税

同盟に配慮したうえで中国沿岸諸港に領事館を設置するように提案してい

た。さらに、国民経済学者リスト（Friedrich List）も、南京条約を「世界貿

易にとっての大きな出来事」であり、「ひょっとしたら、少なくとも目下の

帰結にかかわることは、アメリカ大陸の発見以上に大きな出来事」であると

見て、ドイツの輸出経済にとってのこの大きな機会を逃さないようにと訴え

た 45 。しかし、プロイセン政府は、こうした意見に対してきわめて懐疑的

であった。その理由は、第一に、プロイセンの海軍力はきわめて不十分であ

り、海上ではイギリスと軍事的に競合し得ないこと、第二に、ハンブルクの

ザクセン領事、さらに中国へ現地視察されたグルーベ（Grube）より、南京

条約が中国の市場開放に対する影響は限定的であり、イギリスでは過大評価

されていると報告されたからである。結局、第一次アヘン戦争以後、プロイ

セン・ザクセン・ハンブルクは、中国沿岸諸港で活動する商人を領事として

任命するにとどまった 46 。  

第二次アヘン戦争（ 1856－ 1860 年）とその後に清朝政府とイギリス・フ

ランス・アメリカ・ロシアの間で調印された天津条約（ 1858 年）は、再び

ドイツ諸国の商業界に中国への関心を高めることになった。なぜなら、1843

年 10 月 8 日に締結された南京条約の善後条項では、全ての外国商人にイギ

リス商人と同様の待遇が与えられることが保証されていたが、天津条約では

その条項が欠けていたからである。ドイツ諸国の商業界の要求を受けたプロ

イセン政府は、1860 年 5 月 11 日付の命令で、元ワルシャワ総領事で、後に

1878 年まで内相を務めたオイレンブルク（Friedrich zu Eulenburg）に、遠征

艦隊を組織し、清・日本・タイとの通商条約を締結することを命じた。その

                                                  
45  Stoecker, Deutschland und China, S. 40-41. 
46  Ebenda, S. 41-43. 
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遠征は、該当諸国の政府が通商条約締結を拒む場合には、他のヨーロッパ列

強と共に、軍事的な示威行動をもってでも締結を目指すことが期待されてい

た。プロイセン政府が、東アジア遠征に積極的な行動をとった理由は、当時、

小ドイツ主義的な国内統一を進めるプロイセンの声望を高めるためである。

1861 年 9 月 2 日に清と締結された通商条約は、プロイセン政府にとっては、

主としてそのような政治的な動機づけによるものであった。したがって、こ

の時期でも政治指導層の対中国政策は限定的なものであった 47 。たしかに、

この東アジア遠征に際して、オイレンブルクには、可能であれば、拠点とな

る植民地を獲得するようにとの命令が下っており、候補地として台湾が調査

されていたが、ただドイツ拠点には気候の面から不適当であるという報告が

残されたにすぎなかった。この東アジア遠征後には、ドイツの中国拠点の獲

得という問題について、この遠征に参加した地理学者リヒトホーフェン

（Ferdinand von Richthofen）などの知識人層、海軍関係者、あるいは宰相ビ

スマルクもたびたび言及していたが、それが具体化することはなかった 48 。 

 1870 年代以降、中国対外貿易におけるドイツ経済利害は、次第にその比

重を増し、ドイツ本国の政界および現地外交官もそれを積極的に支援するよ

うになった。例えば、1855 年には在中国ドイツ商社はわずか 7 社にすぎな

かったのが、1877 年には 41 社、1890 年代には 80 社に増加した。また、1880

年代半ばから 10 年の間に、中国対外貿易に占めるドイツの割合は 2.5％から

5.1％へと増加している。そして、その対中国貿易の促進のために、 1870 年

代半ば以降、在北京公使ブラント（Max von Brandt、在職期間 1875～ 1893

年）は、東アジア向け航路に国庫助成を行うように本国政府にたびたび要求

し、それに応じた帝国宰相ビスマルク（Otto von Bismarck）は、1884 年に帝

国議会で東アジア・太平洋向けの郵便汽船に国庫助成を行う法案を提出し、

翌年にその修正案を通過させている 49 。  

 1880 年代に入ると、ドイツ重工業界も中国市場に大きな期待を寄せるよ

                                                  
47  Ebenda, S. 51-53; Ratenhof, Die Chinapolitik des Deutschen Reiches, S. 33-38; 
Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 75-76. 
48  Stoecker, Deutschland und China, S. 69-84. 
49  Schmidt, Die deutsche Eisenbahnpolitik, S. 46-47; Ratenhof, Die Chinapolitik, S. 
110; Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 82-83. 
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うになった。それ以前のドイツの鉄道資材の主要な輸出市場はアメリカ合州

国であったが、同国の国内産業の競争力が高まったことによって、ドイツ重

工業界は新たな輸出市場を必要としたからである。また、軍需産業も国内に

おける受注の減少に加えて、外交関係上の理由からロシア向け輸出の将来的

な見込みが乏しくなっていたために、中国市場に大きな関心を寄せるように

なった。実際、日清戦争の賠償金支払いのために受注が激減するまで、中国

はドイツ軍需産業にとって最大の外国顧客であった。くわえて、ドイツ重工

業への受注を促進するために、ドイツ公使館は、李鴻章や張之洞などの有力

な清朝官僚の顧問として、ドイツ人鉄道技師や軍事インストラクターが雇用

されるように働きかけていた。例えば、後の山東鉄道会社の青島事業部の主

任となるヒルデブラント（Heinrich Hildebrand）は、1892 年以来、張之洞の

下で鉄道建設に従事していた 50 。さらに、中国での大規模な鉄道建設事業

の開始を見込んで、中国現地で鉄道事業向けの借款引き受けのための強力な

金融機関の設立が進められた。これについては、中国のドイツ外交官および

ビスマルクが働きかけ、そしてドイツ最大手金融機関の一つであったディス

コント・ゲゼルシャフトの主導下で準備され、最終的にドイツの主要な金融

機関が出資する形で、 1889 年 2 月にドイツ・アジア銀行（徳華銀行、

Deutsch-Asiatische Bank、資本金 500 万両、約 2250 万マルク）が設立される

ことになる。翌年には、この銀行が中心となって「対アジア事業シンジケー

ト」（Konsortium für asiatische Geschäfte）も設立されている 51 。  

 ドイツ政治指導層の間で、ドイツの中国拠点獲得が具体的に議論されるよ

うになった契機は、1894－ 1895 年の日清戦争であったが、上記の 1880 年代

以降のドイツの中国利害の形成を考慮すれば、将来のドイツ拠点に経済的観

点が重視されたのは当然であった。  

1894 年 11 月初旬に、日清戦争の戦場が中国本土に移り、旅順港陥落を目

前に控えた時期に、ヴィルヘルム 2 世は帝国宰相ホーエンローエ（Chlodwig 

                                                  
50  Schmidt, Die deutsche Eisenbahnpolitik, S. 45 u. S. 48; Ratenhof, Die 
Chinapolitik, S. 77-81; Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 77 u. S. 82-83. 
51  Schmidt, Die deutsche Eisenbahnpolitik, S. 48-50; Boris Barth, Die deutsche 
Hochfinanz und die Imperialismen. Banken und Außenpolitik vor 1914, Stuttgart: 
Steiner, 1995, S. 29-42; Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 77. 
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zu Hohenlohe-Schillingsfürst）に対して、他の列強が拠点の獲得に動いており、

それに遅れずに、ドイツも拠点獲得を目指すように命じている。これは虚報

に基づいた命令であったが、これをきっかけに外務省と海軍省および海軍軍

令部が中心となって、膠州湾占領に向けた具体的な討議が開始された 52 。

ロシア・フランス・ドイツによって、下関講和条約（ 1895 年 4 月 17 日調印）

に対して遼東半島返還の申し入れ（4 月 23 日）が行われる以前の 3 月 11 日、

外相マーシャル（Adolf Hermann Marschall von Bieberstein）は、三国干渉の

見返りとして拠点を獲得する可能性があるとして、ドイツが要求すべき拠点

の候補地を挙げるように、海軍省に要請した 53 。それに対して、4 月 17 日、

海軍省長官ホルマン（Friedrich von Hollman）は、次のように回答している。

海軍拠点は、まず船舶のためのあらゆる設備をもち、軍艦の補給基地・商船

の避難地として役立つという海事上の側面をもつことが必要である。しかし、

それだけでなくその所有によってドイツの政治力および名声を高めること

が望ましく、そのためには経済面も重視しなければならない。東アジアにお

けるドイツの経済活動を保護するには、「シンガポールから函館を越えて」

ドイツ艦隊が影響力を有する必要があり、そのためには中国の南北にそれぞ

れ拠点を獲得すべきである。このように主張した上で、ホルマンは、その条

件を満たす候補地として、第一に、上海付近の舟山群島と厦門、第二に、膠

州湾と香港付近の大鵬湾、第三に朝鮮半島南端の諸島と澎湖諸島を挙げた

54 。  

 この海軍省の提案に対して、外務省は次のように返答した。まず、舟山群

島および大鵬島はイギリスの勢力範囲にあり、厦門は開港場で問題になり得

ない。また、朝鮮半島南端の諸島もロシアとの関係を考慮すれば除外しなけ

ればならない。澎湖諸島は、下関講和条約で台湾とともに日本に割譲されて

いる。したがって、外交の観点から獲得の可能性があるのは、膠州湾のみで

あると 55 。しかし、海軍は経済上の観点から華南の港湾あるいは諸島を強

                                                  
52  Hohenlohe an Marschall, Telegramm, 17. 11. 1894, GP 9, Nr. 2219, S. 245-246; 
Marschall an Hohenlohe, Telegramm, 17. 11. 1894, GP 9, Nr. 2220, S. 246-247. 
53  Marschall an Hollmann, Konzept, 11. 3. 1895, GP 14, Nr. 3645, S. 5-7. 
54  Hollmann an Marschall, Ausfertigung, 17. 4. 1895, GP 14, Nr. 3646, S. 7-11. 
55  Rotenhan, Aufzeichnung, 9. 9. 1895, GP 14, Nr. 3650, S. 14-15. 
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く主張し、外務省と海軍の意見は平行線をたどった。  

 将来のドイツ拠点として膠州湾が選択されるのに決定的な役割を果たし

たのは、 1896 年 5 月に東アジア巡洋艦隊司令官に任命された、後の海軍省

長官ティルピッツ自身による中国沿岸部での現地調査の報告書である 56 。9

月にドイツ本国に送られたその報告書のなかで、ティルピッツは、膠州湾を

上海から牛荘の間で唯一の天然の良港と評価し、同湾を獲得すべきドイツ拠

点として推奨した。この報告にくわえて、 1896 年 11 月、海軍軍令部司令・

海軍大将クノル（Eduard von Knorr）は当時ドイツに休暇中であった天津税

務司デトリング（Gustav Detring）から膠州湾の利点について説明を受け、

膠州湾の獲得を政策方針とすることに最終的に同意した 57 。そして 30 日に

ヴィルヘルム 2 世は軍令部に占領計画の作成を指示し、翌 12 月 15 日に占領

計画が提出されると、同計画は 22 日に承認された 58 。つまり、実際の占領

のおよそ 1 年前から、すでに占領計画が策定されていたのである。  

ティルピッツによる膠州湾の現地調査報告は、将来のドイツの中国植民地

像の指針となるものであった。彼は、膠州湾の利点として、まず、山東省の

対外貿易港である煙台が丘陵によって囲まれていることと比べて、膠州湾沿

岸から山東半島内陸までなだらかな平野でつながっているので交通の便が

良いことを指摘し、そのために膠州湾が開放されれば、山東半島の交通の中

心は、煙台から膠州湾へ移動すると予想した。次に、膠州湾から済南まで鉄

道を敷設すれば、山東省に埋蔵される相当量の地下資源の開発が促されるこ

とになると指摘し、さらに済南から天津・北京へと鉄道が建設されれば膠州

湾の価値がいっそう高まり、山東省のみならず山西省の輸出港としての役割

も果しうると主張した。その理由として、競合しうる天津の場合、その河口

は浅瀬で、煙台も港としての自然条件に恵まれていないことを挙げている。

最後に、海事上・軍事上の観点からも、膠州湾がもつ次の利点を挙げた。以

前の調査報告では、膠州湾が冬季に凍結するとされたが、実際には運航に支

障はないこと、そして海軍部隊の常駐に不適とされたが、膠州湾東部の地形

                                                  
56  Tirpitz an Knorr, Augenblicklicher Stand der Information über etwaige 
Stützpunkte, 5. 9. 1896, BA/MA, N 253/ 45, Bl. 22-32 
57  Knorr, Aufzeichnung, 9. 11. 1896, GP 14, Nr. 3665, S. 36-39 
58  Senden an Oberkommando, 22. 12. 1896, BA/MA, RM 3/ 6693, Bl. 45-46 
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条件は常駐に問題ないと指摘された。  

 さらに、この報告書のなかで、ティルピッツは中国植民地建設の段階を次

のように提案している。以下に要約する。  

 

 （ 1）地理戦略上の観点から、山東内地への重要な地点まで東アジア巡

洋艦隊によって中国軍隊を放逐し、ドイツ拠点の範囲を確定する。 

（2）1500 名の兵力と 1 海軍砲兵中隊を補充し、現存の中国軍隊の陣地

を補完する。膠州湾は自由港として、あるいは低率の関税で開放

する。ドックや港湾施設を建設する地点を詳細に調査する。また、

濰県あるいは済南までの鉄道事業に着手する。膠州湾西南岸に堡

塁あるいは駐留所を設置する。それは、防備の目的というよりも、

西南岸におけるドイツの所有権を告知するためである。また、石

炭貯蔵庫および小規模の海軍貯蔵所を設置する。  

（ 3）商業上の観点から同地を拡充する。ドック施設と旧来の装備に依

拠した暫時的な海上・陸上防備を整える。  

（ 4）商業上の発展と同地の軍事上の重要性を向上させるように拡充す

る。  

（5）必要な兵力の限度は 6000 名とする。  

 

 すでにこの時点で、ティルピッツは、ドイツの中国植民地に求められる条

件として、軍事的側面よりも経済発展の可能性を優先していた。上記の報告

書のなかでも、「私の意見では、膠州湾の発展可能性は、この点［防備が不

十分となること］にあるのではなく、その他の貿易・事業流通の見通しにあ

る」と端的に述べている 59 。上述の通り、彼の考えでは、膠州湾における

ドイツ拠点は、山東経済、そして華北経済の流通の中心地となることが望ま

れていた。そのために、山東鉄道の建設が予定され、その流通の主力として

山東省の地下資源が見込まれていた。そして、その流通を支える制度として

自由港制度の導入が提起されている。彼が想定した拠点形成の段階は、実際

の占領時に、ほぼその通りに実行された（膠州湾西南部への部隊派遣による

                                                  
59  Ebenda, Bl. 28. 
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占領の告知等、本章第 3 節参照）。ただ、5 点めの兵力については、軍事を

優先的に想定していなかった時期にも 6000 名と見積もられていたが、結局、

ドイツ統治期間を通じて、2200 名前後にとどまった 60 。そして、1897 年春

に、より専門的な見地から膠州湾を評価するために、キール軍港の建設を担

当した海軍建築顧問官フランツィウス（Ludwig Franzius）が膠州湾に派遣さ

れた 61 。彼の報告は、基本的にティルピッツの見解を支持するものであり、

両者の報告に差異はほとんどない。ただし、追加された点として、中国沿岸

諸港に対して膠州湾におけるドイツ植民地の競争力を高めるため、最新のド

ック設備を建設するという技術的な提案と、そうした港湾施設の建設および

鉄道の建設の際に山東省の住民を労働力として利用できるという指摘が見

受けられる。山東経済の利点として、地下資源だけではなく、その人口の多

さも開発のための労働力として注目されていたのである。フランツィウスは、

山東省が中国のなかでも最も人口の多い省に属し、その住民を、「勤勉、寡

欲で、悪意をもたず、ほかの中国沿岸部と同様に不潔」であるが、それは拒

絶するほどではないと評している 62 。ティルピッツとフランツィウスの植

民地構想は、その経済発展の可能性を主張し、そのための条件について論じ

たものであったが、そうした経済発展がどのような植民地支配によって実現

可能かについては、全く考慮されていない。現地住民は、単なる労働力とし

か認識されず、どのような植民地統治を布くべきかは、占領後に議論される

ことになる。  

 

 以下、膠州湾占領までの経緯を略述しよう。先述の通り、1896 年 12 月に

占領計画が承認されると、ただちに占領の準備が進められた。フランツィウ

スの派遣後、膠州湾占領を実行すべくディーデリヒス（Otto von Diederichs）

                                                  
60  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 238. 日独青島戦争直前の 1914
年に、2401 名に増加している。もちろん、1910 年の膠州湾租借地におけるヨー

ロッパ系住民の人口が 1621 名であり、青島のヨーロッパ系住民の社会が、軍事

的色彩を強く持っていたことに異論はない。付録 1 を参照。  
61  Bericht des Hafenbau-Direktors, Geheimen Marine-Bauraths Franzius in Kiel, 
über das Ergebniß seiner im Sommer 1897 vorgenommenen Untersuchung der 
Kiautschou-Bucht (gedruckt), BA/MA, RM 3/ 6695, Bl. 24-28. 
62  Ebenda, Bl. 25-26. 
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が東アジア巡洋艦隊司令官に任命された。1897 年 6 月、ディーデリヒスは、

北京公使館でドイツ公使ハイキング（Edmund Heyking）と会談し、現地に駐

留する中国軍の指揮官に陣地の明け渡しを要求するための書状と占領後に

住民に対して発せられる占領の布告文案について協議した 63 。1897 年 11 月

1 日、山東省曹州府鉅野県でドイツ系カトリック・ミッションのシュタイ

ル・ミッションより派遣されていた二人の宣教師、ニース（Franz Xaver Nies）

とヘンレ（Richard Henle）が殺害された。そのとき、ハイキングは当時湖広

総督であった張之洞に面会するために上海付近の呉淞にいた。10 月 31 日に

呉淞に上陸しようとしたドイツ水兵が投石を受けるという事件が発生した

が、ハイキングはそれを口実に清朝政府に対して賠償を要求するつもりであ

った。宣教師殺害の知らせがハイキングに伝えられたのは、その数日後の

11 月 4 日のことであった 64 。 6 日、ヴィルヘルム 2 世は電報を通じてディ

ーデリヒスに、直ちに膠州湾に向けて出発し同湾を占領するように命じた

65 。 11 日、ディーデリヒスは、3 隻からなる巡洋艦隊を率いて上海より膠

州湾を目指して出港した 66 。  

 占領命令がすでに発せられたことを知った宰相ホーエンローエ、海軍省長

官ティルピッツ、さらに外務省で指導的な立場にあったホルシュタイン

（Friedrich von Holstein）らは、ロシアとの関係悪化、あるいは清と本格的

な交戦状態に入ることを憂慮し、ヴィルヘルム 2 世に清朝政府がドイツの要

求をすべて容認したならば占領行為を見合わせるように進言した。この周囲

の意見によってヴィルヘルム 2 世も譲歩し、 12 日に海軍軍令部より電報を

通じて占領の中止が上海まで伝えられたが、その前日にすでに艦隊は出航し

ていた 67 。  

 13 日、ドイツ艦隊を確認した現地の駐留部隊の指揮官章高元は、ディー

                                                  
63  Diederichs an Knorr, Militärsch-politischer Bericht über die Lage in China und 
Korea bei Übernahme des Kommandos der Kreuzerdivision, BA/ MA, RM 3/ 6694, Bl.  
28, 35-38. 
64  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 94. 
65  Franceson an das Auswärtige Amt, Telegramm, 6. 11. 1897, GP 14, Nr. 3687, S. 
67-68 
66  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 94-95. 
67  Hohenlohe an Wilhelm II., Telegramm, 11. 11. 1897, GP 14, Nr. 3696, S. 78-79; 
Ebenda, S. 95. 
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デリヒス宛に自分の名刺を送り、ディーデリヒスも表向きは返礼として、実

際は偵察の目的で、名刺を預けた将校を使者として送った。 14 日朝、現地

の住民が見物するなか、上陸部隊はプロイセン式に行進しながら、中国軍が

駐留する衙門隣の練兵場に向かった。章高元も一部隊を率いて練兵場に出向

いたところで、ディーデリヒスは彼に撤退を求める最後通牒を手渡した。そ

の最後通牒では、宣教師殺害に対する賠償の担保として占領を行うこと、小

銃以外の武器を置いて 3 時間以内に撤退を開始することが記されてあった。

正午には衙門は占領され、それを示す軍旗が掲げられた。さらに付近の住民

に対する占領の布告が各地に掲示された。ディーデリヒスが占領命令の変更

を知ったのは、占領後に電線が復旧した後のことであった 68 。  

 

 

 

第 2 節 国家間交渉における膠州湾の植民地化  

 

 ドイツ人宣教師殺害を口実とした膠州湾占領は、当時の国際関係の理解に

おいても、決して異論がなかった訳ではない 69 。ドイツ政治指導層に求め

られていたのは、いかに国際関係上、占領行為から継続的な領域支配への移

行を正当化させるかということであった。 1898 年 3 月 6 日に締結された膠

州湾租借条約の成立過程について、先行研究では、主としてドイツ・清朝間

のパワー・バランスに力点が置かれていた 70 。しかし、植民地統治の基盤

の形成を主たる考察対象とする本章の課題に即して、ここでは、むしろその

外交交渉過程の、具体的にどの時点で、どのような論理で植民地化が正当化

されたのかを明らかにする。  

                                                  
68  Diederichs an Oberkommando, Besetzung der Kiautschou-Bucht, 15. 11. 1897, 
BA/MA, RM 3/ 6696, Bl. 190-196. 
69  ドイツ帝国議会でアウグスト・ベーベルは、国際政治のルールを逸した行為

として膠州湾占領を批判している。 35. Sitzung, 8. 2. 1898, in: SBVR, 160 (1899), 
S. 899. 
70  たとえば、ミュールハーンは、中国側を単なる客体としてではなく、外交交

渉過程における交渉相手としてその主体性に留意すべきと主張している。
Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 107. 

 34



植民地支配を正当化した条項は、その第 1 部第 2 条「清国皇帝は膠州湾の

湾口両側を租借の形式で、暫定的に 99 ヵ年、ドイツに移譲する」、および同

第 3 条「何らかの衝突を回避するために、清国政府は租借期間中に租借され

た領土で主権を行使せず、その行使をドイツに移譲する」の個所である 71 。

これによって、ドイツ政治指導層は、租借期間中の主権がドイツに移譲され

たとし、統治にかかわるすべての権利を行使することができると解釈したの

である。この条文に基づき、1898 年 4 月 27 日、ヴィルヘルム 2 世（Wilhelm 

II）が膠州湾租借地を、他のドイツ植民地である「保護領」（Schutzgebiet）

と同様に帝国の「保護」の下に置くと宣言した 72 。この宣言は、膠州湾租

借条約にもとづき、清朝政府に通告することなく一方的に発せられた。これ

によって、膠州湾租借地は植民地と同等の法的地位に置かれ、そこに総督を

頂点とした植民地行政機構が設置されたのである。まさに、租借は植民地支

配の一形態であって、ドイツ－清朝間の間で締結された膠州湾租借条約は、

膠州湾の植民地化を国際関係のレベルで正当化するものであったといえよ

う。  

 周知のように、膠州湾租借条約が締結された後に、中国における勢力範囲

の設定および利権獲得競争をめぐる列強の争いは激化し、1898 年 3 月 27 日

にロシアは旅順・大連を、イギリスは 6 月 9 日に香港に隣接する九龍半島に

設定された新界および 7 月 1 日に威海衛を、そしてフランスは 1899 年 11 月

16 日に広州湾を、それぞれ清朝と条約を締結し、租借地とした。これらの

条約においては、膠州湾租借条約中にみられる租借期間中の主権の移譲にか

                                                  
71  引用個所のドイツ文は「 überläßt Seine Majestät der Kaiser von China beide 
Seiten des Eingangs der Bucht von Kiautschou pachtweise, vorläufig auf 99 Jahre, an 
Deutschland」（第 1 部第 2 条）、「während der Pachtdauer im verpachteten Gebiete 
Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern überläßt die Ausübung derselben an 
Deutschland」（同第 3 条）であり、中国文は、「大清国大皇帝已允将膠澳之口，

南北両面，租與徳国，先以九十九年為限。」（第 1 部第 2 条）「徳国所租之地，租

期末完，中国不得治理，均帰徳国管轄，以免両国争端。」（第 3 条）である。条

約のドイツ文はLeutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 164-168 を参照。

同書では出典がBA/MA, RM 3/6694, Bl. 63-71 と記載されているが、正しくはRM 
3/6695。中国文は、王鉄崖編『中外旧約章彙編』第 1 冊、三聯書店、 1982 年 2
刷、 738-740 頁を参照。  
72  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 205. 
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かわる条文は、同条約とほぼ同じ文面で転用された 73 。実際には、その条

約が有した意味と影響は、それぞれの租借地において異なったであろうが、

膠州湾租借条約は、この新たな植民地支配の形態のモデル・ケースとなった

とみることができるだろう。  

以下では、膠州湾租借条約の条文がどのように案出され、そして条約交渉

過程でそれが締結に至ったのかを明らかにする。言いかえれば、それは、国

家間交渉のレベルにおける植民地化が膠州湾租借地の場合に、どのようにし

て果たされたのかを明らかにする作業である。  

 

 

 

「租借」概念の案出 

 

 中国における将来のドイツ拠点を租借の形で獲得するという発想は、すで

に三国干渉の時点で存在していた。元北京公使Ｍ．ブラント（Max von Brandt）

は、1895 年 4 月 8 日に、ドイツ艦隊拠点に目した場所を「割譲あるいは賃

借（Abtretung oder Vermietung）」する可能性について言及していたし 74 、ま

た当時の外務大臣マーシャルも、1895 年 10 月に在ペテルスブルク大使ラド

ーリンが清の外交代表と交渉にあたった際に、もし領土の割譲が要求できな

い場合には、「租借の形式の移譲（ pachtweise Überlassung）」で満足するよう

にと指示していた 75 。そして、膠州湾占領の翌日、1897 年 11 月 15 日にヴ

ィルヘルム 2 世が参席した善後会議で決定された方針のなかにも、中国がド

イツに開戦することを防ぐために、中国の主権を維持する方法として「長期

                                                  
73  王鉄崖編、前掲書、 1982 年より各条約の関連部分を抜粋する。旅順・大連

（ 741-743 頁）：「旅順口、大連湾既付近水面租與俄国」（第一款）「所有劃入租

界線内之地及付近水面専帰俄国租用」（第二款）、九龍半島・新界（ 769-770 頁）：

「展拡英界，作為新租之地（中略）以九十九年為限期（中略）其余新租之地，

専帰英国管轄」、威海衛（ 782-783 頁）：「威海衛及付近之海面租與英国政府（中

略）専帰英国管轄」、広州湾（ 929-931 頁）：「広州湾租與法国国家」（第一款）「於

九十九年内所租之地，全帰法国一国管轄」（第三款）。  
74  Brandt, Promemoria, 8. 4. 1895, GP 9, Nr. 2238, S. 266. 
75  Marschall an Radolin, Reinkonzept, 25. 10. 1895, GP 14, Nr. 3653, S. 17-18. 
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的な租借の形で（ in langdauernde lease）」獲得する可能性が指摘されていた 76 。

しかし、これらの lease、Vermietung、pachtweise Überlassungの具体的内容に

ついてはいずれにおいても論及されておらず、これらが「割譲」（Abtretung）

および「租界」（Niederlassung）と具体的にどのように違うのかについては、

占領
．．

後
．
に検討されることになった。  

 占領翌日の善後会議の 2 日後に、膠州湾を獲得する形式について詳細に検

討した資料が作成された。その資料は、膠州湾をドイツに割譲させるA案と、

ドイツ租界を設置してドイツ海軍とドイツ商業に開放させる B案を比較検

討し、現実的かつドイツにもっとも有利となりうる政策を提言しようとする

ものであった 77 。  

A 案の割譲については次のように説明されている。まず、割譲の場合には、

ドイツに完全な領土主権（Territorial-Hoheit）が移譲される。ドイツは完全

な統治権（Regierungsrecht）を有し、それにドイツ国籍・清国籍のみならず、

欧米の外国籍の人びとも服することになる。警察権と裁判権はすべての居住

者に及ぶ。また、ドイツが軍隊を駐留させ、防衛設備を整え、ドックなどの

設備を建築することに制約はない。さらに、内陸部を商業的に開放するため

の強固な拠点になるほか、そのような拠点をもつことでドイツの威信はいっ

そう高まる。なぜならドイツが中国に拠点をもつことで、常に中国の人びと

はドイツを列強の一員とみなすことになるからである。  

 B 案については次のように説明されている。租界とすることによってドイ

ツが最大限獲得できる諸権利として、（1）ドイツの軍艦および商船への開放、

内地通行の許可、陸海軍の部隊の上陸・通過の権利、（ 2）租界として比較的

小さな領域が委託された場合、土地取得、家屋・倉庫・ドック・教会・学校

などの施設の建設、警察隊の保持、ドイツ国籍民に対する警察権および司法

権の行使の権利、（ 3）将来に比較的大きな領域に及ぶ割譲がありえた場合、

それはドイツに対してのみ認められる、（4）北京までの鉄道敷設・経営権な

らびに鉱山利権の付与、の 4 点が挙げられる。しかし、他の諸列強にも同様

                                                  
76  Aufzeichnung [unsignierte Reinschrift], 15. 11. 1897, GP 14, Nr. 3701, S. 85-86. 
77  Votum zu einer Denkschrift, betreffend die Besitzergreifung der Kiautschou-Bucht, 
17. 11. 1897, BA/MA, RM 3/6694, Bl. 73-85. 

 37



の権利が認められる可能性があり、結果として、膠州湾はすべての外国に開

放された開港場となる。そこでは他の列強も租界を設立することになる。ド

イツ租界でもドイツ国籍以外の列強の諸国民は、治外法権下に置かれる。清

国籍の人びとであっても清の官憲に服することになると予想される。ドイツ

は単に賃借でそこに所在地をもつにすぎず、競合する相手国にも同等の権利

を認める必要がある。さらに、世界規模の戦争が勃発した際には、ドイツ国

籍の人々ないし施設が中立の立場をとったとしても、中国がそれらを防衛す

ることはないだろうから、膠州湾は軍事基地としても重要であり、租界では

そのような防衛施設を整えることはできない。  

 以上の検討から導かれる結論は、当然、割譲を推奨するものであった。し

かし、さらにもう一つの可能性について次のように言及していた 78 。  

 

  中国が膠州湾と隣接する土地のすべての主権をその行使に従って
．．．．．．．．

（ ihrer 

Ausübung nach）ドイツに移譲すること――たとえば 99 ヵ年間［強調は

原文のママ――引用者］。  

 

 租借条約草案に関連する資料のなかで、 99 ヵ年間の主権の移譲が言及さ

れたのは、管見のかぎりこれが初めてである。この資料では、このような主

権の移譲の先例として、ハンザ都市ヴィスマルが挙げられている。1803 年、

ヴィスマルはその支配をスウェーデンよりメクレンブルク＝シュヴェリー

ンに 125 万 8000 ターラーの担保として移譲されていた。最終的には、 1903

年にスウェーデンが買い戻す権利を放棄する結果となっている 79 。また比

較的新しい事例としては、ドイツ東アフリカ会社などの植民地会社への主権

の移譲が指摘されていた。この形式を適用すれば、法的には中国に「空白の

権利」（das leere Recht）が残り、ドイツに「所有権」（dominium utile）とし

ての権利が移譲されるために、租界よりもこの方が好都合であると主張され

                                                  
78  Ebenda, Bl. 83. 
79  本文中の資料では、プロイセンに移譲されたと記しているが誤りである。
Vgl. Artikel Mecklenburg, in: Meyers Großen Konversations=Lexikon, 6. Aufl. Bd. 
13, Leipizig: Bibliograhisches Institut, 1908, S. 507; Artikel. Wismar, in: Meyers 
Großen Konversations=Lexikon, 6. Aufl. Bd. 20, Leipzig: Bibliographisches Institut,  
1909, S. 692-693. 
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ている。その理由は、競合する列強が何らかの権利を獲得する可能性を排除

することができ、「ドイツは、すべてを獲得した者として付与されるあらゆ

る権利を行使できるだろう」からであった 80 。  

 租借条約の草案は、1897 年 12 月 13 日に外務省より海軍省に送付された。

そして、その草案は翌日には訂正され、外務省に返送されている 81 。訂正

個所は租借の範囲にかかわる部分であり、外務省案が湾口部の東岸のみを租

借することを予定していたのに対して、海軍省案は湾口部の両岸を租借の対

象としていた。最終的に、 18 日に 8 ヵ条からなる草案が北京公使館に電送

された 82 。その要点は次の通りである。  

 

  第 1 条 ドイツに膠州湾の湾口部両側を 99 ヵ年間租借により移譲する

こと。第 2 条で規定される範囲で必要なあらゆる施設を建設す

ること、そしてその保護のために必要な措置を講ずることを認

めること。  

  第 2 条 租借の範囲は膠州湾の湾口部を形成する両岸および湾内の

島々。さらに湾の周囲 50 キロメートル内ではドイツ側の同意

なしに行政措置や命令を行ってはならないこと。とくに河川航

行の規制に関して妨げとなる処置を行ってはならないこと。  

 第 3 条 1 年間の賃借料を［原文は空欄］両と定める。  

 第 4 条 両国の衝突を避けるために、租借期間中、上記の区域で清朝政

府は主権全般を行使してはならないこと。その区域と膠州湾の

海面の主権をドイツに移譲すること。  

  第 5 条 ドイツ政府が上記の領域を自由港として宣言することを望む

場合には、清朝政府はこの条約をもって同意すること。  

 第 6 条 清朝政府はドイツ・中国共同経営の鉄道会社の設立を認めるこ

と。その利権は、東清鉄道などと同様の条件で、かつ清朝政府

                                                  
80  Votum zu einer Denkschrift, betreffend die Besitzergreifung der Kiautschou-Bucht, 
17. 11. 1897, BA/MA, RM 3/ 6694, Bl. 83-84. 
81  Klehmet an Tirpitz, Vertragsentwurf, 13. 12. 1897, BA/MA, RM 3/ 6694, Bl. 
123-129. 
82  Bülow an Tirpitz, Vertragsentwurf, 18. 12. 1897, BA/MA, RM 3/ 6694, Bl. 
142-148. 
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が計画している鉄道網に山東より連結すること。  

 第 7 条 鉱山採掘については、清朝政府は山東省において、ドイツ企業

とドイツの技師に他の列強が保証されている利点を保証する

こと。  

  第 8 条 膠州湾がドイツの目的に適さないことがわかった場合には、よ

り目的に適った中国沿岸部にある別の拠点を移譲すること。ま

たドイツ政府が、膠州湾を租借した区域で建設した施設などを

引き取り、それに支出された額を弁償すること。  

 

 ここで提示されている 8 ヵ条は、細部に違いはあるものの、のちに締結さ

れる租借条約の要点がほぼふくまれていた。すなわち 99 ヵ年の租借、清朝

政府による主権行使の禁止、膠州湾周囲 50 キロメートル区域の設定、鉄道・

鉱山利権、さらに膠州湾が不要になった場合の代替地の保証規定である 83 。 

 第 3 条に賃借料の規定がふくまれていることは興味深い。1895 年 10 月に

漢口におけるドイツ租界設置を取り決めたドイツ・清間の協定では、租界の

区域で徴収されていた土地税と同額の税額を 1 年ごとにドイツ領事より現

地の中国当局に支払うことが決められていた 84 。上記の草案は、12 月 17 日

付けの意見書が提案したとおり、すべての主権を移譲させるという割譲に等

しい内容であった。それにもかかわらず、賃借料の規定がふくまれていたこ

とは、草案の作成者にとっても、この草案によって新たに獲得されるべき区

域が「割譲」と「租界」の狭間で揺れていたことを示していると言えるだろ

う。  

 

 

                                                  
83  第 5 条の「自由港」規定は、実際の租借条約中には記載されず、関税にかか

わる規定の詳細については、細目協定に委ねられた（膠州湾租借条約第 1 部第

5 条）。膠州湾租借地における「自由港」規定については、第 2 章第 2 節を参照。  
84  この漢口租界条約のドイツ文は、中国側との租借条約交渉に関するファイル

の中にあり、巡洋艦隊司令部宛に資料として送付されている（Anlage zu 
Kommando der Kreuzerdivision, Niederlassungs-Vertrag vom 3. 10. 1895, BA/MA, 
RM 3/ 6694, Bl. 108-113. 送付された日付は不明）。中国文は、「漢口租界合同」

王鉄崖編、前掲書、 631-633 頁を参照。  
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膠州湾租借をめぐる交渉 

 

 ドイツ外交代表と清朝政府との交渉は、1897 年 11 月 20 日より始まった。

同日、在北京ドイツ公使ハイキングは、通訳官フランケ（Otto Franke）らと

ともに、総理衙門を訪れ、ドイツ政府の要求を提示した。それは 6 ヵ条から

なり、（1）山東巡撫李秉衡の永久罷免、（2）シュタイル・ミッションの済寧

教会堂の建設費用を中国政府が負担すべきこと、（3）宣教師殺害事件にかか

わる全ての犯人を逮捕し厳罰に処すること、（ 4）中国政府の宣教師・教会保

護義務、（5）山東省内における鉄道建設受注に際するドイツ商人の優先、（6）

事件処理に生じたドイツ側の費用を中国政府が賠償すること、というもので

あった。総理衙門は、宣教師殺害事件に際して、中国側は迅速に対応してお

り、落ち度はないと主張し、ただちに膠州湾からのドイツ軍の撤兵を要求し

た。  

この最初の会談の後、ハイキングは総理衙門に、ドイツ側の要求が受け入

れられるまで、膠州湾占領地を担保とすると通達した 85 。その後、数次の

会談を経て、12 月 7 日にドイツ公使館にて、ハイキングと総理衙門から派

遣された代表翁同龢と張蔭桓の間で、以下の合意が成立した。まず第 1 条の

山東省行政の長であった李秉衡の処分については、永久免職処分とせず、降

格転任とし、その処置を中国側に委ねることが定められた。次に第 2・3 条

の宣教師に対する賠償については、中国側が済寧教会の建設費を支払い、そ

の教会に勅命によって建設されたことを示す扁額を掛け、また事件顛末の碑

を建てること、さらに殺害された宣教師の償いとして、曹州府と鉅野県に教

会を建設し、被害にあった宣教師に見舞金を支払うこととされ、第 4 条の今

後の宣教師・教会の保護については、勅命を発して地方官にそれらの保護を

命じることが記された。第 5 条の鉄道・鉱山利権については、まずドイツ企

業に請け負わせ、詳細についてはなお協議することになった。第 6 条のドイ

                                                  
85  奕訢等與徳使問答録、1897 年 11 月 20 日、『義和団档案史料続編』、33-37 頁。
Heyking an das Auswärtige Amt, 21. 11. 1897, Telegramm, GP 14, Nr. 3712, S. 
98-99; Heyking an das Auswärtige Amt, Telegramm, 22. 11. 1897, GP 14, Nr. 3716, S. 
102. 
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ツ側費用の弁償については、ドイツ側は多額を要求しないことで合意された。 

この合意にもとづき、翁同龢らは膠州湾からのドイツ軍の即時撤退を要求

した。総理衙門は、ドイツ側が膠州湾占領を継続する意図を察しており、ハ

イキングに膠州湾の代替地を提供することを伝えた。ハイキングは明確な返

事をできないまま、上陸した兵を撤退させることを認めた。さらに、総理衙

門はすべての艦船を膠州湾外に撤退することを要求した。ハイキングはこの

時点になってはじめて中国側に、占領がヴィルヘルム 2 世の意思であること

を明らかにし、ヴィルヘルム 2 世より指示を待つと返答した 86 。  

15 日、ハイキングは翁同龢・張蔭桓とふたたび会談し、そこでヴィルヘ

ルム 2 世より膠州湾から撤退することはないとの通達があったと伝えた。こ

れに対し、翁同龢・張蔭桓は開港場として膠州湾に船舶の停泊・補給のため

にドイツ租界の設置を認めるという提案を伝えた。この提案にハイキングは、

ロシアが開港場として膠州湾を開放することを望まないのではないかと返

答したが、2 人は各国の通商のために膠州湾を開放することをロシアが望ま

ないのであれば、ましてドイツのみが膠州湾を占拠することをロシアは認め

ないだろうと反論した。ハイキングは態度を表明できず、交渉は中断された

87 。  

 23 日、翁同龢と張蔭桓がふたたびドイツ公使館を訪れて、ハイキングと

会談した。まずハイキングは第 6 条をあげ、もし「膠州湾の貸借が決まれば、

費用は要求しない（若膠澳租定，用費不索）」と切り出した。しかし翁同龢

らは膠州湾から撤退するように返答した。ハイキングは「租界
．．

の範囲が画定

すれば、兵はすべて撤退することができる（租界劃定，兵可全撤）［傍点――

引用者］」と述べ、租界の範囲として青島の両岸を指し、もし範囲が確定す

れば、賃借料を支払い、年限を設けるので、租界内に造船所、石炭処理・加

工場、砲台などを建設することを認めるように要求した。また、租界外の区

域を中国の行政に任せるとつけ加えた。翁同龢らは、「租界ならば協議でき

る。租界の外には各国通商のための埠頭を開くべきである」と述べ、また両

                                                  
86  翁同龢等與徳使問答録、 1897 年 12 月 3、 7 日、『義和団档案史料続編』、 50
頁、 53-54 頁。  
87  翁同龢等與徳使問答録、1897 年 12 月 15 日、『義和団档案史料続編』、55 頁。 
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岸の占拠と砲台の建設については認めないと返答した 88 。  

 本来、ハイキングは、本国政府の命令により、「租借」（＝一定期間の主権

の移譲）を交渉すべきであったにもかかわらず、清朝側が占領軍の即時撤退

を訴え、妥協案としてドイツ租界設置の容認したことによって、苦境に陥っ

た。こうした状況を打開するためにハイキングが用いたのは、またも軍事的

圧力であった。 28 日に彼は総理衙門に書状を送付し、曹州府でドイツの宣

教師シュテンツ（Georg Stenz）に対する殺人未遂があったと訴えた 89 。さ

らに 30 日に、ハイキングは、曹州鎮総兵萬本華がヨーロッパ人 2 名を殺害

し、さらなる殺害をもくろんでいるとの電報を受け取ったので、ただちに彼

を罷免しなければ国交を断絶し、以後の交渉は膠州湾に駐留するドイツ巡洋

艦隊司令官に委ねると通達した。 1898 年 1 月 1 日に翁同龢と張蔭桓がふた

たびドイツ公使館を訪れ、曹州府の件について問い合わせると、それが伝聞

にすぎなかったことが判明したが、2 人の訪問の際にハイキングは膠州湾の

湾口両岸の貸借を要求した。翁同龢らは拒否し、その代わりに港湾の防備に

すべてクルップ社の砲台を建造する密約を交わす取引をもちかけた。しかし、

ハイキングは両岸の確保は本国からの指示であり譲れないと述べ、その地は

ドイツに「租給」するのであって、中国の「自主之権」を損なうものではな

いと主張した 90 。そして 1 月 4 日、ハイキングは総理衙門を訪れ、もし貸

借が認められなければドイツ軍は占領地域を拡大すると通告した。この軍事

的優位を頼みにした恫喝によって、総理衙門は租借条約の交渉を受け入れる

ことになった 91 。  

 総理衙門に渡された租借条約の原案は、12 月 18 日にドイツ外務省から北

京公使館宛に送付された条約草案と若干異なっている。それは全 5 条からな

り、経済利権については、宣教師殺害に対する 6 ヵ条要求にふくまれており、

そこで交渉が続けられているため、ここでは省かれている。以下にその 5

                                                  
88  翁同龢等徳使問答録、1897 年 12 月 23 日、『義和団档案史料続編』、58-59 頁。 
89  徳使致総署照会、1897 年 12 月 28 日、『徳国侵占膠州湾史料選編』、176-177
頁。『義和団档案史料続編』、 68-69 頁では、 12 月 29 日。  
90  翁同龢等與徳使問答録、1898 年 1 月 1 日、『義和団档案史料続編』、67-68 頁。 
91  徳使與恭親王商談節略、1898 年 1 月 4 日、『徳国侵占膠州湾史料選編』、188-189
頁。  
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条を要約する 92 。  

 

第 1 条 膠州湾海面より 50 キロメートル内のドイツ軍の自由な通行を

認めること。しかしその主権（自主之権）はすべて中国にある。

もし中国が同範囲内での命令・法律の制定、あるいは中国軍の

進駐を行うときには、まずドイツと協議すること。  

  第 2 条 膠州湾の湾口両岸をドイツに 99 ヵ年間租借（租與徳国）し、

同地での港湾設備、砲台の建設を認めること。  

  第 3 条 ドイツが租借した地は、租借期間中、すべてドイツの管轄とす

ること（均帰徳国管轄）。  

  第 4 条 膠州湾の外の島や難所にブイを設置すること。  

  第 5 条 ドイツが膠州湾を返還する場合には、中国は膠州湾にかかった

費用を弁償し、膠州湾と比較してより良好な拠点を移譲するこ

と。  

 

 ドイツ外務省の条約草案と比較すれば、まず賃借料についての項目が外さ

れていることがわかる。これについてはハイキングからは別途協議すると伝

えられていたが、最後まで賃借料が定められることはなかった。次に、第 1

条で中国側に「自主之権」が認められる一方で、第 3 条で租借地内はドイツ

の管轄のもとに置かれると規定されている。ドイツ外務省の条約草案では、

第 4 条で主権の移譲が明記されていたが、ここでは「管轄」とされ、元来の

租借の意味合いが曖昧にされている。ハイキングより提示された租借条約案

に対して、総理衙門は、租借期間を 55 年に短縮すること、境界線について

は専門の委員によって規定すること、またドイツが膠州湾を他国にさらに貸

与しないことなどを要求したが、「均帰徳国管轄」（すべてドイツの管轄とす

ること）については何も言及していない 93 。  

1898 年 3 月 6 日に締結された租借条約は、膠州湾租借を定めた第 1 部と

                                                  
92  総署復徳使照会、 1898 年 1 月 15 日、『徳国侵占膠州湾史料選編』、 196-198
頁。  
93  総署復徳使照会、 1898 年 1 月 15 日、『徳国侵占膠州湾史料選編』、 196-198
頁。  
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山東経済利権について定めた第 2・3 部から構成されている。租借に関する

第 1 部は、上記の 5 条とほとんど変更がない。しかし、第 1 条で中国の主権

にかかわる文では中国文で「自主之権」と明記し、それに対応するドイツ文

でも「Souverenität」としているのに対し、第 3 条の主権の移譲にかかわる

文では中国文の「中国不得治理，均帰徳国管轄」に対応するドイツ文は

「Chinesische Regierung … Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern überläßt die 

Ausübung derselben an Deutschland」（中国政府は［中略］主権を行使せず、

その行使をドイツに移譲する）」であり、ドイツ文では「Hoheitsrechte」（主

権）と明記されているのに対し、中国文では管理権の委託のみが問題になる

ような表記になっている。そもそもドイツ文の第 1 部のタイトルが「膠州湾

の租借」（Verpachtung von Kiaotschou）になっているのに対し、中国文では

「膠澳租界」であった。中国側は租界の交渉をしていたのであって、租借地

の交渉をするつもりではなかったことは明らかであろう。もとより租借地の

概念自体がいままで中国に存在しなかったのであり、またこれまで見てきた

ように、租借の核心である主権の移譲についてハイキングが言明したことは

なかったために、条文の意図に即した用語は生まれようもなかった。  

本節冒頭で述べたように、ドイツ側は租借条約の締結をもって、租借地に

おける主権が中国からドイツへと移譲されたとみなし、膠州湾租借地は、他

のドイツ植民地と同等の法的地位に置かれた。それ以降、膠州湾租借地は、

ドイツ側の認識においては植民地でありつづけた。植民地行政は、領域的な

支配の確立を目指し、中国系住民に対する主権は自らにあるとしていた。  

しかし、ドイツ－清朝間の 2 国間条約の上では、ドイツ文の第 1 部表題に

「膠州湾の租借」（Verpachtung von Kiautschou）と記され、膠州湾租借地は

あくまで「租借地」であった。さらに、中国文の同じ個所には「租界」とさ

え記されていたのである。1902 年 12 月に膠州湾租借地を訪問した山東巡撫

周馥が膠州領総督トゥルッペル（Oskar von Truppel）と会談した際に、トゥ

ルッペルが膠州湾租借地を「ドイツ領土」と表現したことに激昂し、膠州湾

は「貸与された地」（租地）であるとはいえ、「山東の領土、中国の領土」で
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あると抗議していた 94 。これは、当時の中国側が膠州湾租借地を中国の領

土とみなす認識の一例を示している。  

 ドイツ海軍省が 1898 年 10 月までの膠州湾租借地統治の情況をまとめた帝

国議会提出資料の序文の冒頭には、「 1898 年 3 月 6 日、膠州領移譲のための

ドイツ－清間条約の締結によって、それまで存続していた占領状態はその終

わりを迎えた」と記されている 95 。膠州湾租借条約は、国際関係上、占領

という緊急事態を「正常化」させる役割を果たしたと言えよう。そこで規定

された租借は、割譲と租界設定の狭間にあって、より割譲に近い方式、つま

り植民地化に近い方式として採用されたのである。  

 

本節では、膠州湾租借条約が締結に至るまでの交渉過程を分析することに

よって、租借概念がいかに案出されたかを明らかにした。交渉に際して中国

側の外交代表である総理衙門は、宣教師殺害を口実に軍事占領を正当化しよ

うとするハイキングの要求を断固拒絶した。総理衙門は即時の撤退を要求し

つづけたが、同時に妥協点として、膠州湾を開港場としてドイツ租界の設置

を認めるという提案を行った。これは通商のために各国に膠州湾を開放する

ことによって、ドイツの一元的な支配を回避しようとするものであった。こ

のような中国側の対応によって行き詰ったハイキングは、軍事的圧力をもっ

て、本国から送られてきた条約草案の内容を認めさせようとした。しかもそ

の際に、主権に関わる表現のドイツ文と中国文の差異に言及せずに、条文の

合意をとりつけた。この軍事的圧力を背景とした条約交渉によって、ドイツ

側は条約草案の作成時に意図した膠州湾における「あらゆる権利」の獲得に

いたったのである。これによって、もう一方の条約交渉相手である清朝政府

の認識と関係なく、国際関係上の植民地支配の正当化が行われたのである。 

 

 

 

                                                  
94  Lange an Goltz, 4. 2. 1903, BArch, R 9208/1239, Bl. 38-39. 
95  Denkschrift betreffend die Entwicklung von Kiautschou. Abgeschlossen Ende 
Oktober 1898［以下、Denkschrift 年度と略記］,  hrsg. v. Reichsmarineamt, in: SBVR, 
172 (1899), S. 560 
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第 3 節 軍事占領下の膠州湾の植民地化  

 

 ドイツ政治指導層および現地の外交代表が、租借条約の締結によって占領

状態から継続的な支配への移行を、国際関係の上で正当化しようとする間、

現地の占領行政は、将来の植民地行政への移行の基盤を形成するために、条

約締結以前に、いわゆる「実効占領」状態を創出しようとした 96 。そのた

めに、占領行政が実施した活動の中心は、以下の 3 点に要約できる。第一に、

付近の住民にドイツ軍による占領を布告し、同時に清朝地方当局にも占領お

よび占領意思をもつ範囲を通達することである。第二に、清朝の主権行為の

停止、具体的には、清朝地方当局による内地関税等の徴税の停止、清朝軍隊

の占領対象範囲からの一掃である。第三に、占領行政が現地住民から土地所

有権を購入することで、ドイツ占領行政が土地の「私的所有権」を持つこと

である。これによって、条約締結が困難になったとしても事実上の土地所有

状態を創出し、ドイツの中国拠点を維持するためであった 97 。  

 第一の住民への占領の告知については、膠州湾占領の当日に、ただちにデ

ィーデリヒスは占領の布告を発した。付近の村々に占領の布告を掲示させる

だけでなく、占領の実施の証拠として、膠州湾沿岸および付近の小島の様々

な地点に部隊を一時的に駐留させ、旗を掲揚および占領の布告を掲示させた。

その占領の布告は、まず占領範囲を示した上で、住民に対して、「身分、性

別、年齢にかかわらず、静穏にして以前と同様の生計を営み、不穏分子によ

って発せられる悪しき噂に煽られることのないようにすること」を命じてい

た。この布告は、一方で、三国干渉に触れ、ドイツと中国の友好関係を強調

し、占領が中国に敵対的な行為として見なされるようなものではなく、その

友好関係を維持するものであると述べ、他方で、犯罪を行う者は現行中国法

                                                  
96  1884/1885 年ベルリン会議の「実効占領」とそれに伴う植民地支配形態の変

化、そしてそれと植民地における自由貿易主義との関係については、 Imanuel 
Geiss, Free Trade, Internationalization of the Congo Basin, and the Principle of 
Effective Occupation, in: Stig Förster/ Wolfgang J. Mommsen/ Ronald Robinson 
(eds.),  Bismarck, Europe, and Africa. The Berlin Africa Conference 1884-1885 and 
the Onset of Partition, Oxford: Oxford University Press, 1988, pp. 263-280; 板垣雄

三「世界分割と植民地支配」『岩波講座世界歴史 22 帝国主義時代 I』岩波

書店 1969 年、 135-152 頁参照。  
97  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 170-171 u. 173-175. 
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によって罰し、ドイツ国籍民にはドイツ軍法によって処罰すると宣言してい

る 98 。そして、11 月 20 日から 21 日かけて、ディーデリヒスは、膠州を訪

れ、膠州知州（膠州を統轄する行政官）羅志伸に占領および各地に掲示した

占領の布告を渡し、さらに地図をもって占領地の範囲を伝えている（図 1

参照） 99 。  

 第二の占領地内での清朝地方行政の主権行為の停止については、常関（内

国税関）では従来どおりに関税の徴収を継続させるも、占領時から税収は新

たに算定させ、一時的に清朝行政に納入させないようにした。そして、膠州

より青島港に戻ったディーデリヒスは、海軍大佐ツァイエ（Zeye）の指揮下

におよそ 430 名からなる部隊を編成し、即墨県城への派遣を決定した。この

遠征部隊の目的は、なお占領予定地に駐留する中国軍を駆逐すること、さら

に占領予定地北部の占領であった 100 。 11 月 27 日、遠征部隊は滄口経由で

                                                  
98 占領の布告は、BA/ MA, N 255/ 24, Anhang. Proklamation zur Besetzung 
Kiautschous, Nr. 132 を参照した。この資料は、占領軍司令官ディーデリヒスの

日誌を自身が 1906 年ないし 1908 年に編集したものであり、占領の布告が添付

されている。占領の布告は、タイプで打たれた資料に通し番号 53 がつけられて

添付されたものと原本に通し番号 137 がつけられて添付されたものの 2 種類が

あり、前者には、「［ドイツ軍占領地に存在する］中国当局および官吏は、すべ

ての報告を今後、総兵の衙門にいるドイツ総督海軍大佐Zeyeに伝え、そして総

じて自分たち自身で決定できないすべての案件においても総督に問い合わせる

ことが望まれる。特に、土地所有権の変更については総督の認可が必要である。
Alle ihre Berichte sollen diese Beamte fortan dem Deutschen Gouverneur Kapitän zur 
See Zeye im Yamen des Generals einreichen und sich überhaupt in allen 
Angelegenheiten, die sie nicht selbst entscheiden können, an den Gouverneur wenden. 
Im Besonderen ist zu jedem Besitzwechsel von Grundeigentum die Erlaubnis des 
Gouveneurs erfoderlich.」という 2 文が削除されていた。膠州湾租借地の土地政

策に決定的な影響を及ぼした、通訳官（後の中華事務担当官）ヴィルヘルム・

シュラマイアーが 1914 年に公刊した書によれば、（Wilhelm Schrameier, Aus 
Kiautschous Verwaltung. Die Land-, Steuer- und Zollpolitik des Kiautschougebietes, 
Jena: G. Fischer, 1914, S. 1.）、占領の布告には、上記の 2 文は含まれていたと考

えられる。ちなみに、公刊史料集のLeutner (Hrsg.), "Musterkolonie Kiautschou"
では、この占領の布告は、 120-121 頁に掲載されており、出典の文書館の史料

番号はBA/MA, N.224/ 46, Bl. 4 となっているが、これは誤りであり、また上記

で指摘した削除された 2 文が含まれていない。なお、海軍大佐ツァイエ（Zeye）
が「総督」と記されたのは、布告時点では行政府の総督がなお決定されておら

ず、暫定的に記されたものではないかと考えられる。  
99  Kommando des Kreuzergeschwaders an den kommandirenden Admiral, Bericht 
über den Fortgang der Ereignisse in der Kiaotschou-Bucht, Kiautschou, den 30. 11. 
1897, BA/ MA, RM 3/ 6697, Bl. 61-76.とくにBl. 67-69. 
100  Ebenda, Bl. 64-65, 71. 
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即墨県城に向った。その途上で、2 つの支隊を女姑口と労山に派し、中国軍

の掃蕩を行っている。柳亭で一泊した本隊は、 28 日に即墨県城に達し、即

墨県の知県（即墨県を統轄する行政官）朱衣繍にドイツ軍による膠州湾の占

領を通告した。遠征部隊は、同知県より宿泊所を指示され、 30 日まで滞在

する。12 月 1 日、ツァイエの部隊は、再び残兵掃蕩を開始し、3 日に膠州に

到達した。ツァイエは膠州への途上、村々に掲示した布告が部分的に剥がさ

れているのを発見し、また武装解除した中国兵が他の残兵に襲撃されたこと

か  

図 １ 膠 州 湾 占 領 予 定 範 囲  

 

出 典 ：BA/MA, RM 3/6694, Bl. 129 より筆 者 加 工 。 
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ら、膠州知州に占領の布告の周知を徹底させることを要求した 101 。膠州で

の短い滞在の後、再び部隊は即墨に向い、5 日に到着した。そして 8 日まで、

即墨県城でディーデリヒスの要請を受けて膠州および即墨で土地調査を行

なっていた上海総領事シュテューベル（Oskar Stübel）と通訳官シュラマイ

アー（Wilhelm Schrameier）とともに過ごした。8 日に調査が終了すると、翌

9 日にツァイエの部隊は即墨県を出立し、10 日に青島に戻った 102 。  

 第三の土地所有権の獲得については、占領以前からすでに政策指導層の間

で検討されていた課題であった。海軍司令部が作成した 1896 年 12 月 15 日

付の占領計画では、海防上および商業上の観点から必要とみなされる土地は、

条約交渉中に、国家ないしは私的資本によって可能な限り速やかに購入し、

湾内に競合するような施設を建設されることを避けるように提案されてい

た 103 。そして、1897 年 11 月 14 日に掲示された占領の布告には、「特に、

土地所有権の変更については総督の認可を必要とする」と記載されていた

104 。膠州湾占領以後、11 月 20 日にも土地所有の変更を禁止する旨の声明

が発せられている 105 。当時、膠州湾租借地の土地政策の策定を主導したシ

ュラマイアーは、土地所有権の変更の禁止の意図について、買収によって土

地所有権を獲得することで、清朝政府との租借条約交渉の際の「圧力手段」

になると述べている 106 。  

 11 月 21 日、ベルリンより海軍司令部から居留地に必要な土地を即座に借

り付けるようにという命令をうけ、そのためにディーデリヒスは、上述のと

おり、ステューベルとシュラマイアーに支援を要請した。12 月 1 日、2 人は

膠州湾に到着し、ただちに現地の土地所有関係の調査および土地所有者との

交渉に取り組んだ 107 。2 人は、 12 月末までに、占領地の土地所有関係を調

                                                  
101  Kommando der gelandeten Streitkräfte an das kaiserliche Kommando des 
Kreuzergeschwaderss, Tsingtau, 25. 12. 1897, Bl. 119-134. とくにBl. 119-124 を参

照。  
102  Ebenda, Bl. 125-127. 
103  Ober-Kommando der Marine an Wilhelm II., Befehl, einen Plan zur 
Besitzergreifung der Kiauchau-Bucht und Bereitstellung der Mittel vorzubereiten, 
Berlin, 15. 12. 1896, BA/ MA, RM 3/ 6693, Bl. 33. 
104  注 96 を参照。  
105  Wilhelm Schrameier, Aus Kiautschous Verwaltung, S. 1. 
106  Ebenda. 
107  BA/ MA, N 255/ 24, Nr. 34; BA/ MA, RM 3/ 6695, Bl. 28. またWilhelm Matzat, 
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査し、さらに膠州湾口の東南岸と西南岸に位置する 35 の村落の土地所有者

と交渉し、その村落の境界内の土地先買権をドイツ海軍部隊の司令官および

その後任が所有するとの協定を取りつけた 108 。  

この土地先買権協定は、（ 1）ドイツ軍駐留部隊司令官およびその後任以外

に土地売却を禁止すること、（2）この義務に対し、土地所有者に土地税の倍

額を支払うこと、（ 3）ドイツ軍司令官が土地を買うときには、村の長老の聴

取にしたがい、現時点での土地価格を支払うこと、（4）支払われる売却額か

ら、先買権の補償金は差し引かれること、（5）ドイツ軍司令官が土地を購入

するまで、土地所有者は従来どおり生活してよいこと、という 5 点からなる。

この協定の意図は、第一に、土地所有権の譲渡を禁止することで、植民地行

政が独占的に土地を購入し、それによって植民地経営の基盤を形成すること、

第二に、土地所有権の譲渡の禁止によって、人口移動をも禁止することにな

り、将来的な都市労働力を確保すること、第三に、土地購買価格を固定する

ことによって、開発によって土地価格が上昇したとしても、開発以前の土地

価格で購入することにあった 109 。  

 

 図 1 で示したように、当初の占領予定範囲は、膠州・即墨の行政所在地を

含むものであり、相当の広範囲に及ぶものであった。しかし、実際に可能で

あったのは、いわゆる「主権行為」とみなされた内地関税の徴収地点の掌握・

清朝軍隊の撤退といった限定的な行為であり、将来の港湾都市中心部におい

て土地先買権の購入によって土地所有権の移動を禁じた他は、点の支配とい

っても過言ではない。植民地支配の基盤を形成したのは、支配の実態という

よりも、布告のような象徴的な行為に加え、第 2 節で見たような国家間条約

における主権の移譲、あるいは現地住民に対して強制的に結んだ土地先買権

協定のような契約であった。植民地化の基盤の創出が（しばしば相手の了解

を得ない手続きでの）こうした法によるものであったことは、膠州湾租借地

                                                                                                                                                  
Neue Materialien zu den Aktivitäten des Chinesenkommissars Wilhelm Schrameier in 
Tsingtau. Zum 100jährigen Jubiläum der Tsingtauer Land- und Steuerordnung am 2. 9. 
1998, Bonn 1998, S. 5 を参照のこと。  
108  BA/ MA, RM 3/ 6695, Bl. 36. 
109  BA/ MA, RM 3/ 6695, Bl. 37-48. 35 ヵ村と取り決めた先買権協定は、Bl. 47
で、その意図については、Bl. 41-46. 
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の場合も、他の植民地支配と異なるところはないだろう。だが、植民地統治

者が、実際に植民地支配に内実を与え、その維持ないしは拡大を図るために

は、現地社会の動態に即した制度的枠組みを必要とする。第 2 章以下では、

植民地統治の構想と現地社会の動態の相互作用のなかで、ドイツの植民地統

治の構想がどのような変化を迫られたのかを明らかにする。  

 

 

 

第 2 章 膠州湾租借地における経済的自由主義  
 

 

 

 

 

 第 1 章第 1 節で述べたように、占領以前から膠州湾におけるドイツ植民地

統治は、同湾の経済発展を最優先事項としていた。その経済発展を軌道に乗

せるために選択された経済政策路線は、経済的自由主義であり、それは膠州

湾経済とより広域の経済との流通を促すための制度的枠組みであった。膠州

湾租借地は、ある地域経済のヒト・モノ・カネ・情報の流れを世界市場とよ

り緊密に結びつけるための商業植民地として機能することが期待されてい

た。その植民地は、プランテーション型植民地のように、ある地域経済を領

域的に支配することによって資本主義経済へ包摂させようとするものでは

ない。そこでは、植民地行政はインフラ整備や税・使用料徴収額の設定によ

って地域経済を広域市場へと結びつけるように、とくにその流通へ介入しよ

うとする。しかし、そうした植民地行政の介入が現地経済の担い手の利害と

対立するとき、植民地に導入された制度的枠組みを再び調整する必要が生じ

るだろう。  

膠州湾租借地の場合、植民地行政を担った膠州領総督府は、その経済発展

の実現のために、第一に、膠州湾租借地を中国沿岸諸港間の流通ネットワー

クのなかに編入させること、第二に、他の開港場との競合において比較優位
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を持つことを目指した。その目標を実現する制度的枠組みとして導入された

のが、自由港制度である。本章では、この自由港制度を軸とした膠州領総督

府の経済的自由主義が現地経済の動態に直面して、どのような帰結に至った

のかを明らかにする。  

まず、第 1 節では、膠州領総督府の経済的自由主義イデオロギーの背景を

論じ、第 2 節では、占領以前の膠州湾経済について簡潔に述べた後、膠州湾

租借地に導入された自由港制度について分析する。第 3 節では、自由港制度

がもたらした帰結と現地経済の担い手である中国商人層の自由港制度批判

を中心に論じる。最後に、第 4 節で、現地経済の動態に直面し、膠州湾租借

地経済をどのように調整し直そうとしたのか、その再調整の構想を分析する。 

 

 

 

第 1 節 膠州領総督府の経済構想  

 

 1898 年 2 月 8 日、帝国議会において、初めて膠州湾占領事件をめぐって

政府と各党派の間で本格的な答弁が繰り広げられた。反ビスマルクの論者と

して知られた自由思想家人民党の党首リヒター（Eugen Richter）は、「（･･･）

わたしは躊躇せずに、アフリカとオーストラリア
．．．．．．．．．．．．

［太平洋におけるドイツ植

民地獲得の意］におけるこれまでのすべての国旗掲揚
．．．．．．．．．．．．．．．．．

［植民地領有の意――

引用者、以下同じ］とは異なり、好都合なものと見なしていると宣言する［強

調は原文］」と述べた。さらに、彼は、「ドイツは同地［中国の意］では、中

国に対して他の、とくにヨーロッパ諸国民と同等の利益以外を望まず、少な

くともドイツ帝国の行動からは自由貿易の福音以外に何も説教してはなら

ない」とつけ加えた 110 。実際には、リヒターは膠州湾占領を批判していた

が、それは中国の経済成長への懐疑からであり、東アジアにおけるドイツ植

民地の建設自体には、アフリカと対比して肯定していたのである。同様に経

済的自由主義の立場から、いっそう積極的に賛同したのは、自由思想家連合

の著名な論客バルト（Theodor Barth）であった。彼は当時外務大臣であった

                                                  
110  35. Sitzung. 8. 2. 1898, in: SBVR, 160 (1899), Berlin, S. 892-894. 
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ビューロ（Bernhard von Bülow）に次のように問いただした。「中国において

は、ドイツ側の経済的・政治的な関係における同地の情勢の発展に際して、

われわれの勢力範囲のなかで自由な競争の可能性を地上のすべての国々に

開放することを望むのか（･･･）なぜならドイツ産業は今日、世界のあらゆ

る市場で、イギリスを含めてすべての残りの国々と、どこであろうと競争で

きる立場をつくり出している。だから、われわれにより密接な経済的利益の

立脚点から、自由競争の原則が世界で開発される大市場で有効となることに

焦眉の関心を持っているのである」と 111 。  

 第 1 章第 1 節で述べたように、ドイツの対中国政策の支持基盤は、主に経

済グループであり、それは 1840 年のアヘン戦争より徐々に形成されてきた

対中国貿易商人層と、 1880 年代後半以降に形成された重工業・金融グルー

プからなる。後者は、当初はクルップなどの軍需品輸出が中心であったが、

1880 年代後半に、アメリカ合州国鉄道事業が同地での工業化の進展によっ

て将来的な見込みが乏しくなった後に、新たな投資先として中国市場が有望

視されたことに由来する。中国における鉄道事業にドイツ重工業・金融グル

ープが参入するために、 1889 年 2 月にはドイツ・アジア銀行が設立され、

さらに翌 1890 年にはドイツ企業への対中国政府借款・鉄道借款の引き受け

の機会を増やすために、「対アジア事業シンジケート」が設立された 112 。  

1895 年から第一次世界大戦にいたるまで、断続的な不況を経ながらも、

ドイツ経済は長期の好況期に入った。 1873 年以降、短期的な好況をはさみ

ながらも、全般的には「大不況」として感じられていた時期から、この時期

にドイツ経済は世界市場において主要な工業国として地位を確保した 113 。

先に引用したバルトの陳述は、これを反映したものとみることができよう。

1879 年の保護関税が導入された時期とは異なり、カプリーヴィ宰相の下で、

1890 年代前半には、貿易相手国との間で一連の通商条約が締結され、ドイ

ツ工業製品の輸出促進が目指された 114 。新たに獲得した植民地において自

由主義的な経済政策を採用するかどうかを質問したバルトに対して、外務大

                                                  
111  Ebenda, S. 906-907. 
112  Schmidt, Die deutsche Eisenbahnpolitik, S. 45-50.. 
113  Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, S. 610ff. 
114  Ebenda, S. 1005-1006. 
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臣ビューロは、なお留保をつけながらも、「わたしの見解においても、将来

における膠州領の自由港の立場は、おそらくわれわれの貿易利害におおよそ

一致するだろう」と返答している 115 。  

 したがって、膠州湾占領の翌 1898 年に初めて帝国議会に提出された膠州

領総督府の行政報告書のなかに、次のような統治原則が提示されたことは首

肯できよう 116 。  

 

   膠州領では海軍行政のあらゆる措置に際して、経済的な観点
．．．．．．

が優先さ

れる。この地の将来にとって決定的なことは――艦隊拠点としての軍事

上および海事上の重要性が損なわれることなく――第一に、商業植民地
．．．．．

として、広大な後背地の開発のためのドイツ商人層にとっての東アジア

における重要な拠点として発展することである。  

   この中心となる考えから、さらに以下の行政原則が示される。  

   1．本国当局に対する総督府の最大限の自立性。  

   2．商工業分野への措置に際して国家機関の最大限の自制、すなわち

関税の免除と基本的な営業の自由、保護領の発展にしたがって、

自治の拡大に顧慮して国家行政が縮小すること。  

［強調は原文ママ］  

 

 膠 州 領 総 督 府 に お い て 中 国 系 住 民 の 行 政 を 担 当 し た シ ュ ラ マ イ ア ー

（Wilhelm Schrameier）は、 1903 年に出版された小論のなかで、この新しい

ドイツ植民地の未来像を次のように語っている。「中国との交通に関与する

様々な民族に快適な居住地を提供する商業地として、完全な自由と拘束され

ることのない出発地として、利害をもつ最も多様な人々が帰り、そしてそこ

から内陸部へと最も多様な道に通じる開かれた門戸として、そしてそれは商

売の仲介だけでなく、ヨーロッパと中国の文化の仲介を切り拓くにふさわし

い」ものでなければならず、そのために必要な原則は、「個人の自由、中国

と条約によって保証されたこの地の経済的な重要性に最も包括的な展開を

                                                  
115  35. Sitzung. 8. 2. 1898, in: SBVR, 160 (1899), S. 907. 
116  Denkschrift 1898, in: SBVR, 172 (1899), S. 560. 
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可能にする枠組みを提供する形で、経済的な発展の自由」であると 117 。ド

イツの植民地行政関係者の言明からは、関税の免除、営業の自由、移動の自

由が看取され、こうした経済的自由主義は、膠州湾におけるドイツ植民地政

策の根幹をなす理念であった。  

 1898 年 3 月 6 日に締結された膠州湾租借条約では、経済利権は以下のよ

うに記載されていた。第 2 部第 1 条では、鉄道建設予定路線が記載され、青

島から西へ濰県経由でほぼ直線上に済南府に至る路線と青島からいったん

南下し、沂州経由で済南府に至る路線の建設、第 2・3 条で、ドイツ＝中国

合弁会社にその建設および経営を委譲、第 4 条で、ドイツ企業にその沿線の

約 15km内における鉱山採掘権が認められた。さらに第 3 部では、山東省内

で中国外の技術者・資本・材料を必要とした場合に、ドイツ企業を優先させ

ることが規定されていた 118 。これらの条項にはドイツの経済政策の意図が

明確に表現されている。それは、（1）山東の地下資源を開発し、それを青島

経由で市場に輸出すること、（2）山東での工業化にドイツ資本が優先的に関

与し、また山東をドイツ工業製品の販売市場とすることであった。  

 

 

 

第 2 節 膠州湾経済と自由港制度  

 

 

占領以前の膠州湾経済 

 

山東半島東南部に位置する膠州湾は、黄海に面し、唐・宋時代より中国の

南北および朝鮮半島・日本への交通路の要衝として機能してきた。同湾の面

積は満潮時には、576 平方kmに及ぶ。北宋の時代には市舶司が、金朝下にお

                                                  
117  Wilhelm Schrameier, Die Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Kiautschou, Berlin: Reimer 1903, S. 32. 
118  ドイツ語版は以下の史料集の参照。Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie 
Kiautschou“, S. 164-168. 中国語版は、王鉄崖編『中外旧約章彙編』第 1 冊、三

聯書店、 1982 年、 738-740 頁を参照。  
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いては交易地として権場が設置され、さらに元代には山東半島の北岸に位置

する莱州湾にいたる膠莱運河が開かれた。明清時代、膠州湾内には塔埠頭、

女姑口、青島口などの港が華南の沿岸諸港との交易拠点として発達しており、

なかでも行政所在地の膠州より東南へ 6kmほど離れた塔埠頭は、1861 年に

煙台に東海関が設置されるまで、即墨県に属する金家口と並んで、山東省の

最も重要な港であった。 1865 年に東海関塔埠頭分関が設置されたことで、

塔埠頭はその南北交易の拠点としての機能を保ち続けていた。しかし、浅瀬

という立地条件のため、大型帆船の入港はできず、改善が必要とされていた

119 。  

 青島口は、明代以後、主に海防の面から重要視されたが、塔埠頭と同様に

南北交易の拠点として機能していた。清の乾隆期に、税関（ 卡
そ う

）が、さら

に同治期に、東海関の分関が設置された。その後、地理学者リヒトホーフェ

ン（Ferdinand von Richthofen）の地理書のなかで、将来有望な港湾として膠

州湾が指摘されたために、中国に関心をもつヨーロッパの政治指導層のなか

でも同湾が注目を浴びるようになった。そのために 1886 年、当時の駐ドイ

ツ公使であった許景澄らは、同湾を建設し防備を整えることを上奏している

120 。1891 年 6 月に、李鴻章は山東巡撫とともに膠州湾を視察し、同湾の重

要性を認識すると、煙台とともに、膠州に砲台を建築することを進言した。

翌年には登州鎮総兵章高元がその部隊を連れて青島に移駐した。李鴻章は、

二つの埠頭を建設し、艦船が接岸可能な設備を整え、さらに 3 つの砲台が建

設する計画を立てていた 121 。  

 

ドイツ統治以前の青島は、植民地支配側の同時代文献ではしばしば「小漁

村」と表現されるが、上記から判るようにそれは適切ではない 122 。青島は、

経済的には南北交易の一拠点として、軍事的には、たとえ建設が頓挫したと

                                                  
119  膠州湾のドイツ統治期以前の膠州湾内の交易の状況については、以下の文

献が詳しい。寿楊賓編『青島海港史（近代部分）』人民交通出版社、 1986 年 1
月。本節では、とくに 3、 13～ 25 頁を参照。  
120  同上書、 19 頁および 25～ 27 頁を参照。  
121  同上書、 29～ 30 頁を参照。  
122  たとえば租借地経営の 10 年を回顧した海軍省編纂の帝国議会資料、

Denkschrift 1906/1907, in: SBVR, 245 (1907), S. 6 を参照。  
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はいえ、膠州湾を防備する要としての役割が期待されていた。  

 

 

 

 

 

 

図 2 膠 州 湾 および膠 州 湾 租 借 地 略 図  

 
出 典 ：Kiautschou, in: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Aufl.,  Leipzig: 

Bibliograhisches Institut, 1907 をもとに筆 者 が作 成 。 

 

 

自由港制度の導入 

 

 1898 年 9 月 2 日、膠州領総督府は膠州湾租借地を「自由港（Freihafen）」

として開放する宣言を行った 123 。この自由港宣言は、前節で述べた租借地

統治の経済的自由主義をまさに象徴するものであった。本国の政治指導層や

                                                  
123  Denkschrift 1898, in: SBVR, 172 (1899), S. 562. 
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現地の政策担当者は、膠州湾租借地全体を自由港とし、さらに租借地内の青

島を近代的な港湾都市に変貌させることによって、中国で経済活動を行う商

社を誘致するつもりであった。第 1 章第 1 節で述べたティルピッツの調査報

告書に指摘されたように、自由港制度は、膠州湾租借地が商業植民地として

成長するための必要条件として考えられていた。  

 この構想を現地で実行するためには、以下の 2 つの問題が解決されなけれ

ばならなかった。第一に、青島港には近代的な港湾設備を建設するために重

点的に投資される予定であったが、その青島港に競合し得る商業港が膠州湾

内で建設される可能性を排除することである。第二は、自由港制度を導入し

た際に生じると予想される租借地と、中国沿岸諸港および中国内地との間を

越境する商品に課せられる関税の設定である。  

第一の問題については、先述したように、これまで膠州湾の商業中心地は、

行政所在地膠州の玄関港である塔埠頭であった。総督府が恐れていたのは、

中国側がこの塔埠頭かあるいは別の地点を新たに重点的に投資することに

よって、湾内に青島と競合する交易拠点を建設することであった。したがっ

て、それをあらかじめ阻止するために、膠州湾租借条約第 3 条 4 項で、膠州

湾租借地の範囲は満潮時の湾内海面と規定されたのである（前頁の図 2 を参

照） 124 。  

第二の問題は、中国海関との交渉を前提とするものであった。自由港とは

ある領土に境界線を引き、その境界線内の区域を免税扱いにする制度である

125 。自由港制度では一般的に、国外から輸入される商品は免税扱いになる

が、その商品が自由港から境界線を越えて国内に輸出される場合には課税さ

れる。膠州湾租借地を自由港とした場合、商品が自由港を越えて中国内地に

輸出されるとき、課税するのは当然、中国であり、すなわち中国海関である

126 。開港場では商品は、海関に輸出入税 5％と通過税（子口半税） 2.5％を

                                                  
124  第 3 条第 4 項「膠州湾の現在の満潮時のすべての海面（ die gesamte 
Wasserfläche der Bucht bis zum höchsten derzeitigen Wasserstande膠澳之内全海面

至現在潮平之地）」。BA/MA, RM 3/6695, Bl. 31 では、この条項が挿入されたこ

とをとくに強調している。  
125  当時の自由港の理解については、Brockhaus' Konversations=Lexikon, Bd. 7, 
Leipizig 1902, S. 141 のFreihafenの項を参照。  
126  中国海関については、さしあたり岡本隆司『近代中国と海関』名古屋大学
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支払えば、通行証が発行され、国内関税、すなわち釐金を免除されることに

なっていた。したがって、中国内地との交易を前提とする膠州湾租借地にお

いては、自由港制度を導入する場合でも、中国海関との交渉は不可欠であっ

た。  

 後の中華事務担当官となるシュラマイアーと並んで、膠州湾占領後に租借

地行政の制度設計に関与した中心的な人物の一人は、当時の上海総領事シュ

テューベル（Oskar Stübel）である。彼は、1883 年にサモアに領事として派

遣され、 1884 年に同総領事となった人物であり、コペンハーゲン領事を勤

めた後、 1890 年より上海総領事として赴任していた。また、1900 年より外

務省植民地局長を務め、ドイツ植民地行政の拡充をはかった人物である。ま

さに植民地行政のエキスパートといえよう 127 。1897 年 12 月 27 日付の彼の

報告書は、将来の自由港制度について具体的に論じている。ドイツ本国の植

民地政策指導者は、当初、商品が自由港である租借地を越えて中国領内に入

るときに、ドイツ当局が課税し、行政諸費用を除いた税収分を中国側に払い

戻すことを検討していた。しかし、シュテューベルは、中国当局の通行証を

もたない商品が中国内陸部で流通することは難しいと反対した。また、海関

税の収入は国際借款の担保となっており、ドイツが独自の関税制度を導入す

ることに対して、列強は賛成しないだろうと指摘した。  

代案として、彼は租借地内に中国海関を設置することを提起した。彼は、

これによって租借地を中継して中国内地に輸送される商品に課せられる関

税問題をすべて解決できるうえに、租借地外部で青島に対抗する貿易拠点が

設置されることを防ぐこともできると主張した。その理由として、第一に、

租借地内に海関があれば、業者は容易に税関に申告することができること、

第二に、総督府が中国税関を代行する必要がなくなるので、余分な行政の出

費が避けられること、最後に、海関を仲介して租借地の業者が中国内地の業

者と商業上の提携をもつきっかけになることを指摘した。加えて、シュテュ

ーベルは、租借地内に海関を設置することによって、中国側が租借地付近に

                                                                                                                                                  
出版会、 1999 年、第 6 章を参照。  
127  シュテューベルの経歴については、Heinrich Schnee (Hrsg.), Deutsches 
Kolonial-Lexikon, Bd. 3, Leipzig: Quelle & Meyer, 1920 のOsker Stübelの項を参照。 
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税関を設置することはなくなり、また中国商人も租借地に引きつけることが

でき、それによって租借地付近に競合する商業地が発展することはなくなる

だろうと予想した 128 。  

ちなみに、たとえ外国人税務司制が採用されていたとはいえ、膠州領総督

府が自らの支配領域内に中国税関の設置を認めたことは、イギリス統治下に

あった香港の自由港制度と明らかに異なる点であった。たしかに、膠州領総

督府が商業植民地として自由港制度を導入したことはシンガポールや香港

をモデルとした選択であった。しかし、ドイツの植民地政策担当者は、香港

ではその自由港制度によって、その支配領域が中国税関支局によって包囲さ

れ、円滑な流通が阻害されており、膠州湾租借地の場合、そうした「弊害」

が生じないように制度を設計する必要があると考えていた。実際、香港にお

いても、そうした「弊害」は認識されており、制度改革の要求が挙げられて

いたが、その領域内に中国税関が設置されることはなかった 129 。  

 もちろん、ドイツ植民地であるはずの膠州湾租借地内で、中国の行政機関

である海関が関税の徴収を行うことは、ドイツの主権の侵害になるといった

憂慮は存在しただろう。実際に、ドイツ商人層は、「ドイツの港」に停泊す

るドイツ船籍に中国海関官吏が立ち入ることに懸念を表明していた 130 。し

かし、それにもかかわらず、結果として中国海関が租借地内に設置されたこ

とは、そうした主権行為の対立の可能性よりも、シュテューベルにとっては、

新たなドイツ植民地をいかに有利に条約体制に参入させるかということが

                                                  
128  Stübel, Bemerkungen zur Frage der Abgrenzung und Organisation des deutschen 
Gebiets an der Kiautschou-Bucht, Tsingtau, den 31. 12. 1897, BA/MA, RM 3/ 6699, 
Bl. 181-185. 
129  Schrameier, Aus Kiautschou Verwaltung, S. 154-156. 大戦間期においても、香

港の場合、中国税関がイギリス支配領域に設置されることはなかった。当時、

1930 年代の世界恐慌に直面した際に、香港政庁が組織した委員会は、香港の対

外貿易の 80％が広東から香港経由で輸出される流通であったことから、香港経

済を中国経済の一部とみなして、九龍半島に中国税関を設置することを望んで

いた。しかし、対岸の広東では、九龍半島への中国税関の設置が香港と広東の

経済的一体化をもたらし、その結果として広東へのダンピング輸出が生じると

捉えられ、広東メディアはこの計画を激しく批判した。その結果、この計画は

立ち消えになった。この経緯については以下を参照。Paul H. Kratoska, Singapore, 
Hong Kong and the End of Empire, in: International Journal of Asian Studies, 3: 1 
(2006), pp. 3-4,  
130  Rosendahl an Heyking, Tsingtau, 22. 3. 1899, BArch, R 9208/ 1248, Bl. 188-193. 
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重要だったのである。  

 1898 年 3 月 6 日の租借条約第 1 部第 5 条では、関税規定の詳細について

中国政府と別途協議することが記されていた。1898 年 6 月 16 日、本国の海

軍省より自由港として開港するようにとの命令を受けた膠州領総督ローゼ

ンダール（Carl Rosendahl）は、北京公使ハイキングに関税問題について問

い合わせた。すでにこの時点で、ローゼンダールはシュテューベルの提案を

受けて租借地内に中国海関を設置することに賛成していた 131 。  

 外務大臣ビューロに宛てられたティルピッツの 6 月 22 日付の書状では、

シュテューベルの提案どおりに中国海関を租借地内に設置すること、新たに

設置される海関（＝膠海関）の税務司はドイツ国籍とすること、また関税の

面で開港場よりも不利にならないこと、さらに租借地内で中国産原料から製

造された工業製品が中国へ再輸出される場合にも開港場よりも不利になら

ないこと、最後にアヘンの密輸は厳禁として管理を徹底することを申し入れ

るように、と述べられていた 132 。この方針のもとで 1898 年 7 月よりハイキ

ングと海関総税務司ハート（Robert Hart）との間で海関設置に関する協議が

開始され、1899 年 4 月 17 日に両者の間で協定が締結された（総理衙門によ

る認可は 26 日） 133 。膠海関税務司には、宜昌関税務司でドイツ国籍のオー

ルマー（Erich Ohlmer）が派遣された 134 。  

1899 年 4 月 17 日の協定、すなわち膠州湾租借地の自由港制度は、以下の

4 点にまとめられる 135 。  

 

（ 1）中国以外の国から租借地に持ち込まれる非中国産品の場合：租借

地で消費される場合は免税扱いとされる。さらに、中国以外の国

に輸送される場合も免税扱いとされる。租借地から中国内地ある

                                                  
131  Rosendahl an Heyking, Tsingtau, 18. 6. 1898, BArch, R 9208/ 1248, Bl. 69-74. 
132  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 353-356. 
133  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 136-137. 王守中、前掲書、 180－ 181
頁。  
134  青島市档案館編『帝国主義与膠海関』北京、档案出版社 1986 年 10 月、 9
頁。以下、書名のみを略記。  
135  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 359-361.『帝国主義与膠海関』

3 頁。  
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いは開港場に輸送される場合に輸入税（ 5％）および子口半税

（2.5％）がかかる。  

（ 2）中国内地から租借地に持ち込まれる中国産品の場合：租借地にと

どまる限りで免税扱いとされる。さらに、中国以外の国へ輸出さ

れる場合、輸出税を払う。開港場に持ち込まれる場合、すでに輸

出税を支払っている場合は子口半税を支払う。  

（ 3）開港場から租借地に持ち込まれる中国産品の場合：租借地内に留

まるかぎりで免税扱いとされる。中国内地に輸送される場合には

課税対象となる。すでに輸出税・子口半税を払った証明書を所持

している場合には、中国内地および中国以外の国のどちらの場合

に輸送されても課税対象とはならない。  

（ 4）開港場から租借地に持ち込まれる非中国産品の場合：開港場で支

払われた輸入税の払い戻しが行われる。しかし、その場合は租借

地に留まるか、中国以外の国に輸送されるかぎりであり、中国内

地および開港場に持ち込まれる場合には、課税対象となる。  

 

 このほか、ジャンク船の取り扱いは従来どおりとし、また他の開港場でも

懸案とされた問題、すなわち中国産品を原料として租借地内で加工された製

品が再び中国内地に輸出される場合については、別途規定するとされた。ま

た膠海関税務司はドイツ国籍とし、さらにヨーロッパ系の官吏の任用も原則

としてドイツ国籍としていた。  

 上記の 4 点により膠州湾租借地は、一方で、中国以外の国との交易は免税

扱いにするという自由港制度の特質を確保し、他方で、中国との交易は他の

開港場と同等の扱いを享受することできると見込まれていた。  

 本章第 1 節・第 2 節の分析から、ドイツ植民地政策担当者が描いていた膠

州湾租借地の経済政策構想は、その要点を以下の 5 点にまとめることができ

る。（1）大型汽船の航行が可能な港湾施設をもつこと、（ 2）租借地を自由港

として開放することで対中国貿易を営む商社を誘致し、青島港における商業

活動を活発化させると同時に、その流通を促進すること、（3）ドイツ資本に

よる設備投資によって山東の地下資源、とくに石炭を採掘し、同時に青島港
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から内陸部の炭鉱区沿いに鉄道を建設し、山東の石炭をより広域の市場に結

びつけること、そしてそのために山東の豊富な労働力を動員すること、（ 4）

鉄道を契機として期待される山東内陸部の工業化にドイツ製品を受注させ

ること、（ 5）この港湾施設・鉄道のインフラ設備と自由港制度による比較優

位によって、山東経済および華北経済の流通の中心を青島港に移動させるこ

と、である。これらの各点を概念的に図示したものが、下記の図である。こ

の経済構想の主軸となるのは、青島経由の石炭を主とした山東地下資源とド

イツ工業製品との双方向的な流通戦略であった。しかし、以下の節で論じる

ように、この経済政策構想は、現地経済の動態に直面して、大きく変容を迫

られることになる。  

 

図 3 ドイツ統 治 初 期 の植 民 地 経 済 構 想  
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第 3 節 自由港制度の障壁と中国商人層の批判  

 

 
統治初期の租借地経済 

 

 第 1 章第 3 節で述べたように、ドイツ占領行政は、膠州湾占領後に現地の

住民に対して土地所有権の移動を禁じると同時に、土地所有者から土地の先

買権を購入することで土地の独占をはかった。そして、将来の都市部となる

べき青島から優先的に、必要な地所をなかば強制的に土地を買い上げた。こ

れは、港湾都市として必要なインフラ設備を整えるための基盤を提供するも

のであった。そうしたインフラ政策の最も重要な事業は、港湾設備と鉄道敷

設であった 136 。  

 山東鉄道の建設は、1899 年 6 月 14 日に鉄道会社が設立される以前から、

すでに始まっていた。1901 年春に青島－膠州の区間（74km）が開通した後、

当初の計画どおりに、1902 年 6 月 1 日に青島－濰県間 180kmが、 1904 年 6

月 1 日に青島－済南府間の本線 395km、鉱山地区への支線、張店－博山間

40kmの全線が開通した。この鉄道開通にあわせて港湾施設のうち大港の第 1

埠頭の運営が 1904 年 3 月 6 日に開始された。この埠頭は、汽船から鉄道貨

車に貨物を直接に積載することができる最新のクレーンが備えられていた。

それまでは暫時的に小港に汽船もジャンク船も発着していたが、以後、汽船

は徐々に大港で発着するようになった 137 。  

 1900 年から 1904 年までの青島を通過する総輸出入額は、972 万 3000 メキ

シコ・ドルから 2486 万 1262 メキシコ・ドルへとおよそ 2.5 倍に増加してい

る。この額には、鉄道建設と鉱山事業のための資材の輸入額は含まれていな

い 138 。インフラの整備が不十分な時点としては、統計上は順調な輸出入の

                                                  
136  この経緯については、Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 170-171
およびS. 173-175、建設事業については、Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 
138-142 に詳しい。  
137  Denkschrift 1899/1900, in: SBVR, 189 (1901), S. 721; Denkschrift 1901/1902, 
in: SBVR, 196 (1903), S. 5592g; Denkschrift 1903/1904, in: SBVR, 222 (1906), S. 
3-4, 15. 
138  Denkschrift 1903/1904, in: SBVR, 222 (1906), S. 11. 周知のとおり、アジアに
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伸びを示していると評価できよう。  

 しかし、当時の政策担当者は、むしろ危機感をあらわにせざるをえなかっ

た。 1899 年時点で、すでに多くの在中国ドイツ商社が青島に本店ないしは

支店を構えていた。たとえば汽船代行業・輸出入業を営んでいた比較的大き

な商社、煙台や旅順に支店をもっていたジータス＆プラムベック社、国庫助

成を受けて上海からの郵便航路を営んでいたイェプセン汽船会社、香港に本

店をもつ老舗のカルロヴィッツ社など、商業登記簿に記載されたヨーロッパ

系商社は 27 社を数えていた。ところが、1903 年の商業登記簿には、すでに

その 27 社のうちおよそ 10 社は抹消されていた。また、その年の商業登記簿

には、 57 社の欧米系商社が記載されていたが、そのうち 9 社はすでに破産

の申請を行い、 3 社は運営を開始していなかった 139 。個々の事例の詳細は

明らかではないが、中小規模の商社にとって、統治初期の租借地経済を乗り

切ることはきわめて困難であったことがうかがえよう。  

 また、1899/1900 年度に帝国議会に提出された報告書では、自由港から中

国内地への商品流通のほとんどが青島在住の中国商人によって占められて

いると指摘されていた 140 。さらに、1900/1901 年度の報告書では、ドイツ商

人の輸入業はもっぱら租借地内の、それも生活用品、嗜好品あるいは港湾・

鉄道・鉱山建設用の資材の輸入に限定されていると報告されている 141 。青

島を経由した非中国産品の輸入額のうち、最大の割合を占めていたのは、主

に日本からの綿糸・綿製品であった（1903/1904 年度の時点では約 75％）142 。

当初は、ドイツ商人もこの綿糸・綿製品の輸入業に利益を見込むことができ

たが、中国商人層がこの事業に参入すると、ドイツ商人はほとんど締め出さ

                                                                                                                                                  
おける銀取引は多種の外国銀が使用されていた。そのなかでメキシコ・ドルが

標準通貨とされ、中国では民間と外国商人との間の取引では、まずメキシコ・

ドルが使用されていた。膠州領総督府の行政報告書でも、マルクかメキシコ・

ドル、あるいは海関両の表記が使用されている。ちなみに海関両は虚銀両単位、

すなわち重量によって換算するための単位であり、通貨として市場に流通して

いるわけではない。浜下『近代中国の国際的契機』、 58～ 62 頁参照。  
139  1899 年 9 月までの商業登記簿については、BA/MA, RM 3/ 6726, Bl. 186-194, 
Bl. 203-208, Bl. 236-241, Bl. 280-281 を参照した。また 1903 年の商業登記簿に

ついては、BA/MA, RM 3/ 6728, Bl. 239-248 を参照した。  
140  Denkschrift 1899/1900, in: SBVR, 189 (1901), S. 723-724. 
141  Denkschrift 1900/1901, in: SBVR, 193 (1902), S. 2886-2887. 
142  Denkschrift 1908/1909, in: SBVR, 272 (1910), S. 16-17. 
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れるようになった 143 。1900/1901 年度の報告書が指摘するように、今後ドイ

ツ商人層が中国商人層と競合できる分野は、中国産品のヨーロッパ向け輸出

業にしか見込めそうになかった 144 。  

 義和団戦争の終結とともに、多数の中国商人が租借地に移住するようにな

り、彼らは租借地経済の実質的な担い手となった。 1900/1901 年度の租借地

の地所購入者数は、ヨーロッパ系購入者が 43 人に対し、中国系購入者はそ

の倍の 83 人に及んだ。同年度に帝国議会に提出された報告書では、寧波商

人のジャンク船はなお塔埠頭に向かっているものの、青島には山東商人が移

住するようになったことが指摘されている。そして、山東商人が会館を建設

し、また山東東部向けの金融業を開始したことで、内地との経済的な結びつ

きが強まるのではないかという期待が述べられていた。また 1901 年秋には、

資本力のある香港商人が青島に移住したと報告している 145 。  

 結局、膠州湾租借地ではドイツ商人層は、中国商人層の仲介なしには、中

国内地と関連する事業を営むことは実質的に不可能であった。実際、総督府

は租借地が商業植民地として発展することを望んでおり、その観点からはこ

うした中国商人層の移住は歓迎すべきものであった。しかし同時に、ドイツ

商人層は、アニリン染料などのドイツ工業製品の輸入以外、中国内地への輸

入業では中国商人層との競争で先んじることは困難であった。また輸出業の

場合も、中国産品を取り扱う中国商人層と協力する必要があった。鉄道の開

通によって、ますます中国内地の経済との結合が予測されるようになると、

租借地と中国内地との間に関税障壁を生み出す自由港制度が批判されるこ

とになる。  

 

 

中国商人層による自由港制度批判 

 

 自由港制度が導入される以前から膠州湾租借地で発行されていた官報「ド

                                                  
143  Denkschrift 1900/1901, in: SBVR, 193 (1902), S. 2886-2887. 
144  Ebenda, S. 2887. 
145  Ebenda, S. 2885. 
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イチェ・アジアーティッシェ・ヴァルテ（Deutsche Asiatische Warte）」は、

1899 年 6 月 30 日付の記事で香港が中国の税関に周りを囲まれているのに対

し、膠州湾租借地では海関が租借地内に設置されるので、中国内地と流通は

自由に行き来ができると、その自由港制度を賞揚していた 146 。1899 年 7 月

1 日、青島の開港とともに、膠海関の運営が開始された。膠州湾租借地にお

ける自由港制度は、膠州湾総督府の経済政策の中心的な位置を占めるもので

あり、その成功に大きな期待が寄せられていた。  

 しかし、自由港制度の導入後から 1 年も経たずに、同制度は多方面から批

判されるようになる。既述の「ドイチェ・アジアーティッシェ・ヴァルテ」

は、 1900 年にはすでに官報ではなく一般紙となっており、同紙上で自由港

制度に対する多くの批判が掲載された。ドイツ商人層の批判の中心は、「ド

イツ植民地」内に中国当局である海関が設置されたことであり、それから派

生する問題、たとえば「ドイツ植民地」内で「中国人」海関税吏によってド

イツ商人の貨物がチェックされることを屈辱とする人種差別的な意見が述

べられていた 147 。もちろん、青島の自由港制度が自由港と開港場の両方の

性格を合わせもつものであることを理解した論説もあった 148 。しかし、そ

の結論は、中国内地からの輸入を免税にするようにといった実現不可能な提

案をしている。なぜなら、関税を徴収するのは中国海関であり、ドイツ当局

ではないからである。海関収入が国際借款の担保となっている以上、中国内

地から租借地への輸入が免税扱いになることはありえなかったであろう。総

じて、ドイツ商人層の批判は、中国海関である膠海関に集中し、自由港制度

の本来の性格を問うものはほとんどなかった。  

 むしろ自由港制度の改編のきっかけを生んだのは、中国商人層からの批判

であった 149 。青島の自由港制度は、これまで膠州湾内の諸港、すなわち塔

埠頭、女姑口、滄口、青島口へと輸送される商品の買いつけを行っていた膠

                                                  
146  Eröffnung des chinesischen Zollamtes, in: Deutsche Asiatische Warte ［以下

DAWと略記］ ,  30. 6. 1899. 
147  Unser Platz an der Sonne, in: DAW, 3. 6. 1900; Die Zoll- und 
Handelsverhältnisse im Kiautschougebiet, in: DAW, 22. 7. 1900; Der chinesische 
Seezoll in Kiautschou, in: DAW, 3. 7. 1901. 
148  Das Seezollamt in Tsingtau, in: DAW, 24. 7. 1901. 
149  Schrameier, Aus Kiautschous Verwaltung, S. 205. 
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州・即墨県近辺の山東省商人にとって、従来の経済活動を阻害するものでし

かなかった。1901 年 10 月 9 日付けの濰県商人の請願によれば、他の開港場

では荷揚げ前に貨物の申告と関税の支払いを済ませるのに対して、青島では

荷揚げ後に関税が徴収されていた。なぜなら、内陸部に搬送されるときには

じめて課税されるからである。膠海関での税の申告のために、流通が遅滞す

る事態が生まれていた 150 。また、1903 年 11 月 19 日付けの租借地在住の中

国商人の請願では、中国内地に持ち出されるときにはじめて課税されるため

に、卸売業を営むヨーロッパ商社や中国系大商人には免税扱いとなり、小売

業を営む多数の中国商人に関税がかかっていることが批判された 151 。  

 これらの請願からは、租借地全体を免税区域とした自由港制度が、租借地

と中国内地との間にもともとあった商品流通を遅滞させる原因になったこ

とが読みとれる。膠州湾の占領と租借条約によって、膠州湾租借地と中国領

土の間には地図上に境界線が引かれ、実際に標識が置かれた。そして、膠州

湾租借地の自由港制度の導入によって、その境界線に沿って関税障壁が生ま

れ、それを越えようとするヒト・モノの流れが実際に規制されることになっ

たのである。業者が申告する税関として、青島のほか、塔埠頭、女姑口、滄

口にそれぞれ支局が設置されたが、流通の阻害を取り除くことにはならなか

った。もし、それらの税関に申告せずに、租借地と中国領土の間の境界線を

越えて物資が中国内地に輸送されるならば、それは「密輸」扱いになる。当

然、中国の税関である膠海関は、租借地と中国領土の間の境界線を警備する

ことになった。しかし申告を済ませようにも、膠海関では多くの小売商人た

ちが列をなし、物資の流通は停滞した 152 。  

 この現象は自由港制度の性格から逸脱したものではない。自由港制度は、

ある区域を関税障壁によって後背地から切り離し、対外的な流通を促進する

ことで国際商業の結節点に成長させる制度である。したがって、 1909 年に

刊行された『国家事典』の「自由港」の項目には、「鉄道網の完成とともに

国内市場から閉鎖された」自由港制度は、「国内政治上の商業政策と対立す

                                                  
150  Ebenda, S. 205-206. 
151  Ebenda, S. 206-209. 
152  Leunter (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 362-364. 
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る」と説明されている。また、そこには「自由港区域は国内産業と疎遠にな

る。（･･･）沿岸と内地の望ましい相互作用はひどい障害に悩まされる」とも

記述されている 153 。1902 年のブロックハウス百科事典には、ヨーロッパで

は国民経済の統合の観点から、多くの自由港制度がすでに撤廃されているこ

とが指摘されている。それに対して、シンガポールや香港などの植民地では、

むしろ自由港制度が植民地当局によって積極的に導入されたのである 154 。  

 たしかに、シュテューベルは、自由港制度の導入の結果として膠州湾租借

地と中国内地との間の流通が阻害されることを恐れ、それを回避するために

中国海関が租借地内に設置されたのである。その点で、膠州湾租借地に導入

された自由港制度には、中国の条約体制との調整が試みられていた。しかし、

租借地が自由港である以上、同地から中国内地あるいは開港場へと再輸出さ

れる場合、再び関税が課せられることになる。そのために、商品を内地に搬

送しようとした業者が税関に溢れるようになった。国籍を問わない自由な経

済活動を謳った膠州湾租借地の自由港制度は、もともと従来の現地の経済流

通の実態に十分に配慮されずに設計されたものであった。自由港制度が計画

された時点では、青島は山東を世界市場に結びつける中継地となるはずであ

った。しかし、その結果として、青島の自由港制度は、従来の中国内陸部と

の流通を停滞させることになったのである。  

 

 

 

第 4 節 自由港の改廃と新たな植民地経済構想の策定へ  

 

すでに 1902 年頃に、膠州領総督府は、前節でみた租借地の中国商人層の

請願について、膠海関税務司オールマーに意見を求めていた。そして、1902

年 3 月に総督府に宛てられたオールマーの回答は、その請願内容を全く正当

であると評価するものであり、同時に自由港制度を事実上撤廃させる新たな

                                                  
153  Vgl. Art. Freihafen, in: Staatslexikon, 3. neubearbeitete Aufl., Bd. 2, Freiburg i.  
B. 1909, S. 304. 
154  Vgl. Art. Freihafen, in: Brockhaus' Konversations=Lexikon, Bd. 7, Leipizig 1902, 
S. 141. 
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関税構想を提案した 155 。その提案は以下の 3 点に要約される。  

 

（1）自由港区域を縮小すること。  

（2）総督府か 2～ 3 の汽船会社によって会社をつくり、埠頭の倉庫を経

営させること。その際、倉庫区域を免税区域とし、その区域を越え

た場合に、輸出入税に加え子口半税も同時に徴収すること。それで

もって租借地の境界線における税関官吏による警備および鉄道警

備を撤廃させること。  

（ 3）租借地内で消費される貨物への徴収分として一定額を四半期ごと

に総督府へ納入することである。  

 

これらの提案は、実質的に青島の関税制度を開港場とほぼ同等にするもの

であった。倉庫区域のみ免税地域としても、中国内地との取引を介さない場

合にしか免税対象にならないので、それ以外の場合、青島は開港場と同じと

なると考えてよい。（3）は消費税とみなされ、総督府に納入されることで都

市行政に利すると考えられた。オールマーは、これらの提案に、中国商人は

おおむね賛同し、またドイツ商人も理解するようになっているとし、（3）の

利点から総督府も賛同しているという。しかし、租借地から「自由港」の性

格を実質的にとりのぞくこの提案に、海軍省はすぐには同意しなかった。海

軍省にとって、膠州湾租借地は国内政治のための宣伝の道具であり、そのプ

ロパガンダの柱の一つである自由港制度の改編はすぐには納得できるもの

ではなかった。  

 1904 年に中国海関より休暇をとったオールマーはドイツに帰国し、4 月付

けで海軍省長官ティルピッツ宛に書状を送り、関税制度改革の必要性を訴え

た。彼は現状の膠州湾租借地の経営では、まもなく破綻すると警句を発した。

つまり、青島港における輸出入額および山東鉄道の乗客数の増加も、初期の

港湾設備投資によるものであり、港湾工事が一段落すれば、青島経済は停滞

すると主張したのである。その理由として、（ 1）青島港における輸出入は、

鉄道・鉱山・港湾・都市建設のための資材輸入が中心であり、内陸部から青

                                                  
155  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 362-364. 
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島を経由した中国産品の輸出はほとんどないこと、（ 2）山東鉄道の乗客数の

ほとんどは、港湾工事に従事する労働者で、およそ 1 万人いるが、工事が終

われば、その移動は止まること、（ 3）現在、青島で営業するドイツ商人は、

もっぱら租借地に駐留するドイツ軍あいての商売を営んでおり、発展性に乏

しいことが挙げられていた 156 。  

 そして、膠州湾租借地の将来の発展のために、オールマーは、以下の 4 点

を提案した 157 。  

 

（ 1）中国沿岸の諸港と遼東半島との汽船による交通をひらくこと。と

くに遼東半島との汽船の交通については、山東省から東北地方へ

出稼ぎにいく契約労働者の移送ルートの中継地として青島を機

能させること。  

  （ 2）ドイツの工業製品の展示会によってドイツ商品を紹介し、中国内

地への輸入を促進すること。  

  （ 3）中国の関税領域により密接に結びつくように関税制度を簡略化す

ること。すなわち自由港区域を倉庫区域にのみに縮小すること。 

  （ 4）青島の中国系住民の社会的地位を向上させること 158 。  

 

 さらに、オールマーは、義和団戦争時に総督府が山東省の高密県へ軍隊を

派遣し地域住民を殺害したことで、地域社会の不信を生んだことを強く非難

した 159 。総督府はこのオールマーの報告書に対して旧いデータにもとづい

ており、悲観的すぎると反論するが、オールマーの提言はおおよそその後の

政策に受け継がれることになる 160 。同年、オールマーの改革の適否を調査

                                                  
156  Erich Ohlmer, Tsingtau, sein Handel und seine Zukunft: eine handelspolitische 
Betrachtung über Deutschlans Stellung in China vor und nach dem Kriege, in: 
BA/MA, RM 3/ 6729, Bl. 64ff. 
157  Ebenda, Bl. 69ff. 
158  中国系住民、とくに商人層の行政参加については、第 3 章第 2 節および第

5 章第 2・ 3 節を参照。  
159  Ebenda, S. 79-80. 
160  総督府の反論は、Truppel, Vorläufige Kritik zur Denkschrift Ohlmer über 
Tsigntau, Berlin, 13. 6. 1905, BA/MA, RM 3/ 6729, Bl. 103-110; Stellungnahme zur 
Denkschrift des Seezolldirektors Ohlmer, Tsingtau, den 17. 11. 1906, BA/MA, RM 3/ 
6730, Bl. 7-16. 

 72



すべく商業専門調査官デリウス（Delius）が派遣され、 8 月付の彼の報告書

においても自由港区域の縮小が支持された 161 。この時点では、ドイツ商人

も中国商人層とオールマーの提案を支持するようになっていた。彼らも中国

商人と連名で総督府宛の請願書を提出し、自由港区域の縮小を要請した 162 。 

 ようやく 1905 年 12 月 1 日に、膠海関の関税規定が改定されることになっ

た 163 。その内容は、（ 1）免税区域を倉庫地区に限定すること、（ 2）その代

わりに膠海関から海関税収入の 20％を、毎年膠州湾総督府に支払うこと、

（ 3）租借地内で製造された工業製品は、内陸部に輸出される場合に免税扱

いとなること、の 3 点である。総督府にとっては、この改定は、まず（ 1）

によって、租借地の自由港としての性格を表向きは保ちつつ、そのうえで租

借地経済が山東経済・中国沿岸経済とより密接に結びつくことが期待できた。

そして（ 2）によって、安定的な収入源を獲得することができ、（ 3）によっ

て、租借地が将来、工業立地として成長するための有利な条件を得たと評価

されたのである。  

 

膠州湾租借地の自由港制度は、海軍省にとっては植民地支配を正当化する

ための道具であり、自由貿易主義を標榜する経済政策の象徴であった。それ

と同時に、その制度の導入によって、新たな植民地の経済発展が保障される

と考えられていた。しかし、その政策は現地経済の実態を考慮に入れたもの

ではなく、結果として、それまで存在した膠州湾経済と山東内地および中国

沿岸諸港との間の流通を阻害する要因となった。そもそも租借地経済は、中

国内地との密接な経済的な流通を保障することなしには、持続的な経済成長

を見込むことはできなかった。本国の政治指導層も現地の総督府も、植民地

の領域を越えた地域経済の動態に直面して、制度設計を新たに作り直さざる

をえなかった。  

 また、膠州湾租借地における経済政策は、当初より中国の条約体制に規定

されていた。もしそれに適合したものでなければ、租借地経済は山東経済・

                                                  
161  Bericht des Handelssachverständigen Delius, Shanghai, 9. Aug. 1904, in: BArch, 
R 9208/ 1249, Bl. 302-306. 
162  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 364-368. 
163  Ebenda, S. 368-370. 
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中国沿岸諸港の商業ネットワークから切り離されてしまうことは明らかで

あった。したがって、中国海関との交渉は不可欠であり、自由港制度が事実

上の撤廃された後の経済政策も条約体制に沿ったものとなった。不平等条約

にもとづいた条約体制は、当時の中国をめぐる国際環境の産物であり、ドイ

ツ本国政府と膠州領総督府による自由港制度の改廃は、その条約体制の枠内

で、地域経済の実態に沿った制度改編であった（図 4）。  

これまで膠州湾租借地における植民地統治は、たいていドイツ－中国の二

国間関係の枠組みで論じられてきた。この自由港制度をめぐる問題も同様で

ある。その際には、植民地を越えた地域経済の動態や中国をとりまく条約体

制がいかにドイツの植民地政策を規定していたのかについては重視されて

いなかった。しかし、膠州湾租借地が商業植民地として成長するためには、

東アジア商業ネットワークに接合するほかなかったのであり、その政策の選

択とその変容の過程を明らかにするためには、地域経済と国際環境の二つの

視点は不可欠であろう。  

自由港制度の改廃をつうじて、海軍省、そしてとくに膠州領総督府が認識

せざるをえなかったのは、中国商人層なしには租借地経済は成り立たないと

いうことだった。租借地経済の発展のために、同地を中国経済と密接に結び

つけるためには、中国商人層の協力なしにはありえない。総督府は自由港制

度の破綻が明らかになるにつれて、植民地行政における中国商人層の位置づ

けの再検討を迫られることになった（第 5 章参照）。  

 

図 4 自 由 港 制 度 の改 廃 による変 化  
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自 由 港 制 度 改 廃 前  

青 島  

中 国 外 市 場  中 国 条 約 体 制  

自 由 港 制 度 改 廃 後  

中 国 外 市 場  中 国 条 約 体 制  

青 島

中 国 条 約 体 制 の関 税 境 界 線  

中 国 海 関 を租 借 地 内 に設 置 することで、

自 由 港 と開 港 場 の両 方 の利 点 を得 ようと

したが、自 由 港 制 度 によって中 国 外 市 場

との流 通 が免 税 であるために、中 国 海 関

は青 島 と中 国 内 流 通 の管 理 を厳 密 に行

うことに。 

中 国 条 約 体 制 に入 ることで、他 の開 港 場

と同 じ 条 件 に。インフラ整 備 と 輸 出 加 工

業 地 区 としての利 点 を確 保 することで（第

4 章 参 照 ）、他 の開 港 場 より優 位 に立 とう

とする戦 略 へ。 

*筆 者 作 成  

第 3 章 統治初期の膠州湾租借地における社会秩序構想  
 

 

 

 

 

 前章で明らかにしたように、膠州湾租借地におけるドイツの経済政策は、

経済的自由主義を基盤とするものであり、それは租借地経済をより広域の流

通ネットワークと結びつけようとするものであった。したがって、膠州湾租

借地の植民地行政は、商業植民地として地域経済間のヒト・モノ・カネ・情

報の流通を促進するために必要な政策を指向した。だが、それと同時に、植

民地行政は、そのような植民地の境界線を越えた人間の流れを確保した上で

 75



植民地社会の秩序を維持することが求められていた。もちろん、そのような

流通を高めることと社会秩序を維持することは相反するものではない。つま

り、地理的な境界線以外に、社会層別の境界線を創り出し、その境界線を維

持しうるような移動が形成されるようにすればよい。その場合、問題はそう

した境界線が設定される基準は、つまり社会層を区分する基準は何かという

ことである。  

 ドイツ帝国議会に提出された 1898/1899 年度の膠州領総督府の行政報告書

では、「本国当局に対する現地の総督府の可能な限り広範な自立性」が施政

方針として掲げられた。同報告書では、そのような「自立性」が付与される

べき理由として、植民地では、現地の専門的な知識に基づいた政策決定が必

要である点が挙げられている。そのような「自立性」のための政策審議機関

として設置されたのが、総督の諮問機関であり、総督府内の諸部局の長が参

加する「総督府参事会（Gouvernementsrat）」であった。しかし、最終的な決

定権は総督に委ねられていた。この報告書では、それであればこそ諮問によ

る「合議制（Kollegial- system）」の長所が生まれ、「責任ある決定に際した

統一的な意思」が合目的に定まるとしている。  

こうした合議制には、総督府部局だけではなく、植民地の「市民、とくに

経済的に最も重要な構成員、商人層と土地所有者」も参加し、行政の課題を

担うことが要請されていた。この「市民」たちは、総督府参事会に代表を 3

人送ることが認められていた。1 人は総督府参事会の聴取によって総督が直

接任命し、もう 1 人は商業登記簿に登録した中国商社以外の会社から選ばれ、

最後の 1 人は国籍にかかわらず 50 ドル以上を納税する土地所有者から選ば

れた。この報告書の記述によって、植民地社会の秩序は、総督を頂点とした

総督府官僚と経済市民層の合議システムが想定されていたことが理解でき

るだろう 164 。  

 しかし、それでは商業植民地である膠州湾租借地の中国系住民は、こうし

た植民地社会秩序にどのように位置づけられたのか。 1902 年の時点で、青

島都市部の中国系住民の人口は、 1 万 4905 人を数えたのに対して、軍人を

                                                  
164  Denkschrift 1898/1899, in: SBVR, 175 (1900), S. 2830. 
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除いたヨーロッパ系住民は 688 人にすぎなかった 165 。膠州領総督府は、植

民地社会における圧倒的多数の中国系住民を「合議制」から排除した政治体

制を布いていたことは明らかである。第 1 章第 1 節で述べたように、当初の

商業植民地構想では、中国系住民は、主として、青島が商業都市として発展

するためのインフラを整備する際に利用される労働力として描かれていた。

しかし、第 2 章第 3 節で論じたように、膠州湾租借地の経済の実際の担い手

は中国商人層であり、その重要性が高まるほどに、植民地社会秩序の再編が

必須となっていった。中国系住民の商人層、工場労働者、港湾労働者、都市

雑業層といった植民地社会を構成するどの社会層も、植民地の内外を行き来

する存在であり、植民地行政にとっては、それをどのように空間的・社会的

に管理していくかが問われていた。  

 本章では、まず、ドイツ植民地統治一般において、「白人」ではなく「原

住民」として分類された現地住民がどのように社会的に位置づけられるべき

存在であったのかを、とくにドイツ植民地法における「原住民」規定を分析

することで、明らかにする。次に、そのような植民地法が想定した社会秩序

が、膠州湾租借地においてはどのような形態をとったのかを分析する。その

際、総督府の中国系住民に対する政策、とくにヨーロッパ系住民と中国系住

民との空間的差別化について論じる。最後に、植民地行政が、租借地内外を

行き来する中国商人層ないし労働者の移動を維持するために、どのような政

策をとったのかを明らかにする。植民地行政は、空間的差別化によって、あ

る社会層をある一定の空間に固定化すると同時に、商業植民地として、植民

地内外における中国系商人・労働者の移動を促進する必要があった。ここで

は、この固定化と流動化が同時に存在しうる社会秩序がどのような制度的枠

組みによって成立しえたのかという問いを明らかにする。  

 

 

 

第 1 節 ドイツ植民地法における「原住民」  

 
                                                  
165  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 238-239. 
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属人原理と属地原理 

 

 1884 年 4 月、帝国宰相ビスマルク（Otto von Bismarck）は、イギリスの特

許会社制度を模範として、特許状にあたる「保護状（Schutzbrief）」を、西

アフリカ海岸とアフリカ西南部で交易をしていたブレーメン商人A. リュー

デリッツ（Adolf Lüderitz）の会社に与え、同社が獲得したアフリカ西南部の

土地の行政権を認めた。これが帝政期ドイツの植民地領有の開始となる 166 。 

 植民地領有当初、ドイツ政治指導層が植民地における「保護（ Schutz）」

の対象と考えていたのは、あくまでドイツ商人であった。そして、ドイツ植

民地はドイツ本国とは異なる法域と解釈され、国内法的には外国とみなされ

ていた。そのため植民地に関する基本法は、領事裁判法を基に作成された。

なぜなら領事裁判法は、属人原理、すなわちある国籍所有者を、国外でも本

国の裁判法に服させるための法であったからである。ところが、多くの植民

地法学者は、領事裁判法を植民地に適用することは不適当と考えていた。な

ぜなら領事裁判法は、国家の主権による領域的な支配を目的とするものでは

なく、他国にもその国民に領事裁判権を行使する可能性を与え、その結果、

植民地内に複数の国家の主権が並存しかねないからである。したがって、植

民地法学者は、植民地法を領事裁判法に準拠せずに、領域内に一元的な権力

を確立する属地原理に基づいて改定されるべきであると主張した 167 。  

 この 2 つの原理の対立は、ドイツ植民地法学者にとって最大のテーマであ

り、植民地法改革論では常に中心的な位置を占めていた。しかし、その抜本

的な改革は、ついに実現しなかった。なぜなら、属人原理においては他国の

                                                  
166  その保護状を基にドイツ西南アフリカ植民地会社が設立されるも、経営難

のため結局政府主導の植民地行政機関が設立された。さしあたり以下を参照、
Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien, S. 79-80. 
167  本稿では、同時代の植民地法学者の見解については、1902 年、1905 年、1910
年にベルリンで開催されたドイツ植民地会議の植民地法部会の議論を主に参照

している。その議事録は、Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1902 
(1905, 1910) zu Berlin, Berlin: Reimer, 1903 (1906, 1910)、として公刊されている。
Zorn, Die Grundlagen des deutschen Kolonialrechts, in: Verhandlungen des 
Deutschen Kolonialkongresses 1902, S. 320ff.; Otto Köbner, Die Reform des 
Kolonialrechts, in: Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1910, S. 
386-412. 
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領事裁判権を認めることになりかねないし、かといって属地原理を貫くなら

ば、植民地支配下にあった現地住民を含めた植民地全人口がその意思によっ

てドイツ帝国籍を取得できるように、植民地法は改定されなければならなか

った。支配／被支配の法的境界線を維持するには、属人原理を完全に取りの

ぞくわけにはいかなかったのである。  

 この問題を解決するために、植民地法学者が編み出した植民地の定義とは、

「帝国憲法適用範囲外にある特別な法をもつ帝国領土」であった 168 。これ

は属人原理と属地原理の折衷的な解釈であった。つまり、①植民地への帝国

憲法の適用の否定は、現地住民にドイツ帝国籍民と同等の法環境を与えるこ

とを阻止し、また「特別な法（＝植民地法）」の施行は、ドイツ帝国籍民と

現地民との法環境を差別化し、前者に国内と可能なかぎり同等の法環境を実

現することを可能にし（属人原理）、②帝国領土と解釈することで、他国に

領事裁判権を認めさせず、植民地における国家の主権を保持することを意味

した（属地原理）。  

 ドイツ植民地法では、植民地におけるドイツの国家の主権は、皇帝が帝国

（ライヒ）の名のもとで保護権（Schutzgewalt）を行使するという条文によ

って定義づけられた 169 。植民地法学者は、保護権を国権（Staatsgewalt）と

みなし、その国権によって保護領内の全住民へのドイツ主権を正当化したの

である 170 。保護権（Schutzgewalt）とは、既述の保護状（Schutzbrief）から

発展した法概念である。植民地会社の経営破たんや現地住民の武装蜂起によ

り植民地経営が危うくなると、実効力のある植民地行政機構の設立が要請さ

れるようになり、国家行政に比する行政機構による植民地支配を合法化する

解釈が必要になった。その解釈とは国家（ Staat）がその領土において暴力

（ Gewalt ） を 独 占 す る の と 同 様 に （ Staatsgewalt ＝ 国 家 主 権 ）、 植 民 地

（Schutzgebiet＝保護領）における国家行政の代行機関である植民地行政機

                                                  
168  Zorn, Die Grundlagen des deutschen Kolonialrechts, S. 320ff. 
169  1886 年保護領法第 1 条｢ドイツ保護領における保護権（Schutzgewalt）を皇

帝は帝国（Reich）の名で行使する｣。ライヒの多義性については、すでに飯田

芳弘『指導者なきドイツ帝国―ヴィルヘルム期ライヒ政治の変容と隘路』東京

大学出版会、 1999 年、 19-20 頁で言及されているが、ここではドイツ皇帝の領

土の意味で使われていると解釈できるため、本稿ではReichを帝国と訳した。  
170  Zorn, Die Grundlagen des deutschen Kolonialrechts, S. 320. 
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構も、植民地において暴力を独占するというものであった。すなわち、これ

が保護権（Schutzgewalt）である。この法解釈によって植民地行政機構は、

現地住民の抵抗に対する弾圧を国家の主権の行使として正当化しえたので

ある 171 。  

 植民地法に内在する属人原理／属地原理の対立は、上記の折衷的な法解釈

によってさしあたり解消され、それによって植民地における支配者／被支配

者の境界線は維持された。しかし、植民地が「特別な法」をもつ「帝国領土」

であるなら、その「帝国領土」に居住する現地住民は、いかなる法的地位に

置かれるべきなのか。以下、ドイツ植民地法のうち、すべてのドイツ植民地

に適用された法（以下、基本法と呼ぶ）における「原住民」規定を分析する。  

 

 

 

植民地法上の「原住民」 

 

 全ドイツ植民地に適用されるべき基本法として、1886 年 4 月 17 日付で公

布されたドイツ保護領法と 1900 年 11 月 9 日に公布されたドイツ保護領令が

ある。ドイツ保護領法は、1888 年 3 月 19 日に第一次改正、そして 1900 年 9

月 10 日に第二次改正をみた 172 。以下では、改正にともない、「原住民」規

定がいかに変遷したのかを分析する。  

 まず、1886 年保護領法では「原住民」についての規定は、第 3 条第 4 項

のみであり、「原住民」が被告となった場合、保護領内の法廷が案件を裁く

                                                  
171  Ebenda, S. 320-321. ツォルンは植民地行政機構の現地住民に対する直接的

な暴力の行使を次のように正当化している。｢ドイツ国権（Staatsgewalt）に抵

抗しようとした原住民出自の者たちは、主権者であるドイツ国権が必要と思う

かぎりで、服従を強制されるのです。国内では判事と警察が行うことは、あち

らではしばしば武器でのみ行われるのです。｣  
172  Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. Vom 19. 
März 1888, in: Reichs-Gesetzblatt, 11 (1888), S. 75-79［ 1888 年第一次改正法と略

記］ ;  Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. Vom 
10. September 1900, in: Reichs-Gesetzblatt, 40 (1900), S. 813-817［ 1900 年第二次

改正法と略記］ ;  Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen 
Schutzgebieten. Vom 9. November 1900, in: Reichs-Gesetzblatt, 52 (1900), S. 
1005-1008［ 1900 年保護領令と略記］ .  
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とされた。つまり、「原住民」が原告となる場合は想定されておらず、また

それ以外の規定は全くなかった。  

 次の 1888 年第一次改正法では、「原住民」に対する保護権行使の可能性

が大きく拡大する。まず、第 6 条で、保護領に移住した「外国人」と同様、

「原住民」も帝国宰相の認可次第で、ドイツ帝国籍を取得できるとした（ 1900

年第二次改正法では第 9 条）。次に、第 7 条は、勅令により保護領の「原住

民」はドイツ国旗掲揚の権利をもつことを規定した。この第 7 条は、保護領

居住の「原住民」が保護領の境界線を越えて商業活動を行う場合に、植民地

行政がその人々にドイツ国旗を使用する権利を与え、係争が生じた場合、保

護権を行使することを想定していた（1900 年第二次改正法では第 10 条）。

つまり、これは保護領外において「原住民」をドイツ帝国籍民とみなすこと

により、その者を「保護」する名目で他の地域に軍事的・外交的圧力を及ぼ

すことを法的に正当化するものだった。  

 1900 年 9 月 10 日第二次改正法は、その第 4 条で、初めて「原住民」を法

的に規定しようとしている。それによれば、勅令次第で「原住民」はドイツ

領事裁判法の適用を得ることになるか、あるいは「勅令によって規定される

［「原住民」とは］別の住民集団（ durch Kaiserliche Verordnung bestimmte 

andere Teile der Bevölkerung）」と同等の地位を得ることになった。この「勅

令によって規定される別の住民集団」は、1900 年保護領令第 2 条によって、

「外国の有色種族の帰属民（die Angehörigen fremder farbiger Stämme）」と規

定された。この規定によって、皮膚の「色」によって保護領内住民の法環境

を分離することが制度化されることになった 173 。しかし、「原住民」が同等

に扱われるべき「外国の有色種族の帰属民」の法についての言及はなかった

ので、実際のところ「原住民」が服すべき法の規定は、保護領法にも保護領

令にも存在しなかった 174 。  
                                                  
173  ｢第 2 条、保護領法［ 1900 年第二次改正法］の第 4 条と第 7 条について、

原住民と有色種族出自の構成員は、総督が帝国宰相の認可でもって特例を規定

しないかぎりで、同等に置かれる。日本人は有色種族出自の構成員とは見なさ

れない。｣  
174  ｢原住民｣の法的地位に関して全植民地に効力をもつ共通の規定がないとい

う問題は、当時の植民地法学者にも認識されていた。当時著名な植民地法学者

の一人ヘルマン・ホフマンは、植民地法学がドイツ保護領に居住する現地住民
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 これらの規定から、以下の 2 点が指摘できる。①結局、「原住民」が法的

に定義されることはなかった。つまり言語、習俗、血縁、土地所有関係など

の指標で「原住民」が法的に定義されることはなく、明記されたのは、皮膚

の「色」でもってヨーロッパ系住民とそれ以外の人間集団の法環境を分離す

ることだった。②「原住民」への保護権行使の可能性は漸次的に大きくなっ

た。しかし「原住民」がドイツ帝国籍民と同権となるかどうかの決定権は、

植民地支配側にあり、それも帝国宰相というきわめて高次の行政レベルに委

ねられていた 175 。  

 

 

                                                                                                                                                  
を「保護領籍民（Schutzgebietsangehörige）」と名づけていることを指摘し、そ

の定義づけを試みている。それによれば、｢保護領籍民｣とは、ドイツ帝国臣民

であり、したがって国家のあらゆる命令に服する義務があるとし、｢ドイツ帝国

籍民｣とは、兵役の有無によって区別されると論じていた。Hermann Hoffmann, 
Deutsches Kolonialrecht, Leipzig: Göschen, 1907, S. 29-30. H.-J. フィッシャーは、

別の植民地法学者による保護領籍の定義を挙げている。それは｢一時的な滞在の

事実とは関わらずに保護領に定住し保護領の国家的機構に属すること｣という

ものであり、ドイツ以外の植民地に属する現地住民を排除している。また唯一

ドイツ領東アフリカでは、1903 年 10 月 24 日の勅令で、保護領籍と同等のドイ

ツ領東アフリカ籍（Landesangehörigkeit）は総督によって付与されると規定さ

れた。その法的地位が｢原住民｣と同等になるか｢ヨーロッパ人｣と同等になるか

は、総督によって定義されたと指摘している。Hans-Jörg Fischer, Die deutschen 
Kolonien. Die koloniale Rechtsordnung und ihre Entwicklung nach dem ersten 
Weltkrieg, Berlin: Duncker & Humblot, 2001, S. 76-77. 
175  D. ゴーゼヴィンケルは、ドイツにおける国籍問題を扱った彼の包括的かつ

詳細な研究のなかで、 1888 年第一次改正法でも 1900 年第二次改正法でも植民

地における｢原住民｣のドイツ帝国籍取得について、｢どんな制約も見込んでいな

かった｣と述べているが、実際の条文は、｢帝国宰相によって付与されうる（ kann 
[…] von dem Reichskanzler verliehen werden）｣という可能性を示していたにすぎ

ない（ 1888 年第一次改正法第 6 条、1900 年第二次改正法第 10 条）。また、彼は、

1913 年に新たに改正・発布された帝国および国籍法を、｢『ある保護領の原住

民』は直接に帝国籍と完全な国家市民的な同権を付与される｣可能性を高めるも

のと述べているが、彼自身が注記している帝国議会における内務省の説明の原

文では、この改正によって何ら変わりはないと述べている上に、帝国議会提出

資料の法案説明においても原則的に｢人種的に純粋な原住民｣への帝国籍付与を

否定している（Begründung, zu § 30, in: SBVR, 306 (1912), S. 33; Erklärung Dr. 
Lewald, Bd. 290, 1913, S. 5334 を参照）。彼がここで論じるように、法の運用面

よりも法の条文に重きを置いて植民地法の性格を論じることには疑問を感じる。
Dieter Gosewinkel, Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der 
Staatsangehörigekeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, S. 303-309. 
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法的範疇の越境の可能性とその限界 

 

 ドイツ植民地法の規定によれば、ドイツ植民地の住民は、「ドイツ帝国籍

民」、「ドイツ人以外の白人」、「原住民あるいは有色人」と 3 つに区分される。

しかしこの 3 つの区分は、法律上絶対的なものではなく、ある者の法的区分

が「原住民あるいは有色人」から「ドイツ人以外の白人」、あるいは「原住

民あるいは有色人」から「ドイツ帝国籍民」、さらには「ドイツ帝国籍民」

から「原住民あるいは有色人」へと変わることがあり得た。以下、その可能

性について植民地法学者がどのように論じていたのかを見よう。  

 第一の可能性は、文化的適応である。先述の 1900 年保護領令第 2 条の「有

色種族」についての規定は「日本人」を除外していた。その理由は「日本人」

がヨーロッパの法に基づく国際体制に加入しうるほどにヨーロッパの法文

化に適応したからというものである 176 。つまり、もし「原住民」がヨーロ

ッパの法文化に完全に適応しうるのなら、「皮膚の色」を指標とした人種間

の優劣に基づいた法の差別化はその論拠を失うことになる。 

 しかし、この文化的適応による植民地社会秩序の転覆の可能性は、同じく

文化概念で回避された。植民地法学者の一人ケーブナー（Otto Köbner）は、

植民地の「安定」のためには、現地住民の法慣行を存続すべきであり、ヨー

ロッパの近代法はヨーロッパ系住民にのみ適用すべきであると説いた 177 。

彼は、現地住民の法慣行の維持によって、現地の法文化とヨーロッパ法文化

との混交の危険を回避し、植民地位階制的な社会秩序を安定化させることを

主張したのである 178 。 

                                                  
176 例えば、Max Preuss, Die Rechtspflege in gemischten Angelegenheiten, in: 
Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1905 ,  S. 382; Hoffmann, 
Deutsches Kolonialrecht, S. 26. 
177  Otto Köbner, Die Organisation der Rechtspflege in den Kolonien, in: 
Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1902, S. 331-338. とくに 338 頁

を参照。ケーブナーは、ヨーロッパ近代法と植民地の法慣行の相違を、司法と

行政の分離にみている。その認識の上で、彼が現地の法慣行の維持を主張した

ということは、植民地行政機構への一元的な権力集中を承認することを意味し

たといえよう。  
178  もちろん、ヨーロッパ法文化の現地住民への適用を｢文明化｣と等価と見な

し、将来の目標として法的同化を漸進的に進めることを論じる植民地法学者も

いた。例えばSchreiber, Die rechtliche Stellung der Bewohner der deutschen 
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 第二の可能性は、異人種間婚姻である。 1888 年第一次改正法第 4 条は、

保護領在住のドイツ帝国籍民が婚姻した場合、ドイツ国法が適用されると規

定している。ある植民地学者はこれを次のように解釈している。ドイツ人男

性が「有色人」女性と結婚した場合、後者はドイツ人となる。ドイツ人女性

が「有色人」男性と結婚した場合、彼女はその国籍を失い、また保護領の｢有

色人｣男性と結婚した場合、ドイツ帝国籍であることは変わらないが、その

女性の出自の邦の籍（たとえばプロイセン籍）を失うことになる 179 。これ

は 1900 年第二次改正法では第 7 条となり、「原住民」がドイツ国法の婚姻規

定に服すかどうかは、勅令次第という制限がついた。しかし「原住民」と「有

色人」を区分する法的規定はそもそもなかったので、上記の植民地法学者の

解釈のように、ヨーロッパ系以外の現地住民の女性が婚姻を通じてドイツ帝

国籍を取得できる可能性は依然として存在したし、その子どもも法律上はド

イツ帝国籍を取得できるはずであった。このことは植民地支配側にとっては

脅威以外何物でもなかった。武装蜂起が生じた 2 つのドイツ植民地で、異人

種間婚姻がいち早く禁止されたことは示唆的である。それは、婚姻を通じて

被支配者が帝国籍民として行政参加の権利を得るという可能性を絶つため

であった。ドイツ領西南アフリカでは、 1905 年に異人種間婚姻が法律で禁

止され、また、ドイツ領東アフリカでは 1906 年以降、総督の同意なしには、

異人種間婚姻は戸籍登録できなくなった 180 。  

 異人種間婚姻が問題になるにつれて、植民地法学者たちのなかには、植民

者が強い「人種意識」をもつように訴える主張が生まれた。なかには異人種

間婚姻による支配／被支配の越境をさけるために、人種間の空間的分離を法

制化する主張さえ現れた。この「人種意識」覚醒論は、さらに階級の問題と

結びついた。つまり白人プロレタリアートが植民地で形成されると、異人種

                                                                                                                                                  
Schutzgebiete, in: Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und 
Kolonialwirtschaft, 6: 10, (1904), S. 766-768. こうした議論については、この漸進

論も植民地支配の継続を正当化する性格を持っていたことを指摘するにとどめ

ておく。  
179  Preuss, Die Rechtspflege, S. 383. 
180  Franz-Josef Schulte-Althoff, Rassenmischung im Kolonialen System. Zur 
deutschen Kolonialpolitik im letzten Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, in: 
Historisches Jahrbuch, 105 (1985), S. 52-94. とくに 61-62 頁参照。  
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間を横断する階級の論理が人種理論を優越しかねないという論理である。階

級の論理は、人種を基準にした植民地の社会秩序を危険にさらすものとみな

されたのである 181 。  

 これら 2 つの越境の可能性は、全植民地に共通する基本法のレベルで制限

されることはなかった。その代わり個々の植民地行政機関によって発布され

る法令のレベルで、それらの可能性は閉ざされたのである。この植民地法の

2 つのレベルは相互補完的であったといえよう。すなわち基本法のレベルで

は、帝国宰相の認可あるいは婚姻という手段を通じて、ドイツ帝国籍を取得

する可能性を開いておき、個々の植民地では、統治上の都合により、それら

の可能性を閉ざす法令を発布していたのである。  

 

 

 

 

 

 

第 2 節 膠州湾租借地における植民地社会の形成  

 

 

植民地建設と空間的差別化 

 

 第 2 章第 1 節で述べたように、膠州湾の統治に際してドイツの政策指導層

は、（1）膠州湾租借地を国際的な中継貿易地として商業的に発展させること、

（ 2）山東地方の鉱産資源、とくに石炭を採掘し、敷設予定の青島－済南間

の山東鉄道（＝膠済鉄道）を通じて、膠州湾租借地に運搬し、世界に輸出す

ることを企図していた。膠州湾租借地は、中国内陸部と国際貿易をつなぐ商

業植民地として成長することが期待されており、膠州湾に位置する青島は港

湾都市として重点的に建設が進められた。  

 1897 年 11 月 14 日の膠州湾の占領後、ただちに同地の植民地化が着手さ

                                                  
181  Schulte-Althoff, Rassenmischung, S. 69-72. 
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れた。まず、膠州湾総督府は占領地の土地所有権の独占を図った。占領直後

と 11 月 20 日の 2 度の布告により、総督府の許可を得ない土地の競売が禁止

された。同時に、総督府は、占領地の住民から建設予定地の土地先買権の買

い取りを進めた 182 。そして、1898 年 9 月 2 日土地条令が公布された。その

要点は、（ 1）総督府が購入した土地の競売（第 1 条）、（2）土地の利用計画

書の提出（第 2 条）、（ 3）土地投機の弊害を回避するための規定（第 6 条）183 、

（4）地価の 6％を課税する規定（第 8 条）であった 184 。土地の独占とその

利用の管理は、総督府が統治上望ましい社会秩序を創出するための基盤とな

るものであった。  

 1898 年 10 月 11 日、都市建築暫定規則が公布された 185 。それは青島都市

部を、（1）ヨーロッパ系住民の住宅・ビジネス街、（2）ヨーロッパ系住民の

郊外住宅地区、（3）中国系住民の居住区の 3 つに区分し、それぞれの地区で

の建物の建築規格を定めたものである。これによりヨーロッパ系住民の居住

区と中国系住民の居住区は視覚的に区別できるようになった（図 5・6 参照）。 

 

図 5 青 島 都 市 図 （1912 年 頃 ） 

                                                  
182  総督府の土地政策は、植民地領有を既成事実にするためにも、租借条約締

結以前から着手された。以下を参照。Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, 
S. 170-171 und S. 173-175. 
183  その内容は、土地所有者は土地を再売却する際に純益の 1／ 3 を総督府に収

めること、そしてその土地の再売却の際には総督府が土地の先買権をもつとい

うものである。Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 206-208. 
184  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 206-208. 
185  Vorläufige baupolizeliche Vorschriften für die Stadtanlage im Gouvernement 
Kiautschou, in:  Amtsblatt für das Schutzgebiet Kiautschou［以下、Amtsblattと略記］,  
8: 15 (13. 4. 1907), S. 85-87. 1898 年 10 月 11 日公布の規則を再録したもの。  
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出 典 ：BA/MA, RM 3/ 6724, Bl . 24 より筆 者 が加 工 。 

 

 同規則では、ヨーロッパ系住民の住宅・ビジネス街では、総面積のうち建

物の面積が占める割合は 6／ 10 までと規定したのに対し（郊外住宅地区では

3／ 10）、中国系住民の場合、 3／ 4 までとされた。建物の高さについては、

ヨーロッパ系住民の場合、それに面した通りの幅以上に高くしないこと、ま

た最高でも 18 メートルまで、人間が常時居住する空間は 3 階まで、中国系

住民の場合 2 階まで、隣接する建物と建物との間隔は、ヨーロッパ系住民の

場合 3～6 メートル、中国系住民の場合 3 メートルとされた。そのほか中国
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系住民の場合、常時居住する空間の床面積を 5 平方メートル、内法の高さは

最低 2.7 メートルをとること、また藁葺き屋根は禁じられた。  

 

図 6 青 島 および大 包 島 略 図  

 
出 典 ： Denkschrift 1901/1902, in: SBVR, 196 (1903)の付 図 をもとに筆 者 が作 成 。 

 

同規則は、第 1 条に明記されたように、「健康・交通・強度・防火」を主

眼としており、防火壁の設置規定などもあった。しかし、同規則はヨーロッ

パ系住民の居住区に比べ、中国系住民の居住区では、（ 1）土地面積に占める

建物の割合がより大きく設定されたため、建築物がより密集しやすく、（ 2）

建築物内の居住空間はより狭隘に、（ 3）建築物自体の高さはより低くなるよ

うに設定されていた。この規定により、一望しただけで、ヨーロッパ系住民

の居住区と中国系住民の居住区の境界線は明確となったのである。  

この都市建築暫定規則では、ヨーロッパ系住民の居住区と中国系住民のそ

れとの境界は規定されていなかった。それを規定したのが、 1900 年 6 月 14
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日に公布された「華人条令」の第 10 条である 186 。この第 10 条によって、

都市部における中国系住民の家屋の建設範囲は、東はイルティス山斜面より

海岸線まで、西はフリードリヒ通り、南は総督府の丘の尾根沿いに沿った東

の峠道まで、北はホーエンローエ通りまでを境界としていた。具体的には、

大包島地区を中国系住民の居住区とするものであり、同地区の通りの名称は、

中国名が付けられ、ヨーロッパ系住民の居住区には、ドイツ名が付けられた。 

 こうした居住区の分離政策の結果、大包島には、都市建設の開始とともに、

多く中国系労働者が居住するようになった。総督府によって制約された狭隘

な空間に突如として大量の労働者が流入したことにより、同地の衛生状況は

きわめて悪化した 187 。そして疫病の蔓延を恐れた総督府は、都市周縁部の

2 ヶ所に労働者用住宅を建築し（台東鎮・台西鎮）、大包島地区を商業区と

した。  

 総督府による土地利用の規定・建築規格の設定、そしてヨーロッパ系住民

と中国系住民の人口配置は、植民地都市青島の社会秩序を具現するものだっ

た。それはヨーロッパ系住民と中国系住民の居住空間の境界線を可視化し、

さらに中国系住民のうち商人層と労働者の居住区を分離し、中国系労働者の

居住区を都市周縁部に配置するものであった。  

 

 

 
中国系住民に対する特別法規 

 

 膠州湾租借地では、ヨーロッパ系住民は、他のドイツ植民地と同様、ドイ

ツ法の下に置かれたのに対し、中国系住民には特別な条令が公布された。ま

ず、1898 年 7 月 1 日「華人の法環境に関する条令」が公布された（1899 年

                                                  
186  Verordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtgebiet Tsingtau. Vom 14. 
Juni 1900, in: Amtsblatt, 1: 1 (1900)［原資料に頁記載なし］ .  この条令全体の性

格については次節参照。  
187  例えば 1899 年夏に大包島で、発疹チフスの発生が記録されている。Wilhelm 
Schrameier, Kiautschou. Seine Entwicklung und Bedeutung. Ein Rückblick, Berlin: 
Curtius, 1915, S. 37. 
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4 月 15 日改正） 188 。  

 これは、中国系住民の裁判手続き・処罰方式を規定するものであった。第

6 条以下に、刑罰の種類が規定され、それはドイツの刑法ではすでに廃止さ

れていた身体刑を含むものだった（板たたきによる身体刑刑 100 回まで、罰

金 5000 ドルまで、禁固刑 15 年まで、終身刑、死刑があり、板たたきによる

身体刑は一度に 25 回まで、また罰金が払えない場合、板たたきの身体刑で

代用可能なこと、禁固刑は、強制労働を伴うことなど）。また、ヨーロッパ

系住民の裁判が青島裁判所で行なわれたのに対し、中国系住民の裁判は、行

政も担当した地区担当官（Bezirksamtmann 副按察使。都市部青島と郊外の

李村の 2 ヵ所に設置）が処理することになった。これはヨーロッパ系住民に

は、司法と行政の分離の原則が適用されたのに対し、中国系住民にはその原

則が適用されなかったことを意味した。  

 1900 年 6 月 14 日に都市部の中国系住民を対象にした「華人条令」が制定

された 189 。この条令は、中国系住民の日常生活を植民地行政の統制下に置

くことを意図していた。まず、都市部を 9 区に分け、それぞれの区に区長、

徴税人（糧約）、董事（区長の下で監督の任にあたる者、土地所有者から区

長の推薦で総督によって任命）を置き、中華事務担当官（ Kommissar für 

chinesische Angelegenheiten中華事宜輔政司）にそれらの役職を監督する権限

を与えた（第 1 条、第 2 条）。日常生活に関する規定としては、夜 9 時以降

夜明けまでは、灯篭なしに街路に出てはいけないこと（第 5 条）、中華事務

担当官の認可なしに中国語の告示を掲示してはならないこと（第 6 条）、そ

して総督の認可なく宗教的目的以外で集会をすることが禁止された（第 7

条）。また総督の許可なく婚礼・葬儀以外の行列をつくること、花火を点火

すること、演劇を上演することが禁止された（第 8 条）。さらに前節で述べ

た居住空間に関する規定がさらに詳細に記載された（第 10 条 b及び c） 190 。

                                                  
188  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 208-210. 
189  Verordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtgebiet Tsingtau., in: 
Amtsblatt,  1: 1 (1900). 中国語文にはこの条令に名称は付されていない。  
190  「（ b）青島地区と大包島地区では使用人部屋を例外として以下の通りに空

間が保障されなければならない。10 歳以上の華人 1 人につき 6 平方メートルの

床面積に 25 立方メートル、 10 歳以上の華人 2 人につきそれぞれ床面積 4 平方

メートルに 20 立方メートル、 20 歳以上の華人若干数にはそれぞれ 4 平方メー
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加えて、病気の発見の際には 48 時間以内に警察に届け出ること（第 11 条）、

動物の養育・植物の栽培について（第 12･13 条）、住居と住居前の通りを清

潔にする義務が規定された（第 15 条）。  

 1899 年の「華人の法環境に関する条令」と 1900 年の「華人条令」は、相

補的なものであった。前者は、行政と司法の権限を地区担当官に集中させ、

さらにその改正法第 5 条で、処罰の対象を「帝国ならびに他人の健康、生命、

自由、そして財産」あるいは「公共秩序の利益」を侵すことと大まかに規定

し、後者は、衛生上の規定のほか、夜間の外出制限、中国語の告示・集会・

行列・演劇などを認可制にするなど日常の細部を統制しようとするものであ

った。青島高等裁判所の上級判事クルゼン（Georg Cursen）は、中国系住民

への処罰について次のように述べている。「膠州領の中国人がいつ処罰され

るかと問われれば、正しくも、いかなるときでも、と答えられるだろう。191 」 

 

 

中国系住民の行政参加 

 

 膠州湾租借地の植民地行政機構は、総督を頂点とした一元的な行政機構で

あった。総督府の最高位に立つ総督は、民政部と軍政部を統括し、さらに立

法権を有した。海軍省長官の指揮下にあった総督は、条令公布の際には、海

軍省長官の副署を必要とし、さらに、総督は、毎月大部にわたる報告書を作

成し海軍省に提出しなければならなかった 192 。これによって本国政府との

関係では、総督の権限はかなり制限されていたといえよう。しかし、中国系

住民にとっては、総督の権限に抗する法的手段を持たないという意味で、総

督は絶対的な権力者であった。  

総督の下には総督府参事会が置かれた。その参事会は、総督が議長を務め

                                                                                                                                                  
トルにつき 16.5 平方メートル、 10 歳未満が 2 人の場合については、 10 歳以上

の 1 人と同じ扱いにする。(c)残り全ての地区並びに青島と大包島の使用人部屋

に対しては、10 歳以上の華人 1 人に床面積 2.5 平方メートルに 8 立方メートル

の空間を備えた住居が設置されなければならない。」  
191  Georg Crusen, Die rechtliche Stellung der Chinesen in Kiautschou, in: Zeitschrift 
für Kolonialrecht, 15: 2 (1913), S. 4-17. とくに 16 頁を参照。  
192  Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou“, S. 171. 
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る審議機関であり、その総督に植民地行政について諮問する権限を有したが、

議決権は総督にあった。これは総督と総督府の各部局長によって構成されて

おり、行政官僚主導の機関であったが、ヨーロッパ系住民から 3 人の代表も

参加していた。そのヨーロッパ系住民の代表は、1899 年 3 月 15 日に公布さ

れた地区代表選挙に関する法律に基づいて、総督によって 1 名が選ばれ、あ

との 2 人は商人層と土地所有者の代表として、それぞれ 1 名が選挙によって

選ばれた 193 。  

中国系住民の植民地行政への参加は、中華商務公局によって担われた。そ

れに関しては、1902 年 4 月 15 日付で公布された暫行設立中華商務公局章程

が規定している 194 。中華商務公局は 12 人の委員によって構成されており、

山東省出身の商人から 6 人、他省出身の商人から 3 人 195 、買辦商人から 3

人が選ばれた。この商務公局の任務は、青島と大包島の中国系住民の住居登

録、中国系住民間の商業上の係争の処理、中国系住民の家族法・相続法上の

係争への介入、中国系住民の経済問題・福祉施設についての総督府への請願

などであった。  

この中華商務公局の設立は、都市部の中国系住民間の民事訴訟を中国系住

民のうち資産・名望のある商人層の手に極力委ねることを意味していた。こ

の中華商務公局は、1910 年 8 月 18 日に解散し、その役割は以下の新たな機

関・制度によって担われた。1 つは、その前日の布告で認可された青島華商

商務総会と名づけられた中国系商人の商業会議所であり、これは中国商人間

の民事の係争を処理する課題を担った。もう 1 つは、同日公布された公挙参

議督署董事章程によって規定された 4 人の中国系住民代表（=董事）である。

これら代表は、総督府参議会に出席し、中国系住民に関わる問題への発言が

認められた 196 。これ以前は、総督府参議会に参加した住民代表はドイツ帝

                                                  
193  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 210; Denkschrift 1898/1899, in: SBVR, 
175 (1900), S. 2830; Denkschrift 1906/1907, in: SBVR, 245 (1907), S. 8. 
194  Verordnung betreffend die provisorische Errichtung eines chinesischen 
Kommittees, in: Amtsblatt, 3: 18 (1902), S. 59-61. 
195  膠州湾租借地が商業的に発達するにつれて、隣接する山東省のほか、とく

に華南からの中国系商人が大包島地区に支店を構えるようになった。ここでの

｢他省｣とはとくに江蘇・広東などの中国南部の諸省を指している。  
196  Satzungen für die Chinesische Handelskammer in Tsingtau. Vom 17. August 1910, 
in: Amtsblatt, 11: 33 (19. 8. 1910), S. 213-222; Verordnung betreffend Auflösung des 
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国籍民に限られており、中国系住民は一定以上の土地所有者にのみ選挙権を

有していたにすぎなかった 197 。上記の章程は、その 4 人の代表が総督府参

事会において直接自らの利益を発言する権利を認めるものであった。  

 

 

社会下層に対する空間管理 

 

 しかし、上述の行政参加の形式は、法令上「華人」と表記された中国系住

民全体から「工人」「跟役」と表記された中国系労働者・使用人を考慮の対

象外としている。中国系住民のなかで、行政参加の可能性を得ることができ

たのは、財産と土地をもつ富裕な社会層に限定されていた。植民地支配者か

らみれば、「工人」「跟役」は規律化される客体にすぎなかった 198 。これら

の人びとは、「苦力」とよばれ、賃金獲得の機会を求めて移住してきた人び

とを指す。それらの人々は、植民地社会の下層に位置し、港湾・建設労働者、

各工場労働者、人力車夫など多様な職種から構成されていた 199 。  

 青島における労働人口の地理的分布をより詳細に考えれば、以下のように

なる。1910 年［（）内は 1913 年の数値］に、大包島の 10 歳以上の中国系男

性の数は 2 万 303（ 3 万 2341）人、台東鎮では 7096（6371）人、台西鎮では

728（1403）人であった 200 。1910 年に青島には単純労働者およそ 1 万 600

人に加えて、工場労働者が 5000～ 6950 人がいたと推定されており、台東鎮・

台西鎮をあわせても推定される労働者の数に満たないことから、残りの労働

                                                                                                                                                  
chinesischen Kommittees. Vom 18. August 1910, in: Amtsblatt ,  11: 34 (26. August 
1910), S. 227; Bekanntmachung, betreffend Ernennung chinesischer Vertrauensleute, 
in: Amtsblatt ,  11: 34 (26. 8. 1910), S. 228. 
197  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 210. 
198 中華事務担当官シュラマイアーは、膠州湾租借地の工業化のために農民を労

働者に転用することを急ぐことを戒めて、当時の上海総領事シュテューベル

（Oskar Stübel、 1900 年から 1905 年まで外務省植民地局局長）が｢金の卵を産

むニワトリを殺すな｣と表現したことに言及している。Wilhelm Schrameier, Wie 
die Landordnung von Kiautschou entstand?, in: Soziale Streitfragen. Beiträge zu den 
Kämpfen der Gegenwart, 14 (1903), S. 1-14. 引用は 7 頁。  
199  ドイツ統治下の青島における中国系住民の社会層別の分析として、Huang, 
Qingdaoを参照。  
200  Bevölkerung im Schutzgebiete, in: TNN, 3. 8. 1913. また付録 1 参照。  
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者は大包島に居住していたと考えられている 201 。造船所・発電所・屠獣場・

煉瓦工場といった工場は大港および小港付近に集中しており、日常生活のう

えではヨーロッパ系住民と接することはほとんどなかったであろう。日常生

活でヨーロッパ系住民と接触する機会が多かった人力車夫に対しては、1909

年に鉄道駅付近に人力車夫およそ 800 人が宿泊可能な施設（Rikschadepot）

が設立されている 202 。これも、ある職業集団を一定空間に囲い込むという

意味では、居住区の分離の延長線上にある政策とみることができるだろう。

その意味で、雇用主の家の小部屋に宿泊した家事使用人たちは例外的な存在

であるが、その人びとも大包島で宿泊することがしばしばあったと報告され

ている 203 。このようなある種の囲い込みに加えて、総督府は、1898 年 7 月

1 日に公布された中国系労働者・使用人の職務違反に関する条令にみられる

ように、罰金・身体刑・監禁などの罰則を課して管理下に置こうとし、さら

に総督府造船所で工場労働者向けの職業教育課程を設けるなど、労働者とし

て規律化することを試みた 204 。  

 これまでの議論をまとめよう。① 1910 年以前には、中国系住民は総督府

参議会から排除され、商人層主導の中華商務公局に民事係争・福祉厚生の問

題を委ねていた。② 1910 年以、降、商人層の代表が総督府参事会に参加す

ることになったが、その発言権は中国系住民に関わる問題にのみ限られてい

た。③この行政参加の形式は、法令上「華人」と表記された中国系住民全体

から「工人」「跟役」と表記された中国系労働者・使用人を考慮の対象外と

していた。中国系住民のなかで、行政参加の可能性を得ることができたのは、

財産と土地をもつ富裕な社会層に限定されており、植民地統治機関にとって、

工場労働者・港湾労働者・都市雑業層は、規律化される客体か、あるいは管

理の対象でしかありえなかった。  

 

 

 

                                                  
201  Huang, Qingdao, S. 119. 
202  Ebenda, S. 124. 
203  Ebenda, S. 134. 
204  Denkschrift 1901/1902, in: SBVR, 196 (1903), 5592f-5592g. 
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第 3 節 「華人（Chinesen）」と「青島人（Tsingtauchinesen）」  

 

 

租借地在住の中国系住民に対する主権の所在 

 

 八ヵ国連合軍による義和団の鎮圧以後、山東省政府の重要な課題の一つは、

膠州湾租借地を統治するドイツ総督府との交渉であった。山東鉄道が徐々に

開通するにつれ、租借地と後背地の間の人・物資の流通が盛んになると、山

東巡撫周馥は、租借地内の中国系住民の処遇について、膠州領総督府との協

議が必要であると考えていた。  

 1902 年 12 月 7 日から 11 日まで周馥は、山東巡撫として初めて膠州湾租

借地に滞在し、膠州領総督と会談した。滞在期間中、彼と膠州領総督トゥル

ッペル（Oskar von Truppel）との間で争われた最大のテーマは、租借地在住

の中国系住民は、中国とドイツとどちらの国家の主権に属するのかという問

題であった。そもそも中国との条約では、膠州湾租借地内の国家主権を租借

期間中移譲したとはいえ、中国側からすれば、同地はあくまで「租借地」で

あり「植民地」とは異なるという認識をもっていた（第 1 章第 2 節参照）。

そして周馥は、領土主権とは別に、その「租借地」に住む中国系住民に行使

されるべき国家の主権の所在は中国にあると考えていた。したがって、到着

2 日後の 12 月 8 日の晩餐会で、周馥が、その演説で、青島は租借されたが

今なお山東省に属していると述べたのも不思議ではない 205 。それに対し、

総督府は、租借条約第 3 条に記載されている租借期間中の主権のドイツへの

移譲は属地原理に基づいており、いかなる場合でも租借地内でドイツ主権以

外の国家の主権は存在しないという立場をとっていた 206 。しかし、総督府

自身も、「租借」という概念に懸念をもっていたのは疑いない。実際にドイ

ツ総督府は、周馥が膠州湾租借地に到着した際に、租借地内の中国系住民が

中国を暗示させる国旗・装飾を中国系住民の家屋に施すことを禁止し、官庁

                                                  
205  Truppel an Tirpitz, 30. 12. 1902, in: BArch, R 9208/ 1239, Bl. 14. 
206  Ansprache des Gouverneurs Truppel an den Shantung-Gouverneur Choufu und 
das Chinesencomité am Vormittag des 10. Dezember 1902 im Strandlager, in: BArch, 
R 9208/ 1239, Bl. 19-20. 
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の建物にはできるかぎりドイツ国旗を掲げるようにさせた 207 。  

 しかし、周馥は、中国系住民に対する国家の主権は中国当局にあるべきと

いう見解を崩さなかった。彼は、青島滞在期間中に中華商務公局を訪問した

際、膠州湾租借地と後背地との間の経済的交流を活性化させるため、膠州湾

租借地内に清国領事館を設置することを提案した 208 。この提案は、ドイツ

植民地支配の前提を覆しかねず、総督府にとって絶対に容認できないもので

あった。なぜなら膠州湾租借地における清国領事館の設置は、同地在住の中

国系住民に国家権力を行使する主体が、ドイツ総督府以外にもう一つ発生す

ることになるからである。総督府とドイツの外交代表は、青島への領事館設

置の回避で意見の一致をみていた 209 。青島が商業植民地として成長し、ヨ

ーロッパやアメリカ合州国の商社の支店が同地に設置されるようになると、

各国の外交代表が青島に領事館の設置を要求したが、ドイツ本国政府・外務

省ともに、清国領事館の設置は論外という立場をとっていた 210 。  

 租借地在住の中国系住民は、ドイツ主権下でドイツ植民地法に属すこと。

それが、周馥の問いに対する総督府側の見解であり、この点では総督府と中

国に駐在する外交官たちは一致していた。しかしこの結論は、租借地在住の

中国系住民がどちらの国籍を有するのかという問題に答えるものではなか

った。そもそも租借地で施行された法令に表記された「華人」がドイツ植民

地法上の「原住民」なのかどうかは、不問にされていたのである。  

 

 

租借地外での租借地在住の中国系住民に対する主権の所在 

 

租借地在住の中国系住民は、植民地法の法的範疇である「原住民」に属す

                                                  
207  Gouvernement Kiautschou, Hauptbericht über den Besuch Tschoufu. 24. 12. 1902, 
in: BArch, R 9208/ 1239, Bl. 7-8. 
208  Truppel an Tirpitz, 30. 12. 1902, in: BArch, R 9208/ 1239, Bl. 14-15. 
209  Gesandtschaft in Peking, Besuch des Gouverneur Choufu in Tsingtau, in: BArch, 
R 9208/ 1239, Bl. 21-22. 帝国宰相宛の意見書の草稿で、北京公使館は、ドイツ

側が済南領事館を設置する際、交換条件として、山東巡撫が在青島清国領事館

設置を要求するかもしれないので、そのような山東巡撫の代表は、青島にでは

なく租借地外の膠州に設置するようにと述べている。  
210  Mumm an Knappe, 24. 5. 1904, in: BArch, R 9208/ 1240, Bl. 73. 
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のか否か。この問題は、租借地在住の中国商人にドイツ国旗の使用を認める

かどうかという問題とともに論議されるようになる。 1903 年 6 月、シンガ

ポール在住のある中国商人は、ドイツのシンガポール領事に青島に支店を設

置した場合、ドイツ国旗を掲げて商業活動ができるかどうかを問い合わせた。

膠州領総督府はこの提案に以下の 2 つの理由で同意した。①ドイツ商船の中

国沿岸交易における影響力は、日本商人の勢力伸張とともにきわめて弱まっ

たので、ドイツ国旗の使用を認めることによってドイツの経済勢力を再び活

性化させられるのではないかということ、②ドイツ国旗使用の認可は、総督

府の収入源になりうるかもしれないこと、である 211 。  

 このシンガポール在住の中国商人の問い合わせは、同時に、単に中国出自

の移住者が支店を設置し住民登録するだけで、その者を植民地法でいう「原

住民」と認めてよいものかどうか、という問題を引き起こした。この問いに

対して、膠州領総督は、ドイツ植民地法では「原住民」はきちんと定義され

ていない、だからこそ自らの利益になるように実際的に政策を決定するべき、

と主張したのである 212 。  

 こうした総督府の見解に真っ向から反論したのは、上海総領事クナッペ

（Knappe）であった。1904 年 8 月の北京公使ムム（Philipp Alfons Mumm von 

Schwarzenstein）宛の報告書で、彼は、中国商人に対するドイツ国旗使用の

認可の問題は、植民地の「原住民」への保護権行使の問題と結びついている

ことを指摘したうえで、以下の 2 点から、総督府の主張に反論した。①中国

商人へのドイツ国旗使用の認可が、1880 年 3 月 31 日にドイツ政府と清朝政

府の間で結ばれた続修条約善後章程第 5 款の 1 で禁止されていること、②保

護権の行使が中国におけるドイツの経済勢力の伸張に、むしろ悪影響を及ぼ

しかねないことである 213 。  

                                                  
211  Kiautschou Gouvernement, Denkschrift betreffend das Recht der Eingeborenen 
zur Führung der Reichsflagge im Kiautschou-Gebiete, 21. 9. 1903, in: BArch, R 
9208/ 1239, Bl. 296; Truppel an Tirpitz, 21. 9. 1903, in: BArch, R 9208/ 1239, Bl. 
302, 309; Gumprecht an Gouvernement Kiautschou, 18. 8. 1903, in: BArch, R 9208/ 
1239, Bl. 305. 
212  Kiautschou Gouvernement, Denkschrift betreffend das Recht der Eingeborenen 
zur Führung der Reichsflagge im Kiautschou-Gebiete, 21. 9. 1903, in: BArch, R 
9208/ 1239, Bl. 294-295. 
213  Knappe an Mumm, 13. 8. 1904, in: BArch, R 9208/ 1240, Bl. 178-180. 上記の続
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 ドイツ本国では、 1904 年の時点で海軍省は、膠州領総督府の見解に全面

的に賛成し、国旗使用の認可による中国でのドイツ勢力の伸張を主張した

214 。帝国宰相ビューロも憂慮を表明しながらも、乱用を避けるため 1 年ご

とに許認可更新という条件付きで、海軍省の意見に同調した 215 。膠州領総

督府は、1898 年 4 月 27 日の保護領宣言により、膠州湾租借地はドイツ保護

領であり、その領域の国家としての主権はドイツにあるのだから、ドイツ植

民地法にある「原住民」の国旗使用の権利付与はなんら問題がないと述べ、

結局北京公使館もこの意見に賛同した 216 。この時点で総督府は、租借地在

住の中国系住民を「原住民」と認識した訳である。結局、ドイツ本国の政治

指導層も在中国の外交代表も、「原住民」とは誰かという定義を検討するよ

りも、総督府の意見のように、その曖昧さを利用して勢力伸張の方針を採っ

たといえよう。  

 もちろん、租借地在住の中国系商人層は、自らをドイツ植民地の「原住民」

と認識していた訳ではない。1905 年 1 月 6 日青島の中華商務公局は、青島

在住の中国系商人が租借地外で商業上の係争に遭ったとき、総督府が青島の

中国系商人のために介入することを請願した。総督府は北京公使館宛の文書

で、この請願以前より青島在住の中国系商人を「原住民」であると見なし、

山東省政府に圧力をかけていたことを明らかにしている 217 。しかし、この

場合、青島の中国商人たちは、自らの利害関心に沿って行動していたにすぎ

ないだろう。なぜなら、中華商務公局は、周馥が租借地に来訪したとき、彼

を招待し良好な関係を維持することに腐心していたからである 218 。総督府

が実際的な法の運用を企図・実施していたように、租借地の中国系商人たち

もきわめて実利的な行動をとっていたといえよう。  

 

                                                                                                                                                  
修条約善後章程は、王鉄崖編『中外旧約章彙編』、 375－ 376 頁参照。  
214  RMA an AA, in: BArch R 9208/ 1240, Bl. 205. 
215  Reichskanzler an Mumm, 26. 9. 1904, in: BArch, R 9208/ 1240, Bl. 201. 
216  Truppel an Gesandtschaft in Peking, in: BArch, R 9208/ 1240, Bl. 211; Mumm, 
Recht der Eingeborenen zur Führung der Reichsflagge im Kiautschou Gebiete, 9. 11. 
1904, in: BArch, R 9208/ 1240, Bl. 215. 
217  Gouvernement Kiaotschou an Gesandtschaft in Peking, 16. 1. 1905, in: BArch, R 
9208/ 1241, Bl. 5-7. 
218  Truppel an Tirpitz, 30. 12. 1902, in: BArch, R 9208/ 1239, Bl. 14-15. 
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中国ナショナリズムと政策の転換 

 

 租借地に在住する中国系住民の国旗使用の認可は、総督府の思惑どおり、

帝国宰相、ドイツ総督府、海軍省、さらには北京公使館までもが実施の方針

で一致していた。ところが結局は、それは法令として公布されることはなか

った。その原因は、中国知識人層が新たに新聞という媒体を通じて中国ナシ

ョナリズムを積極的に表現し、反帝国主義を唱えたことによる 219 。  

 上海領事クナッペは、1905 年 4 月 12 日付の北京公使ムム宛ての報告書で

次のように主張した。「現時点は、青島人（Tsingtauchinesen）［＝租借地に住

民登録をした中国系住民の意］が、とくに中国に対して、どの国法上の地位

をもつかという問題を解決するのに、全く不都合であると思われます。私た

ちは現在、イギリス、アメリカ、そして日本の新聞によって、彼らのいう私

たちの山東への意図のために引き続き攻撃されています。［…］ここでも、

私が青島の将来を信じていることを繰り返し述べますが、しかし私たちは、

戦いのときの声を挙げる軍人政策から距離を置かなければなりません。青島

における私たちの合言葉は、中国に敵対することではありません。そうでは

なく中国と協力することです。戦いのときの声は、今ではいつも『中国人の

ための中国』です。私たちは、今はそれに従わなければなりません。［･･･］

しかし、私たちは、数少ない親ドイツ派のために、領土ないし法の拡張とい

う野心と解釈されかねないことは、避けなければなりません。」そして、香

港・シンガポールの例を挙げ、イギリス植民地行政機関がその中国系住民を

植民地の領域を越えて法的に保護したことはないと述べ、中国系住民を植民

地法上の｢原住民｣として法的に扱うことを承認するようにとの総督府の要

求を斥けようとした 220 。  

                                                  
219  中国のナショナリズム研究として最近の成果に、西村成雄編『現代中国の

構造変動 3 ナショナリズム――歴史からの接近』東京大学出版会、2000 年。

また吉澤誠一郎『愛国主義の創成――ナショナリズムから近代中国をみる』岩

波書店、2003 年では、清末における世論形成におけるジャーナリズムの役割と

その政治運動との関連が動態的に描かれている。 .  
220  Knappe an Mumm, 23. 4. 1905, in: BArch, R 9208/1241, Bl. 149-151. 
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 義和団鎮圧以後、清朝政府は、変法運動で失敗した内政改革の試みを再び

開始していた。そして、中国各地で新聞というメディアが情報の伝達を急速

に早めると同時に、その媒体を通じて、留学生を中心とした新たな知識人層

が中国ナショナリズムを表現するようになった。ドイツの膠州湾租借地統

治・山東経済利権も、その新知識人層の格好の攻撃の的であった。同時に、

帝国主義列強は、こうした内政改革に影響力をもつことがその後の中国市場

における経済的優越を確保することになると考えていた。さらにイギリス、

アメリカ合州国、そしてドイツなどは、日清戦争以後の日本の中国進出に脅

威を感じていた。とくに、留学生・日本人教師の文化的交流は、政治・経済

部門での影響力拡大と密接に結びついていると考えられ、それぞれ中国政府

に対して大規模な文化政策を計画・実施するようになった。ドイツ外務省が

推進する対中国文化政策は、中国の中央政府との「協力」を前提としており、

したがって中国に在勤していたドイツ公使・領事たちにとって、中国での反

ドイツ感情の拡大は最大の脅威であったといえよう 221 。  

 済南領事ベッツ（Heinrich Betz）も総督府の見解に反論を加えた。彼は、

1905 年 2 月 15 日の北京公使ムム宛ての報告書で、1872 年 5 月 1 日のオスマ

ン帝国、中国、日本等における領事館保護に関する帝国宰相の訓示、および

1900 年 10 月 27 日被保護民に関する領事裁判法についての指令に照らせば、

保護領内の中国系住民は「被保護民  Schutzgenossen」と見なすことはできな

いとし、また仮にその者たちをドイツ保護領籍民とみなしたとしても、領事

の権限で保護する必要はないとし、総督府の考えを否定した 222 。そして、

北京公使館も、以前の意見を撤回し、上海総領事・済南領事の意見に同調し

た 223 。結局、この問題は、公使館・領事館レベルで棚上げされたままにな

った。 1908 年に再燃するも、済南領事ベッツは、上述の 1905 年 2 月 15 日

の報告書と同様の理由で、総督府の考えを否定している 224 。  

                                                  
221  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 237-241. 光緒新政と日本との関係に

ついては、Douglas R. Reynolds, China, 1898-1912. The Xinzheng Revolution and 
Japan, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. 
222  Betz an Mumm, 15. 2. 1905, in: BArch, R 9208/ 1241, Bl. 152-156. 
223  Mumm an den stellvertretenden Gouverneur Kiautschou, 27. 4. 1905, in: BArch, 
R 9208/ 1241, Bl. 157. 
224  Betz an Rex, 26. 5. 1908, in: BArch, R 9208/ 1244, Bl. 209-210. 
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 しかし、興味深いことに、1908 年 5 月の済南領事ベッツの報告書によれ

ば、この問題についての帝国宰相の最終的な決定は下りていなかった 225 。

上述のとおり、総督府もドイツ外交代表も、租借地内の中国系住民はドイツ

主権下にあることについては一致していた。もし租借地に在住する「華人」

が清国籍民であれば、すなわち外国人となる 226 。その場合、総督府は、山

東巡撫周馥が望んでいた租借地内の中国領事館の設置を拒否する根拠を失

う危険性があった。租借地内の清国領事館の設置は、租借地在住の中国系住

民に国家としての主権を行使する主体が 2 つ存在することを意味する。それ

は、支配領域内の一元的な権力を志向する植民地支配にとって避けなければ

ならない事態であった。まさにこれは、本章第 1 節で論じた、植民地法の属

人原理／属地原理の対立が実際の政策レベルで顕在化した問題であった。こ

の問題に対して、ドイツ植民地政策側の回答は、中国系住民の法的地位を常

に未定義のままにしておくことだった。租借地在住の中国系住民は、租借地

の条令では「華人」と表記された。この「華人」は、対中国政策上は清国籍

民、また植民地政策上は「青島人＝原住民」というように使い分けられたの

である。その結果、租借地在住の中国系商人層は、法的な権利をもつ主体と

しての行動を否定され、本節で指摘したように、自らの法的な保護を求めて

総督府・省政府両方に要求することしかできなかったのである。  

中国系労働者移送の中継地としての膠州湾租借地 

 

 中国系住民に対してその法的主体としての存在を否定することは、植民地

統治機関にとって、中国地方当局の介入を排除し、かつ中国系住民の主権者

としての権利を否定したという意味で、植民地領域内での統治を容易にした

                                                  
225  Ebenda. 
226  清朝政府が国籍法を制定したのは 1909 年のことである。したがって、それ

以前に清国籍民を規定する法はなかった（田中恭子｢第三部 ｢華僑華人｣全体解

説｣若林正丈・谷垣真理子・田中恭子編『原典中国現代史 台湾・香港・華僑華

人』第 7 巻、岩波書店 1995 年、 256-262 頁）。しかし日本政府が台湾領有に際

し、現地住民に日本国籍取得か台湾島を去るかの選択を強要したように、東ア

ジアの国際関係が国民国家体系に移行するにしたがい、国籍は、とくに国際間

を移動する人々にとって具体的な問題となっていっただろう。台湾籍民につい

ては、戴国煇｢日本の植民地支配と台湾籍民｣『日本近現代史研究』第 3 号 1981
年 1 月、 105-146 頁。とくに 108-110 頁。  
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だけではない。それは、膠州湾租借地が資本主義市場における流通の中継地

である商業植民地として機能するために、ほかの流通拠点と比して有利な条

件を創出した。具体的には、この否定の論理は、山東省内の他の沿岸諸港に

比して、青島港を労働力移動の中継地として優位な地位を占めることに寄与

するものであった。  

元来、山東省は、中国東北地方への出稼ぎ労働者の送出地であった 227 。

すでに膠州湾占領の前後に、山東をめぐるドイツの植民地政策論のなかで、

石炭などの鉱物資源とならんで、その豊富な人口を将来有望な労働力として

みる議論は存在した。しかし、その議論のなかでは、山東住民は鉄道・鉱山

事業の際の労働者として論じられており、新しいドイツ植民地を労働力移動

の中継地として発展させる意図はなかった（第 1 章第 1 節参照）。山東移民

が膠州領総督府の政策目標として言及されるようになったのは、まさに自由

港制度改編に伴って、新たな植民地経済のあり方が構想された 1904 年半ば

以降である。  

 第 2 章第 4 節で触れたように、1904 年 4 月、膠海関税務司オールマーは、

帝国海軍省長官ティルピッツ宛てた意見書のなかで、山東移民の青島経由の

ルートを開発することを提言していた。オールマーは、毎年、山東から満洲

へ 20 万人以上の移民が渡航すると指摘し、とくにその移民の主たる経由地

が煙台であることに注目した。彼によれば、 1903 年の煙台－牛荘間を往復

した移民は 3 万 8600 人、ウラジオストークとは 2 万 2100 人、旅順とは 14

万 6000 人、大連とは 5 万 6000 人を数えた。オールマーにとって問題は、煙

台での滞在費・渡航費の安さのために、膠州湾周辺の住民も中国東北地方へ

渡航する場合に、青島港からではなく煙台に向かうということであった。た

しかに山東鉄道を利用して青島にやってくる山東移民は 1902 年に 7 万 99

人、1903 年に 8 万 6919 人を数えた。しかし、そのほとんどは青島の建設事

業に従事する労働者であった。青島で都市建設に従事する労働者は 1 万人ほ

どで、鉄道を利用して居住地と租借地の間を往復していた。オールマーは、

                                                  
227  松浦章「清代における山東・盛京間の海上交通について」『東方学』第 70
輯、1985 年 7 月、91－ 104 頁。荒武達朗｢清代乾隆年間における山東省登州府・

東北地方間の人の移動と血縁組織｣『史学雑誌』第 108 編第 2 号 1999 年 2 月 34-59
頁参照。  
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初期のインフラ建設が終われば、この移動の流れは終わり、その結果、青島

経済が停滞すると考えていた。予測される停滞の到来を回避するために、彼

は、煙台を経由して中国東北地方に向かう移民の流れの一部を青島に引きつ

けることを提案した。それは、具体的には、青島港と遼東半島を直接の汽船

航路によって結びつけるというものであった 228 。  

オールマーの意見書は総督府の政策を厳しく非難していたために、この意

見書自体に対して総督府は批判的な回答を寄せていた。しかし、中国東北地

方へ向かう移民の流れを青島に引きつけるという提案に対しては、総督府は

むしろ積極的に受け入れていた。ただし、総督府の回答では、植民地行政自

体が汽船航路に助成することは望ましいことではなく、それは中国商人自身

によって行われるべきと述べられていた。だが、この問題を重視した総督府

は、海軍省宛の報告書のなかで、済南府の富裕な商人層と連絡をとり、青島

での移民斡旋事業に関して好感触を得たと伝えている 229 。  

遅くとも 1907 年にはすでに青島に山東の契約労働者の斡旋に関わる業者

が存在していた。 1907 年にある業者は、総督府にウラジオストークへ向け

て山東の契約労働者を輸送する際に、個々の労働者に旅証を発行するのでは

なく、まとめて発行するように依頼し、総督府は業者の要請に応じて特別な

旅証を発行した。しかし、ロシア側から今後の旅証の発行は個々の労働者に

個別に行うようにとの要請があったため、ドイツ総督府は、煙台との競合を

考慮して、これらの移民に向けた旅証発行の費用を一時的に引き下げる措置

をとって、業者に便宜を図った。さらに、総督府は、ウラジオストークに渡

航する際に必要なビザを取得することを容易にするために、青島にロシア領

事を赴任させるようにドイツの北京公使館に打診した 230 。これにより、ロ

シア領事館は翌 1908 年に設置され、ロシア商人が副領事を務めることにな

った 231 。  

                                                  
228  Tsingtau, sein Handel und seine Zukunft: eine handelspolitische Betrachtung 
über Deutschlands Stellung in China vor und nach dem Kriege, in: BA/MA, RM 
3/6729, Bl. 69-70. 
229  Gouvernement Kiautschou, Stellungnahme zur Denkschrift des Seezolldirektors 
Ohlmer, 17. November 1905, BA/MA, RM 3/6730, Bl. 7-8. 
230  Behring an Rex, 29. 11. 1907, in: BArch, R 9208/1244, Bl. 29-30. 
231  Denkschrift 1907/1908, in: SBVR, 253 (1909), S. 10. 
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 また、ドイツ公使館も中国の労働力に関心を寄せていた。 1907 年 11 月、

ドイツ資本主導のシンジケートがメキシコにおける鉄道建設の際に、 2000

人の中国系労働者を膠州湾租借地経由で募集したいとの問い合わせがあっ

た際、ドイツ公使館はとくに政治的な問題はないとしながらも、もし中国側

がこれを禁じた場合には、その代償要求として、ドイツ植民地への中国系労

働者の移送を阻害しないことを伝える意図を明らかにしていた 232 。  

 1908 年以降、青島経由の労働力移動は次第に規模が大きくなっていく。

総督府によれば 1908/1909 年度に 43 隻の汽船が山東の契約労働者をのせて、

ウラジオストークに向かっていた。また、 1912 年には青島港から中国東北

地方に向けて 3 万 7000 人の契約労働者が出発し、1 万 6000 人が戻ったと記

録されている。また、総督府がドイツ海軍省に提出する毎月の報告書のなか

にも、移民の項目が設けられ、そこでは、例えば 1913 年 4 月から 6 月の間

には、鉄道を利用して青島に到着した中国系移民は 3 万 1464 人、青島から

汽船で中国東北地方に向かった人数は 2 万 2222 人と報告されている 233 。膠

州領総督府は、決して目立った形でこの労働力移動に対する政策を行ったわ

けではないが、民間業者への間接的な支援を通じて、青島経由という新たな

山東移民のルートを開発したと言えよう。  

 第一次世界大戦が勃発し、膠州湾租借地が日本統治下に置かれたとき、イ

ギリス・フランスは租借地内の滄口に収容施設を設置し、契約労働者を募集

した。青島守備軍の調査によれば、1917 年 4 月から 1918 年 2 月までの間に、

この募集によりおよそ 5 万 4748 人がヨーロッパに向かって出航した 234 。さ

らに、日本統治期にも青島は、引き続き煙台・龍口と並んで山東労働移動の

主要な拠点として機能することになる 235 。  

 

 青島在住の中国系住民の法的地位は、ドイツ植民地法上の「原住民」でも

                                                  
232  Behring an Rex, 29. 11. 1907, in: BArch, R 9208/1244, Bl. 108-110; 
Gesandtschaft in Peking an Gouvernement Kiautschou, 17. 12. 1907, in: BArch, R 
9208/1244, Bl. 111. 
233  Denkschrift 1907/1908, in: SBVR, 253 (1909), S. 10. 
234  青島守備軍陸軍参謀部『英仏露国ノ山東苦力募集状況』1918 年。数値は 96
頁より引用。  
235  青島守備軍民政部『山東ノ労働者』 1921 年、 62 頁、 235-240 頁。  
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なく、清国籍民でもなく、規定されないままに置かれた。これは、同地の中

国系住民が、主権国家から構成される国際体制における国籍の枠組みの埒外

に置かれたことを意味した。それによって、膠州領総督府は、領域内で一元

的な権力の基盤を確保し、総督府が構想した植民地社会秩序に中国系住民を

組み込むことを自己正当化した。その秩序とは、植民地社会を個別の社会層

と地理的空間を一致させるものであり、ある社会層を規定の空間に固定化さ

せる、いわば隔離政策に基づくものであった。中国系住民に対する行政を委

任された中華商務公局は、中国系住民に関わる限りでの行政参加を要請され

たのであり、その意味ではいわゆる漸進的な法的同権化を謳った内地延長主

義のような同化政策イデオロギーとは根本的に内容を異にする 236 。このよ

うな社会層の空間的固定化と同時に、膠州領総督府は、膠州湾租借地を商業

植民地として機能させるべく、同地を非熟練労働力としての山東移民の中継

地へと発展させた。ある特定の社会層の移動の促進と空間的区分は表裏一体

のものであり、だからこそヨーロッパ系住民の居住区への中国系住民の居住

規制が維持されなければならなかった（図 6・図 7）。しかし、植民地経済の

実質的な担い手であった中国系商人層と中国系労働者は、ボイコットやスト

ライキを通じて植民地行政に対する発言力を高めるように試みた。これに対

し、植民地統治機関は、植民地社会秩序の再編を迫られるようになる（第 5

章）。  

 

 

 

図 7 青 島 における社 会 層 の空 間 的 配 置  

                                                  
236  これに関して、後藤新平の特別統治論と原敬の内地延長主義論の相克につ

いて分析した、春山明哲「明治憲法体制と台湾統治」『岩波講座 近代日本と植

民地 4 統合と支配の論理』岩波書店、1993 年 3 月、31－ 51 頁を参照。また、

小熊英二『〈日本人〉の境界――沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復

帰運動まで』新曜社、 1998 年、第 4 章・第 5 章・第 7 章・第 10 章参照。  
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第 4 章 植民地経済の再調整 

 

 

 

 

 

 本章では、自由港制度の事実上の撤廃以後の膠州領総督府の経済政策と租

借地経済の流通ネットワークの形成について分析する。第 2 章で述べた通り、

ドイツ植民地政策担当者は、当初、香港をモデルとした膠州湾租借地におけ

る経済的自由主義に基づく政策を行っていた。その際、香港の自由港制度を

そのまま適用するのではなく、膠州領総督府は、中国海関を支配領域内に設

置させ、植民地経済と山東経済間の円滑な流通を実現させようとした。しか

し、そうした初期の制度設計も、自由港制度がもつ本来的な性格によって、

結局、租借地と山東内陸部との間の流通は阻害されてしまった。  

1905 年末に行われた自由港制度の事実上の撤廃は、租借地経済を、「自由

貿易原則」下の中国沿岸の開港場間の流通網に参入させるものであった。中

国における、いわゆる条約体制の自由貿易原則は、開港場における 5％の低

率輸出入関税と 2.5％の統一的な内地関税率（子口半税）から成り立ってい

た。膠州湾租借地が自由港制度を事実上撤廃することは、同地にもこうした

自由貿易原則が適用されることを意味した。したがって、膠州領総督府は、

膠州湾租借地への輸出入量を増加させるために、他の開港場に対して比較優

位を創出する必要性があった。そのための方策としては、既述のインフラ整

備のほかに、入超状態にあった租借地経済の輸出入バランスを、青島港経由

の輸出を促す政策によって均衡させることが目指された。その輸出指向の政

策は、植民地行政による経営方式も存在したが、原則としては市場経済を中

心にしたものであり、統制的な経済というよりも、行政の介入によってその

市場経済を方向づけるというものであった。  

まず、第 1 節では、膠州領総督府の輸出指向の経済政策への転換をめぐる

議論を取り上げ、その転換の論理を明らかにする。次に、第 2 節で、その山

東省外への輸出を促進しようとした膠州領総督府の経済政策の実態を分析
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し、具体的にどのような政策が実施されたのかを検討する。最後に第 3 節で、

結果として、ドイツ統治期に青島経済に形成された流通網がどのようなもの

であったかを明らかにする。  

 

 

 

第 1 節 自由港制度の改廃と輸出経済への転換をめざして  

 

 ドイツ帝国議会に提出された 1900/01 年度の行政報告書のなかで、すでに

膠州領総督府は租借地在住のドイツ商人層の危機的状況に警句を発し、今後

の経済政策の方向性について指針を示していた。それが輸出経済の促進であ

った。同報告書では、輸入業については、山東の住民にさしあたりドイツ製

品の需要を求めることはできないが、ヨーロッパからの定期航路が青島に直

接往来すれば、ドイツ製品の中国市場の拡大が期待できると展望が述べられ

ている。しかし、総督府がより期待をかけていたのは、むしろ輸出業の拡大

であった。なぜなら、輸出業であれば、ドイツ商人層が中国商人層との競争

に打ち勝つ可能性があると考えられていたからである。そこでは、正確な商

品知識と収益性のある販売先をもつこと、それに中国商人と付き合う能力が

必要であると付言されていたが、総督府は輸入業よりも輸出業に将来の可能

性を見ていた 237 。たしかにドイツ商人層にとっては、山東内陸部へ販路を

見つけるよりも、山東産品を欧米に輸出する事業の方が販路を見出す可能性

があっただろう。  

この輸出経済の促進と関連して実施された政策が自由港制度の事実上の

廃止であった。自由港制度の導入は、沿岸諸港と比較して商業地としての優

位を確保するためであったが、実際には、租借地経済と山東経済との間の流

通の遅滞をもたらしていた。もともと自由港は、その性格上、設定区域を隣

接する内陸部から関税障壁によって切り離す制度である。開港場あるいは中

国外から青島経由で再び開港場ないし中国外に輸出される場合には、免税扱

いになるが、租借地と山東内陸部間の流通には関税がかかるため、膠海関に

                                                  
237  Denkschrift 1900/1901, in: SBVR, 193 (1902), S. 2887. 
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申告しなければならない。オールマーは、青島に来た商人、とくに中国商人

が関税申告のために膠海関で列をなしており、そのために流通が阻害されて

いると指摘し、自由港制度の改革の必要性を訴えていた（第 2 章第 3 節参照）。 

 1905 年 12 月 1 日、在北京ドイツ公使ムムと総税務司ハートの間で膠海関

の税関規則の改定が成立し、翌日、膠州領総督府は、その改定の細目を公布

した（発効は 1906 年 6 月 1 日） 238 。これにより、自由港区域は、これまで

の租借地全域から大港の倉庫地区を含めた港湾施設に限定されることにな

った。総督府は、この制度改編の主眼を「ドイツ膠州領を中国の関税領域に

統合」することであると説明しており、当時の新聞も、この改編によって膠

州湾租借地が「中国との関税同盟に入った」と評した 239 。膠州領総督府は、

青島港からの山東産品の輸出量を増加させるために、租借地経済と山東経済

を一体化させる方向を選んだのである。  

 この制度改編には、さらにもう一つの目的があった。それは租借地を輸出

加工業区に成長させることであった。自由港の事実上の撤廃によって、山東

内陸部からの原料を租借地内に持ち込む場合に関税が課せられなくなった。

さらに租借地内で加工された工業製品が内陸部に輸送される場合も免税扱

いになった。また外国から原料が輸入された場合には、輸入税が徴収された

が、その加工品が内陸部に輸出された場合にも免税扱いとなった。外国に輸

出する場合には、輸出税が課せられたが、その税率は品目ごとに設定された

240 。  

 これらは、膠州湾租借地が関税制度の上で中国と一体化したのであれば、

論理的には当然であった。総督府は、当初、自由港制度によって地域間流通

の中継地としての地位を確保し、山東鉄道によって、山東の地下資源を青島

からより広域の市場に輸出することを構想していた。しかし、青島港の貿易

量はたしかに増加していたが、 1907 年まで大幅な入超の状態が続いていた

（表 1 および付録 2 を参照）。しかも、その輸入業へのドイツ商人層の関与

                                                  
238  第 2 章第 4 節参照。公布された税関規則のドイツ語版・英語版は、Amtsblatt,  
49 (1905), S. 265-272、中国語版は、Amtsblatt, 51 (1905), S. 285-291.  
239  Denkschrift 1904/1905, in: SBVR, 222 (1906), S. 6; Das Zollabkommen des 
Schutzgebietes mit China. I, in:  TNN, 5. 12. 1905. 
240  注 236 の官報に記載の税関規則第 14 条を参照。その解釈として、Das 
Zollabkommen des Schutzgebietes mit China. II, in: TNN, 6. 12. 1905. 
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は少なく、その後もその分野でシェアを広げることはあまり見込みがなかっ

た。また対外貿易における山東経済の流通の中心地としての地位を煙台から

青島へ移すことを企図していたが、煙台の輸出入額は 1905 年までむしろ増

加傾向にあった 241 。中国沿岸諸港間の競争のなかで、商業植民地として膠

州湾租借地の地位を向上させるために、新たに調整し直した経済政策の方向

性が、山東産品の輸出促進であり、それも石炭といった一品目ではなく、よ

り多角的な輸出戦略を指向したものであった。当初、総督府は、後背地であ

る山東経済を青島経由で世界市場と結びつける構想を抱いていたが、中継地

としての機能を高めるはずの自由港制度は、その意図に反して地域経済の流

通を阻害することになった。1905 年 12 月の税関制度の改定は、自由港制度

の事実上の廃止と租借地経済の山東経済との一体化を図るものであり、それ

が新たな輸出指向の経済政策の基盤となった。  

 

表 1 1901-1914 年 青 島 港 汽 船 貿 易 輸 出 入 額 表 （単 位 ：海 関 両 ） 
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出 典 ：『膠 澳 志 』1926 年 、784-789 頁 より筆 者 作 成 。各 年 度 の輸 出 入 額 は付 録 2 を参 照 。 

                                                  
241  交通部煙台港務管理局編『近代山東沿海交通商口岸貿易統計資料（ 1859－
1949）』対外貿易教育出版社、 1986 年、 15 頁。同書の表によれば、煙台の貿易

額は 1899－ 1905 年の間、年によって若干の増減があるものの、全体としては、

2815 万 3956 海関両から 3913 万 1384 海関両へと 38％増加した。  
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第 2 節 膠州領総督府の輸出経済促進のための介入政策  

 

 インフラ整備が一段落した 1904 年から 1913 年までの間、青島港に寄港し

た汽船の外国産品輸入額は、874 万 6268 海関両から 2676 万 7353 海関両へ

と、およそ 3 倍に増加したのに対し、同時期に中国産品輸出額は、383 万 8659

海関両から 2569 万 2373 海関両へと、およそ 6.6 倍の増加を示した（付録 2

参照）。1901－1909 年の期間については、総督府の行政報告書から主要な品

目の輸出入額の推移についてかなり正確に知ることができる（表 2、3）。ま

ず、外国製品の主要な輸入品は、綿布・綿糸、石油、金属類、アニリン染料・

インディゴ、針、石炭、マッチ、砂糖であり、なかでも綿布・綿糸は 1908/09

年度にその 2 項目で 51％を占めていた。その他の品目の全体に占める割合

は、石油が 9％、アニリン染料・インディゴおよびマッチ、砂糖がそれぞれ

5％ほどであった。同時期の中国産品の主要な輸出品として、麦稈真田、絹

布・絹糸、大豆油、落花生油、落花生、牛皮を挙げることができる。1908/09

年度における総輸出額に占める割合では、麦稈真田が 38％、落花生・落花

生油が 21％、絹布・絹糸で 14％であった。表 2・ 3 のデータから 1909 年ま

での青島港の主要な品目の輸出入の状況はおおよそ理解できよう。しかし表

１を見ると、1910－1913 年の間に青島港の輸出額は 49.6％の増加を示し、

外国産品輸入額に肉薄している。  

 以下、当時の新聞に掲載された 1910－ 1913 年の間の青島港の輸出額につ

いての膠州領総督府、青島商業会議所、膠海関などの報告から、ドイツの植

民地行政が輸出の促進にむけてどのような取り組みを行っていたかを論じ

る。膠州領総督府が、青島港の中国産輸出品目のなかで政策的意図をもって

輸出増加を図った品目には、麦稈真田、絹布・絹糸、落花生・落花生油、家

畜・食肉加工品が挙げられる。以下、それぞれの品目について検討する。  
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表 2 青 島 港 中 国 産 主 要 品 別 輸 出 額 表 （1901/02－1908/09 年 度 、単 位 ：銀 元 ） 

 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 1906/07 1907/08 1908/09

豚 毛  31663 53855 69977 54849 105080 107445 84018 161476

麦 稈 真 田  712571 861519 1853839 2786421 4410029 4609125 6644100 10089824

山 東 絹 布  39565 7934 75006 105917 124807 916001 1937265 1902322

絹 糸  - 274646 1368270 979462 556252 2159766 2364248 1861380

大 豆 油  288006 735780 865499 1274103 1000386 1165003 169314 686350

落 花 生 油  736214 1086668 1118998 900366 1029568 1333034 2370296 3065211

落 花 生

（殻 つき） - - - - - 73384 33684 2465512

牛 皮  32227 64284 238642 280410 105953 450300 256938 542562

青 島 港 輸

出 総 額  2644500 4454268 7374334 9991472

1038537

5 15143847 18416548 26449426

出 典 ：Denkschrift 1908/1909, in: SBVR, 272 (1910), S. 19 より筆 者 作 成 。 
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表 3 青 島 港 外 国 産 主 要 品 別 輸 入 額 表 （1901/02－1908/09 年 度 、単 位 ：銀 元 ） 

 1901/02 1902/03 1903/04 1904/05 1905/06 1906/07 1907/08 1908/09

綿 製 品  1275573 1882377 4545827 6695308 8105352 7092756 5354474 6364669

綿 糸  2445120 5171496 4552147 4686227 6592897 8095637 5726499 6764406

石 油  約 110000 210210 511238 477156 689378 1538783 1798956 2276647

金 属 類  32690 71754 175571 1036291 884469 2188496 434678 632133

ｱﾆﾘﾝ染

料 * 25362 68598 110616 137892 186746 258528 1388528 1373381

針  10575 33237 83626 112341 132473 139145 88650 207152

石 炭  42922 27640 24816 17868 47025 130473 200724 39351

マッチ 104184 219956 419424 553856 794311 768630 989160 1237698

砂 糖  51105 65679 212877 286113 863841 1372380 1011950 1281232

外 国 製

品 総 輸

入 額 ** 4217000 8320069 11985041 16339478 22269067 27239943 21449510 25463680

出 典 ：Denkschrift 1908/1909, in: SBVR, 272 (1910), S. 17 より筆 者 作 成 。 

*インディゴを含む。  

**鉄道・鉱山資材を除く。  

 

麦稈真田 

 

麦稈真田は早くから注目され、すでに 1899/1900 年度の行政報告書のなか

で、麦稈真田の輸出ルートを青島経由に移動させるように図ることが述べら

れていた 242 。とくにドイツ商人層が輸入業の分野で競争困難であることが

明らかになると、この麦稈真田の輸出業はますます重要視された。 1906 年

には、この事業に参入するために、煙台からイギリス商社、 1907 年には上

海からフランス商社が青島に支店を構え、これに日本商社も加わった 243 。

                                                  
242  Denkschrift 1899/1900, in: SBVR, 189 (1901), S. 723-724. 
243  Denkschrift 1905/1906, in: SBVR, 241 (1907), S. 7; Denkschrift 1906/1907, in: 
SBVR, 245 (1908), S. 25. 
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総督府もこの輸出をさらに促進させるために、 1911 年には、膠州湾租借地

内での麦稈真田の生産を企図して、李村行政署は付近の住民に製造を働きか

けていた。また同年に中国商社以外で麦稈真田の輸出業に 14 社が関与して

おり、中国商人層と競争するために、その輸出業者の間で協定が結ばれてい

たことが報告されている。麦稈真田は主に麦わら帽子製造に用いられ、直接

ないし上海経由で欧米向けに輸出されていた 244 。  

 

 

絹糸・絹布 

 

 絹製品も、総督府が統治初期から輸出品の主力として期待した品目であっ

た。山東鉄道の影響によって、青島経由の絹布・絹糸の輸出量は、 1901/02

年度から 1903/04 年度にかけて、大幅に増加している（表 2）。この蚕糸業に

参入するために、 1903 年 2 月に滄口付近に民営の蚕糸工場が建設された。

それは、 5,000km 2の敷地に最新の機械設備、工場用水・飲料水の給水設備、

照明設備が整えられ、さらに中国人監督官の宿泊施設および 650 人を収容で

きる労働者用の住宅を建設する計画をもった大規模な事業であった。その他

にも、工場から 2kmほど離れた土地に労働者村を建設する予定であった 245 。

しかし、これほどの大規模な事業を進めていたにもかかわらず、全体として

絹製品の輸出量は期待通りに伸びなかった。総督府の行政報告書によれば、

1907 年秋よりアメリカ市場から発生した経済不況が東アジア市場にも及び、

中国では銀・銅の相場が下落した。その結果、絹製品も 40～ 50％近く価格

が下落し、輸出先の欧米市場でその損失を補填するだけの購入者を見つける

ことができず、煙台や上海での売却に努めたと記載されている 246 。表 2 か

らは、 1905/06 年度から 1907/08 年度にかけて絹布・絹糸の輸出は顕著な増

加を示していたことが読み取れるが、蚕糸工場自体は、大規模な投資に見合

                                                  
244  Der Bericht der Handelskammer zu Tsingtau über das Jahr 1911. I, in: TNN, 28. 
Juni 1912; IV. 2. 7. 1912; Die Entwicklung des Kiautschougebietes vom Oktober 
1911 bis Oktober 1912, in: TNN, 27. 3. 1913. 
245  Denkschrift 1904/1905, in: SBVR, 222 (1906), S. 12. 
246  Denkschrift 1907/1908, in: SBVR, 253 (1909), S. 8. 
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った収益を挙げる見込みがなく、 1909 年に操業を停止した 247 。  

 

 

落花生・落花生油 

 

 上記の 2 つの品目に比べて、落花生・落花生油に対する植民地行政の政策

的な関与は大きくなかったが、 1908－ 1909 年に落花生油・落花生の輸出が

増加すると、総督府はそれに将来の主力の輸出品として大きな期待を寄せる

ようになった。この時期に輸出量が増加した理由は、南フランスとイタリア

におけるオリーブ油の不作により、その代替品として落花生油が輸出された

ためであった。その後もヨーロッパへの輸出は増加しており、その最大の販

路は南フランス向けであり、次にドイツに輸出された。 1910 年には租借地

の隣接地区で、ケシ栽培から落花生栽培に転換させる試みが成功し、それに

よって落花生の輸出が倍加したと報告されている。また 1911 年にはドイツ

商社が搾油工場を建設し、落花生油・大豆油の欧米輸出の拡大を目指してい

た 248 。  

 

 

家畜・食肉加工品 

 

 その他に総督府が輸出に積極的に関与した品目として、青島からウラジオ

ストークへの家畜・食肉加工品の輸出がある。1906 年 6 月に官営の屠獣場

が完成するとともに、租借地の畜産業が本格化した。1905/06 年度には 6621

頭が青島に輸送され、租借地内で消費されたほか、加工されて主にウラジオ

ストークへ輸出された。輸送されたのは、主に肉牛で、その事業年度は 5,144

頭を数えた。翌年度には、鉄道会社を通じて、現地住民の家畜所有者に青島

                                                  
247  Verzeichnis der Ende 1909 im Handelsregister eingetragenen Firmen unter 
Angabe des Geschäftszweiges, in: BA/MA, RM 3/6731, Bl. 117-127. 
248  Denkschrift 1908/1909, in: SBVR, 272 (1910), S. 14; Der Bericht der 
Handelskammer zu Tsingtau über das Jahr 1911, in: TNN, 29. 6. 1912; Schluss, in: 
TNN, 3. 7. 1912. 
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経由で家畜をウラジオストークへ輸出するように働きかけたことが報告さ

れている。このウラジオストーク経由の流通促進によって、総督府は青島港

からの対ヨーロッパ輸出が増加することを期待していた。ウラジオストーク

からシベリア鉄道を利用した場合には、上海経由よりもヨーロッパへ 14 日

間も日数を短縮することができたからである 249 。 1911 年の報告によれば、

山東地方行政より畜牛の輸出頭数が規制されたことから、その撤廃を求める

青島商業会議所の請願を受けて総督府は在済南ドイツ領事や在青島ロシア

領事に働きかけ、その規制が解除された。 1913 年の報告のなかで青島商業

会議所は、畜牛と冷凍加工肉の輸出に関して、膠州湾租借地には最新の衛生

設備を整えた屠獣場があるので、東アジアでは青島港に競合する相手はいな

いと自負していた 250 。  

 これらのほか、青島で営まれた輸出加工業には、ビール工場や将来の主要

な輸出品として期待されていた鶏卵加工業があった 251 。また、青島港の輸

出品のうち、山東地方行政の主導で新たに加わった品目として原綿があった。

山東北西部で綿花栽培地が拡大され、 1910 年には青島から上海・日本へ向

けておよそ 933 トンが輸出され、それが 1912 年には、およそ 4,174 トンに

増加した。 1912 年の膠海関報告では、もはや麦稈真田、落花生とならぶ主

要な輸出品になったと記載している 252 。  

 1910－ 1913 年の青島港からの輸出量の増加は、麦稈真田、落花生・落花

生油、畜産業に加えて、新たに原綿、鶏卵加工業などの輸出品目が加わった

ことによる。もちろん総督府のイニシアチブだけでこのような変化が起きた

                                                  
249  Denkschrift 1905/1906, in: SBVR, 241 (1907), S. 25; Denkschrift 1906/1907, in: 
SBVR, 245 (1908), S. 36-38. 
250  Der Bericht der Handelskammer zu Tsingtau über das Jahr 1911. I, in: TNN, 28. 6.  
1912; Tsingtaus wirtschaftliche Entwicklung im Jahre 1912, in: TNN, 30. 4. 1913. 
251  ビール醸造事業については、The Anglo-German Brewery Company Limitedが
1903 年に商業登記簿に登録され、その後 1906 年にCarl Gomoll社が白ビールの

醸造を開始し、 1909 年に登録されている。Columbia GmbHは、資本金 10 万マ

ルクをもって設立され、 1908 年 10 月に商業登記簿に登録され、Karl Ebersは、

ハンブルクの支店として 1911 年 10 月に登録されている。それぞれの商業登記

簿は、以下、BA/MA, RM3/6728, Bl. 239-248; 6730, Bl. 145-155; 6731, Bl. 117-127; 
6732, Bl. 226-232 を参照。  
252  Tsingtaus Handel im Jahre 1910. I, in: TNN, 25. 7. 1911; Tsingtaus Handel 1912, 
in: TNN, 15. 8. 1913. 
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わけではない。しかし、上記の分析から膠州領総督府の経済政策が、当初の

石炭輸出とドイツ製品の輸入を主軸にした流通戦略から、山東経済と一体化

した、輸出加工業中心の多角的な流通戦略へと転換したことが、青島港の輸

出量増加の基盤となったことを看取できるだろう。  

 

 

 

第 3 節 東アジア商業ネットワークへの参入  

 

 それでは、ドイツ統治期の青島港を経由した山東産品は、どのようなルー

トを経由してどこへ輸出されたのか。  

 青島港を経由する汽船交通の流通網は、青島－上海間の交通を軸に拡張し

ていった。開港当初、政府助成を受けたイェプセン汽船会社（Rhederei M. 

Jebsen）が上海－青島－煙台－天津間の路線を 4 日か 6 日おきに運行し、さ

らに週に 1 度上海－青島間を往復するチャイナ＝ナビゲーション会社

（China Navigation Co.）が運行した。 1901 年、政府助成航路をハンブルク

＝アメリカ汽船会社（Hamburg-Amerika-Linie）に委譲され、同社は週に 1

度上海－青島間の便を増設した。その後、表 4 にあるように、 1907 年まで

には、上海－青島間の流通を軸に、青島から煙台－天津－牛荘の定期航路、

さらには神戸、仁川、ウラジオストークと結ばれることで、青島港が東アジ

ア商業ネットワークと緊密に結ばれていったことが把握できる。  

 1908 年以降、P＆O汽船会社（Peninsular & Oriental Steam Navigation Co.）

と日本郵船会社は、麦稈真田、落花生、皮革製品をヨーロッパに輸送するた

めに、直行便を青島に経由するようになった。 1910 年に、北ドイツ＝ロイ

ド社（Norddeutscher Lloyd）も月に 1 度、青島に定期運行するようになり、

さらに 3 社の外洋汽船会社が青島に寄港し、従来のハンブルク＝アメリカ汽

船会社、P＆O汽船会社、日本郵船会社を加えて 7 社が、日本・欧米への積

荷をめぐって青島港で競合することになった。青島港は、 1907 年末までの

間に形成された中国沿岸諸港・神戸・ウラジオストーク間の東アジア商業ネ

ットワークを基盤に、 1908 年以後は、さらに欧米向けの輸出の販路を拡大
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していったことが窺える 253 。  

 膠州領総督府が発行している官報には、青島に寄港した船の出発地と次の

目的地が記載されている。それをもとに、1906 年と 1913 年の青島発着した

船の出発地と次の目的地を比較しよう。表 5・表 6 に示すように、1906 年に

は上海・煙台発青島着の汽船トン数で全体の 66.8％を、また青島発上海・煙

台着の汽船トン数も全体の 67.3％を占めている（実際の数値は、付録 3・ 4

を参照）。これより、1906 年時点では、華南経済とは青島－上海間の流通を

軸として、華北経済とは青島－煙台間の流通を軸とし、それに香港・神戸・

ウラジオストークとの流通が補完する構造になっていることが判る。  

 ところが 1913 年になると、表 7・8 が示すように、青島に寄港する汽船

の出港地において神戸の比重が高まっており、また華北沿岸の大連・牛荘や

ウラジオストークからの汽船が増加し、相対的に煙台の重要性が低くなって

いる。同年の青島を出港した汽船の目的地については、トン数別でみれば上

海との流通が圧倒的に大きくなっている。それに対して、煙台の比重が相対

的に低くなり、ウラジオストーク、神戸、大連、牛荘行きの汽船トン数が増

加している。上海行きの汽船トン数の増加は、欧米向けの輸出品がおおよそ

上海を経由したからである。また、ウラジオストークのトン数の増加も、シ

ベリア鉄道経由のヨーロッパ向け輸出品が増えたことに起因する。さらに、

大連・牛荘間の流通量の増加は、日露戦争後の日本の大陸進出と密接に関連

したものとみることができよう。神戸発青島行きの汽船トン数の増加は、綿

糸を中心とした日本の工業製品の流通拡大を意味している。なお、煙台間の

汽船隻数は、全体に対して大きな割合を占めているものの、トン数の比重が

低下していることは、煙台が地域経済外との大規模取引の通過港としてでは

なく、地域経済内流通の中継地として機能していることを意味している（付

録 5・6 参照）。  

 

 

 

 
                                                  
253  Tsingtaus Handel im Jahre 1910. I., in: TNN, 25. 7. 1911. 
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表 4 青 島 港 に定 期 的 に寄 港 した汽 船 会 社 一 覧  

会 社 名  経 由  開 設 年  

上 海 －青 島 －煙 台 －天 津 開 港 以 来 。 ド イ ツ 政 府 よ り 助 成 を 受 け

る。1901 年 に Hamburg-Amrika-Linie

に委 譲 。 

Rhederei M. Jebsen 

香 港 －青 島 －煙 台 －牛 荘 1902/03 年 度  

上 海 －青 島 －煙 台 －天 津 ドイツ政 府 より助 成 を受 けた定 期 航 路 。

1901 年 に Jebsen より引 き継 ぐ 

上 海 －青 島  1901 年 。 

ドイツ－青 島  1903/04 年 度 。 月 に 一 度 貨 物 船 を 運

航 。経 由 地 は不 詳 。 

神 戸 －青 島  1903/04 年 度 。 

香 港 －上 海 －青 島 －仁 川 1903/04 年 度 。定 期 ではなく需 要 に応 じ

て青 島 に寄 港 。 

Hamburg-Amerika-Linie 

青 島 －ウラジオストーク 1904/05 年 度 。 

大 阪 商 船 会 社  神 戸 －青 島 －煙 台 －神 戸 1902/03 年 度 。3 週 間 に 1 度  

China Navigation Co. 上 海 －青 島 －煙 台 －天 津

－牛 荘  

開 港 当 初 は 上 海 － 青 島 間 の み 。

1903/04 年 に路 線 拡 張  

Indo-China-Steam-Navigat ion Co. 上 海 －青 島  1903/04 年 度 。 

Peninsular ＆ Oriental  Steam 

Navigat ion Co. 

ヨーロッパ－青 島  1908 年 。経 由 地 は不 詳 。 

日 本 郵 船 会 社  神 戸 －青 島 －ヨーロッパ 1908 年 。経 由 地 は不 詳 。 

北 ドイツ＝ロイド社  ヨーロッパ－青 島  1910 年 。経 由 地 は不 詳 。 

出 典 ：本 表 は、Denkschrift ,  1898/1899-1908/1909 および Tsingtaus Handel im Jahre 1910. I ,  in :  

TNN, 25. 7 . 1911 を参 照 して筆 者 が作 成 した。なお、東 亜 同 文 会 調 査 編 纂 部 『山 東 及 膠 州 湾 』

博 文 館 、1914 年 、72-78 頁 にはより詳 細 な情 報 が記 載 されている。しかし、上 記 の表 とは異 な

る情 報 も多 く、また開 設 年 度 に従 って流 通 網 の形 成 を把 握 する目 的 により、同 書 の記 載 情 報

は上 記 の表 には加 えていない。上 記 の表 はなお不 確 定 情 報 を多 く含 むが、おおよその目 安 とし

て作 成 した。 
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表 5 1906 年 出 港 地 別 青 島 寄 港 汽 船 トン数 割 合  

1906年出港地別青島寄港汽船トン数割合

上海

煙台

香港

神戸

小樽

門司

マニラ

天津

その他

 

出 典 ：Amtblatt ,  1906 に掲 載 された出 港 地 の情 報 より筆 者 が算 出 したもの。  

実 際 の数 値 は付 録 3 を参 照 。  

 

表 6 1906 年 目 的 地 別 青 島 出 港 汽 船 トン数 割 合  

1906年目的地別青島出港汽船トン数割合

上海

煙台

神戸

ウラジオ
ストーク
大沽

香港　

門司

その他

 
出 典 ：Amtblatt ,  1906 に掲 載 された目 的 地 の情 報 より筆 者 が算 出 したもの。この場 合 の目 的 地 は

最 終 目 的 地 ではなく、次 の寄 港 地 を指 す。実 際 の数 値 は付 録 4 を参 照 。 
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表 7 1913 年 出 港 地 別 青 島 寄 港 汽 船 トン数 割 合  

1913年出港地別青島寄港汽船トン数割合

上海

神戸

煙台

大連

門司

香港

ウラジオストーク

牛荘

その他

 
出 典 ：Amtblatt ,  1913 に掲 載 された出 港 地 の情 報 より筆 者 が算 出 したもの。実 際 の数 値 は、付 録 5

を参 照 。 

 

表 8 1913 年 目 的 地 別 青 島 出 港 汽 船 トン数 割 合  

1913年目的地別青島出港汽船トン数割合

上海

煙台

ウラジオストーク

神戸

大連

牛荘

香港

門司

その他

 

出 典 ：Amtblatt ,  1913 に掲 載 された目 的 地 の情 報 より筆 者 が算 出 したもの。この場 合 の目 的 地 は

最 終 目 的 地 ではなく、次 の寄 港 地 を指 す。実 際 の数 値 は、付 録 6 を参 照 。 
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 最後に、青島港の対外貿易について検討しよう。表 9 は、膠海関貿易報告

に記載された 1910－1911 年の対外直接貿易の輸出入額比較表である。ここ

に記載された輸出入額は、物資の最終目的地を示したものではなく、物資が

経由地で荷揚げされることなく直接輸送された相手国での貿易額であり、し

たがって実際にその地で消費されたとは限らない。しかし、青島港の対外貿

易の情勢をおおよそ理解することができるだろう。  

 
表 9 1910 年 ・1911 年 対 外 直 接 貿 易 輸 出 入 額 比 較 表 （単 位 ：海 関 両 ） 

1910 1911  

輸 入  輸 出  総 計  輸 入  輸 出  総 計  

ドイツ 4,570,000 1,807,000 5,877,000 4,665,000 1,596,000 6,261,000

日 本  4,515,000 853,000 5,868,000 4,809,000 1,174,000 5,483,000

フランス 12,000 2,810,000 2,822,000 8,000 4,329,000 4,387,000

イギリス 132,000 1,205,000 1,337,000 199,000 1,551,000 1,750,000

米 国  711,000 57,000 768,000 1,282,000 124,000 1,406,000

ベルギー 440,000 299,000 739,000 522,000 393,000 915,000

オランダ 10,000 358,000 368,000 168,000 278,000 441,000

イタリア 2,000 138,000 140,000 3,000 237,000 240,000

スペイン - 85,000 85,000 - 44,000 44,000

オーストリア=ハンガリー - 49,000 49,000 2,000 56,000 58,000

香 港  1,170,000 409,000 1,579,000 1,214,000 139,000 1,353,000

ロシア（太 平 洋 岸 諸 港 ） 45,000 464,000 509,000 74,000 544,000 618,000

オランダ領 インドネシア 288,000 - 288,000 282,000 - 282,000

シンガポール、海 峡 植 民

地  

94,000 - 94,000 417,000 - 417,000

その他  43,000 6,000 49,000 281,000 2,000 233,000

総 計  12,032,000 8,540,000 20,572,000 13,926,000 10,467,000 23,888,000

出 典 ：Der Handel Tsingtaus im Jahre 1911, in :  TNN, 6. Aug. 1912 より筆 者 作 成 。総 計 の数 値 は

若 干 修 正 した。 
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 まず、輸入については、 1910 年・ 1911 年ともに、ドイツと日本が大きな

割合を占めており、ドイツと日本を合せて、1910 年に 75.1％、1911 年に 68.0％

であった。アメリカ合州国からの輸入額が、1910 年と比較して 1911 年に 80％

の増加を示している。これは石油の輸入量の増加分と報告された。次に輸出

については、フランスが最大の貿易相手国であり、それも 1910 年と比較し

て 1911 年には、 54％の増加を示している。その理由としてマルセイユ向け

の落花生の輸出が増加したことが指摘されている 254 。そしてドイツ、日本、

イギリスと続いている。 1911 年のアメリカ合州国の輸出額が 12 万 4000 海

関両と記載されているが、同国向けの輸出の大部分は上海を経由しており、

上海から同国向けの輸出総額は、およそ 150 万海関両と推定されている 255 。 

 1912 年の青島港貿易に関する膠海関報告によれば、日本からの輸入は 670

万海関両であり、これは日本からの綿製品の増加による。それに対し、ドイ

ツからの輸入は 280 万海関両であり、大幅に減少した。これは津浦鉄道の建

設が一段落したことによると推測され、ドイツからの輸入においてなお建設

資材が大きな割合を占めていたことを示していよう。輸出については、フラ

ンスがなお最大の貿易相手国であり、それも 480 万海関両と増加を記録して

いる。そのほか、ウラジオストークなどのロシア領太平洋沿岸諸港向けの家

畜・食肉輸出の増加により、輸出額も 94 万 4000 海関両と倍加した 256 。  

表１によれば、1910 年・1911 年の青島港の中国産品輸出額はそれぞれ 1717

万 1415 海関両、 1985 万 3669 海関両であったので、対外直接貿易の輸出額

が占める割合はそれぞれ 49.7%、52.7％となる。これらのデータからも、1910

年前後には、緊密化した東アジア商業ネットワークを基盤に、青島港が欧米

向けの対外輸出を増加させていったことを確認することができるだろう。  

 
 膠州湾租借地を対象とした植民地経済論では、いかに同地を商業植民地と

して地域経済間の流通の拠点とし、さらにその流通の拡大を基盤に、広域的

な商業ネットワークを形成するかが問われていた。膠州領総督府は、山東の

                                                  
254  Ebenda. 
255  Der Handel Tsingtaus im Jahre 1911. II, in: TNN, 7. 8. 1912. 
256  Tsingtaus Handel 1912, in: TNN, 15. 8. 1913. 
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開発／開放のリベラルな経済政策を推進すると同時に、物資・労働力の流通

が青島を経由して山東地域外への輸出に向かうように介入的な経済政策を

推進した。そのような政策の下では、膠州湾租借地における近代化の成果の

度合いを計る指標とされてきた流通量の増加そのものが、同地での植民地支

配を正当化するものであり、植民地政策と不可分の関係にあった。  

 当初、ドイツ植民地政策担当者たちは、膠州湾租借地では、自由港制度を

基盤に石炭輸出とドイツ工業製品の輸入という双方向的な経済戦略を軸と

した植民地経済を想定していたが、その戦略は山東経済との密接な流通を築

くことに失敗した。その代わりに新たに推進されたのが、麦稈真田のような

家内工業製品、落花生や原綿などの換金作物、落花生油・牛皮・食肉・卵な

どの加工業などによる多角的な輸出戦略であった。それを実現するために、

税関制度の改編による山東経済との関税上の一体化と中国沿岸商業ルート

との緊密化を企図した。 1907 年末までには、青島港は、定期航路を中心に

上海および華北沿岸諸港と密接に結びつき、 1908 年以降はさらに欧米への

輸出ルートを開拓し、それを基盤に輸出が顕著に増加することになった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 124



図 8 1911 年 頃 の青 島 港 の流 通  
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第 5 章 植民地社会秩序の再調整  
 

 

 

 

 

 1905 年末の膠州領総督府の経済政策の転換は、中国商人層を、租借地経

済の実質的担い手として認識せざるを得ないことを意味していた。租借地経

済における中国商人層の重要性が高まるほどに、植民地社会におけるその社

会的位置づけが問題になった。1907 年から翌 1908 年にかけて、ドイツ本国

においても中国においても、膠州湾租借地におけるドイツ植民地統治が批判

されるようになった。ドイツ本国においては、膠州湾租借地が経済成長を実

現したとしても、それ自体がドイツ経済に貢献するかどうかが疑問視される

ようになった。そのため、多額の国庫補助金を助成しつづける必要があるの

かどうかをめぐって議論が繰り広げられた。同時に中国においては、対列強

の利権回収運動の高まりと結びつく形で、ドイツの膠州湾統治に対する批判

が展開されることになる。  

 ドイツ本国からの批判に対抗するために、膠州湾租借地のドイツ系住民は、

本国および植民地行政に対する「自治」を要求するようになる。以下で示す

ように、この自治の内実は、第 3 章でみた団体調整的な社会秩序の構成原理

から逸脱するものではなかったが、その秩序内での中国系住民、とくに中国

商人層の位置づけが問われることになった。総督府は、租借地財政の収支を

均衡させるために、行政改革に着手したが、その際、租借地経済の実質的な

担い手であった中国商人層との合意が必要になった。統治初期に想定されて

いた植民地社会秩序には、そのような合意を調達するための政治システムは

存在しなかったために、既存のシステムをいかに調整し、そのなかにどのよ

うに中国商人層を組み込むかが問題になったのである。  

この議論の背景には、同時期の中国での利権回収運動の高まりがあった。

したがって、膠州領総督府の課題は、その政治潮流に対応した植民地社会秩

序を新たに構想することであった。1908 年 11 月、膠州領総督府は、自ら着
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手した埠頭行政の一元化による行財政改革に対する中国商人層が行ったボ

イコットによって、その課題に取り組まざるを得なくなる。  

 本章では、まず第 1 節で、ドイツ国内・中国におけるドイツ総督府の租借

地統治に対する批判について述べる。次に第 2 節で、そのような批判に対抗

して現れた膠州湾租借地在住のドイツ系住民の「自治」論と、その根幹であ

る総督府参事会の改革をめぐる議論を分析する。その際に、中国系住民の社

会的位置づけがどのように議論されたのかについて明らかにする。最後に、

第 3 節で、総督府の租借地行政の収入を高めるために試みた埠頭行政改革と

それに対する中国商人層のボイコット運動を取り上げる。そして、そのボイ

コット運動とその後の植民地行政への中国系住民の政治参加の方式の変化

から、それ以後の植民地社会秩序について論じる。  

 

 

 

第 1 節 膠州湾租借地統治への批判  

 

 

租借地経済と世界経済の連関 

 

1905 年 12 月の自由港の事実上の撤廃は、膠州湾租借地が中国との「関税

同盟」に入り、租借地経済と山東経済の一体化を促すものであった。山東か

ら鉱物資源を輸出し、ドイツ工業製品を山東市場に浸透させるという当初の

ドイツ経済政策の構想は変更を余儀なくされ、その代わりに多品目の山東農

産物を中心とした輸出指向の多角的な経済政策が推進されることになった。

その結果、租借地経済は、東アジア商業ネットワーク、さらにそのネットワ

ークを基盤とし、世界経済との結びつきをいっそう強めることになった。ひ

るがえって、それは租借地経済が世界経済の景気動向に影響を受けやすい経

済に変質することを意味した。  

 1907 年末から 1908 年初頭にかけて、租借地経済は初めて経済の後退を経

験した。 1907/1908 年度の膠州湾租借地に関する行政報告書によれば、 1907
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年秋からアメリカ合州国で発生した経済危機が、中国、日本、そしてシンガ

ポール、さらには東アジア全体に経済不況が波及した 257 。1906 年の時点で

は、膠州湾租借地は、当時の東アジア経済が全般的に不況下にあったとして

も、ほとんど影響を受けずに済んでいた。その不況の原因は、当時の中国の

対外貿易向けの決済通貨であったメキシコ・ドル相場の不安定性にあったが、

膠 州 湾 租 借 地 の 経 済 動 向 は 全 体 と し て 増 加 傾 向 に あ り 、 総 貿 易 額 は

1904/1905 年度と比較して 1905/1906 年度は 21％も増加した 258 。  

しかし、 1907 年秋にアメリカ合州国より波及した東アジア全体の経済危

機は、膠州湾租借地の経済に大きな打撃をもたらすものであった。通貨レー

トに関して言えば、1906 年には 1 メキシコ・ドルに対するライヒスマルク

の相場は 1 ドル＝2.25 マルクであったのが、 1908 年 5 月には 1.75 マルクに

下落し、 1908 年 9 月末にも 1.77 マルクで推移していた。メキシコ・ドルの

下落は、輸入品価格の高騰を導き、中国商人は対応に苦慮することになった。

また、輸出品については、絹糸・絹布製品および皮革製品はおよそ 40～50％

もの価格の下落を経験した。それらの品目と比較して、麦稈真田は大きな影

響を受けなかったとされるが、それは絹糸・絹布製品および皮革製品は欧米

市場の動向に大きな影響を受けるためと記載されている。輸出業者は、欧米

市場のみでは価格の下落による損害を補填できず、上海や煙台などで販路を

探すことになった。中国海関収入について言えば、1906/07 年度が 97 万 3352

海関両であったのが、1907/08 年度は 87 万 7727 海関両へと 9.8％、同年度の

比較で青島港に発着した汽船数について言えば、499 隻（54 万 6843 トン）

から 432 隻（51 万 9292 トン）へと 13.4％（5.0%）、さらに総督府収入も、

163 万 4354 マルクから 143 万 4076 マルクへと 12.2％も減少した 259 。  

 ただし、青島港における貿易輸出入額の長期的な推移を考慮すれば、実際

にはこの不況は、租借地経済にとって大きな意味をもたなかったように思わ

れる。確かに、1907 年の不況の影響によって、1907 年・1908 年の外国産品

の輸入額は、1906 年の 1701 万 4885 海関両から 1907 年には 1660 万 6545 海

                                                  
257  Denkschrift 1907/1908, in: SBVR, 253 (1909), S. 8. 
258  Denkschrift 1906/1907, in: SBVR, 245 (1907), S. 25. 
259  Denkschrift 1907/1908, in: SBVR, 253 (1909), S. 8-9. 
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関両、1908 年には 1598 万 31 海関両へと減少したものの、1909 年には 1960

万 119 海関両へと回復した。また、代わって中国産品の輸入額・輸出額はむ

しろ顕著に増大している。中国産品の輸入額は、1906 年に 228 万 2604 海関

両であったのが、 1907 年には 381 万 3750 海関両、1908 年には 407 万 6247

海関両へと、中国産品の輸出額は、 1906 年の 633 万 3733 海関両から 1907

年に 847 万 8325 海関両、1908 年に 1203 万 3307 海関両へとほぼ倍加した（数

値については、巻末付録 2 を参照）。このように、先述した 1907/1908 年度

の膠州湾租借地の行政報告書より長期的にみれば、この 1907 年の不況によ

るメキシコ・ドルの対外通貨に対する価値の下落は、租借地経済における中

国産品の割合を強化することになったとも言えよう。海関貿易統計によれば、

1911 年になると、青島港は中国沿岸の開港場のなかで、上海、天津、漢口、

広州、汕頭に次いで 6 番目の貿易量を記録することになる 260 。したがって、

この不況は、青島港と中国沿岸諸港との流通を増加させ、またその後に、山

東産品輸出を通じて世界経済と緊密に結びつく契機となったとも理解でき

る。  

 しかし、 1907 年の経済不況は、膠州湾租借地においてのみならず、ドイ

ツ本国においても膠州湾租借地全体にとっての経済危機として認識される

ことになった。他の植民地と比較して、膠州湾租借地へ投資された国庫助成

金の額が突出していたにもかかわらず、当初の膠州湾租借地における統治の

目標であった経済成長の後退が、たとえ一時的にでも現実になったことは、

ドイツ帝国経済全体にとっての膠州湾租借地の意義が問い直される契機を

もたらしたのである。  

 

 

 

 

                                                  
260  China. The Maritime Customs, Decennial Reports on the Trade, Industries, etc.,  of 
the Ports Open to Foreign Commerce, and on the Conditions and Development of the 
Treaty Port Provinces, 1902-11, vol. 1, Shanghai : Statistical Department of the 
Inspectorate General of Customs , 1913, p. 238. 
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租借地統治への批判 

 

 世界経済とより密接に連動することによって膠州湾租借地が経験した経

済不況は、ドイツ国内においてはドイツ植民地政策全般に対する批判の高揚、

中国においては沿岸開港場を中心に諸列強の経済利権に対する批判の高揚

が見られた時期と重なった。  

まず、ドイツ国内においては、1904 年および 1905 年にそれぞれドイツ領

西南アフリカとドイツ領東アフリカで勃発したアフリカ系現地住民の植民

地支配への抵抗を機に、ドイツ植民地政策の再編がドイツ国内で議論される

ようになり、現地での抵抗は 1906 年の帝国議会解散をもたらし、1907 年の

選挙の主たる争点となった 261 。膠州湾租借地に関して言えば、1906 年まで

はドイツ帝国議会においてアフリカにおけるドイツ植民地政策の方式が批

判されていたのに対して、海軍による膠州湾租借地の統治は成功例として賞

揚されていた 262 。しかし、1907 年の経済成長の後退と同時に、膠州湾租借

地もその批判の対象にされるようになる。  

1907 年 4 月 15 日付の「ケルン人民新聞（Kölnische Volkszeitung）」の社説

では、総督府への多額の国庫助成額と比べて、ドイツの対中国貿易額に目立

った変化が現れていないことを指摘した。その理由として、鉄道資材などの

ほかに、ドイツ工業製品は中国住民に普及していない点を挙げた上で、「膠

州湾を日本に再租借させるか、あるいは中国に返還する」という提案を真剣

                                                  
261  この時期の植民地政策の再編をめぐる議論については、Wolfgang Reinhard, 
„Sozialimperialismus“ oder „Entkolonialisierung der Historie“? Kolonialkrise und 
„Hottentottenwahlen“ 1904-1907, in: Historisches Jahrbuch, 97/98 (1978), S. 
384-417; Schulte-Althoff, Franz-Josef, Koloniale Krise und Reformprojekte. Zur 
Diskussion über eine Kurskorrektur in der deutschen Kolonialpolitik nach der 
Jahrhundertwende, in: Dollinger, Heinz/Horst Gründer/Alwin Hanschmidt (Hrsg.), 
Weltpolitik, Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer zum 65. 
Geburtstag am 30. Januar 1982, Münster/Westf.: Aschendorff, 1982, S. 407-425 を参

照。また、永原陽子「ドイツ帝国主義と植民地支配――『デルンブルク時代』

の植民地政策」『歴史学研究』第 496 号 1981 年 9 月、19－ 35 頁も参照。最近の

研究としては、Bradley D. Naranch, “Colonized Body”, “Oriental Machine”. 
Debating Race, Railroads, and the Politics of Reconstruction in Germany and East 
Africa, 1906-1910, in: Central European History, 33:3 (2001), pp. 299-338. 
262  Schrecker, Imperialism and Chinese Nationalism, pp. 217-218. 

 130



に問わなければならないと結んでいた 263 。  

さらに、 1908 年には、当時とくにベルリンのドイツ教養層に広く読まれ

た『プロイセン年報（Preußische Jahrbücher）』にメンゲ（Menge）が論説「膠

州領」を発表し、そこで膠州湾租借地の放棄を主張した。メンゲは、膠州湾

におけるドイツ支配が中国側に憤激をもたらしていることは疑いないとし、

膠州湾租借地の放棄によって、ドイツの対中国政策が経済的な目的のみ持つ

ことを明確にすべきだと述べたのである。彼は、決してドイツ植民地支配そ

のものを批判していた訳ではなく、アフリカおよび南太平洋におけるドイツ

植民地については、それらを絶対に保持することを主張していた。しかし、

中国ではドイツの利害は貿易による経済拡張にあるとし、市場開放政策を採

って、膠州湾租借地を上海のような共同租界にすることを提案した 264 。さ

らに、このような批判を念頭に置いて、帝国議会でも、 1908 年、中央党の

エルツベルガー（Mathias Erzberger）は、膠州湾租借地への国庫補助金の額

の高さを指摘して、その植民地統治の継続の必要性を問いただした（巻末付

録 7 を参照） 265 。  

 また、中国においても、新聞を媒体として、膠州湾租借地におけるドイツ

統治に対する批判が展開された。その背景には、1905 年 5 月に上海で始ま

ったアメリカ合州国における移民制限に反対した反米ボイコットがあり、そ

のボイコット運動は、1905 年 8 月、膠州湾租借地においても波及していた 266 。

このボイコット運動は、中国における諸列強の利権回収運動と結びつき、膠

州湾租借地に関して言えば、同地でのドイツ軍の駐留が敵視されていた。義

和団戦争時に、膠州領総督府は、山東鉄道建設の保護のために、租借地外の

行政所在地膠州と高密に軍隊を派遣し、その後もこの 2 ヶ所に駐留を続けて

                                                  
263  Die Kosten der ostasiatischen Politik, in: Kölnische Volkszeitung, 15. 4. 1907. 
この社説は、ドイツ北京公使館に伝えられている。BArch, R 9208/1244, Bl. 
39-40. 
264  A. Menge, Kiautschou, in: Preußische Jahrbücher, 128 (1907), S. 292, 298-299. 
265  Schrecker, Imeperialism and Chinese Nationalism, pp. 219-220. 
266  Lokalnachrichten, in: TNN, 13. 8. 1905. 同記事によれば、大包島で会社経営

者と買辦が多数参加した集会で文書による声明でボイコット運動への参加を呼

びかけ、ボイコット運動への参加を拒もうとした商人も参加を強いられたとい

う。また、この呼びかけのきっかけは、煙台の中国商人層の書状であったとさ

れている。  
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いた。このドイツ駐留軍は、山東におけるドイツの勢力拡張政策の象徴とし

て見られていた 267 。  

義和団戦争後、清朝政府は、変法運動の挫折以後、頓挫していた内政改革

に着手した。諸列強は、この制度改革に対して影響力をもつことが、その後

の中国市場における経済的優越を確保することになると考えており、その方

策として中国国内における教育・文化事業を推進していた。ドイツ外務省も、

同様の意図から対中国文化政策に取り組んでおり、こうした動きは、列強間

の対中国文化政策をめぐる競争状態を生み出した（第 6 章参照）。こうした

対中国文化政策は、列強の一方的な思惑によって達成できるものではなく、

ドイツ外務省は、むしろ清朝政府の「協力」を必要としていた。そのために、

ドイツ外交代表は、中国政府側に反ドイツ感情を高める可能性をできるかぎ

り排除することを望んでおり、このような政策上の配慮から、膠州領総督府

も 1905 年末に膠州領総督府も膠州および高密県のドイツ軍隊を撤退させる

ことになる 268 。中国現地の外交代表は、さらに膠州領における軍政そのも

のを問題視し始めていた。もちろん、海軍省が容認するはずはないと承知し

ながらも、在北京ドイツ公使館は、1908 年 12 月に、軍政が中国の憤激を引

き起こしている上に、行政への負担が過大となっているとし、帝国宰相に民

政への移行を提言していた 269 。  

 

 以上のように、膠州湾租借地における植民地統治は、ドイツ国内および中

                                                  
267  ドイツ北京公使館には、当時、中国各地の領事館から現地で発行されてい

た、ドイツに関する新聞記事の情報が寄せられていた。1905 年 3 月 7 日付の北

京公使館宛の報告書のなかで、済南領事H．ベッツ（Heinrich Betz）は、山東巡

撫胡廷幹と会談し反ドイツの扇動的な記事の事実誤認に対して、訂正記事を掲

載するように強力を求めている。Betz an Gesantschaft,  Abschrift,  Tsinanfu, den 7. 
3. 1905, in: BArch, R9208/1241, Bl. 36-37. 
268  ドイツの対中国文化政策については第 6 章を参照。また、膠州・高密から

の撤兵については、Hans-Christian Stichler, Die Orte Gaomi und Jiaozhou während 
der deutschen Kolonialherrschaft in China. Über einen wichtigen Abschnitt der 
Geschichte imperialistischer deutscher Chinapolitik Anfang des 20. Jahrhunderts, in: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Gesellschaftswissenschaftliche Reihe, 37: 2 (1988), S. 109-120. 
269  Rex an Bülow, 24. 12. 1908, in: BArch, R9208/1245, Bl. 67-78. ここには、民政

移行の提言の根拠となった公使館参事官 von Mutiusの調査報告書が資料として

添付されている。  
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国での批判に晒されることで、その正当性そのものが揺らぐようになってい

た。これに対して、ドイツ国内および中国に対しては、第 6 章に見るように、

これまでの経済成長を重視した政策理念に加えて、青島を対中国文化政策の

中心地として成長させることを謳うようになった。租借地内においては、ド

イツ系住民は、多額の国庫補助金の投資に見合ったドイツ経済への貢献が乏

しいという本国からの批判に対して、「自治」の論理を展開する。ドイツ系

住民は、一方では、植民地経済の成長により植民地財政を「自弁」すること

で、ドイツ本国に対する自治を要求し、他方では、総督府に対して、その植

民地自治を体現する総督府参事会における政策決定への自己の権限を強め

るように要求した。しかし、そこでは、実際の植民地経済の担い手である中

国系住民をどう位置づけるかが問われるようになった。中国系住民、とくに

中国商人層は自らの経済活動にかかわる重要な政策決定への関与を要求す

るようになった。これは植民地統治における秩序の再編を導くことになる。 

 

 

 

第 2 節 植民地自治論と総督府参事会改革案  

 

 

ドイツ系住民の植民地自治論と総督府参事会改革案 

 

 膠州領総督府は、当初から、その統治方針として、「本国当局に対する総

督府の最大限の自立性」と、経済活動に対する行政介入の「最大限の自制」

および「保護領の発展にしたがって、自治の拡大に顧慮して国家行政が縮小」

することを謳っていた（第 2 章第 1 節参照）。すなわち、膠州領総督府は、

二通りの「自治」を掲げていたことになる。前者は本国行政からの「自治」

であり、後者は植民地社会における「自治」の拡大であった。しかし、後者

の自治とは何か。これが租借地におけるドイツ系住民にとっての問題になる。 

 租借地における「自治」を体現したのは、総督府の下に置かれた総督府参

事会であった。総督府にとって、この総督府参事会は、ドイツ本国行政から
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の自立性の基盤となるべき総督の諮問機関であり、最終決定権を保持した総

督を頂点とする総督府官僚と経済市民層の合議システムであった。総督府官

僚については、定数はなく、各部局長が出席することとされ、ドイツ系住民

代表は、総督が直接任命する代表、商社代表、土地所有者代表の 3 名から構

成されることになっていた（第 3 章第 2 節参照）。ドイツ系住民にとっての

「自治」とは、本国からの自治だけではなく、植民地官僚に対して総督府参

事会における自らの政治決定権を強化することを意味していた。  

 それでは、ドイツ系住民は、どのようにして自らが望む「自治」を達成し

ようとしたのか。まず、本国からの批判に対しては「自弁自治（Selbsterhaltung, 

Selbstverwaltung!）」の論理を展開した。実は、 1905 年末の自由港制度の事

実上の撤廃は、膠州湾租借地の財政基盤の強化と組み合わされたものであっ

た。1905 年 12 月 1 日に改訂された関税規定によって、自由港が事実上撤廃

されると同時に、膠海関の関税収入の 20％が膠州領総督府に支払われるこ

とになっていた。これによって、膠州湾租借地のドイツ系住民は、植民地行

政における現地社会の「自治（Selbstverwaltung）」を得る根拠ができたと主

張した。1906 年 8 月 31 日付の『青島新報（Tsingtauer Neueste Nachrichten）』

に、「現地行政の新法令」と題された社説が掲載された。そこでは、この関

税収入の 20％が総督府収入に加わることで、軍事費を除外すれば、植民地

は「自弁」可能であると主張されている。その内訳としては、次のように説

明された。まず支出にあたる 1906/07 年度の民政費は、106 万 6628 マルクで

あり、軍民共同費のうち、民政費用分は 18 万マルクにすぎず、あわせて 125

万マルクとなる。次に収入としては、これまでの収入額に、 40 万マルクと

算出された関税収入 20％分を加えると 121 万 8000 マルクとなり、わずかに

マイナスとなるが、ほとんど自弁できる範囲内であると 270 。ちなみに、資

料源は異なるものの、膠州湾租借地の歳出表（1900～1913 年、付録 8）と膠

州湾租借地財政変遷表（付録 7）と対照させると、1908 年以降、総督府収入

は民政費を上回っている（ 1910 年以降の総督府収入の増収については次節

参照）。1906 年以降、この「自弁」の論理をもって、ドイツ系住民は、本国

                                                  
270  Neuordnung der Lokalverwaltung I, TNN, 31. 8. 1906. 
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に対する「自治」を主張するようになった 271 。  

 そして、ドイツ系住民は、同時に植民地官僚に対して、総督府参事会改革

を要求し、そこでの自らの権限強化を要求した。1906 年 9 月 1 日、『青島新

報』にドイツ系住民による総督府参事会改革案が提示される。それは、以下

の点からなる 272 。  

 

  （ 1）総督府参事会の全ての審議は公開すること。発言がそのまま記録

され、発言者に承認された議事録はできるかぎり速やかに（おお

よそ 3 日以内に）公表すること。  

 （2）総督府は 5 人の官職者と 5 人の民間代表者から構成される。  

  （ 3）官職者は以下の通り：海軍幕僚長、ドイツ事務担当官、中華事務

担当官、主計監、建設局長  

  （ 4） 5 名の民間代表者は以下の通り：従来通りの手続きに従って、規

定されるのは、総督任命の代表者、商業会議所の代表者、商社登

記簿に登録している非中国系商社の選挙による代表者、最低 50

マルクの納税義務を有する非中国系および中国系土地所有者の

選挙による代表者、そして最後に、ドイツの選挙法にしたがった

官吏も含む全住民選挙による代表者。  

（ 5）これらの代表者選挙全ては秘密投票によるものとし、 2 年任期と

する。  

  （ 6）総督府参事会に提出された法案のすべてを投票でき、それによっ

て異なる意見を明確にさせる。  

  （ 7）総督府参事会と個々の代表は、発議権と質疑権が認められる。  

  （ 8）予算案の作成は毎年、総督府参事会と協同で行われる。  

  （ 9）後に民間が関与することが望まれるような、新たな投資について

は全て総督府参事会で審議されなければならない。  

 

                                                  
271  この標語が『青島新報』の社説の表題として現れるのは、1908 年の以下の

ものが初出だが、その論理は本文にあるように 1906 年からすでに存在した。
Selbsterhaltung, Selbstverwaltung I, in: TNN, 1. 5. 1908. 
272  Neuordnung des Gouvernementsrates, TNN, 1. 9. 1906. 
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 これらの要求のうち、とくに争点になったのは、最初の 2 点であり、つま

り全ての審議を公開するかどうかという政策決定過程における「公開性」の

問題と、総督府参事会を構成するメンバーの「官僚」対「市民」の比率を同

数とするかどうかという点にあった。ここでは、法案・予算案の議決権を要

求することはなく、むしろ議決権の要求は「達成可能なもの」が何かについ

て無知であるとさえ指摘されており、総督の最終決定権に異論は提起されて

いない。議決権はあくまで総督にあり、その総督は、例外的にのみ多数意見

に抗することが想定されていた。ここで、住民代表が想定していた政治秩序

は、例外状況において最高権力者に支配を委ねることを前提とした団体調整

主義と呼ぶことができよう。そして、その団体利害の対立軸は「官僚」対「市

民」に設定されていた。  

 

 

総督府参事会の再編と中国系住民代表の行政参加問題 

 

 上記の提案を受けた膠州領総督府は、1907 年 3 月 11 日に総督府参事会を

開催した。このときには、膠州領総督トゥルッペルのほか、中華事務担当官

シュラマイアーをはじめ総督府の官吏が 8 人、民間代表として 2 人の商人ゲ

ッケ（Goecke）とアウグステーゼン（Augustesen）が出席した。トゥルッペ

ルは、これまで「自由選択的（ fakultativ）」であった総督府参事会を法的に

整備すると説明し、現在 3 名の住民代表の枠を 4 名にすること、予算案およ

び全ての条令を参事会で議論すること、住民代表の選挙を秘密選挙にするこ

とを提案した 273 。  

 先述したとおり、とくに争点になったのは、「公開性」の問題と参事会構

成メンバーの「官僚」対「市民」の比率を同数とするかどうかであった。あ

らかじめ結論から言えば、このどちらも達成されることはなかった。審議の

公開性については、トゥルッペルは、公開審議のための会場が確保できない

                                                  
273  Amtliches Protokoll über die Gouvernementsratsitzung vom 11. März 1907, in: 
Amtsblatt, 8:14 (1907), S. 71-84. トゥルッペルの提案については、72－ 73 頁を参

照。  
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こと、そして聴衆による審議の中断が起きないように規則を定める必要があ

るとし、現時点では困難と説明した。しかしながら、彼は、審議の公開は他

のドイツ植民地においても例のないことであるが、香港では同様の機関の審

議が公開されているので、将来的に審議を公開させることはありうると述べ、

その実現の可能性を示唆していた 274 。  

 これに対して、参事会の構成メンバーを「官僚」と「市民」で同じ議席数

とすることについては、トゥルッペルは明確に否定した。その理由として、

総 督 府 参 事 会 は 、 参 加 者 の 数 が 問 題 で は な く 、「 諮 問 団 体 （ beratende 

Korporation）」であり、「諮問の必要にしたがって構成」されるものであると

説明した。つまり、総督府参事会は、総督が専門家あるいは特別な利害関係

者の代表より諮問を受ける機関であると。この時点で、そのような代表者と

して、土地所有者、商社登記簿に記載された事業者、商業会議所の会頭が念

頭に置かれており、トゥルッペルは、もし植民地で工業が発達し、営業会議

所（Gewerbekammer）のようなものが設立されれば、その代表者を参事会に

迎えることに異論はないと述べている。しかし、ドイツ系住民が要求した植

民地全住民の選挙による代表選出については、トゥルッペルは、この「諮問

団体」の論理と合致するものではなく、またその問題の重要性から本国の海

軍省に問い合わせる必要があり、参事会改正法案の審議そのものが停止する

ことになると述べた 275 。  

 興味深いことに、この論理によって、総督は参事会に中華商務公局の代表

を参加させることを提案した。参事会に提示された法案では、「さらに総督

は参事会の審議に、審議の対象しだいで必要ないし目的に合致していると思

われる場合に限り、官職者として他の複数の保護領官吏、そして非官吏の構

成員として中華商務公局より 1 名を参加させることができる」とあり、その

条文の説明に際して、トゥルッペルはとくに「中華商務公局を強調したい」

と発言した。彼は、当初、中国系住民の代表は総督府参事会から全く排除さ

れており、そのために中華商務公局を設立したが、現在、総督府参事会にお

いて中華商務公局がまったく関与しないことは望ましくないと述べ、中華商

                                                  
274  Ebenda, S. 81-82. 
275  Ebenda, S. 75. 
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務公局からの非常任の代表参加を認めようとした。非常任の代表も投票権は

もつのかという質問に対しても、その投票権を認めている 276 。  

 また、中国系住民に関しては、きわめて限定的ながらも、もう一つの政治

参加の可能性があった。それは、 50 ドルの土地税の納入義務を有した中国

系住民が土地所有者の代表選出に際する選挙権を有していたということで

ある。この参事会で審議されていた改正法案では、100 ドルの土地税を納入

している者が選挙権をもつとされ、現行の規定より倍増されていた。ドイツ

系住民の主張でも、 50 マルクとされ、おおよそのライヒスマルクとメキシ

コ・ドルの交換レートは 1 対 2 であったので、100 ドルが想定されていた。

総督府の海軍軍令部顧問ギュンター（Günther）は、この額の設定を次のよ

うに説明している。1906 年の選挙では、有権者は、ヨーロッパ系住民 93 名

と中国系住民 53 名であった。選挙権有資格者を 100 ドルの納税者とした場

合には、ヨーロッパ系住民 60 名と中国系住民 28 名になり、割合としては大

差ない。商社登録簿の有権団体は 56 社であり、ヨーロッパ系住民の有資格

者 60 名は、その数とほぼ一致すると。しかし、参事会に出席したドイツ系

住民代表は、設定額は高すぎるので、 50 ドルに据え置くように主張し、総

督もこれを了承した 277 。  

 また、この選挙の方式に関して、ドイツ系住民が要求した秘密投票も議論

の対象になった。選挙権をもつ中国系住民にいかに秘密投票を理解させるか

が問題となった。住民代表の 1 人ゲッケは、中国系住民に対して知性の不足

を想定して、同権を与えずに 2 等扱いすることはならないと述べ、中華事務

担当官シュラマイアーも、教養が問題なのではなく 50 ドルを納入したかど

うかが問題だと指摘した。トゥルッペルもダブル・スタンダードを採用する

のではなく、中国系住民に選挙権を付与しないか、あるいは付与するのであ

れば、情況に応じて秘密投票の意図を教えていくことにし、方式を統一すべ

きと主張した。結局、中国系住民の有資格者が秘密投票の意図を理解するか

どうかについては、なお不明とし、そもそも秘密投票自体、ドイツ系住民に

とっても初めてのことであり、導入後にしばらく様子をみることで結着をみ

                                                  
276  Ebenda, S. 73-74. 
277  Ebenda, S. 75-76. 
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た 278 。  

 1907 年 3 月 14 日に「総督府参事会に関する条令」が公布・発効された。

『青島新報』の社説では、審議が非公開とされたこと、また議事録の公表も

発言者の署名が必要とされたこと、また参事会に参加するドイツ系住民代表

が 4 名になったのに対し、総督府官僚は 6 名とされたことに対して、「大き

な失望」が表明された。総督府官僚は、総督府海軍幕僚長、民政事務担当官、

中華事務担当官、総督府主計監、総督府医師の 6 名より構成され、ドイツ系

住民代表は、従来の総督府直接任命者、商社代表、土地所有者代表に加えて、

商業会議所の議長が新たに出席を認められることになった 279 。「自弁自治」

論によって、ドイツ系住民が植民地行政への関与の拡大を目指した試みは、

むしろ膠州湾租借地における政治的秩序の構成原理を再確認することにな

った。それは、団体調整（ korporativ）の原理であり、植民地行政側によっ

て植民地の政治に関与すべき特別の利害関係者に審議への参加を認めると

いうものであった。この論理によって、総督府は、ドイツ系住民側が念頭に

置いていた官僚と市民の参事会における同数化の要求を否定したのである。 

 

 しかし、植民地秩序の再編という観点からみれば、この総督府参事会改正

をめぐる議論では、中国系住民の社会的地位について、総督府の認識が以前

とは明らかな変化が見られる。中国系住民のうち、中華商務公局のメンバー

を総督府参事会の非常任の構成メンバーとして組み入れることで、この団体

調整的な植民地秩序の原理を補完しようとした。さらに土地所有者の代表選

出に際しては、中国系住民も、ヨーロッパ系・中国系という「人種」の原理

ではなく、有産者かどうかという観点から選挙権を付与されていたが、その

権利は確認・保持された。もちろん、被選挙権は与えられなかったが、被選

挙権の有資格者はドイツ帝国籍民と規定されていたので、それは他のヨーロ

ッパ系住民にとっても同じことであった。しかし、総督府海軍軍令部顧問ギ

ュンターが指摘したように、 1906 年に中国系住民のなかで選挙権の資格を

もつ者は、わずかに 53 名しかいなかった。1905 年に青島都市部の中国系住

                                                  
278  Ebenda, S. 79-80. 
279  Der neue Gouvernementsrat,  in: TNN, 22. März 1907. 
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民の人口は、2 万 8477 人（ 10 歳以上男性、2 万 4811 人、10 歳以上女性 2557

人）を数えていた（付録 1 参照）。したがって、中国系住民の選挙権有資格

者はきわめてわずかな割合にすぎず、しかもその選挙の対象はドイツ系住民

の土地所有者代表であって、大多数の中国系住民には関わりのない事柄であ

った。  

 

 

 

第 3 節 埠頭行政の再編と中国商人層の社会的地位の上昇  

 

 

埠頭行政の一元化問題 

 

 第 1 節でみたように、 1908 年に帝国議会で膠州湾租借地への多額の国庫

補助金の投入が批判されたことで、膠州領総督府は、自己収入を増加させる

ために、埠頭行政の再編を企図した。租借地経済の流通の中心である青島港

は、大港と小港から構成され、それぞれ汽船発着用の大港とジャンク船発着

用として機能することが見込まれていた。当初、大港の操業が開始するまで、

小港がこの二つの機能を担うこととされていたが、 1904 年 3 月の大港の第

一埠頭の開業後にも、汽船・ジャンク船の多くは小港を利用し続けた。その

理由は、埠頭使用料が大港の方が割高に設定されていたからである。総督府

は、この大港の埠頭使用料に小港の埠頭使用料を合わせることで、青島港の

埠頭使用料を統一し、大港が汽船発着用の港として本来の機能を果たすこと

を計画した。租借地財政の観点からは、この再編によって、事実上、小港の

埠頭使用料の増額をもたらし、総督府収入を増大させることになる 280 。  

                                                  
280  Schrameier, Aus Kiautschous Verwaltung, S. 150-151 によれば、1908/09 年度に

「埠頭・倉庫使用料」が追加され、その収入額は 39 万 5574 マルクで、総督府

歳入 236 万 5931 マルクのうち、16.7%を占めた。ちなみに、膠州領総督府の歳

入額については、いくつかの資料で数値が異なっている。また、同じ資料から

は、1908 年以後、総督府歳入で最も額の多い項目は、同年官営化された青島造

船所の 60 万 3667 マルクであり、「埠頭・倉庫使用料」はその次に多い。青島造

船所の最大の発注者は、総督府であったので、これはあらかじめ歳入増を見込
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 1908 年 6 月 22 日の総督府参事会の審議で、総督トゥルッペルは、本国の

議会で膠州湾租借地への国庫補助金が批判されていることを伝え、参事会の

メンバーに総督府収入を増やす方法を提案するように求めた。住民代表は、

土地税の増額も港税・埠頭使用料の増額にも反対し、総督にそうした計画が

あるかどうかを問いただした。これに対して、トゥルッペルは、さしあたり

港税に関してはそうした計画はないとしながらも、埠頭行政については改編

の可能性を示唆していた 281 。その後、7・8 月の審議を経て、1908 年 9 月 1

日付で、1908 年 10 月 31 日に既存の埠頭使用規則が廃止され、1908 年 11 月

1 日より新規則が発効するとの旨が布告され、9 月 2 日付で、その新たな埠

頭 行 政 の 一 元 化 を 目 的 と し た 「 埠 頭 ・ 倉 庫 規 則 （ Kajen- und 

Lagerhausordnung）」が布告された 282 。  

しかし、この新規則に対しては、ドイツ商人層だけではなく、中国商人層

も懸念を表明した。青島商業会議所より意見を求められた青島の中国商業会

議所は、総督に請願書を宛て、またその謄本を青島商業会議所に送付した。

その謄本は、『青島新報』紙上で公表された。この請願書では、まず、埠頭

行政を一部局に集中させることは、流通の停滞をもたらしかねないので、一

社に委託させることのないようにすること、次に、使用料の徴収は今までど

おり、個々の商人からではなく船舶会社から徴収することを要求した 283 。

さらに、 9 月 20 日には、中華商務公局を介して、膠州領総督府に宛てた中

国商人連名の請願書が『青島新報』紙上に公表された。そこでも、埠頭行政

を従来通りのままとするように、要求されており、その際に、以下の 2 点が

                                                                                                                                                  
んだ官営化であったと思われる。  
281  Protokoll über die Gouvernementsratssitzung vom 22. Juni 1908, in: Amtsblatt, 
9: 50 (1908), 
S. 381-386. とくに 384 頁参照。  
282  Bekanntmachung. Kajen- und Lagerhausordnung, in: Amtsblatt, 9:38 (1908), S. 
281-295. 
283  Kajen- und Lagerhausordnung, in: TNN, 19. 9. 1908. ここでは、中国商業会議

所（ die chinesische Handelskammer）と署名されているが、その後の請願書では、

中華商務公局と署名されている。1910 年に同名の青島商務総会（ die chinesische 
Handelskammer）が設立されているが、総督府によって認可される以前に、中

華商務公局のほかに、斉燕会館・三江会館・広東会館のような出身地別の団体

ではなく、この記事から見られる die chinesische Handelskammerのような組織が

設立されていたかどうかは不明。  

 141



懸念されていた。  

 

（ 1） 1 部局が埠頭行政を統轄し、行政の一元化が計られることになって

いるが、使用料の徴収がどのような形態になるのかが不明であり、そ

の徴収を一社が独占的に認可されることになった場合には、流通に困

難をきたすことになる。  

（2）新規則では、1 トンあたり 50 ドルの使用料に統一されることになっ

ているが、品目別に使用料の徴収の単位を重さにするか大きさにしな

ければ、青島の商人層に不利をきたしかねない 284 。  

 

 この埠頭行政改革をめぐる問題は、以下にみるように、中国商人層のボイ

コット運動を機に、ドイツ系住民の「自治」論ですでに示唆されていた、植

民地社会における中国商人層の位置づけの再調整へと結びつくことになる。 

 

 

中国商人層のボイコット運動とその後の植民地社会秩序の再編 

 

 1908 年 10 月 13 日に埠頭使用料の規定が公布された。そこでは品目ごと

の使用料が記載されており、当初の統一的な料金に対する懸念は解消された

285 。しかし、11 月 1 日、新規則が発効すると、青島の中国商人層は、ボイ

コット運動を展開した。その内容は、ドイツ船舶会社ハンブルク＝アメリカ

汽船会社に物資を配送しない、あるいは上海の山東商人団体が青島港を迂回

するように決議するといったものである 286 。ボイコットの理由は、懸念さ

                                                  
284  以下の『青島新報』への投書は、中国商人層の請願を公表して、あたかも

全てのドイツ商人・中国商人が埠頭行政の一元化に反対しているかのように報

道されていることを批判し、中国商人層を道具化することを戒めている。
Sprechsaal. Handelskammer und Kajenverwaltung. Von einem Mitglied der 
Handelskammer, in: TNN, 21. 9. 1908. 
285  Gebührenordnung, in: Amtsblatt, 9:43 (1908), S. 317-334. 
286  ハンブルク・アメリカ汽船会社への物資の配送拒否については、
Verhandlungen der Handelskammer mit Seiner Exzellenz dem Gouverneur über die 
Kajenordnung, in: Amtsblatt, 9: 50 (1908), S. 386-389. 上海の山東商人団体の決議

については、Lokales, in: TNN, 8. 11. 1908. 
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れたように、膠州領総督府は、埠頭局の暫定措置として、広東の商社Wingkee

に埠頭行政を委託したからである。11 月 17 日、青島商業会議所より派遣さ

れたシュミットが、総督トゥルッペルと協議し、Wingkee一社への委託契約

を解除し、複数のヨーロッパ系船舶会社に業務を委託することを要求した

287 。そして、11 月 25 日、青島商業会議所は、前述の要求と同じく、埠頭

運営をWingkee一社への委託の代わりに複数の利害関係者に委託するように

決議を行い、総督もこの提案を受け入れた 288 。この合意によって、中国商

人層によるボイコットも収束し、再び物資の流通が開始された 289 。  

 このボイコット運動は、租借地経済における中国商人層の役割の大きさを

膠州領総督府に再認識させることになった。同時に、膠州領総督府は、現地

の中国商人層の政治意識が国民主義的な傾向を強めており、山東地方行政と

の連携を望んでいると見ていた 290 。こうした認識をもちながらも、膠州領

総督府は、租借地経済の実質的な担い手である中国商人層と協同していく政

策を採用した。 1910 年 8 月 18 日に中華商務公局は解散され、その役割は、

以下の新たな機関および代表が担うことになった。1 つは、その前日の布告

で認可された青島華商商務総会と名づけられた中国系商人の商業会議所で

あり、これは中国商人間の民事の係争を処理する課題を担った。もう 1 つは、

同日公布された公挙参議督署董事章程によって規定された 4 人の中国系住

民代表（＝董事）である。この 4 人の選出・任命方式は、山東省・直隷省［現

河北省］出身商人の同郷組合である斉燕会館より 2 人、上海・寧波出身商人

の同郷組合である三江会館および広東商人の同郷組合である広東会館より

各 1 人が推薦され、総督によって任命されることになっていた。これらの代

表は、総督府参事会に出席し、中国系住民に関わる問題への発言が認められ

た 291 。以前は、総督府参事会に参加した住民代表はドイツ帝国籍民に限ら

                                                  
287  Verhandlungen der Handelskammer mit Seiner Exzellenz dem Gouverneur über 
die Kajenordnung, in: Amtsblatt, 9: 50 (1908), S. 386-389. 
288  Lokales, in: TNN, 28. 11. 1908. 
289  Lokales, in: TNN, 2. 12. 1908. 
290  Truppel an Tirpitz, Zur Neugung der Chinesen des Schutzgebiets, 15. 3. 1909, in: 
BA/MA, RM 3/6761, Bl. 227-228. 
291  Satzungen für die Chinesische Handelskammer in Tsingtau. Vom 17. August 1910, 
in: Amtsblatt, 11: 33 (1910), S. 213-222; Verordnung betreffend Auflösung des 
chinesischen Kommittees. Vom 18. August 1910, in: Amtsblatt ,  11: 34 (1910), S. 
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れており、中国系住民は一定以上の土地所有者にのみ選挙権を有していたに

すぎなかった 292 。上記の章程は、その 4 人の代表が総督府参事会において

直接自らの利害を発言することを認めるものであった。  

ドイツ本国における租借地統治批判への対応から生じたドイツ系住民の

「自治」論は、租借地の自治を体現する機関であった総督府参事会改革問題

を提起することになった。しかし、その改革問題は、同時に、膠州領総督か

ら租借地経済の実質的な担い手であった中国商人層の政治参加のあり方を

めぐる議論を誘起することになった。この総督府参事会改革をめぐる議論で

は、中国商人層の参事会への出席および発言権の認可は、結局、立ち消えに

なった。しかし、 1908 年に総督府が租借地財政の歳入を増やすために実施

した埠頭行政一元化問題は、中国商人層のボイコットの原因となり、それに

よってふたたび中国商人層の行政参加のあり方が問われることになった。そ

こでは、いかに中国商人層を租借地行政に編入するかが問題となった。その

例として、ボイコット時のドイツ系住民の発言のなかには、「われわれの中

国人協同市民（ unsere chinesische Mitbürger）」という表現を見出すことがで

きる 293 。その編入の方法は、従来の総督を頂点に置く団体調整的な政治シ

ステムを逸脱するものではなかった。参事会への中国系住民代表は、中国商

人層の既存の同郷組合を基盤とした選出方式であり、その発言権が中国系住

民に関わる問題に限られたように、利害関係者の代表にその利害が関わる限

りでの参与を認めたのである。  

1910 年 8 月、中華商務公局は解散し、新たに青島華商商務総会が発足し

た。しかし、この青島華商商務総会の正式な発足以前に、中国商人層は、自

前の商業会議所を設立しており、前身の中華商務公局と比較して、膠州領総

督府に対してかなり自律的な活動を展開していた。例えば、 1910 年 1 月に

は、この商務総会が中心になって、清朝国家の負債軽減のための拠金を集め

る活動を呼びかけ、この商務総会に主たる金庫を設け、各会館にもそれぞれ

                                                                                                                                                  
227; Bekanntmachung, betreffend Ernennung chinesischer Vertrauensleute, in: 
Ebenda, S. 228. 
292  Mühlhahn, Herrschaft und Widerstand, S. 210. 
293  Selbsterhaltung, Selbstverwaltung!, in: TNN, 1. 5. 1908. 
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副次的な金庫を設けている 294 。また、1910 年 6 月には、南京の物産展に山

東東部の生産物を送ることを決定している 295 。このような中国商人層の租

借地外と関わる政治活動・経済活動の自律性に対して、膠州領総督府は、そ

れが中国における国民意識の高まりと関連するものと認識しながらも、その

植民地統治の正当性を脅かすものでない限り、放任する姿勢をとっていた

296 。むしろ、膠州領総督府は、膠州湾租借地におけるドイツの植民地支配

が、中国の国民意識と対立しない論理と社会秩序のあり方を模索する必要に

迫られていたのである 297 。  

 この膠州湾租借地における「自治」のあり方の変化を図で示したのが、図

9 である。先述したように、中国商人層には、総督府参事会への代表派遣に

よって、行政への限定的な直接関与が認められた。この中国系住民に関わる

案件にのみ中国系商人層の有力者に発言権を認めるというこの限定性は、総

督府が意図した青島における中国系住民との「協同」を端的に示している。

植民地人口の大部分を占める工場労働者・都市雑業層は、依然として植民地

経済にとっての資源であり、管理の対象にすぎず、植民地行政の決定過程の

外部に置かれたままであった。この意味で、総督府による 1910 年の行政改

革は、階級の論理を崩さない形で、植民地社会の秩序を再調整したと言えよ

う。これは、1911 年の辛亥革命によって大量の旧清朝大官が青島に亡命し、

中国系住民の人口が増加した際に、膠州領総督府は、富裕な中国系住民にヨ

ーロッパ系住民の居住区への居住を認めたこととも一致する（条令は 1914

年 1 月 15 日発布） 298 。第 3 章で述べたように、当初の膠州湾租借地の社会

層の空間配置を規定する基準であった「人種」と「階級」は、より「階級」

の論理に重点が置かれるようになり、旧清朝大官の青島への流入に際しては、

その変化に相応した形での空間配置の微調整が行われたのである。こうした

空間配置と社会秩序をめぐる政治は、組織化の程度の異なる工場労働者と都

市雑業層の場合に、どのような展開をみせたのかについては、青島における

                                                  
294  Lokales, in: TNN, 15. 1. 1910; Lokales, in: TNN, 22. 1. 1910. 
295  Lokales, in: TNN, 19. 6. 1910. 
296  Truppel an Tirpitz, Zur Neugung der Chinesen des Schutzgebiets, 15. 3. 1909, in: 
BA/MA, RM 3/6761, Bl. 227-228. 
297  この点は、第 6 章のドイツの対中国文化政策の論理にも明確に現れている。 
298  Huang, Qingdao, S. 110-111. 
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日本統治期に関わる問題であり、今後の課題としたい 299 。  

 

図 9 膠 州 湾 租 借 地 の「自 治 」 
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299  例えば、 1925 年の青島在華紡争議を分析した、高綱博文「黎明期の青島労働

運動――1925 年の青島在華紡争議について」『東洋史研究』第 42 巻第 2 号 1983 年

9 月、 61－ 92 頁参照。  
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第 6 章 ドイツの対中国文化政策の論理と膠州湾租借地 

 

 

 

 

 

 1907 年から 1908 年にかけて高まったドイツ本国・中国の双方における膠

州湾租借地統治への批判は、その支配の正当性を揺るがすものであった。ま

ず、膠州湾租借地経済の一時的停滞は、単に過渡的な事象として認識されず、

その植民地経済のドイツ経済への貢献そのものへの不信が広がることにな

った。これに対して、経済成長の実現によって植民地支配の正当化を図った

海軍省と膠州領総督府は、支配の継続のために別の正当化の論理を必要とし

た。次に、中国における利権回収運動の広がりは、中国全体におけるドイツ

利害の拡大に努めていたドイツ外務省の対中国政策にとって、膠州湾租借地

における軍政そのものがその桎梏となりかねない事態をもたらした。  

このようなドイツ国内政治・中国における政治情況において、膠州領総督

府が選択した政策は、 1905 年末以降の輸出指向型の経済政策と並行して、

膠州湾租借地を外務省が推進する対中国文化政策の中心的拠点とする文化

政策であった。実際には、膠州湾租借地をドイツ文化の中心地とする発想は、

すでに統治当初より存在した。それは、具体的には青島港に最新の港湾設備

の建設・インフラ整備を行い、ドイツの科学技術の達成度を宣伝する常設の

展示場の役割を担わせるものであった 300 。しかし、義和団戦争以後、清朝

政府の内政改革への影響力をめぐる列強間の競争の高まりによって、ドイツ

外務省は積極的に対中国文化政策を推進することになる。膠州領総督府は、

その支配の正当性が揺らいだ時期に、同時期に推進されていたドイツ外務省

の対中国文化政策と膠州湾租借地の意義を結びつけようとしたのである。  

                                                  
300  この論理が明確に示されている例として、以下を参照。Georg Michaelis, Was 
ist Kiautschou wert? Berlin: Reimer, 1898, S. 14-16. ちなみに、著者は、1885～ 1889
年に東京帝国大学で法学を講義し、1918 年にベートマン＝ホルヴェークの後を

継いで帝国宰相となったミヒャエーリスその人である。これは、 1898 年 6 月 8
日にアルンスベルクの「学術協会」の講演録である。  
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 本章では、このドイツの対中国文化政策を推進した 2 人のイデオローグを

取り上げる。1 人は、ドイツ中国学者の泰斗フランケ（Otto Franke）であり、

もう 1 人はヴィルヘルム期に最も読まれた対外政策論者の一人ローアバッ

ハ（Paul Rohrbach）である。この 2 人の主要な論説を分析することで、膠州

湾租借地をその中心に位置づけたドイツの対中国文化政策の論理を明らか

にする。  

 まず、対中国文化政策について触れる前に、第一次世界大戦以前のドイツ

の対外文化政策全般についての画期的研究であるユルゲン・クロースターヒ

ュースの論点を整理しよう。彼の研究は、文書館史料・同時代文献を駆使し

た網羅的な研究であり、第一次世界大戦以前のドイツの対外文化政策全般に

ついて、これを超える研究はいまなお存在しない。その論点は、以下の 6

点に要約される。  

（1）ドイツの第一次大戦以前の対外文化政策は、1913 年時点で帝国宰相

ベートマン＝ホルヴェーク（Theobald von Bethmann-Hollweg）によって否定

されており、政府方針から除外されていたと評価されていたが、政府内部資

料では、ベートマン＝ホルヴェークは対外文化政策を推進するように指示し

ており、従来の見解は誤りであったこと、（ 2）ドイツの対外文化政策は、1906

年外務省法務局（AA-IIId）外国学校制度担当に外国学校教育の専門家シュ

ミット（Franz Schmidt）が招聘されて以来、同省内でドイツの対外文化政策

に関わる膨大な活動が行なわれていたこと、（ 3）1906 年と 1911 年の「モロ

ッコ危機」を契機に、対外文化政策はドイツの対外的孤立化に対抗する手段

として考えられていたこと、（4）その対象地域は、中国・中東・ラテンアメ

リカであったこと、（5）その担い手は教養市民層であり、彼らによってドイ

ツと対象国の名称を併記した協会（例えば「ドイツ・中国協会」）が多数設

立されたこと、（ 6）対外文化政策の論理は、「平和的な」ドイツ勢力の拡張

であり、文化政策によって対象地域におけるドイツの経済的勢力を増進させ

ようとするものであったこと、である 301 。  

                                                  
301  Jürgen Kloosterhuis, Deutsche Auswärtige Kulturpolitik und ihre Trägergruppen 
vor dem Ersten Weltkrieg, in: Kurt Düwell/ Werner Link (Hrsg.), Deutsche 
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 クロースターヒュースの分析は、上記の制度的な側面だけではなく、その

イデオロギー的な背景にも及んでいる。彼によれば、そのイデオロギー的中

核は、文化史家ランプレヒト（ Karl Lamprecht）の「新理想主義（ Neuer 

ldealismus）」であった。それは、ゲーテの時代の「理想主義」からコスモポ

リタン的な政治的基本姿勢を受け継ぎ、新たな政治的ナショナリズムから帝

国主義的目標を導き出すものであった。そこでは、権力政治的な拡張政策は

もはや選択されるべきではなく、他の「文化国民（Kulturnation）」とともに、

文明化の課題を担うことが要求され、ドイツは、とくに「物質的」にも「精

神的」にも特別にその能力をもつとされた 302 。また、この当時のドイツの

「文化学（Kulturwissenschaft）」と帝国主義政策とのイデオロギー的関係に

ついて、リューディガー・フォム・ブルッフは、当時の知識人の言説を分析

し、その中心的課題が「国民戦争」、「社会問題」そして「世界政策」と変容

するにつれて、その鍵となる形容詞も「国民的」、「社会的」、さらに「文化

的」へと変容した、と指摘している。そして、その「社会的」から「文化的」

への転換は、世紀転換期に生じたと述べている 303 。これらの研究成果が指

摘するとおり、第一次世界大戦以前において「文化」がドイツ教養市民層の

対外政策論の中心的なタームであったとすれば、それは第一次世界大戦中の

ドイツ知識人層のあいだで唱えられた「文明（Zivilisation）」に対抗する「ド

イツ文化（ deutsche Kultur）」という戦争遂行イデオロギーの論理形成にかか

わるきわめて重要な問題となるであろう。その戦争遂行イデオロギーは、物

質文明批判から由来し、「文明」としての西洋に、精神性を唱えた「ドイツ

文化」の思想を対抗概念として提示するものであった 304 。  

 ドイツの対中国文化政策については、従来、教育制度、言語教育、医学な

                                                                                                                                                  
Auswärtige Kulturpolitik seit 1871, Köln: Böhlau, 1981, S. 7-35; ders., „Friedliche 
Imperialisten“. Deutsche Auslandsvereine und auswärtige Kulturpolitik, 1906-1918, 
Teil I, Frankfurt a. M.: Lang, 1994, S. 3-31. 
302  Ebenda, S. 33-35. 
303  Rüdiger vom Bruch, Kulturimperialismus und Kulturwissenschaften, in: Berichte 
zur Wissenschaftsgeschichte, 13 (1990), S. 83-92. とくに 85 頁を参照。  
304  近年、世紀転換期頃の物質文明批判と第一次世界大戦の知識人たちのイデ

オロギーとの関連について、いくつかの研究が公刊されているが、さしあたり

以下を参照。Barbara Beßlich, Wege in den >Kulturkrieg<. Zivilisationskritik in 
Deutschland 1890-1914, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. 
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どの分野が研究対象とされ、その際には、ドイツ側の文化政策の意図、中国

側との折衝、および実際の活動が明らかにされてきた 305 。さらに、メヒト

ヒルト・ロイトナーとクラウス・ミュールハーンの共同論文は、 1907 年以

来ドイツの膠州湾租借地の対中国文化政策上の存在意義が一層強調される

ようになったことを明らかにした。その論文では、ドイツ海軍省および膠州

領総督府は、膠州湾租借地の経済的・軍事的意義が疑われるようになるにつ

れ､植民地政策批判に対抗する新たな存在意義を見い出さねばならず、同租

借地を以前より明確に東アジアにドイツ文化を普及するための拠点として

位置づけることが必要になったと主張されている。さらに、この試みが、文

化政策の推進によって、中国におけるドイツの経済勢力の強化を意図したも

のであったと指摘されている 306 。  

 以上の対中国文化政策に関する研究に共通した見方は、政策を支えた思想

が「文化伝道（Kulturmission）」論であったとしている点である。その思想

とは、「ドイツの知と精神」を対象地域に浸透させ、それによってドイツの

国際関係上の経済・政治的地位を確保しようとするものである 307 。このよ

うな論理においては、対象地域である中国を文化的に劣位にある他者とみな

し、「文化的に教育する」ことを使命とする「文明化の使命」論と相似して

                                                  
305  中国の教育制度へのドイツ教育制度の影響については、Yi Huang, Der 
deutsche Einfluß auf die Entwicklung des chinesischen Bildungswesens von 1871 bis 
1918. Studien zu den kulturellen Aspekten der deutsch-chinesischen Beziehungen in 
der Ära des Deutschen Kaiserreichs, Frankfurt a. M.: Lang, 1995. 中国におけるド

イツ語教育については、Roswitha Reinbote, Kulturexport und Wirtschaftsmacht. 
Deutsche Schule in China vor dem Ersten Weltkrieg, Frankfurt a. M.: Verlag für 
Interkulturelle Kommunikation, 1992. 医学については、Wolfgang Eckart, Deutsche 
Ärzte in China 1897-1914. Medizin als Kulturmission im Zweiten Deutschen 
Kaiserreich, Stuttgart: Fischer, 1989. 甲州湾租借地における教育制度については、
Chun-Shik Kim, Deutscher Kulturimperialismus in China. Deutsches 
Kolonialschulwesen in Kiautschou (China) 1898-1914, Stuttgart: Steiner, 2004. 
306  Leutner/Mühlhahn, Die „Musterkolonie“, S. 413-414. このほか、対中国文化政

策に関する研究としては、Françoise Kreissler, L’action culturelle allemande en 
Chine. De la fin du XIX siècle á la Seconde Guerre Mondiale, Paris: Éditions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, 1989 があるが筆者は未読。また、クラウス・

ミュールハーンは、別の論稿で、日常史的な視点から青島特別高等学堂の学校

生活における中国人学生の規律化を論じている。Vgl. Klaus Mühlhahn, Der 
Alltag an der Hochschule in Qingdao. Deutsche, Chinesen und die universitäre 
Bildung, in: Berliner China-Hefte, 15 (1998), S. 12-30. 
307  Leutner/Mühlhahn, Die „Musterkolonie“, S. 413. 
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いたことが前提とされている。  

 

 以上のドイツ対外文化政策と対中国文化政策に関するこれまでの研究成

果に対し、本章では、次の 3 つの課題が設定されている。  

 （ 1）第一次世界大戦時に戦争遂行のプロパガンダでは、「ドイツ文化」が

「文明」と対置されるようになったが、それは対外文化政策論の形成といか

なる関係にあったのか。先述のクロスターヒュースは、対外文化政策におけ

る「文化」というタームは「文明」と同様の意味で用いられていたと指摘し

ている 308 。しかし、たとえ「文化」が「文明」と対立する概念として用い

られなかったとしても、対外文化政策の論理が形成される過程で、どのよう

に「ドイツ文化」と「西洋文明」一般とが関連づけられていたのかについて

考察する必要があるだろう。なぜなら、対外政策においても「ドイツ文化」

は、他の欧米列強の「文化」と差異化されなければ、「ドイツ的」であるこ

との意義を消失してしまうからである。この問題は、従来の対中国文化政策

に関する研究では論じられていない。  

 （ 2）対中国文化政策論の先行研究では、中国はこれまで「文化伝道」の

対象としてしか言及されなかった。より正確に言えば、中国の知識人がドイ

ツの文化政策をいかに受容したのかについては言及されたとしても、対中国

文化政策論の思想形成において、中国がどのように扱われていたのかについ

て詳細に分析されたことはなかった。しかし、実際の対中国文化政策の主要

な理論家であるフランケとローアバッハは中国思想との対決・理解・摂取を

通じて、自己の文化政策論を形成していった。本論は、その過程を分析した

上で、ドイツの対中国文化政策の論理を認識論上のレベルから批判すること

を意図している。  

 （ 3）対中国文化政策は植民地政策と不可分の関係にあった。対中国文化

政策を正当化する論理は、ドイツの中国における植民地支配を正当化する論

理と相補関係にあり、そしてその論理は、ドイツのアフリカ植民地政策との

対比の上で構成されていた。これまでの先行研究では、対中国文化政策と植

民地政策との関係を論じることはあっても、それをドイツのほかの植民地支

                                                  
308  Kloosterhuis, „Friedliche Imperialisten“, S. 16-17. 
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配との関連で論じられることはなかった。本章は、とくにアフリカ植民地と

の対比で中国がいかに論じられているのかを取り上げ、対中国文化政策論を

ドイツ植民地主義全体のなかに位置づける。  

 この 3 つの諜題にこたえるために、本章では、対中国文化政策を推進した

2 人の中心的なイデオローグの論理を分析する。  

 1 人は、ドイツの中国学の泰斗フランケである 309 。彼は、1910 年に膠州

湾租借地に青島特別高等学堂を設立する際に、中国側との交渉を担当した人

物である。 1888 年に外務省の通訳官候補生として中国に派遣され、三国干

渉、膠州湾占領、さらに義和団戦争の際に通訳官として直接これらの事件に

関与し、 1902 年まで同職にあった。その後、中国通として文筆活動をはじ

め、1903 年より乞われて在ベルリン中国公使館で雇用された。そして、1903

年から 1905 年までドイツ植民地協会で 3 度の講演を行った 310 ｡この講演以

来、フランケは対中国文化政策を論じるようになる。 1908 年に張之洞と青

島特別高等学堂の設立交渉を終えた後、 1909 年にハンブルクで新設された

植民研究所の東アジア言語･歴史講座の教授として招聘された。第一次世界

大戦後、ベルリン大学で教授を務め、 1946 年に他界した。彼の対中国文化

政策に関する論説のなかで、彼の主張が最もよく現れているのはドイツ植民

地協会での講演である。したがって、本章では、この講演を主として分析対

象とし、彼のほかの論説は必要な限りで補足する。  

                                                  
309  Otto Franke (1863-1946)の中国活動についての経歴は以下の自伝を参照。
Otto Franke, Erinnerungen aus zwei Welten, Berlin: Walter de Gruyter, 1954. 
310  第 1 回講演は 1903 年 2 月 25 日に「中国における改革運動の起源（Der 
Urspung der Reformbewegung in China）」との題で、第 2 回講演は 1904 年 2 月 18
日に「今日の中国における精神的諸潮流（Geistige Strömungen im heutigen 
China）」との題で、第 3 回講演は 1905 年 2 月 23 日に「最近 50 年の東アジア史

は私たちに何を教えるか（Was lehrt uns die ostasiatische Geschichte der letzten 
fünfzig Jahre?）」との題で行われた。第 2 回、第 3 回講演は、主催したドイツ植

民地協会ベルリン・シャルロッテンブルク部局から、小冊子として以下に収録

されている。Verhandlungen. Abteilung Berlin-Charlottenburg der Deutschen 
Kolonial-Gesellschaft, 8:1 (1904), S. 1-29 u. 8: 4 (1905), S. 91-114. 第 1 回講演に

ついては、著者は未確認。この 3 回の講演は、1911 年に出版されたフランケの

論集に採録されている。Otto Franke, Ostasiatische Neubildungen. Beiträge zum 
Verständnis der politischen und kulturellen Entwicklungs-Vorgänge im Fernen Osten, 
Hamburg: Beysen, 1911, S. 20-35, S. 36-55 u. S. 56-71. 本論では、第 1 回講演につ

いては 1911 年の論集を参照し、第 2 回、第 3 回については初版を参照した。  
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 もう一人はローアバッハである 311 。彼は、名家の中国人女子に比較的高

度な教育を受けさせる目的で、膠州湾租借地に女学校を設立することを提起

し、 1911 年の淑範女学堂の設立に大きく寄与した人物である。だがそうし

た対中国文化政策のイデオローグとしてよりも、彼はヴィルヘルム期ドイツ

の対外政策に関する最大の論客の一人として知られている。多数の論説があ

るが、なかでも 1912 年に出版された『世界におけるドイツ思想』は、同時

代の政治書のなかで最大の販売数を誇った（ 22 万 2000 部） 312 。同書の最

終章「道徳的征服（moralische Eroberung）」は、1900 年来の彼の「倫理的帝

国主義（ ethischer Imperialismus）」論の集大成と言える。ローアバッハが対

中国文化政策を論じるきっかけは、東京在住のメンゲ（Menge）の「膠州領」

と題する論説であった 313 。この論説は、1907 年に当時ベルリンの教養市民

層の間で広く読まれていた『プロイセン年報（Preußische Jahrbücher）』誌上

で公表されたもので、ドイツ統治下にあった膠州湾租借地の経済的・軍事的

存在意義に疑問視して、膠州湾租借条約によって移譲された租借期限内の国

家主権の放棄を主張したものであった。当時、『プロイセン年報』を編集し

ていたのは、ローアバッハが師事していたデルブリュック（Hans Delbrück）

であり、彼はこの物議を醸し出した論説の真偽を確かめるべく、ローアバッ

ハに現地調査を依頼したのである 314 。それ以来、ローアバッハは『プロイ

セン年報』に寄稿した「ドイツ・中国研究」を皮切りに、対中国文化政策を

論じるようになった。本章では、この「ドイツ・中国研究」（1908/1909 年）

                                                  
311  Paul Rohrbach (1869-1959)の経歴は、Walter Mogk, Paul Rohrbach und das 
»Größere Deutcshland«. Ethischer Imperialismus im Wilhelminischen Zeitalter. Ein 
Beitrag zur Geschichte des Kulturprotestantismus, München: Goldmann, 1972; Josef 
Anker, Rohrbach, in: Biographisch- Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 8, Hamm: 
Bautz, 1994, S. 592-608 を参照。  
312  Paul Rohrbach, Der deutsche Gedanke in der Welt, Düsseldorf: Langewiesche, 
1912. 発行部数はMogk, Paul Rohrbach, S. 274 の注 62 を参照。  
313  A. Menge, Kiautschou, in: Preußische Jahrbücher, 128 (1907), S. 278-299. 
314  Paul Rohrbach, Deutsch-Chinesische Studien. I. Das chinesische Problem, in: 
Preußische Jahrbücher, 134 (1909), S. 230. ローアバッハは、メンゲの論説を中国

返還論と解釈しているが、メンゲは膠州湾租借地のドイツ国家主権の放棄を主

張しており、中国返還を主張してはいない。彼は、膠州湾を上海のような共同

租界にすることを理想と考えていた。また、同論説中で、アフリカ植民地と南

太平洋のドイツ植民地は絶対に保持すべきと論じていたように、彼も明らかに

植民地主義者であった。Menge, Kiautschou, S. 298. 
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のほか、対中国文化政策をアフリカ植民地政策との対比で論じた『ドイツ植

民地経済』の序巻『人種・キリスト教伝道のための文化政策上の諸原則』（1909

年）、さらに彼の対中国文化政策を体系的に論じた『ドイツよ、中国で前進

せよ！』（ 1912 年）を主要な分析対象とし、その他必要な限りで他の論説を

参照する 315 。  

 本章はドイツの対中国文化政策そのものを議論の対象とするものではな

いが、その背景として以下にその経緯を簡潔に説明する。ドイツの対中国文

化政策が本格的に開始されたのは、 1906 年前後である。 1900 年にハンブル

クで設立された「東アジア協会（Ostasiatischer Verein）」は、1906 年以降、

中国における新聞・学校事業への財政支援を積極的に行うようになり、また

1901 年にベルリンで設立された「ドイツ・アジア協会（Deutsch-Asiatische 

Gesellschaft）」の下部組織として、1906 年に「対中国ドイツ文化事業促進委

員会（Ausschuss für Förderung der Deutschen Kulturarbeit in Chiba）」が設置さ

れた。そして、そのドイツ・アジア協会で、同年 11 月 2 日に、同会理事で

あり、かつ枢密公使館参事官で上海総領事を務めたクナッペが「中国におけ

るドイツの文化的課題」と題する講演を行い、ドイツの対中国文化事業の計

画を提示した。その計画は以下の通りである。義和団戦争から日露戦争を経

て、中国の内政改革が本格化しており、列強はこの内政改革に影響を及ぼす

ために競合している。巨大な中国市場でより多くのシェアを獲得するために、

列強、とくにイギリス・アメリカ合州国および日本が中国で文化事業に着手

している。イギリスが中国市場で優勢なのは、英語が中国で西洋を代表する

言語になっているからである。ドイツも中国で教育文化事業を促進し、内政

改革、とくに教育制度改革で、ドイツ語・ドイツ科学の地位を高めれば、中

国におけるドイツ経済の影響力も強まる。以上の認識にもとづき、成都（ 1906

年）、天津（1907 年）、広東（ 1909 年）などに中国人向けの語学校や実業学

校などが設置され、また 1907 年に上海に現在の同済大学の前身「同済徳文

                                                  
315  Paul Rohrbach, Deutsch-Chinesische Studien. I. Das chinesische Problem, in: 
Preußische Jahrbücher, 133 (1908), S. 420-435; 134 (1909), S. 1-26; ders., 
Deutsch-Chinesische Studien. II. Tsingtau, in: Preußische Jahrbücher, 134 (1909), S. 
227-255 u. S. 467-521; ders., Deutsche Kolonialwirtschaft. Kulturpolitische 
Grundsätze für die Rassen- und Missionsfragen, Berlin: Hilfe, 1909; ders., 
Deutschland in China voran! Berlin: Protestantischer Schriftenvertrieb, 1912. 
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医学堂」が、さらに 1912 年に同学堂に工学堂が設置された。ドイツ統治下

にあった膠州湾租借地にも、ドイツ経済にとっての同地の軍事的・経済的意

義が疑問視されるようになって以降、同地のドイツ対中国文化政策の拠点と

しての位置づけが強調されるようになった。そして、 1910 年にその政策の

中心として、青島特別高等学堂が設立されたのである 316 。  

 

 

 

第 1 節 フランケの対中国文化政策論 

 

 

ヨーロッパ中心主義批判と中国の普遍性 

 

 フランケの対中国文化政策論は、ヨーロッパ中心主義的な思考への懐疑・

批判に基づいている。ドイツ植民地協会における講演で、彼は中国に関する

ドイツの報道が一面的であることを厳しく批判し、中国に対する認識の徹底

的な転換を要求した。例えば、フランケは、その第 2 回講演の冒頭で日清戦

争から義和団以後の中国の内政改革をめぐる思想的潮流を整理したが、その

際、フランケは、ヨーロッパのメディアが中国の政治情勢をいかにヨーロッ

バ中心的な発想で解釈しているかを問題にした。当時、ヨーロッパのメディ

アでは、守旧派は「反動的」、「排外的」と理解され、改革派は「進歩的」、

「親西洋的」と理解されていた。フランケはこのような解釈を斥けた。フラ

ンケは、守旧派であれ改革派であれ、ともにヨーロッパに対する憎悪をもっ

ている点に変わりはなく、それらをヨーロッパ的な基準で解釈することの誤

謬を指摘したのである 317 。  

 さらに、フランケは西洋こそが普遍であるという認識の転換を迫った。フ

ランケは、康有為の改革論を紹介し、その思想の本質は儒教の再生にあると

                                                  
316  Vgl. Kloosterhuis, Deutsche Auswärtige Kulturpolitik, S. 19-22; Knappe, 
Deutsche Kulturaufgaben in China, Berlin: Paetel, 1906; Leutner/ Mühlhahn, Die 
„Musterkolonie”; Huang, Der deutsche Einfluß, S. 139ff. 
317  Franke, Geistige Strömungen, S. 4; ders., Der Ursprung, S. 22. 

 155



評価した。つまり、ヨーロッパの政体が実は中国古代の思想にすでに存在す

るものであって、現在の中国はむしろ真の儒教に従ったものではない、した

がってヨーロッパの政体を採用することは、儒教の否定ではないと。この康

有為の思想を新儒教主義と呼んだフランケは、その思想のなかに「始原的な

中国普遍主義の信条」を読み取り、それを「人類の合一」による「世界平和」

を希求する思想と解釈した。そして、フランケは、その儒教主義は「非教条

主義的」であり、この思想の前では、いかにヨーロッパが身体的にも経済的

にも優位を主張しても、この新儒教主義を信奉する者たちは、その道徳上の

普遍性を維持することで、ヨーロッパに対して優位に立つと主張しうると説

明した 318 。  

 保守派であれ改革派であれ、中国の知識人が西洋に対して憎悪を持つよう

になった原因を、フランケは中国の国家理念に対するヨーロッパの無理解に

求めている。彼はアヘン戦争以来の西洋と中国の関係を次のように要約する。

ヨーロッパでは、フランス革命以後、国民国家体制へと移行したが、中国は

「普遍国家（Universalstaat）」であり続けた。その「普遍国家」中国では皇

帝は、天帝の代行者でありその民は人類である。この国家理念においては、

国民国家間の条約によって取り決められる国境はない。それに対し、ヨーロ

ッパの国民国家体制は、国境で分たれた互いに自立した国民国家によって構

成されている。そして、この両者の国家観の相違を双方が理解しようとしな

かったために衝突が生れているのだと 319 。しかし、フランケの批判の矛先

は、主として、日清戦争後の中国分割を企図したヨーロッパ列強に向けられ

た。ドイツ植民地協会での講演であったためか、フランケはドイツを言及せ

ずに、イギリス、フランス、ロシアを挙げ、それらにとって中国は単に植民

地拡張と侵略の対象、ヨーロッパ商品の販売市場、労働力調達の場所であっ

たという。そして、フランケは、ヨーロッパが「東洋諸民族の精神的生活」

を知ろうとも思わなかったことを痛烈に批判した 320 。  

 フランケにしてみれば、アヘン戦争以来の西洋と中国の関係は、不信・軽

                                                  
318  Franke, Geistige Strömungen, S. 9-10. 
319  Franke, Was lehrt uns, S. 92 u. S. 96-99. 
320  Ebenda, S. 100-101. 
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蔑・傲慢・不正・憤慨・憎悪に満ちており、この関係を改善しようと望むな

らば、中国認識を根本から改めなければならないものであった。それは、同

時にヨーロッパ中心主義的な思考の根底的な転換を意味し、より具体的には、

ヨーロッパが中国の「精神的生活（Geistesleben）」を知り、そのなかにある

普遍的な思想を認めることであった。  

 

 

「日禍」論 

 

フランケは、中国思想に内在する普遍性への脅威を人種論と革命思想にみ

ていた。そして、その 2 つの思想はヨーロッパの人種主義と革命思想を受容

した日本を経由して中国に現れていると考えていた。つまり、若い中国人学

生が、日本でヨーロッパ近代によって生み出されたその２つの思想を摂取し、

中国に普及していると考えたのである。  

 フランケは、 1903 年 8 月に雑誌『ドイチェ・ルントシャウ』に寄稿した

論説で、東亜同文会の初代会長となった近衛篤麿の人種論を紹介し警戒を呼

びかけている 321 。ドイツ留学経験をもつ近衛が、東亜同文会発足の直前の

1898 年１月に、雑誌『太陽』で黄色人種が同盟して白人種に対抗すべきと

いう趣旨の「同人種同盟、附支那問題研究の必要」を発表していたことはよ

く知られている 322 。フランケは、ドイツ植民地協会での 2 度めの講演にお

いても東亜同文会に言及している。そして、彼は東亜同文会のアジア主義、

つまり東アジア諸民族の連合によって西洋に対抗するという思想を、一種の

人種間競争の論理とみなしていた 323 。  

 フランケは、国民国家が排他的な「人種共同体（Rassengemeinschaft）」に

                                                  
321  Franke, Japans asiatische Bestrebungen, in: ders., Ostasiatische Neubildungen, S. 
136-157 に再録。  
322  栗田尚弥「引き裂かれたアイデンティティ――東亜同文書院の精神史的考

察」ピーター・ドウス／小林英夫編『帝国という幻想――「大東亜共栄圏」の

思想と現実』青木書店、1998 年、95－ 119 頁、とくに 96－ 97 頁を参照。東亜同

文会の政策理念については、翟新『東亜同文会と中国――近代日本における対

外理念とその実践』慶應義塾大学出版会、 2001 年が詳細に論じている。  
323  Franke, Geistige Strömungen, S. 5 u. 8. 
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なることを警戒していた。彼はドイツ植民地協会での講演で、当時ヨーロッ

パで流通していた議論、つまり、国民国家体制から白人種対黄色人種の人種

間の闘争へと発展するという論理を批判した 324 。しかし、その彼も、普遍

国家である中国を中心とした東アジアの国際体制が国民国家体制へと移行

することは不可避であると考えていた。日清戦争で勝利した日本は、まさに

その移行の必然性を証明する存在であった 325 。フランケは、その日本で学

ぶ新しい中国知識人層が人種論的思考を自分のものとし、その思想を基に国

家形成を進めることを西洋に対する脅威とみなしたのである。  

 フランケは中国の政治的思想潮流を、守旧派・改革派・革命派の 3 つに分

けて理解していた。前者の 2 派に対しては、中国の普遍性を保持しようとす

るものと考えていたが、革命派はそれを否定するものと考え、徹底的に批判

した。彼にとって、中国革命家は情熱的に反満を唱え、既存のあらゆる国家

制度を取り除き、瓦礫から放埓な自由を求める「狂信的な連中」であった。

フランケによれば、中国革命家たちは、たいてい日本で学んだ留学生であり、

そのような革命思想が現れるのは、ヨーロッパ・アメリカ経由で輸入された

近代の社会主義思想が日本で「未成熟な頭」に植え込まれた結果であった 326 。 

 フランケの文化政策論では、人種主義と革命思想は元来ヨーロッパ近代に

起源をもち、それが日本を経由して中国へと伝播したと説明されていた。そ

して、その 2 つの要因は単に中国の普遍性を脅かすだけでなく、日本を経由

することによって、西洋に対抗する政治運動へと展開する危険性を帯び、そ

して、日中文化交流の進展は一層その脅威を高めるものと理解されていた。

したがって、フランケの対中国文化政策は、この「日禍（ Japanische Gefahr）」

に対抗するものとして位置づけられることになる。  

 

 

 

 

                                                  
324  Franke, Was lehrt uns, S. 109-110. 
325  Ebenda, S. 106-108. 
326  Franke, Geistige Strömungen, S. 7-8. 
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「人類の倫理的合一」とドイツ的なるもの 

 

 フランケの対中国文化政策論の最終的な政策目標は何だったのか。彼は、

ドイツ植民地協会の講演で日露戦争時の内村鑑三の反戦論を引き合いに出

し、「人類の倫理的合一（ ethische Einheit der Menschheit）」を主張した。彼

によれば、「最上位に立つ諸民族」は、「道徳的な世界秩序」を促進し、「人

種間の文化的調和」のために働くことで、人類の「倫理的合一」を達成する

課題をもつという。そして、フランケは新儒教主義に同様の思想を見い出す。

なぜなら彼は、「将来の世界一統と世界平和の教え」が中国の普遍主義の信

条であり、新儒教主義もその思想を保持していると考えたからである 327 。  

 先述のように、フランケは人種論と革命思想によって、中国の普遍性が失

われることを危険視し、それに対抗するために対中国文化政策を主張した。

そして、彼はイギリスやアメリカ合州国の政治・文化団体によって、すでに

そのような「日禍」に対抗する文化政策ははじまっており、ドイツもそのよ

うな文化政策を積極的に行うべきと主張した 328 。なぜなら人類の「倫理的

合一」や世界平和に通じる中国の普遍性に対する脅威を退けることは、精神

的・理念的な力を有しているドイツ人の「国民的義務」だからであると。  

 ドイツ植民地協会での講演の際にフランケが提案した文化政策とは、ドイ

ツ語・ドイツ思想･ドイツ科学の普及であった｡フランケは、中国で西洋の中

心がイギリスとみなされ、また西洋の言語のなかで英語のみが認知されてい

る状況を慨嘆し、より相互の文化交流にドイツ側が関心をもち、積極的に活

動していくことを訴えた 329 。  

 彼の文化政策論は、中国思想の普遍性を主張することで、当時ヨーロッパ

において主流であった人種論的世界観に基づく黄禍論を批判し、同時に、「日

禍」に対抗するために、ドイツも文化政策を行うべきとするものであった。

しかし、この論理はそのドイツの対中国文化政策を正当化する際に、次の 2

つの危うさを内包していた。  

                                                  
327  Franke, Was lehrt uns, S. 110-111. 
328  Franke, Geistige Strömungen, S. 25-27. 
329  Ebenda, S. 27-29. 
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 第一に、彼の論理では、ドイツ・ナショナルは自明のものとされ、それ自

体を疑う視点を欠いていたことである。ドイツ植民地協会での講演の際には、

それほど明示されなかったにせよ、東アジアでは英語が圧倒的優位にあった

ことは、フランケにドイツ語およびドイツの学問の即自性に疑念を持たせな

かった。また、それは何がドイツ的なのかという問いへの解答を不要にした。

彼にとって、「ドイツ語」・「ドイツ思想」・「ドイツの学問」こそが中国で普

及されるべきものであり、その「ドイツ的」はすでに自明のものであって、

問われるべきものではなかった。  

 第二に、「倫理的合一」を促進する人間集団は、文化的に「最上位に立つ

諸民族」であり、その「倫理的合一」の対象となる人間集団とは、「文化民

族（Kulturvolk）」を意味していた 330 。そして、その際の「文化」は定義さ

れるべきものではなく、むしろ自明のものとされていた。それではアフリカ

で植民地支配下に置かれた人々は、フランケにとって「文化民族」に含まれ

る存在だったのか。中国学者として文化政策を論じたフランケは、このよう

な根本的な問題に触れる必然性を持たなかった。その結果、彼の文化概念は、

西洋と東洋という二元的な枠組みでしか問われなかったし、自らの言質を危

険に曝さずに済んだといえるかもしれない。  

 次節で論ずるローアバッハの場合、彼がアフリカで植民地官吏を経験した

ためか、彼の対中国文化政策は西洋と東洋という二元的な枠組みに止まるこ

とはなかった。その結果として、彼の論理はフランケよりも「倫理的帝国主

義」論として一般性を獲得することになったといえよう。  

 フランケの対中国文化政策論は、以上のように普遍性と国民性の 2 つの論

理が同居していた。その両者の論理は本来的に矛盾するようでいて、互いに

相補的な関係にあった。なぜならその普遍性と国民性への要求は、どちらも

「文化」という指標によって担保されており、その「文化」そのものは自明

のものとされ、決して問われるものではなかったからである。もしフランケ

の「文化」の尺度で、彼の世界史観からアフリカが排除されるものであった

ならば、たとえ西洋と東洋の文化が同等に置かれたとしても、フランケの文

化政策論はアフリカで植民地支配下にあった現地住民の生活様式を受容す

                                                  
330  Franke, Was lehrt uns, S. 110-111. 
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る視点を持ち得なかったであろう。その限りで彼の対中国文化政策論は、ア

フ リ カ 植 民 地 や 太 平 洋 諸 島 の 植 民 地 で 喧 伝 さ れ た 「 文 化 伝 道

（Kulturmission）」論を否定するものではなかったと言えよう。そして、膠

州湾租借地がドイツの対中国文化政策の拠点と位置づけられるかぎり、フラ

ンケにとってドイツ膠州湾統治は否定されるべきものではなかったし、実際、

フランケが膠州湾統治を否定したことはなかった。  

 

 

 

第 2 節 ローアバッハの対中国文化政策論  

 

 

人種と文化 

 

 フランケと異なり、ローアバッハは人種論の信奉者であった。彼は、その

著書『人種･キリスト教伝道のための文化政策上の諸原則』の序文で、「人類

は原則的に等価であるという理想」は、かつて「真の教養と人間性の要件」

と想定されていたが、そのような時代は、現在「少なくとも偏見のない事実

の理解の世界にとっては過ぎ去った」と述べている。つまり、彼は人類平等

という普遍性を否定し、科学によって裏づけられたとする「人種」による差

異を宣言したのである 331 。  

 ローアバッハの人種論は、もちろん相対主義的な論理に基づいているので

はない。その論理は、「文化的発展あるいは文化的天性」によってそれぞれ

の人種の優劣が評価されるべきというものであった 332 。では、その「文化」

を価値づける指標とは何か。それは、ある人種の文化が科学を有しているか

どうかであった。ローアバッハは次のように論じる。同時代の中国文化は中

世ヨーロッパが野蛮であるのと同様に野蛮である。なぜなら、古典古代が有

していた、あるいは現在の西洋人が再び獲得した「科学」を有していないか

                                                  
331  Rohrbach, Kulturpolitische Grundsätze, S. 1. 
332  Ebenda. 
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らだと。その科学とは、慣習などの規範観念とは別次元の知の体系を指して

いた 333 。  

 ローアバッハは、同時代の中国を「野蛮」と評したが、彼は古代中国も「野

蛮」であったとは見ていない。彼は、「東洋における古代文化［ここでは主

として古代中国の文化を指す――引用者］の失墜の事実を具体化することは、

驚異的であり衝撃的である。その文化の高さと今日の中国の関係はおそらく、

カロリング朝時代のヨーロッパとローマ皇帝アウグスティヌスの時代のヨ

ーロッパのそれのようなもの」と述べていた 334 。ローアバッハが中国の古

代文化をギリシア・ローマの古代文化と同等に置いたことは、彼は中国古代

を野蛮とみなしていなかったことを示しているが、同時にそれは彼のヨーロ

ッパ中心主義的な思考も露にしている。なぜなら、彼がある文化を価値づけ

る際の準拠軸は常に、彼自身が思い描いた西洋の古代だからである。彼は、

万里の長城とバビロンの塔を、中国の国家体制とダレイオス治世下のペルシ

アを比較する。また、孔子の思想を歴史哲学と解釈し、古代のトウキディデ

スと近代のランケのそれと比較しうると述べている 335 。  

 さらに、ローアバッハは、なぜ中国思想が西洋の古代と比較可能なのかと

いう問題に、「科学的」説明を与えようとする。彼の地理学の師であるリヒ

トホーフェンの説を挙げ、「原中国人（Protochinesen, Urchinesen）」は西アジ

ア起源であるとし、それが環境に影響されて現在のようになったという 336 。

このように論じることで、ローアバッハは中国を世界史的発展の枠内に位置

付けている。つまりそれは、中国人が西洋文明を摂取する能力をもつことを

論証しようとするものであり、対中国文化政策に妥当性を与えようとするも

のであった。  

 こうしたローアバッハの認識の問題性は、彼のアフリカ認識と比較するこ

とでより一層明らかになる。彼にとって、アフリカとアフリカ系住民は「白

人の文化政策にとって単なる客体」であり、混血は「地中海系人種・文化型

に憂慮すべき退化形態を出現させる」存在であった。これに対し、「東アジ

                                                  
333  Rohrbach, Das chinesische Problem, S. 423. 
334  Ebenda, S. 423. 
335  Ebenda, S. 425-426. 
336  Ebenda, S. 426-427. 
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アでは、その地の旧来からの文化人種は、ヨーロッパ的本質に対して全く自

立して判断・行為・受容・拒絶する主体」であった 337 。  

 ローアバッハにとって、中国人は一方でおおよそ受動的な「抵抗能力」し

か持ち合わせていないが、他方で「大きな活力」をもち、しかも「古来の文

化」を持っているだけではなく、「最上の、そして確証された道徳的な価値

概念」を持つ存在であった。加えて、中国は経済分野に関する手法・経験と、

鉄と石炭という工業資源を有しており、もし中国人が西洋の文化的要素を摂

取し自分たちの物質的・精神的な財を活用すれば、他国民との競争において

驚くほどの結果をもつだろうと迷べている。そして彼は、中国が西洋の文化

的要素を摂取する過程にドイツが積極的に関与することで、将来、政治的・

経済的脅威となる中国に対して、他の西欧列強よりも有利な立場を得ること

ができると考えていた。  

 ローアバッハは、中国人の場合は「文化人種」と承認したのに対し、アフ

リカ人の場合はその「西洋文明」を摂取する能力そのものを否定した。ロー

アバッハは、1903 年から 1906 年まで植民地官僚としてドイツ領西南アフリ

カで勤務し、現地のアフリカ人の武装蜂起を経験している。当時、言語教育

によって現地住民の間で社会主義思想が広まるようになったため、植民地政

策論者は、植民地支配への抵抗運動が生まれつつあることを懸念して、現地

住民への言語教育を制限することを議論していた 338 。ローアバッハは、具

体的にはアフリカ系住民に対する言語教育は、日常生活・簡単な事務作業レ

ベルに抑えるべきと主張している 339 。ローアバッハの「中国」に対する賞

賛は、中国が文化政策の対象となりうるかという問題と密接な関係にあり、

そして彼の文化政策論は、アフリカ現地住民の文化的価値の否定とアフリカ

植民地支配の現実を基盤に構成されていた。  

 

 

 

                                                  
337  Rohrbach, Kulturpolitische Grundsätze, S. 59. 
338  この問題については、さしあたり以下を参照。Gründer, Geschichte der 
deutschen Kolonien, S. 124. 
339  Ebenda, S. 78-96. 
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辜鴻銘のヨーロッパ批判 

 

 1911 年、一人の中国知識人辜鴻銘の英文論説が、ドイツの中国植民地で

布教活動をしていたプロテスタント宣教師ヴィルヘルム（Richard Wilhelm）

によって編集され、『ヨーロッパ思想に対する中国の弁明』という題でドイ

ツ語に翻訳・刊行された 340 。ローアバッハは同書を読むことで、彼自身の

対中国文化政策の論理を新たにする。  

 辜鴻銘のヨーロッパ批判を簡潔に説明すれば、以下のようになる。現在の

中国をめぐる問題は、黄色人種文化対白人種文化の闘争ではなく、東アジア

文化対ヨーロッパ中世文化の闘争である。中国（すなわち東アジアの文化的

中心）は理性の文化であり、それは 18 世紀ヨーロッパの啓蒙思想に等しい。

なぜなら、ヨーロッパ啓蒙思想家は、宣教師の文献を通じて中国思想に触れ、

近代の啓蒙思想に達したのであり、中国思想とヨーロッパ啓蒙思想の目的は

人間の道徳形成と国家秩序の維持であって、両者は同等である。ヨーロッパ

中世は宗教的世界であり、理性の世界ではない。そして、 18 世紀的なリベ

ラリズムは失墜し、現在のヨーロッパ思想は、中世的思想に退行している。

そのことは、現在においてもドイツの植民地政策のなかで十字軍の論理が使

われていることに現れている 341 。そして、砲艦政策を行う現在のヨーロッ

                                                  
340  辜鴻銘（ 1857－ 1928）。名は湯生。鴻銘は字。福建出身のマラヤ華僑の子。

1869 年前後に、イギリス・フランス・ドイツ・イタリアを遊学。文学を専攻し

た。エディンバラ大学卒。 1885 年より張之洞の幕僚になり、洋務を担当した。

外交部左丞にまで進む。民国以後、北京大学教授を務めながら、著述活動を続

ける。教育者として旧中国文明の擁護にあたり、復辟論者でもあった。のちに

張作霖の顧問も務める。本文中で言及しているドイツ語の論説集は以下。Ku 
Hungming, Chinas Verteidigung gegen europäische Ideen. Kritische Aufsätze, hrsg. 
mit einem Vorwort von Alfons Paquet, Jena: Diederichs, 1911. Übersetzt v. Richard 
Wilhelm. 同書は辜鴻銘の初期の論説を編集したもので、Papers from a Viceroy’s 
Yamen (Shanghai 1901)の１章Culture and Anarchyを収録し、残りはStory of a 
Chinese Oxford Mevement (Shanghai 1910)を、序と付録に章題をつけて３章立て

にしたもの。中国語訳は、黄興涛編訳『辜鴻銘全集』上下、海南出版社、 1996
年の「尊王篇（総督衙門論文集）」の「文明与無政府状態」および「中国牛津運

動故事」に収録。  
341 辜鴻銘は、義和団戦争時にブレーマーハーフェンでヴィルヘルム 2 世が行っ

た「フン族演説（Hunnenrede）」を念頭にしていると思われる。演説は、以下の

公刊史料集に採録。Mechthild Leutner (Hrsg.), „Musterkolonie Kiautschou.“, S. 
500-501. 
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パは、軍国主義であり、徳治を行う中国は 18 世紀的な啓蒙専制と同じであ

る。たとえヨーロッパが生活水準の高さをもって自らの優位を主張したとし

ても、それでもって文化的水準の高低を論じることはできない。なぜなら、

文化は道徳に基づくものだからである 342 。  

 辜鴻銘のヨーロッパ批判の論理は、理性という基準で近代と前近代を区分

し、儒教の思想を、 18 世紀の啓蒙思想と同等にみなすことによって近代に

位置づけ、武力と宗教的プロパガンダでもって拡張しようとする現在のヨー

ロッパを前近代に没落したと主張するものであった。先述のように、ローア

バッハは、事鴻銘の思想を知る以前、古代中国の文化的水準を古代ギリシ

ア・ローマのそれと等価とみなし、現在の中国の文化的水準をヨーロッパ中

世のそれと同等にみていた。両者ともに、中世を否定されるべき時代概念と

して、そして近代を肯定すべき時代概念として使用し、そして過去と現在の

中国とヨーロッパをそのどちらの時代に位置づけるかによって、批判の論理

を構成するものであった。  

 1912 年にローアバッハは、同時期にドイツ語訳された中国古典の著作と

併せて、辜鴻銘の『ヨーロッパ思想に対する中国の弁明』を評している。彼

は、辜鴻銘がヨーロッパ社会におけるキリスト教の意義を理解していないと

批判し、また、辜鴻銘のイギリス批判のみを強調し、ドイツの対中国政策が

あたかも無害であるかのように描いた。しかし、ローアバッハは、辜鴻銘の

ヨーロッパの現在に対する批判そのものを否定することはなかった。そもそ

もローアバッハは、対中国政策を武力ではなく文化によって行うことを主張

していた。そして、その前提として、中国側がヨーロッパの文化を摂取でき

るという認識があった。したがって、ゲーテなどのヨーロッパ思想家の文章

を多く引用し、それと孔子の思想と比較した辜鴻銘は、まさに中国人の西洋

文明に対する理解・受容能力を証明する存在だった 343 。  

 1912 年に出版されたローアバッハのプロパガンダ書『ドイツよ、中国で

前進せよ！』では、辜鴻銘は辛亥革命後の中国においても中国思想が消滅し

                                                  
342  Ku, Chinas Verteidigung, S. 1-12. 
343  Paul Rohrbach, Vom neuesten China, in: Preußische Jahrbücher, 147 (1912), S. 
213-246. 
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ていないという生きた実例として提示されている 344 。それ以前のローアバ

ッハの中国認識は、現在の中国の文化的発展の可能性を否定するものではな

かったが、古代中国の文化的達成度と比較して類廃したものとされた。しか

し、事鴻銘による中国思想とヨーロッパ啓蒙思想を同等に見ようとする思想

的営為を知ったことにより、現在の中国は否定されるべき存在から、同じ目

的をもつ利益共同体へとその位置づけが変わることになった 345 。  

 

 

中国文化とヨーロッパ文化の融合 

 

 それでは対中国文化政策を論じる際に、パウル・ローアバッハが設定した

目標はいかなるもので、それはいかに正当化されたのだろうか｡そして、そ

の際にドイツ文化は、西洋のなかでいかに位置づけられていたのだろうか。 

 ローアバッハは、まずドイツは中国において領土拡張政策をしない、ある

いは今までしていなかったことを前提としている。彼は、1897 年 11 月の膠

州湾占領を、列強による中国分割の企図の契機となったと認識していない。

日清戦争以後、中国分割が目前に迫っていたという情況下では、膠州湾占領

は、東アジアにおけるドイツの利害を擁護するための不可避の行為であった

と論じ、国民利害に基づいた現実政策を肯定した 346 。しかし、ローアバッ

ハは、列強による中国分割を阻止するために、中国側が国民統合を進めてい

くことを拒絶しない。むしろ、中国が国家として強力になることを称揚する。

その理由としてまず、彼は、ドイツが、日本、ロシア、そして東南アジアに

植民地をもつフランスのように、中国と境界を接していないこと、加えてイ

ギリスのように圧倒的な海軍力も保有していないことを挙げ、領土拡張政策

を行い得ないことを示唆する。そのうえで、中国が他の列強の支配下に置か

れることによって、ドイツ勢力が排除される可能性を指摘した。ローアバッ

ハにとって、領土拡張政策を行ない得ないドイツは、「他の外国の諸国民と

                                                  
344  Rohrbach, Deutschland in China voran!, S. 19-23. 
345  Ebenda, S. 11. 
346  Rohrbach, Kulturpolitische Grundsätze, S. 59. 
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同等に自立し、そしてあらゆるものに同権をという原則、すなわち門戸開放

の原則を擁護する」存在であり、それは中国の自強に役立つと考えられてい

た 347 。  

 ローアバッハの論理では、門戸開放の原則に立つドイツの対中国政策は、

中国の自強を促進するものとして認識されている。この論理では、膠州湾租

借地は、ドイツが中国で他の列強との同等の扱いを享受している証であり、

またそれが対外貿易に開かれた門戸として存在することで、その侵略性が否

定されている。したがって、ローアバッハの論理では、膠州湾租借地をドイ

ツの対中国文化政策の中心とすることに何ら問題はないことになる。もちろ

んローアバッハは、中国側がドイツの対中国政策に対して不信を持っている

ことを認識している。したがって、対中国文化政策は、その不信を拭い去る

役目をも果すことが期待されていた 348 。  

 ドイツの対中国文化政策は、そもそも他の諸列強との競争のなかで中国の

内政改革に影響力を得るための政策であったが、ローアバッハが目標とした

のは、中国にドイツ文化を普及するというよりも、その普及とともにヨーロ

ッパを最良に代弁するドイツ文化と中国文化とが「融合」し、新たな文化を

形成することであった。当初よりローアバッハは、中国の課題を、「祖国中

国の教養と近代西洋の教養を身につけるなかで［その 2 つの教養を］有機的

に結びつける方法を獲得することにある」と主張し 349 、また教育分野の課

題に､「旧来の中国的な原理と学術的で人文的な教養と教育の近代西洋的な

原理を一つの有機的な新しい形成物に融合すること」を挙げていた 350 。  

 ローアバッハにとって、辛亥革命はアメリカ合州国の思想的影響の帰結の

一つであった 351 。彼は、イギリスやアメリカ合州国の文化プロパガンダは、

中国文化を単に「アングロサクソン」的な文化にするものと糾弾する。その

上で彼は、それではいまではもう古来の中国思想は失われてしまったのかと

問う。彼は、「中国古来の精神は死んでいない」と答えた上で、その中国古

                                                  
347  Ebenda, S. 60-61; Rohrbach, Tsingtau, S. 229. 
348  Ebenda, S. 510-511. 
349  Rohrbach, Das chinesische Problem, S. 25. 
350  Rohrbach, Tsingtau, S. 495. 
351  Rohrbach, Deutschland in China voran!, S. 17. 

 167



来の文化と西洋の文化との融合を目指すのがドイツの対中国文化政策の目

標であると主張した 352 。  

 それでは、なぜドイツの文化政策は中国文化と西洋文化の融合を進めるこ

とが可能なのか。言いかえれば、なぜイギリスやアメリカ合州国の文化政策

は中国文化を「アングロサクソン化」するものとなり、ドイツの文化政策は

そのようなものではないのか。「ドイツ文化」は「アングロサクソン文化」

とどのように差異化され得たのか。自己像はつねに他者像を媒介にして表象

されるが、ローアバッハも、ドイツ文化を「アングロサクソン」文化と比較

の上で表現した。彼は、イギリス・アメリカの資金で設立された学校を「ア

ングロサクソン的精神」のプロパガンダとみなし、「教育学的な観点は不十

分であり、方法論は時代遅れであり、提供された教材は一面的・限定的」で

あると述べているが、これは言い換えれば、「ドイツ精神」はより精確性を

重んじ普遍的であるという論理になる 353 。彼は、別の論説で、イギリスや

アメリカ合州国の対中国文化政策を形式主義と呼び、ドイツ文化は、イギリ

スやアメリカの文化よりも、中国を理解するのにより精密で客観的であると

明確に述べている 354 。ドイツ文化とイギリス・アメリカ文化との間の本質

的な差異を明示するのではなく、相対的な差異を強調することは、自らを西

洋に位置づけ、さらにその西洋のなかでドイツ文化は最も優越した文化的価

値を有していると論じようとしたといえよう。  

 このような論理構成は、列強間の対中国文化政策競争において、イギリ

ス・アメリカ合州国の文化に対し、ドイツ文化の優位性を理論づけようとす

るものであった。  

 

 

女子教育論 

 

 パウル・ローアバッハは、かなり具体的に対中国文化政策の方法を提案し

ている。その要点は 3 つあり、（1）教育分野に直接関係するもの、（2）キリ

                                                  
352  Ebenda, S. 18-19. 
353  Rohrbach, Tsingtau, S. 517. 
354  Rohrbach, Deutschland in China voran!, S. 17-18. 
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スト教布教の問題、（3）女子教育であった。  

 （ 1）と（2）はローアバッハに特有のものというよりも、すでに論議、あ

るいは実施されている方策を整理したといえる。（3）は、ドイツ教育のモデ

ル校の設立、ドイツヘの中国人留学生の受け入れ・ドイツ人教員の派遣、教

材の作成、百科事典の作成などの提案である 355 。（ 2）は、フランケも強調

していた点であるが、キリスト教への改宗の非強制である。キリスト教ミッ

ションの布教活動が「文化民族」である中国人に改宗を強要すれば、儒教と

の対立が生まれ、現地社会との衝突は避けられないので、むしろ中国人自ら

がキリスト教こそがヨーロッパ文化の最も内面的な価値であり、「キリスト

教諸民族の勝利」の根幹であることを知るようにすべきであるという主張で

ある。具体的には、医療・教育などの日常生活に関連する文化事業を通じて、

現地の中国人とキリスト教ミッションと恒常的な接触を保ち、キリスト教を

次第に普及させようというものであった 356 。  

 （ 3）の女子教育は、他の対中国文化政策論者と比較して、ローアバッハ

が特に重視した問題である。彼の中国人女子教育論を考察することで、彼の

主張する「東西文化の融合」の方法をより具体的に理解することができるだ

ろう 357 。  

 1910 年 2 月ドイツ海軍省で開催された講演会で、ローアバッハは膠州湾

租借地にドイツ式の女子教育モデル校を設立することを提案した。まず、そ

のモデル校は全寮制を採用し、単に授業を行うだけでなく、女子の育成全般

を担う機関として位置づけられた。そこで学ぶ中国人女子の目標は、精神修

養だけでなく、家政を身につけ、将来の中国の国母になることであった。ま

た、たくさんの中国人女子に「将来、彼女の家と家族にキリスト教的、人文

的、ドイツ的な文化と教養の要素を植え付ける」教育を施すことによって、

                                                  
355  Rohrbach, Tsingtau, S. 514-516. 
356  Rohrbach, Tsingtau, S. 519-521; Franke, Was lehrt uns, S. 103-106. ローアバッ

ハと違い、フランケは、中国でキリスト教を普及させる目的で、キリスト教ミ

ッションによる改宗を批判している訳ではなく、単に中国における排外主義の

原因として挙げているのみである。  
357  ちなみに、ローアバッハは、1894 年に国家試験を受け、中等学校および女

学校の教員免許を取得し、数年間女子校の教壇に立った経験をもっていた。Vgl. 
Mogk, Paul Rohrbach, S. 36. 
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女子教育は、纒足に象徴される中国人女性の「哀れな時代」に終りをもたら

すと主張した 358 。この講演をきっかけに、女学校設立基金が創設され、1911

年 12 月に膠州湾租借地に淑範女学堂が設立された。  

 この女学校の当面の目標は女性教員の育成にあった。ローアバッハは、女

子教育制度が中国で始まったばかりの現在、中国側に女性教員が不足してお

り、また女性教員の育成は、他の対中国文化政策の競争相手たちにおいても、

まだ本格的に取り組まれていない未開拓の分野であるので、ドイツ側がこの

分野で積極的に活動すれば、中国側から感謝されるだろうと述べている 359 。 

 淑範女学堂は租借地内の名家の娘を対象としていた。同学堂の教科は、中

国語、自然科学、ドイツ語があった。中国語では、文語体の比較的易しい書

物の読解、小論文・手紙などの作文能力の習得が目指され、また中国文学・

中国史も教授された。自然科学では、地理学（主に中国とドイツ）、植物学、

動物学、生物学の基礎知識が、そして上級のクラスでは、物理と化学も教授

された。そのレべルは、ドイツの比較的レべルの高い女学校と同等のもので

あった。そのほかに、算数・体育・手芸・写生・唱歌が取り入れられていた。

キリスト教への親の反発を配慮し、キリスト教は必修科目とされなかった

360 。  

 このドイツ式の教育施設では、将来教員となるべき女生徒は、中国ナショ

ナリズムを身につけることが望まれていた。ローアバッハは、上記の科目の

ほか、将来的に中国の公学校で予定されている倫理も導入することを望んで

おり、その倫理とは、「自由な自己決定の精神」であって、民族的結合から

離れようとする「不健全な解放の欲求」ではあってはならないと述べている

361 。また、ローアバッハは、青島特別高等学堂の教授であったカイパー

（Keiper）の手紙を引用しているが、そこでは、ドイツ・中国併式の教育機

関は「当初より規定された中国ナショナルな方針を維持」しなけれぱならな

いことが主張されていた 362 。  

                                                  
358  Rohrbach, Deutschland in China voran!, S. 55-56. 
359  Ebenda, S. 68-69. 
360  Ebenda, S. 69 
361  Ebenda, S. 72. 
362  Ebenda. 
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 ドイツ統治下にある膠州湾租借地で中国への国民意識をもった女性教員

を育成すること。これはローアバッハの対中国文化政策論と矛盾するもので

はない。先述したように、ローアバッハは、辛亥革命をイギリス・アメリカ

合州国の影響を受けた政治的変革と理解しており、それは彼が辜鴻銘を通じ

て理解した中国思想と相容れないものであった。ローアバッハが出会った中

国 思 想 は 徳 治 の 思 想 で あ り 、 そ れ は 「 倫 理 的 帝 国 主 義 （ ethnischer 

Imperialismus）」「道徳的征服（moralische Eroberung）」を唱えた彼にとって

共鳴しうるものであった。淑範女学堂の授業科目で、新たな知としての自然

科学と並んで、中国の古典・文学・歴史が積極的に導入されたことは、彼の

文化政策論で一貫した主張、すなわち中国とヨーロッパの文化的統合を具体

化するものであった。つまり、淑範女学堂の女生徒はその統合の象徴であり、

さらに彼女たちは、将来女性教員となり、その思想を普及するべき存在であ

った。  

 

 最後に、フランケとローアバッハの対中国文化政策論を比較しながら、序

論で提起した 3 つの課題に沿って、ドイツの対中国文化政策の論理を整理し

よう。  

 （1）「文化」と「文明」、「ドイツ」と「西洋」の関係について。フランケ

とローアバッハの両者とも、中国の対概念をドイツではなく、西洋を設定し

ている。つまり中華文明、中国文化と同じ次元には、ヨーロッパ文明、ヨー

ロッパ文化が設定されている。この次元では、中国も西洋も、高度な倫理と

道徳という普遍性を有するという意味において、同等の価値をもつものであ

った。すなわち、それは物質性よりも精神性を重視する思想であった。フラ

ンケにとって、文化政策は人類の「倫理的合一」を目的とするものであり、

ローアバッハにとって、その目的は東西文明の「融合」による新たな形成体

の創造であった。これに対して、ドイツの対概念は、イギリス・アメリカ合

州国であり、「ドイツ文化」と同じ次元には、「アングロサクソン文化」が設

定されていた。中国と西洋は同等の価値をもつものであったのに対し、ドイ

ツ文化とアングロサクソン文化は序列的な関係であった。その序列化は、「よ

り精確」、「より客観的」といった相対的な指標によってなされていた。そし
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て、その相対的な序列化を通じて、ドイツが最も西洋を代表しうるという論

理を構成していた。この論理では、ドイツ文化はいまだ西洋文明の枠組みの

なかに位置づけられている。しかし、精神性の強調は、中国との比較を通じ

て、ドイツ文化に西洋の枠を超えて普遍性を獲得させる契機を与えうるもの

であり、世紀転換期以降にドイツ知識人の間で広まった物質文明批判は、物

質文明の主体を西洋に設定し、それに対置する形でドイツ「精神（Geist）」

に固有の位置を与える可能性をもつものであった。この結論は、いまだ仮説

の域を出ていない。対中国文化政策の論理と第一次世界大戦の文化プロパガ

ンダの論理の類似・差異については、今後検討を要する課題である。  

 （ 2）文化政策論と中国理解について。フランケは康有為の思想を受け入

れることによって、ヨーロッパ中心主義的な思考を批判し、また儒教と「文

化伝道」の最終目的を同一視することによって、対中国文化政策を正当化し

ようとした。ローアバッハも、ヨーロッパ啓蒙思想と中国思想を同一視する

一方で、現在のヨーロッパを批判した辜鴻銘を、中国人がヨーロッパの文化

を受容できる証拠とみなし、ドイツの対中国文化政策の有効性を強調した。

しかしながら、両者とも文化政策の施策を論じる際には、文化事業に協働す

る主体として中国の人びとを論じてはいない。フランケが中国革命家を論じ

る際には、彼らは「狂信的な連中」として現れており、それゆえに彼は、ド

イツに留学する中国人学生を慎重に監督することを推奨していた 363 。中国

で革命運動が更に高揚すると、彼のこのような態度は、中国人の「精神的生

活」は常に形式を求め、真に新たな思想を受容しないという論調に変化して

いった 364 。またローアバッハも、中国人を「ヨーロッパ的本質に対して全

く自立して判断・行為・受容・拒絶する主体」としながらも、外部からの影

響に対して消極的な抵抗力しかもたないと付言していた 365 。両者とも中国

に普遍的な思想の存在を認めながらも、彼らが対中国文化政策論で想定した

中国人は、中国思想の普遍性を捨て革命思想に傾倒しないように教え諭され

                                                  
363  Franke, Geistige Strömungen, S. 27-29. 
364  Otto Franke, Wandlungen im chinesischen Geistesleben, in: Paul Rohrbach 
(Hrsg.), Deutsche Kulturaufgaben in China. Beiträge zur Erkenntnis nationaler 
Verantwortlichkeit, Berlin: Hilfe, 1910, S. 11-31. とくに 19－ 20、 25 頁参照。  
365  Rohrbach, Kulturpolitische Grundsätze, S. 59 u. S. 64. 
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る対象にすぎなかった。  

 （ 3）ドイツの植民地政策と対中国文化政策の関係について。ドイツの対

中国文化政策は、中国における列強による領土拡張政策を批判することはあ

っても、膠州湾租借地のドイツの植民地経営を否定することはなかった。ド

イツの植民地経営は、膠州湾租借地に普遍性擁護の拠点という存在意義を付

与することによって正当化されたのである。また、ドイツの対中国文化政策

論は、ドイツ領西南アフリカでのヘレロ・ナマの武装蜂起（ 1904～ 1907 年）

とドイツ領東アフリカでのマジマジ蜂起（ 1905～ 1907 年）によりドイツの

植民地政策がその再編を迫られた時期と重なっていた。そして、それを契機

に高まった植民地改革論と並行して議論された対中国外文化政策論は、従来

の「文化伝道」の対象であったはずのアフリカ植民地を除外していた。その

文化政策論では、ヨーロッパ的な文化を理解・摂取できるかどうかを人種に

よって区分し、アフリカや南洋諸島をその対象外にしたのである。中国に議

論を限定したフランケの場合、その普遍性が及ぶ範囲は東洋と西洋の二分法

的な枠組みのなかでとどまったが、ドイツ領西南アフリカで植民地行政に関

与したローアバッハの場合、その対中国文化政策論で描かれた世界史像は、

その普遍性の限界を如実に表現することになったのである。  

 また、本論は、比較によってある文化・文明を論ずることの危険性・暴力

性を明らかにした。つまり、中国であれ、ヨーロッパであれ、その普遍性の

理論づけを比較によって証明しようとする試みは、その比較の指標を設定し

得ない対象を容易に「普遍性」の適用外にして、植民地支配の暴力の行使を

容認してしまう可能性をもつということである。また、そのような比較によ

る「普遍性」の論理立てそのものが植民地暴力に活力を与えていたことも指

摘しておく。後者の点は、「文明化の使命」論の特徴であったことは言うま

でもないだろう。  
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結論 

 

 

 

 

 

 本論の課題は、膠州湾租借地におけるドイツ植民地行政の経済政策と、そ

れによって構想された社会秩序が、現地社会の動態に対応するなかで、いか

に変容していったかを明らかにすることにあった。先行研究においては、膠

州領総督府の経済政策が自由港制度に基づいた自由貿易主義的な性格をも

っていたことについては見解の一致をみているものの、その政策による山東

経済の影響についての評価は、政治的影響力の限定性と同時にその発展・近

代化への貢献（シュレッカー）、植民地支配下の経済的搾取（王守中）、ある

いはその山東地方官僚の対抗的経済政策との相互関係（ミュールハーン）に

分かれている。しかし、その膠州領総督府の経済政策と植民地社会における

統治がどのような関係にあったのかについては、これまで検討されていなか

った。ミュールハーンの研究は、膠州湾租借地におけるドイツ統治について

理論的な考察を加えた唯一の本格的な研究と言ってよいが、そこでも彼の分

析概念である「全体支配」は、総督府の経済的自由主義と別個の問題として

扱われている。  

 しかし、膠州湾租借地における植民地社会の秩序形成と総督府の経済政策

は不可分の関係にあった。ドイツ植民地のなかで、唯一海軍省の管轄下に置

かれた膠州湾租借地は、その経済成長の達成を第一目標としていた。膠州湾

統治を担った海軍省は、膠州湾租借地の経済成長を達成させることで、ドイ

ツ国内政治における海軍のプレゼンスを高め、海軍省長官ティルピッツが推

進する艦隊政策への世論の支持の高まりを期待した。そのために、ドイツ帝

国議会に提出された最初の膠州領総督府の行政報告書において、膠州湾租借

地は「商業植民地」として役割を果たすことが期待されたのである。  

 同時代の植民地政策論者は、「移住植民地」や「プランテーション植民地」
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とは異なる植民地として「商業植民地」を位置づけている。その植民地は、

たいてい世界経済の流通を促進する中継地として説明されていたが、しかし

その植民地は単なる流通の結節点としてではなく、ある地域経済をより広域

の資本主義市場に包摂する課題を担っていた。19 世紀後半には、「移住植民

地」、「プランテーション植民地」、「商業植民地」といった植民地類型がさか

んに論じられていたが、その理由は、植民地支配者に求められていた政策が、

すべての植民地に適用可能な政策ではなく、むしろ被支配地域の資源の質と

量に応じた可変的な政策が要請されていたからである。  

そのような「商業植民地」としての機能を膠州湾租借地が果たすために、

膠州領総督府が経済的自由主義に依拠した政策を選択することは必然であ

って、それによって山東経済をより広域の資本主義市場経済と結びつけるこ

とが望まれていた。しかし、いわゆる「大不況」期を経た世紀転換期におい

ては、自由放任ではない形の経済的自由主義が要請されており、ドイツの場

合では、それは利害調整型の政治決定に依拠した上での経済政策であった。

膠州湾租借地における植民地行政は、計画経済的な政策ではない形で、地域

経済とより広域の資本主義市場と結びつけるための介入型の経済政策を行

った。膠州領総督府は、イギリス植民地であった香港をモデルとして、自由

港制度を導入したが、山東地域経済と世界市場とを円滑に結びつけるために、

当初、中国海関を内部に組み込んだ形式を採った。それによって、膠州湾租

借地が自由港制度と条約体制下の開港場の双方の利点をもつことが期待さ

れたのである。  

しかし、本来的に世界市場に地域経済を開放させる自由港制度が布かれた

ことで、中国海関は租借地経済と山東経済との間の流通の管理を厳格にせざ

るを得ず、結局、山東経済と租借地経済の流通を阻害させることになった。

租借地経済を持続的に成長させるために総督府が選択しえたのは、自由港制

度を事実上廃止することで、租借地を条約体制内に組み込み、租借地経済と

山東経済をより緊密に結びつけることであった。  

このように関税制度上、租借地経済と山東経済を結びつけることで、膠州

領総督府が期待したのは、山東農産物・畜産物の輸出が増加することによっ

て、入超状態にある租借地経済の輸出入額を均衡させることであった。租借

 175



地経済が初期のインフラ投資に起因する輸入のみに依存した場合、その経済

はきわめて不安定な状態に置かれることになり、租借地への流通そのものが

沈滞し、「商業植民地」としての存在意義そのものが脅かされる危険性があ

った。総督府は、そうした危険を山東産品の多角的な輸出戦略によって回避

しようとしたのである。さらに、膠州湾租借地がこうしたモノの流通の中継

地としてだけではなく、ヒト、すなわち労働力移動の中継地としても機能す

るように、総督府は働きかけていた。その結果、青島港は、上海および華北

沿岸諸港、神戸、ウラジオストークと緊密な流通網を形成し、世界市場への

山東農産物の輸出港と変貌したのである。  

 そのような輸出指向の経済政策を実施する際には、租借地経済の実質的な

担い手であった中国商人層との「協同」が必要であった。統治当初は、膠州

領総督府は、植民地社会における支配層と被支配層の境界線と空間的な配置

が一致する秩序を想定していた。その境界線の基準は、「人種」と「階級」

であったが、膠州領総督府は、租借地経済における中国商人層の重要性を認

識するにつれて、有力な中国商人層を限定的ながら行政に組み入れようとし

た。中国商人層も、租借地行政への自己の政治的な権限を強めるために、膠

州領総督府の埠頭行政改革に際して、ボイコット運動を展開した。その結果、

中国商人層は、利害調整型の政治システムに即した形で、自己の利害に関す

る限りの直接的な発言権を獲得するようになり、またその経済活動において

自律性を確保していった。  

これによって、膠州湾租借地における植民地社会の「人種」と「階級」の

境界線は、より「階級」にその重点を置いた形で引かれることになった。青

島植民地社会の人口の大多数を占めた工場労働者・都市雑業層は、政治決定

の過程から排除され、さらにドイツ帝国籍はもちろん清国籍という法的位置

づけも定まらない状態に置かれた。それによって、膠州湾租借地は、租借地

経済と資本主義市場に、きわめて地域間の流動性の高い労働力を提供するこ

とを可能にした。こうした労働者および都市雑業層は、租借地内では、「階

級」に力点を置かれた植民地支配秩序の具現するように、工場労働者・港湾

労働者・人力車夫といった職種に応じて空間的に管理された。それと同時に、

その労働力の高い流動性を保証することで、ドイツ統治期になって、青島港
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は、新たに山東労働力移動の中継地として発展することになったのである。 

 義和団戦争後の清朝政府の内政改革への影響力をめぐって、列強間で対中

国文化政策の競争が生じていたとき、膠州湾租借地はドイツの対中国文化政

策の中心的拠点としての意義を新たに獲得した。この文化政策は、租借地の

植民地社会における「協同」のあり方と密接に関わっていた。この文化政策

の論理は、決して内地延長主義のそれではない。内地延長主義は、本国と植

民地の漸進的な法的平等化を建前とした同化主義であったが、ドイツの対中

国文化政策の論理は、「文化」を基準とした洋の東西を区分したうえでの「協

同」であり、文化本質主義的な性格を帯びていた。この論理では、膠州湾租

借地において中国系住民のなかでも有力な若きエリートたちは、真の中国文

化を学ぶことが推奨されていた。しかし、そこで想定されていた中国文化は

中国の古典教養であり、辛亥革命は明確に否定されていた。そのような対中

国文化政策は、青島へと大量の旧清朝大官が亡命する背景ともなっていた。

このような対中国文化政策の論理は、膠州湾租借地の社会秩序に相応するも

のであった。ここでは、「文化」が社会を区分する基準となっており、決し

て中国系住民とドイツ系住民の法的平等化を推進するものではなかったか

らである。  

 本論は、植民地社会における経済と社会秩序を相関的に分析することで、

グローバル化を歴史学から実証的に明らかにすることを目指す課題に応え

ようとしたものである。そのために、第一に、膠州湾租借地におけるドイツ

植民地統治と現地経済との相互作用によって形成された地域経済と資本主

義市場との経済的なネットワークを、第二に、それに起因した植民地支配下

の現地社会秩序の再編を実証的に明らかにした。  

今後の課題としては、まず、本論が明らかにした膠州湾租借地の事例と同

時代の他の植民地における経済と社会秩序の関係と比較検討することが挙

げられる。それによって、膠州湾租借地の独自性だけではなく、同時代の植

民地支配を通じた世界体制における位置づけがより明確になるだろう。また、

このような共時的な分析と同時に、第一次世界大戦を機に生じたドイツから

日本への植民地支配の移行にともなって、青島社会にどのような変化が生じ

たのかという通時的な分析を行うことで、さらにドイツ・日本それぞれの青
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島社会における植民地支配の特質が明らかにされるだろう。  

付録 

 

 

1 膠 州 湾 租 借 地 の人 口 動 態 （1898－1913 年 ） 

  

都 市 部 中

国 系 住 民

人 口  

10 歳 以

上 男 性  

10 歳 以

上 女 性  

10 歳  

未 満  

中 国 系

住 民 人

口 総 数

ヨーロッパ

系 住 民  

10 歳 以

上 男 性  

10 歳 以

上 女 性  

10 歳  

未 満  軍 人

1898         70000           

1899         84014           

1900                     

1901                     

1902 14905 13161 1016 728   688         

1903 28144 25221 1694 1229 120041 785         

1904 27622 24213 2340 1069   1057         

1905 28477 24811 2557 1109   1225         

1906                     

1907 31509 26452 3334 1723   1484 996 488   2178

1908                     

1909                     

1910 34180 28127 3804 2249 161140 1621 979 642   2275

1911                     

1912                     

1913 53312 40115 8573 4624 187000 2069 1183 883   2401

出 典 ：1910 年 までは、Leutner (Hrsg.) ,  „Musterkolonie Kiautschou“, S. 238-239、1913 年 につい

ては、Bevö lkerung im Schutzgebiete nach einer Ende Juni-Anfang Jul i  1913 erfolgten 

Zählung, in :  Tsingtauer Neueste Nachrichte, 3 .  8 .  1913 を参 照 。 
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2 1901-1914 年 青 島 港 汽 船 貿 易 輸 出 入 額 表 （単 位 ：海 関 両 ） 

 

  外 国 産 品 輸 入 額  中 国 産 品 輸 入 額 中 国 産 品 輸 出 額

総 輸 出 入

額  

1901 3430187 232551 323107 3985845 

1902 5845729 257790 839081 6942600 

1903 8452668 235289 1577353 10265310 

1904 8746268 724321 3838659 13309248 

1905 10830947 1348509 4881356 17060812 

1906 17014885 2282604 6333733 25631222 

1907 16606545 3813750 8478325 28898620 

1908 15980141 4076247 12033307 32089695 

1909 19600119 5914181 14736629 40250929 

1910 20887294 5691699 1717１415 43750408 

1911 21139956 5827021 19853669 46820646 

1912 24197452 7133409 24999360 56330221 

1913 26767353 8289124 25692373 60748850 

1914 18434342 3910150 16587990 38942482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 ：『膠 澳 志 』1926 年 、784-789 頁 より筆 者 作 成 。明 らかに計 算 ミスと思 われる数 値 は、筆 者 が

調 整  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 179



 

3 1906 年 出 港 地 別 青 島 寄 港 汽 船 トン数 および隻 数  

出 港 地  トン数  隻 数  

上 海  227391 211

煙 台  91119 81

香 港  39407 28

神 戸  28985 39

小 樽  13312 8

門 司  11459 8

マニラ 12545 6

天 津  11073 7

その他  89409 21

総 トン数 ・隻 数  476311 406

出 典 ： Amtblatt für das Schutzgebiet Kiautschou, hrsg. v .  Kaiserl ichen Gouvernement 

Kiautschou, 1906 に掲 載 された出 港 地 の情 報 より筆 者 が算 出 したもの。  

 

4 1906 年 目 的 地 別 青 島 出 港 汽 船 トン数 および隻 数  

目 的 地  トン数  隻 数  

上 海  189520 190

煙 台  129553 115

神 戸  30244 37

ウラジオストーク 19981 17

大 沽  13898 5

香 港   11953 5

門 司  15385 7

その他  62882 40

総 トン数 ・隻 数  473416 416

出 典 ： Amtblatt für das Schutzgebiet Kiautschou, hrsg. v .  Kaiserl ichen Gouvernement 

Kiautschou, 1906 に掲 載 された情 報 より筆 者 が算 出 したもの。目 的 地 は最 終 目 的 地 ではなく、
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次 の寄 港 地 を指 す。 

 

5 1913 年 出 港 地 別 青 島 寄 港 汽 船 トン数 および隻 数  

出 港 地  トン数  隻 数  

上 海  371499 256

神 戸  251824 114

煙 台  154168 178

大 連  108652 79

門 司  64882 15

香 港  57153 31

ウラジオストーク 49876 32

牛 荘  31079 26

その他  210864 180

総 計  1299997 911

出 典 ： Amtblatt für das Schutzgebiet Kiautschou, hrsg. v .  Kaiserl ichen Gouvernement 

Kiautschou, 1913 に掲 載 された出 港 地 の情 報 より筆 者 が算 出 したもの。 
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6 1913 年 目 的 地 別 青 島 出 港 汽 船 トン数 および隻 数  

目 的 地  トン数  隻 数  

上 海  535027 288

煙 台  176467 210

ウラジオストーク 132151 86

神 戸  98728 36

大 連  104284 82

牛 荘  38217 35

香 港  36893 21

門 司  11013 3

その他  166845 141

総 計  1299625 902

出 典 ： Amtblatt für das Schutzgebiet Kiautschou, hrsg. v .  Kaiserl ichen Gouvernement 

Kiautschou, 1913 に掲 載 された情 報 より筆 者 が算 出 したもの。目 的 地 は最 終 目 的 地 ではなく、

次 の寄 港 地 を指 す。 
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7 膠 州 領 総 督 府 財 政 変 遷 （1898－1914 年 ） 

年 度  総 予 算 額  国 庫 補 助 金  総 督 府 収 入  

1898   5000000   

1899/1900   8500000   

1900/1901 9993000 9780000 213000 

1901/1902 11050000 10750000 300000 

1902/1903 12404000 12044000 360000 

1903/1904 12808142 12353142 455000 

1904/1905 13088300 12583000 505000 

1905/1906 15296000 14660000 636000 

1906/1907 14198000 13150000 1048000 

1907/1908 13278200 11735500 1542700 

1908/1909 11465753 9739953 1725800 

1909/1910 12165602 8545005 3620597 

1910/1911 12715884 8131016 4584868 

1911/1912 13538610 7703940 5834670 

1912/1913 14639725 8297565 6342160 

1913/1914 16787524 9507780 7279744 

出 典 ： Mechthi ld Leutner (Hrsg.) , „Musterkolonie Kiautschou“, S. 239-240. 

*単 位 はライヒスマルク 
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8 膠 州 領 総 督 府 歳 出 表 （1900－1913 年 ） 

  軍 事 費  民 政 費  
軍 民 共 同

費  
臨 時 費 官 営 事 業 費 恩 給 基 金  

1900 年  1864 784 1326 5925     

1901 年  2257 723 1404 6575     

1902 年  2369 799 1791 7375     

1903 年  2435 907 1936 7470     

1904 年  2403 984 1974 7697     

1905 年  2712 1102 2193 9257     

1906 年  3207 1182 2377 7375     

1907 年  3339 1247 2426 6230    

1908 年  3411 1370 2614 4037     

1909 年  3556 1301 2769 2661 1802 75 

1910 年  6517 1775 - 1775 2532 115 

1911 年  4010 1263 3787 2075 2854 148 

1912 年  4040 1309 3956 2033 3935 163 

1913 年  4917 1366 3897 1853 4554 200 

  出 典 ：趙 琪 修 、袁 榮 搜 纂 『膠 澳 志 』成 文 出 版 社 、1968 年 ［1928 年 鉛 本 の影 印 ］、1262～ 

1263 頁 。 

*単 位 は 1000 ライヒスマルク  
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